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議会運営委員会会議録 

 

１．日  時  令和７年９月３日（水） 午前１０時 

１．場  所  ３階委員会室 

１．協議事項  １．令和７年第３回上牧町議会定例会について 

２．その他 

１．出席委員  委 員 長 石丸 典子 副 委 員 長  東  初子 

委   員 竹中 亮造 服部 公英 康村 昌史 

      木内 利雄 

１．理 事 者  町 長 阪本 正人 総 務 部 長 中川 恵友 

１．事 務 局  局 長 金﨑 恭彦 書 記 森本香寿美 

書 記 林  大貴 書 記 大関 誉文 
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    開会 午前１０時００分 

〇石丸委員長 皆さん、おはようございます。 

 ９月に入りましたが、まだまだしばらく猛暑が続くようです。熱中症など、体調管理には

くれぐれもご注意していただきたいと思います。また、職員の皆さん、町民の皆さんへの対

応にもいろいろお気遣いいただいていることと思いますが、引き続きよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、座って始めさせていただきます。 

 定足数に達しておりますので、これより議会運営委員会を開会いたします。 

 初めに、理事者側より挨拶をお願いいたします。 

 町長。 

〇阪本町長 皆さん、おはようございます。令和７年第３回定例会に認定を含めます23の案件

を上程させていただきました。それぞれの案件が活発に、またスムーズに進みますよう、皆

様方には特段のお取り計らいを頂きますようお願いを申し上げまして、冒頭でのご挨拶とさ

せていただきます。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

〇石丸委員長 それでは、９月５日招集の第３回上牧町議会定例会の議会運営についてご審議

願います。 

 本定例会に付議を予定されております町長提出議案は、８月26日に配付されたとおりです。 

 今回、決算書が提出されておりますので、決算特別委員会を設置するものとして、各委員

会への議案の振り分けについてご審議いただきたいと思います。事務局案も提出されており

ますので、参考までにご覧いただけたらと思います。 

 まず、議案の振り分けについて、ご意見はございませんか。皆さん、事務局案はお手元に

ありますか。ご確認いただいて、ご意見などありましたらお願いいたします。事務局案でよ

ろしいでしょうか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇石丸委員長 そうしましたら、事務局案の振り分けといたします。 

 では、復唱いたします。 

 まず、本会議審議は、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてです。 

 次に、総務建設委員会の付託は、議第１号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例について、議第２号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
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について、議第３号 上牧町税条例の一部を改正する条例について、議第６号 令和７年度

上牧町一般会計補正予算（第４回）について、議第10号 令和７年度上牧町住宅新築資金等

貸付事業特別会計補正予算（第１回）について、議第12号 避難所運営資機材購入契約の締

結について、議第13号 塵芥車両（３トン並びに２トンパッカー車）購入契約の締結につい

て、議第14号 上牧中学校新校舎厨房機器購入契約の締結について、議第15号 上牧中学校

新校舎家具・什器等購入契約の締結について、以上です。 

 次に、文教厚生委員会付託議案は、議第４号 上牧町下水道条例の一部を改正する条例に

ついて、議第５号 奈良県葛城地区清掃事務組合規約の一部を変更する規約について、議第

７号 令和７年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）について、議第８号 令

和７年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）について、議第９号 令和７年

度上牧町介護保険特別会計補正予算（第１回）について、議第11号 令和７年度上牧町下水

道事業会計補正予算（第１回）について、以上です。 

 今回の決算特別委員会付託議案については、認第１号 令和６年度上牧町一般会計歳入歳

出決算認定について、認第２号 令和６年度上牧町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

について、認第３号 令和６年度上牧町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、

認第４号 令和６年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について、

認第５号 令和６年度上牧町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、認第６号 令和

６年度上牧町水道事業会計決算認定について、認第７号 令和６年度上牧町下水道事業会計

決算認定について、以上のとおりです。 

 続きまして、会期日程についてご審議願いたいと思います。 

 東副委員長。 

〇東副委員長 改めまして、おはようございます。会期日程の案を申し上げます。９月５日金

曜日、本会議初日、６日土曜日、７日日曜日、休会、８日月曜日も休会、９日火曜日、常任

委員会、10日水曜日、常任委員会、11日木曜日、休会、12日金曜日、決算審査特別委員会、

13日土曜日、14日日曜日、15日月曜日、休会、16日火曜日、決算審査特別委員会、17日水曜

日、決算審査特別委員会、18日木曜日、一般質問、19日金曜日、一般質問、20日土曜日、21

日日曜日、休会、22日月曜日、本会議最終日。会期は18日間の案でございます。 

 お願いいたします。 

〇石丸委員長 この案に対して、何かご意見等ありますでしょうか。決算特別委員会は３日間

取っていただいております。 
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 東副委員長。 

〇東副委員長 ８日の月曜日の休会に関しましては、リニア建設促進期成同盟会総会というも

のが入っているということで休会というふうにお聞きしております。そのために休会という

ふうになっております。 

〇石丸委員長 この日程案でご異議ないでしょうか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇石丸委員長 では、東副委員長提案の日程にしたいと思います。 

 それでは、今回一般質問につきましては、11名の議員より通告が出ております。今、提案

いただきました18日木曜日の一般質問に６名、19日金曜日に５名として振り分けたいと思い

ます。よろしいでしょうか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇石丸委員長 なお、一般質問の順番は通告書の提出順といたします。通告書の順番で振り分

けますと、18日木曜日が牧浦議員、安中議員、竹中議員、服部議員、康村議員、上村議員の

６名です。19日金曜日が氏原議員、東議員、私、石丸、竹之内議員、木内議員の５名です。

以上のように振り分けさせていただきます。 

 一般質問の持ち時間は従来どおり、理事者側の答弁を含め１人１時間以内とすることにご

異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇石丸委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、一般質問の持ち時間は、理事者側の答弁を含め１人１時間以内といたします。 

 次に、開会時間ですけれども、全て午前10時からしたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇石丸委員長 ご異議なしと認めます。 

 以上の審議の結果、本会議は９月５日と９月22日、一般質問は18日と19日。 

 常任委員会が９日と10日ということで決めましたけれども、それぞれ文教、総務、どのよ

うに振り分けいたしましょうか。 

 服部委員。 

〇服部委員 総務は10日の水曜日でお願いします。 

〇石丸委員長 それでは、文教は９日火曜日でよろしいでしょうか。 
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          （「異議なし」と言う者あり） 

〇石丸委員長 では、そのようにさせていただきます。 

 それでは、総務建設委員会は10日の水曜日、文教厚生委員会が９日の火曜日、決算特別委

員会は12日の金曜日、16日の火曜日、17日の水曜日の３日間といたします。 

 会議は全て午前10時開会と決定いたしました。 

 したがいまして、会期は９月５日から22日までの18日間と決定いたします。 

 以上でございますが、ほかに何かございませんでしょうか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇石丸委員長 ないようですので、以上をもちまして議会運営委員会を閉会したいと思います。 

 終わりに当たり、理事者側より挨拶をお願いいたします。 

 阪本町長。 

〇阪本町長 第３回の議事日程をお決めいただきまして、ありがとうございます。18日間の長

期にわたる日程でございますので、我々といたしましてもしっかりとお答えをさせていただ

きたいと考えております。また、各委員会がスムーズに進みますようお願いを申し上げまし

て、お礼のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

〇石丸委員長 これをもちまして議会運営委員会を閉会いたします。皆さん、ご苦労さまでし

た。 

    閉会 午前１０時１５分 
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上牧町議会委員会条例第２７条第１項の規定により署名する。 

 

 

 

      議会運営委員長        石  丸  典  子     
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令和７年第３回（９月）上牧町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

令和７年９月５日（金）午前１０時開議 

 

第 １       会議録署名議員の指名について 

第 ２       会期の決定について 

第 ３ 認第 １号 令和６年度上牧町一般会計歳入歳出決算認定について 

第 ４ 認第 ２号 令和６年度上牧町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ５ 認第 ３号 令和６年度上牧町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ６ 認第 ４号 令和６年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

第 ７ 認第 ５号 令和６年度上牧町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ８ 認第 ６号 令和６年度上牧町水道事業会計決算認定について 

第 ９ 認第 ７号 令和６年度上牧町下水道事業会計決算認定について 

第１０ 議第 １号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

第１１ 議第 ２号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 

第１２ 議第 ３号 上牧町税条例の一部を改正する条例について 

第１３ 議第 ４号 上牧町下水道条例の一部を改正する条例について 

第１４ 議第 ５号 奈良県葛城地区清掃事務組合規約の一部を変更する規約について 

第１５ 議第 ６号 令和７年度上牧町一般会計補正予算（第４回）について 

第１６ 議第 ７号 令和７年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）について 

第１７ 議第 ８号 令和７年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）について 

第１８ 議第 ９号 令和７年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第１回）について 

第１９ 議第１０号 令和７年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１回）

について 

第２０ 議第１１号 令和７年度上牧町下水道事業会計補正予算（第１回）について 

第２１ 議第１２号 避難所運営資機材購入契約の締結について 

第２２ 議第１３号 塵芥車両（３トン並びに２トンパッカー車）購入契約の締結について 
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第２３ 議第１４号 上牧中学校新校舎厨房機器購入契約の締結について 

第２４ 議第１５号 上牧中学校新校舎家具・什器等購入契約の締結について 

第２５ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

第２６       決算特別委員会の設置及び委員の選任について 

 

本日の会議に付した事件 

第１から第２６まで議事日程に同じ 
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                     ◇                    

 

出席議員（１２名） 

      １番  上 村 哲 也        ２番  氏 原 賢 一 

      ３番  竹 中 亮 造        ４番  安 中   和 

      ５番  東   初 子        ６番  牧 浦 秀 俊 

      ７番  服 部 公 英        ８番  竹之内   剛 

      ９番  石 丸 典 子       １０番  康 村 昌 史 

     １１番  木 内 利 雄       １２番  遠 山 健太郎 

 

欠席議員（なし） 

 

                     ◇                    

 

地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

  町    長 阪 本 正 人 教 育 長 永 井 工 仁 

  総 務 部 長 中 川 恵 友 都市環境部長 吉 川 昭 仁 

  健康福祉部長 山 下 純 司 総 務 部 理 事 髙 木 真 之 

  住民生活部理事 山 本 敏 光 教 育 部 理 事 丸 橋 秀 行 

  総 務 課 長 野 村 浩 之 企画財政課長 中 本 義 雄  

 

                     ◇                    

 

職務のため議場に出席した事務局員 

  議会事務局長  金 﨑 恭 彦    書    記  森 本 香寿美 

  書    記  林   大 貴    書    記  大 関 誉 文 
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    開会 午前１０時００分 

 

    ◎開会の宣告 

〇議長（遠山健太郎） おはようございます。ただいまの出席議員数は12名です。定足数に達

しておりますので、令和７年第３回上牧町議会定例会を開会いたします。 

 本日、定例会が開催されましたところ、議員各位におかれましてはご出席賜り、厚くお礼

を申し上げます。どうか議員各位のご協力をお願い申し上げます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（遠山健太郎） これから本日の会議を開きます。 

 会議に先立ち、一言申し上げます。ご案内のとおり、現在、台風15号が日本列島を直撃し、

先ほど午前９時頃、奈良県御坊市付近に再上陸、今、奈良県に最も接近しているとの報を受

けており、台風の進路、それに伴う住民への安全周知のため、理事者側にて対応が必要とな

った場合は、本会議を暫時休憩とし、その対応に当たる場合もありますので、議員各位には

どうかご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎町長の挨拶 

〇議長（遠山健太郎） 初めに、招集者の挨拶をお願いいたします。 

 坂本町長。 

          （町長 阪本正人 登壇） 

〇町長（阪本正人） おはようございます。 

 本日、ここに令和７年第３回定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様には早朝より

お集まりを頂き、誠にありがとうございます。 

 ８月８日、９日にペガサスホールで町職員及び小学校児童による朗読劇「響け！長崎の鐘」

を上演いたしました。２日間で過去最大の1,050人の方々にご来場いただき、皆様方からは、

後世に伝えていく努力をしていきたい、職員の皆さんの情熱が心に響いたなどの感想が数多
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く寄せられました。今後も非核・平和都市宣言のまちとして、推進に努めてまいりたいと考

えております。 

 それでは、本日提出しております議案につきまして簡単に説明させていただきます。 

 認第１号 令和６年度上牧町一般会計歳入歳出決算認定につきまして、歳入総額が121億

259万7,578円で前年度比0.2％、金額にして2,812万8,517円の減少、歳出総額は117億9,272

万779円で前年度比0.1％、金額にして1,688万5,321円の減少、歳入歳出差引額は３億987万

6,799円の黒字となり、翌年度へ繰越しすべき財源3,855万8,000円を差し引いた実質収支額は

２億7,131万8,799円の黒字決算となっております。 

 また、実質収支から前年度の実質収支を差し引きました単年度収支額につきましては222

万5,196円減少しておりますが、単年度収支に財政調整基金への積立て３億156万8,000円、繰

上償還3,360万円を加え、財政調整基金取崩し２億9,857万8,000円を減じました実質単年度収

支は3,436万4,804円の黒字となっております。これにつきましては、配当割交付金、株式等

譲渡所得割交付金、地方消費税交付金等の上ぶれなどの影響によるものでございます。 

 歳入決算の主なものといたしましては、自主財源の調定が20億9,503万6,205円で前年度比

3.0％、金額にして6,508万4,859円の減少、繰入金が４億4,113万5,672円で、前年度比48.2％、

金額にして１億4,344万6,952円の増加、繰越金が３億2,111万9,995円で、前年度比5.3％、金

額にして1,794万8,338円の減少となっており、自主財源総額は前年度比で3.8％、金額にして

１億2,175万2,919円の増加となり、歳入総額に占める割合としては27.3％となっております。 

 依存財源では、国庫支出金が14億2,071万4,463円で前年度比3.6％、金額にして4,927万

3,331円の増加、地方交付税が30億2,978万8,000円で前年度比3.0％、金額にして8,918万2,000

円の増加、町債が28億4,625万9,000円で前年度比15.6％、金額にして５億2,481万1,000円の

減少となっており、依存財源総額は前年度比1.7％、金額にして１億4,988万1,436円の減少と

なり、歳入に占める割合としては72.7％となっております。 

 次に、歳出決算の主なものでございますが、総務費では、物価高騰に伴う各種給付金事業

を実施したことなどの影響により14億6,639万4,554円で前年度比32.7％、金額にして３億

6,101万5,427円の増加となっております。民生費では、保健福祉センター空調設備更新工事

や障害者総合支援事業などの影響により32億7,984万8,393円で前年度比2.1％、金額にして

6,817万331円の増加となっております。衛生費では、山辺・県北西部広域環境衛生組合整備

事業などの影響により25億2,905万138円で前年度比134.1％、金額にして14億4,888万5,387

円の増加となっております。農林商工業費では、団体営農地防災事業などの影響により8,350
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万5,593円で前年度比8.3％、金額にして760万5,474円の減少となっております。土木費では、

服部台明星線道路改良事業完了などの影響により６億1,515万2,331円で前年度比10.4％、金

額にして7,123万7,395円の減少となっております。消防費では、防災井戸設置工事や防災ガ

イドブック作成などの影響により３億8,084万1,056円で前年度比12.5％、金額にして4,243

万6,144円の増加となっております。教育費では、学校適正化事業や小中学校体育館空調整備

事業の完了などの影響により17億5,985万1,262円で前年度比27.3％、金額にして３億7,791

万9,863円の増加となっております。 

 次に、普通会計歳出性質別分類での状況といたしまして、義務的経費では、公債費が主に

繰上償還の実施に加え、償還額の大きな第二小学校整備事業及び、文化センター改修事業に

係る地方債が令和５年度で償還終了となったことの影響により減少となっておりますが、人

件費で、主に人事院勧告による給与改定の影響により増加、扶助費では、主に物価高騰に伴

う各種給付金事業の実施や障害福祉サービスの利用者が増加などの影響により前年度比

1.2％、金額にして5,912万6,000円の増加となっております。投資的経費では、主に学校適正

化事業などの影響により前年度比57.3％、金額にして５億3,876万6,000円の増加となってお

ります。その他の経費では、補助費等で、山辺・県北西部広域環境衛生組合のごみ処理場建

設に係る分担金が増加したことなどの影響により前年度比43.9％、金額にして16億8,234万

5,000円の増加となっております。 

 次に、令和６年度の普通会計決算の状況などから見ました財政状況について申し上げます。

財政状況を示す指標のうち経常収支比率につきましては95.7％で、前年度比0.9ポイントの改

善となりました。主な要因といたしましては、人事院勧告に伴う給与改定及び会計年度任用

職員の勤勉手当支給の影響による人件費の増加に加え、障害福祉サービスの利用者増加に伴

い扶助費が増加したことにより、経常的支出は増加しているものの、経常的収入において、

普通交付税の再算定により増加したことに加え、各種交付金が増加したことなどが挙げられ

ます。 

 実質公債費比率につきましては12.8％で、前年度比0.1ポイントの増加となっております。

主な要因といたしましては、普通交付税が大幅に増加しているものの、臨時財政対策債が減

少したことによる標準財政規模の縮小などが挙げられます。 

 将来負担比率につきましては96.6％で、前年度比15.7ポイントの増加となっております。

主な要因といたしましては、山辺・県北西部広域環境衛生組合の建設負担金及び学校適正化

事業に係る地方債の借入れに伴う地方債残高の増加などが挙げられます。 
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 以上が令和６年度上牧町一般会計歳入歳出決算の概要でございます。 

 認第２号 令和６年度上牧町国民健康保険特別会計歳入歳出決算につきましては、歳入総

額が24億5,036万6,537円で前年度比5.2％、金額にして１億3,523万7,220円の減少、歳出総額

は24億3,608万551円で、前年度比5.5％、金額にして１億4,156万5,828円の減少、歳入歳出差

引額は1,428万5,986円の黒字決算となっております。令和６年度におきましては、財政調整

基金を活用いたしまして、４万円を限度とし、人間ドック等に要した費用を助成させていた

だきました。 

 歳入決算の主なものといたしましては、国民健康保険税では４億1,036万7,735円で、国民

健康保険の県単一化に伴い、令和６年度から県内市町村の保険料水準率が統一され、本町の

保険税率も統一させていただきました。前年度比2.6％、金額にして1,045万4,778円の増加と

なっております。県支出金では、17億7,408万3,879円で前年度比7.9％、金額にして１億5,195

万9,005円の減少となっております。繰入金では、２億4,640万2,792円で前年度比2.3％、金

額にして568万7,162円の減少となっております。繰越金では、795万7,378円で前年度比

1,044.8％、金額にして726万2,261円の増加となっております。 

 次に、歳出決算の主なものでございますが、保険給付費では、17億5,551万3,362円で前年

度比2.5％、金額にして4,488万3,612円の減少となっております。国民健康保険事業費納付金

では、５億8,839万188円で前年度比16.0％、金額にして１億1,199万4,702円の減少となって

おります。保健事業費では、3,531万4,053円で前年度比2.7％、金額にして99万5,701円の減

少となっております。諸支出金では、719万2,250円で前年度比243.5％、金額にして509万8,488

円の増加となっております。 

 以上が令和６年度上牧町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の概要でございます。 

 認第３号 令和６年度上牧町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につきましては、歳入

総額が４億9,616万8,657円で前年度比7.8％、金額にして3,609万235円の増加、歳出総額は４

億9,307万4,837円で前年度比7.9％、金額にして3,593万9,993円の増加、歳入歳出差引額は309

万3,820円の黒字決算となっております。 

 歳入決算の主なものといたしましては、後期高齢者医療保険料では３億9,171万5,000円で、

被保険者数の増加に伴い前年度比13％、金額にして4,516万7,600円の増加となっております。 

 次に、歳出決算の主なものでございますが、後期高齢者医療広域連合納付金では４億8,640

万5,979円で、保険料収入の増加に伴い前年度比11％、金額にして4,800万7,260円の増加とな

っております。 
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 以上が令和６年度上牧町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の概要でございます。 

 認第４号 令和６年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定につきま

しては、歳入総額が139万1,352円で前年度比1.9％、金額にして２万5,798円の増加、歳出総

額は108万9,901円で前年度比2.1％、金額にして２万2,769円の増加、歳入歳出差引額は30万

1,451円の黒字決算となっております。 

 歳入決算の主なものといたしましては、諸収入の貸付金元利収入は106万3,332円で前年度

と同額となっております。 

 次に、歳出決算の主なものでございますが、公債費が72万1,742円で、諸支出金で基金費へ

35万9,000円積み立てております。 

 以上が令和６年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の概要でございま

す。 

 認第５号 令和６年度上牧町介護保険特別会計、保険事業勘定の歳入歳出決算認定につき

ましては、歳入総額が23億7,539万1,364円で前年度比2.8％、金額にして6,522万574円の増加、

歳出総額は23億1,583万4,500円で前年度比4.1％、金額にして9,178万9,225円の増加、歳入歳

出差引額5,955万6,864円の黒字決算となっております。 

 歳入決算の主なものといたしましては、保険料が保険料基準額の改定により４億8,532万

900円で前年度比12.3％、金額にして5,329万7,550円の増加となっております。国庫支出金で

は、４億8,675万6,647円で前年度比1.6％、金額にして772万5,934円の増加となっております。

支払基金交付金では、５億7,295万1,127円で前年度比4.2％、金額にして2,306万8,933円の増

加となっております。県支出金では、３億1,823万3,392円で前年度比3.6％、金額にして1,095

万3,079円の増加となっております。繰入金では、４億2,560万3,388円で前年度比0.9％、金

額にして369万255円の減少となっております。 

 歳出決算の主なものといたしましては、保険給付費では、介護サービス等諸費が伸びたこ

とにより20億6,054万2,678円で前年度比4.7％、金額にして9,186万4,181円の増加となってお

ります。地域支援事業費では、介護予防生活支援サービス事業費等の利用が増加したことに

より9,139万715円で前年度比3.4％、金額にして302万6,837円の増加となっております。基金

積立金では、4,467万円で前年度比14.1％、金額にして737万8,000円の減少となっております。 

 次に、介護サービス事業勘定の歳入歳出決算認定につきましては、歳入総額が979万4,738

円で前年度比3.5％、金額にして32万8,952円の増加、歳出総額は950万1,001円で前年度比

2.9％、金額にして26万9,869円の増加、歳入歳出差引額は29万3,737円の黒字決算となってお
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ります。 

 歳入決算の主なものといたしましては、サービス収入では、953万7,556円で前年度比3.7％、

金額にして33万9,252円の増加となっております。 

 歳出決算の主なものにつきましては、サービス事業費で900万1,001円で、前年度比4.3％、

金額にして36万9,869円の増加となっております。 

 以上が令和６年度上牧町介護保険特別会計歳入歳出決算の概要でございます。 

 認第６号 令和６年度上牧町水道事業会計決算認定につきましては、令和６年度末の給水

人口は１万7,912人で前年度比255人、1.4％の減少となり、年間総配水量、県水受水量につき

ましては192万2,651立方メートルで前年度比1,260万立方メートル、0.1％の増加となってお

ります。有収水量につきましては129万5,129立方メートルで前年度比２万7,381立方メートル、

1.5％減少し、有収率につきましては93.4％となっております。 

 次に、収益的収支、税抜につきましては、まず収入では、給水収益は前年度比1.4％、金額

にして539万9,209円の減少となっております。事業収益では、1,106万1,674円で2.6％の増、

４億3,236万2,608円となっております。 

 また、支出では、事業費用につきましては、前年度に対して1,050万8,160円、2.6％増の４

億1,363万6,464円となり、差引き1,872万6,144円の純利益となっております。 

 一方、資本的収支、税込みにつきましては、収入額569万5,000円に対して、支出額5,874

万1,806円となり、5,304万6,806円の資金不足となっております。この不足につきましては、

水道事業会計に留保された資金で補塡をしております。 

 また、建設事業におきましては、北上牧地区配水管布設替工事を実施し、また、管路更新

計画に基づき、配水管布設替え詳細設計を行いました。以上が令和６年度上牧町水道事業会

計決算の概要でございます。 

 認第７号 令和６年度上牧町下水道事業会計決算認定につきましては、令和６年度末の処

理人口は２万587人で前年度比257人の減少、水洗化人口は１万9,508人で前年度比269人の減

少で、普及率は97.8％、水洗化率は94.8％となり、排水量は198万9,842立方メートルで、前

年度に対して１万967立方メートルの減少となっております。 

 次に、収益的収支、税抜につきましては、収益は５億1,026万5,247円で、事業費用は５億

3,580万4,598円、当年度純損失は2,553万9,351円となりました。 

 資本的収支、税込みにつきましては、収入額は２億4,334万500円で、支出額は３億7,598

万7,012円となり、１億3,264万6,512円の資金不足となりました。この不足分につきましては、
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下水道事業会計に留保された資金で補塡をしております。 

 また、建設改良工事につきましては、下水道未普及地域の新設工事に伴う既存の下水道施

設の改築更新にも取り組み、今年度末の総普及面積は387.37ヘクタールとなっております。 

 以上が令和６年度上牧町下水道事業会計決算の概要でございます。 

 令和６年度も前年度と同様、全ての会計で黒字決算となっております。監査委員の意見を

付して報告をさせていただきます。 

 議第１号につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、職員

の育児休業等に関する条例の一部を改正するものでございます。 

 議第２号につきましては、育児休業等、また、家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

の一部改正に伴い、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正するものでございま

す。 

 議第３号につきましては、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正す

る法律が公布されたことに伴い、上牧町税条例の一部を改正するものでございます。 

 議第４号につきましては、下水道使用料の見直しに伴い、上牧町下水道条例の一部を改正

するものでございます。 

 議第５号につきましては、香芝市がし尿貯留中継基地からし尿処理施設までの運搬投入業

務を単独で行うこととなったため、奈良県葛城地区清掃事務組合規約の一部を変更するもの

でございます。 

 議第６号 令和７年度上牧町一般会計補正予算（第４回）につきましては、既定の歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億9,299万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ126億4,688万4,000円とするものでございます。 

 第２条、債務負担行為の補正では、予算書８ページ、第２表で、塵芥焼却場跡地汚染土撤

去事業として8,857万2,000円を追加しております。 

 第３条、地方債の補正では、起こすことができる地方債の変更として、予算書９ページ、

第３表で、学校適正化事業債及び史跡上牧久渡土古墳群整備事業債の限度額を変更しており

ます。今回の補正予算では、令和６年度事業費確定に伴う精算額及び職員人件費の調整額を

計上しております。 

 それでは、補正予算に関する説明書の事項別明細書で主なものにつきまして説明させてい

ただきます。 

 歳入説明書４、５ページ、款地方特例交付金につきましては、交付金額が決定したことに
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より246万円を減額計上しております。款地方交付税につきましては、普通交付税が決定した

ことにより2,259万4,000円を計上しております。款国庫支出金、説明欄、物価高騰対応重点

支援地方創生臨時交付金につきましては、小・中学校、幼稚園、保育所の給食費２か月分の

支援を行う財源として979万9,000円を計上しております。款分担金及び負担金につきまして

は、給食費支援事業に係る給食費減免分として、目民生費負担金で23万9,000円、目教育費負

担金で961万6,000円を減額計上し、併せて歳出説明書８ページから11ページ、款総務費、説

明欄、給食支援事業費で252万8,000円を、説明書14、15ページ、款民生費、説明欄、保育所

給食事業費、説明書24、25ページ、款教育費、説明欄、小学校給食事業費、中学校給食事業

費、幼稚園給食事業費で財源振替を行っております。 

 歳入に戻りまして、説明書４、５ページ、款分担金及び負担金、説明欄、未熟児養育医療

費自己負担金15万円、款国庫支出金、説明欄、未熟児養育医療費等負担金67万5,000円、款県

支出金、説明欄、未熟児養育医療費等負担金33万7,000円につきましては、利用者増加に伴う

未熟児養育医療費の財源としてそれぞれ計上し、併せて歳出説明書16、17ページ、款衛生費、

説明欄、未熟児養育医療費で150万円を計上しております。 

 歳入に戻りまして、説明書４から７ページ、款分担金及び負担金、説明欄、産後ケア事業

負担金８万4,000円、款国庫支出金、説明欄、子ども・子育て支援交付金37万8,000円、款県

支出金、説明欄、子ども・子育て支援交付金18万9,000円につきましては、利用者増加に伴う

産後ケア事業費の財源としてそれぞれ計上し、併せて歳出説明書16、17ページ、款衛生費、

説明欄、産後ケア事業委託料で84万円を計上しております。 

 歳入に戻りまして、説明書４、５ページ、款国庫支出金、説明欄、地域生活支援等事業費

補助金37万8,000円、款県支出金、説明欄、地域生活支援等事業費補助金18万9,000円につき

ましては、訪問入浴サービスの財源としてそれぞれ計上し、併せて歳出説明書12、13ページ、

款民生費、説明欄、訪問入浴サービス事業費で75万6,000円を計上しております。 

 歳入に戻りまして、説明書６、７ページ、款県支出金、説明欄、文化財保護事業費補助金

につきましては、史跡上牧久渡古墳群整備工事に係る補助金額の決定に伴い842万4,000円を

減額計上し、款町債、節史跡上牧久渡古墳群整備事業債で760万円を計上し、併せて歳出説明

書26、27ページ、款教育費、説明欄、史跡上牧久渡古墳群整備事業費で財源振替を行ってお

ります。 

 歳入に戻りまして、説明書６、７ページ、説明欄、文化資源活用補助金につきましては、

上牧銅鐸復元及び鋳造体験シリコン型製作事業に係る補助金が採択されましたので70万円を
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計上し、併せて歳出説明書26、27ページ、款教育費、説明欄、文化財保護費で財源振替を行

っております。 

 歳入に戻りまして、説明書６、７ページ、款県支出金、説明欄、地域スポーツクラブ活動

体制整備事業補助金につきましては、部活動の地域移行に向けた実証実験に係る補助金が採

択されましたので12万9,000円を計上し、併せて歳出説明書26、27ページ、部活動地域移行検

討事業費で51万8,000円を計上しております。 

 歳入に戻りまして、説明書６、７ページ、款繰越金につきましては、令和６年度からの繰

越金が確定しましたので２億5,131万8,000円を計上しております。 

 歳出に移りまして、説明書８、９ページ、款総務費、説明欄、電子計算費につきましては、

保健福祉センターのＬＡＮ配線等の改修業務委託料として200万円を計上しております。款総

務費、説明欄、自家発電設備部品交換工事につきましては、耐用年数を超過しているため、

配電機能の維持を目的とし、部品を交換する必要があるため126万4,000円を計上しておりま

す。 

 説明書12、13ページ、款民生費、説明欄、国民健康保険特別会計繰出金につきましては、

国民健康保険特別会計補正予算に伴う補正額として133万3,000円を計上しております。説明

欄、介護保険特別会計繰出金につきましては、介護保険特別会計補正予算に伴う補正額とし

て744万7,000円を減額計上しております。 

 説明書18、19ページ、款衛生費、説明欄、塵芥焼却場跡地汚染土撤去事業費につきまして

は、深度調査で基準値を超過した汚染土の撤去工事施工管理委託料として360万8,000円を、

汚染土撤去工事請負費として5,544万円を計上しております。 

 説明書20、21ページ、款土木費、説明欄、土木水路維持管理費につきましては、道路照明

灯及びカーブミラー等の修繕箇所の増加に伴い140万円を計上しております。説明欄、地域公

共交通事業費につきましては、地域住民の移動実態や公共交通機関の利用状況を把握し、今

後のまちづくりの地域の実情に合った公共交通の在り方を検討する基礎資料を得るためのニ

ーズ調査を行う委託料として601万7,000円を計上しております。説明欄、下水道事業費につ

きましては、下水道事業会計補正予算に伴う補正額として227万5,000円を減額計上しており

ます。 

 説明書22、23ページ、款教育費、説明欄、学校適正化事業費、印刷製本費につきましては、

令和８年３月をもって閉校する上牧中学校及び上牧第二中学校の歴史や功績を後世に伝える

ため、閉校記念誌の作成及び新上牧中学校の概要や学校の特色、学校生活に関する情報につ
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いて発信する学校案内パンフレット等の作成費用として244万3,000円を計上しております。

同じく説明欄、学校適正化事業費、備品購入費につきましては、新上牧中学校に整備する電

子黒板等の購入費として1,590万円を計上しております。 

 説明書26、27ページ、款教育費、説明欄、史跡上牧久渡古墳群整備事業費につきましては、

令和８年度以降に予定している古墳群北側の工事施工に当たり、隣接地を資材搬入及び資材

置場等に利用するため賃借する土地の鑑定評価を行う事業費として43万8,000円を計上して

おります。説明欄、部活動地域移行検討事業費につきましては、部活動の地域移行に向けた

実証実験に係る事業費として51万8,000円を計上しております。 

 説明書28、29ページ、款諸支出金、説明欄、財政調整基金につきましては１億1,638万5,000

円を基金に積み立て、積立て後の基金残高は８億6,018万1,000円となっております。説明欄、

公共施設整備基金費につきましては、6,704万6,000円を基金に積み立て、積立て後の基金残

高は２億1,750万円となっております。 

 議第７号 令和７年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）につきましては、

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,628万4,000円を追加し、歳入歳出の総額を

歳入歳出それぞれ25億7,443万4,000円とするものでございます。 

 それでは、補正予算に関する説明書の事項別明細書で主なものにつきまして説明させてい

ただきます。 

 歳入説明書４、５ページ、款県支出金につきましては、保険給付費等交付金66万7,000円を

計上しております。款繰入金につきましては、一般会計繰入金133万円を計上しております。

款繰越金につきましては、令和６年度からの繰越金が確定いたしましたので、前年度繰越金

1,428万4,000円を計上いたしております。 

 歳出に移りまして、説明書６、７ページ、款総務費、説明欄、職員人件費につきましては、

人事異動等に伴う職員人件費の調整額として379万2,000円を減額計上しております。款保険

給付費につきましては、出産育児一時金に伴う医療費負担金として200万円を計上しておりま

す。款諸支出金、説明欄、財政調整基金費につきましては、1,807万6,000円を基金に積み立

て、積立て後の基金残高は１億5,672万9,000円となっております。 

 議第８号 令和７年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）につきましては、

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ309万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ５億5,298万2,000円とするものでございます。 

 それでは、補正予算に関する説明書の事項別明細書で主なものにつきまして説明させてい
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ただきます。 

 歳入説明書４、５ページ、款繰越金につきましては、令和６年度からの繰越金が確定いた

しましたので、前年度繰越金309万3,000円を計上し、併せて歳出説明書６、７ページ、款諸

支出金で令和６年度の一般会計繰入金を精算するため、一般会計繰出金として同額計上して

おります。 

 議第９号 令和７年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第１回）につきましては、第１

条第１項保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,360万2,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24億3,084万4,000円とするものでございます。同条

第２項介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ29万7,000円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,022万7,000円とするものでございます。 

 それでは、保険事業勘定について、補正予算に関する説明書の事項別明細書で主なものに

つきまして説明させていただきます。 

 歳入説明書４、５ページ、款国庫支出金、項国庫負担金の介護予防給付費負担金20万円、

項国庫補助金の調整交付金３万4,000、併せて款支払基金交付金の介護給付費交付金27万円、

款県支出金、項県負担金の介護給付費負担金12万5,000円をそれぞれ計上しております。いず

れも歳出における高額医療合算介護サービス等費の増額によるものでございます。款国庫支

出金、項国庫補助金の包括的支援事業任意事業交付金７万6,000円の減額、款県支出金、項県

補助金の包括的支援事業、任意事業交付金３万8,000円の減額につきましては、主に地域包括

支援センター職員人件費の調整分によるものでございます。款支払基金交付金の介護給付費

交付金過年度分につきましては77万7,000円を計上しております。款繰入金の一般会計繰入金

につきましては、主に職員人件費の調整分として744万7,000円を減額しております。款繰入

金の介護給付費準備基金繰入金につきましては、主に高額医療合算介護サービス等費、認知

症地域支援ケア向上事業費に係る費用として20万2,000円を基金から繰り入れております。款

繰越金につきましては、令和６年度からの繰越金が確定いたしましたので、繰越金5,955万

5,000円を計上しております。 

 議第10号 令和７年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１回）につき

ましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ30万1,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ139万1,000円とするものでございます。 

 それでは、補正予算に関する説明書の事項別明細書で主なものにつきまして説明させてい

ただきます。 
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 歳入説明書４、５ページ、款繰越金、項繰越金、目繰越金につきましては、令和６年度か

らの繰越金が確定しましたので30万1,000円を計上し、併せて歳出説明書６、７ページ、款諸

支出金、項基金費、目住宅新築資金等貸付事業基金費で同額を積み立てております。積立て

後の基金残高は2,299万1,000円となっております。 

 議第11号 令和７年度上牧町下水道事業会計補正予算（第１回）につきましては、既定予

算第３条に定めた収益的収入及び支出の収入を245万9,000円減額し、営業外収益を３億2,723

万5,000円とし、支出を245万9,000円減額し、営業費用を５億4,867万4,000円とするものでご

ざいます。 

 また、既定の予算第４条に定めた資本的収入及び支出の収入を18万4,000円増額し、出資金

を2,377万8,000円とし、支出を18万4,000円増額し、建設改良費を9,448万円とするものでご

ざいます。 

 また、第４条として、既定の予算第９条に定めた議会の議決を得なければ流用することの

できない経費の補正として、職員給与費を224万5,000円減額し、3,655万9,000円とし、第５

条として、既定予算第10条に定めた一般会計からの助成を受ける額を１億1,586万円に改める

ものでございます。 

 議第12号につきましては、避難所運営資機材購入契約の締結についてでございます。 

 議第13号につきましては、塵芥車両（３トン並びに２トンパッカー車）購入契約の締結に

ついてでございます。 

 議第14号につきましては、上牧中学校新校舎厨房機器購入契約の締結についてでございま

す。 

 議第15号につきましては、上牧中学校新校舎家具・什器等購入契約の締結についてでござ

います。 

 諮問第１号につきましては、人権擁護委員候補者の推薦についてでございます。 

 以上のとおり案件を上程しております。いずれも重要な案件でございますので、慎重にご

審議を頂き、議決、同意賜りますようお願いを申し上げまして、招集のご挨拶とさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議会運営委員会の報告 
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〇議長（遠山健太郎） 挨拶が終わりましたので、過日開催されました議会運営委員会の報告

を求めます。 

 石丸議会運営委員長。 

          （議会運営委員長 石丸典子 登壇） 

〇議会運営委員長（石丸典子） 皆さん、おはようございます。９月３日開催の議会運営委員

会の報告をいたします。 

 まず初めに、議案の振り分けについて報告いたします。今回９月議会では決算書が提出さ

れていますので、決算特別委員会の設置が前提となっています。 

 まず、本日の本会議審議につきましては、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につい

ての１議案です。 

 総務建設委員会付託は、議第１号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

について、議第２号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、

議第３号 上牧町税条例の一部を改正する条例について、議第６号 令和７年度上牧町一般

会計補正予算（第４回）について、議第10号 令和７年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特

別会計補正予算（第１回）について、議第12号 避難所運営資機材購入契約の締結について、

議第13号 塵芥車両（３トン並びに２トンパッカー車）購入契約の締結について、議第14号 

上牧中学校新校舎厨房機器購入契約の締結について、議第15号 上牧中学校新校舎家具・什

器等購入契約の締結について、以上の９議案です。 

 次に、文教厚生委員会付託案件は、議第４号 上牧町下水道条例の一部を改正する条例に

ついて、議第５号 奈良県葛城地区清掃事務組合規約の一部を変更する規約について、議第

７号 令和７年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）について、議第８号 令

和７年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）について、議第９号 令和７年

度上牧町介護保険特別会計補正予算（第１回）について、議第11号 令和７年度上牧町下水

道事業会計補正予算（第１回）について、以上の６議案です。 

 次に、決算特別委員会に付託する議案は、認第１号 令和６年度上牧町一般会計歳入歳出

決算認定について、認第２号 令和６年度上牧町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、認第３号 令和６年度上牧町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、

認第４号 令和６年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について、

認第５号 令和６年度上牧町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、認第６号 令和

６年度上牧町水道事業会計決算認定について、認第７号 令和６年度上牧町下水道事業会計
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決算認定について、以上の７議案です。 

 次に、会期日程について報告いたします。会期は、本日９月５日から９月22日までの18日

間です。日程につきましては、本日９月５日、本会議、９月９日火曜日、文教厚生委員会、

９月10日水曜日、総務建設委員会、９月12日金曜日、決算特別委員会、９月16日火曜日、決

算特別委員会、９月17日水曜日、決算特別委員会、18日木曜日、一般質問６名です。順番は、

牧浦議員、安中議員、竹中議員、服部議員、康村議員、上村議員の順番です。９月19日金曜

日、一般質問５名、氏原議員、東議員、私、石丸、竹之内議員、木内議員の順番です。９月

22日月曜日、本会議最終日です。 

 また、一般質問の持ち時間は、理事者側の答弁を含め１人１時間以内です。開会時間は全

て午前10時です。 

 以上で議会運営委員会の報告を終わります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議事日程の報告 

〇議長（遠山健太郎） 報告が終わりましたので、これより委員長の報告どおり議事を進めて

まいりたいと思いますが、ここで暫時休憩とし、再開は11時５分とします。 

 

    休憩 午前１０時５２分 

 

    再開 午前１１時０５分 

 

〇議長（遠山健太郎） それでは再開します。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

                     ◇                    

 

    ◎会議録署名議員の指名について 

〇議長（遠山健太郎） 日程第１、会議録署名議員の指名について。 

 会議録署名議員の指名を行います。 
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 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、５番、東議員、６番、牧浦

議員を指名いたします。よろしくお願いします。 

 

                     ◇                    

 

    ◎会期の決定について 

〇議長（遠山健太郎） 日程第２、会期の決定について、これを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から９月22日までの18日間にしたいと思います。ご異議ございま

せんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から９月22日までの18日間と決定いたしました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎認第１号の上程、説明 

〇議長（遠山健太郎） 日程第３、認第１号 令和６年度上牧町一般会計歳入歳出決算認定に

ついて、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 認第１号 令和６年度上牧町一般会計歳入歳出決算認定について説

明をいたします。 

 令和６年度上牧町一般会計歳入歳出決算の内容につきましては、先ほど町長より説明させ

ていただいたとおりでございます。よろしくご審議の上、認定賜りますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

〇議長（遠山健太郎） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    



 －19－ 

 

    ◎認第２号の上程、説明 

〇議長（遠山健太郎） 日程第４、認第２号 令和６年度上牧町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算認定について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 認第２号 令和６年度上牧町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の

認定について説明をいたします。 

 令和６年度上牧町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の内容につきましては、先ほど町長

より説明させていただいたとおりでございます。よろしくご審議の上、認定賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（遠山健太郎） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎認第３号の上程、説明 

〇議長（遠山健太郎） 日程第５、認第３号 令和６年度上牧町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算認定について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 認第３号 令和６年度上牧町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について説明をいたします。 

 令和６年度上牧町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の内容につきましては、先ほど町

長より説明させていただいたとおりでございます。よろしくご審議の上、認定賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（遠山健太郎） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    
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    ◎認第４号の上程、説明 

〇議長（遠山健太郎） 日程第６、認第４号 令和６年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別

会計歳入歳出決算認定について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 認第４号 令和６年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入

歳出決算認定について説明をいたします。 

 令和６年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の内容につきましては、

先ほど町長より説明させていただいたとおりでございます。よろしくご審議の上、認定賜り

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（遠山健太郎） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎認第５号の上程、説明 

〇議長（遠山健太郎） 日程第７、認第５号 令和６年度上牧町介護保険特別会計歳入歳出決

算認定について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 認第５号 令和６年度上牧町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて説明をいたします。 

 令和６年度上牧町介護保険特別会計歳入歳出決算の内容につきましては、先ほど町長より

説明させていただいたとおりでございます。よろしくご審議の上、認定賜りますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

〇議長（遠山健太郎） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    
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    ◎認第６号の上程、説明 

〇議長（遠山健太郎） 日程第８、認第６号 令和６年度上牧町水道事業会計決算認定につい

て、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 認第６号 令和６年度上牧町水道事業会計決算認定についてご

説明いたします。 

 今回の決算内容につきましては、先ほど町長より説明させていただいたとおりでございま

す。慎重審議の上、認定賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎認第７号の上程、説明 

〇議長（遠山健太郎） 日程第９、認第７号 令和６年度上牧町下水道事業会計決算認定につ

いて、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 認第７号 令和６年度上牧町下水道事業会計決算認定について

ご説明いたします。 

 今回の決算の内容につきましては、先ほど町長より説明させていただいたとおりでござい

ます。慎重審議の上、認定賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１号及び議第２号の上程、説明 
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〇議長（遠山健太郎） 日程第10、議第１号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例について、日程第11、議第２号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例について、以上の２件の議案については関連事項となりますので、一括議題といた

します。 

 一括して提案理由の説明を求めます。 

 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 議第１号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて及び議第２号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について

は、関連することから一括で提案理由の説明をいたします。 

 本件は、育児等を行う職員が仕事と生活の両立支援の拡充について、地方公務員の育児休

業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律の改正に伴い、所要の改正を行うもので、提案するものでございます。 

 改正内容は、議第１号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例では、地方

公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が公布され、一部の規定が令和７年

10月１日より施行されることに伴い、同法で改正される育児時間、部分休業、制度の取得パ

ターンの多様化に対応すべく、所要の改正をするものでございます。 

 議第２号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例では、育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律が公布

され、一部の規定が令和７年10月１日より施行されることに伴い、同法で改正された子の年

齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置として、職員またはその配偶者が妊娠及び出

産を申し出た場合における情報提供及び意向確認等や、３歳に満たない子を養育する職員に

対する育児に係る両立支援制度の情報提供及び意向確認等を義務づけられることにより、所

要の改正をするものでございます。改正内容につきましては、改正条例案のとおりでござい

ます。 

 以上が今回の条例の改正内容でございます。ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

〇議長（遠山健太郎） 説明が終わりましたが、この２件につきましては議案熟読のため保留

し、次に進みます。 

 

                     ◇                    
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    ◎議第３号の上程、説明 

〇議長（遠山健太郎） 日程第12、議第３号 上牧町税条例の一部を改正する条例について、

これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 山本住民生活部理事。 

〇住民生活部理事（山本敏光） 議第３号 上牧町税条例の一部を改正する条例についてご説

明いたします。 

 上牧町税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法等の一部を改正する法律の

一部を改正する法律が令和７年３月31日に公布されたことに伴い、上牧町税条例の一部を適

用日までに改正するものでございます。 

 今回の地方税法の一部改正の主な改正につきましては、公示送達関連については、令和５

年度の税制改正により、地方税法が改正され、公示送達に関する手続が整備されたことに伴

う所要の改正を行うものでございます。 

 施行期日については、地方税法等の一部を改正する法律、令和５年法律第１号、附則第１

条第12号に掲げる規定の施行の日からの施行となります。 

 次に、住民税関連については、令和７年度地方税法改正において、物価上昇局面における

税負担の調整及び就業調整への対応のため、個人住民税の所得控除等の見直しに伴う所要の

改正を行うものでございます。 

 施行期日については、令和８年１月１日から施行するものとなっております。 

 町たばこ税については、令和７年度地方税法改正において、加熱式たばこに係る町たばこ

税の課税方法の見直しに伴う所要の改正を行うものでございます。 

 施行期日については、令和８年４月１日から施行するものとなっております。 

 改正内容につきましては条例案のとおりでございます。ご審議の上、議決賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（遠山健太郎） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    
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    ◎議第４号の上程、説明 

〇議長（遠山健太郎） 日程第13、議第４号 上牧町下水道条例の一部を改正する条例につい

て、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 議第４号 上牧町下水道条例の一部を改正する条例についてご

説明いたします。 

 今回の改正につきましては、下水道使用料徴収事務を委託している奈良県広域水道企業団

の料金システム形態が１円単位での請求であるため、下水道使用料についても同様に請求を

行うことと、平成26年４月から下水道使用料を据え置いておりましたが、人口減少に伴う使

用料収入の減少等、将来の経営に支障を来し、安定した汚水処理が危ぶまれるため、所要の

改正を行うものでございます。 

 この改正につきましては、令和８年４月１日から施行されます。 

 条例の改正内容につきましては、条例案のとおりでございます。慎重審議の上、議決賜り

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（遠山健太郎） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第５号の上程、説明 

〇議長（遠山健太郎） 日程第14、議第５号 奈良県葛城地区清掃事務組合規約の一部を変更

する規約について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 議第５号 奈良県葛城地区清掃事務組合規約の一部を変更する

規約についてご説明いたします。 

 今回の変更につきましては、令和８年４月１日から組合規約第３条の表（１）に定める共

同処理する事務において、香芝市がし尿貯留中継基地からし尿処理施設までのし尿運搬投入

業務を単独で行うため、規約の一部を変更するものでございます。変更内容については、規
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約案のとおりでございます。 

 なお、この規約の一部を変更するに当たり、地方自治法第286条第１項の規定により、関係

地方公共団体の協議によりこれを定め、同法第290条の規定により関係地方公共団体の議会の

議決を経なければならないことから、本案を提案させていただくものでございます。 

 以上、慎重審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（遠山健太郎） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第６号の上程、説明 

〇議長（遠山健太郎） 日程第15、議第６号 令和７年度上牧町一般会計補正予算（第４回）

について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 議第６号 令和７年度上牧町一般会計補正予算（第４回）について、

提案理由の説明をいたします。 

 一般会計補正予算（第４回）の内容につきましては、先ほど町長より説明させていただい

たとおりでございます。よろしくご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

〇議長（遠山健太郎） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第７号の上程、説明 

〇議長（遠山健太郎） 日程第16、議第７号 令和７年度上牧町国民健康保険特別会計補正予

算（第１回）について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 山本住民生活部理事。 
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〇住民生活部理事（山本敏光） 議第７号 令和７年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算

（第１回）についてご説明いたします。 

 令和７年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）の補正内容につきましては、

先ほど町長より説明させていただいたとおりでございます。ご審議の上、議決賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（遠山健太郎） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第８号の上程、説明 

〇議長（遠山健太郎） 日程第17、議第８号 令和７年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１回）について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 山本住民生活部理事。 

〇住民生活部理事（山本敏光） 議第８号 令和７年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１回）についてご説明いたします。 

 令和７年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）の補正内容につきましては、

先ほど町長より説明させていただいたとおりでございます。ご審議の上、議決賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（遠山健太郎） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第９号の上程、説明 

〇議長（遠山健太郎） 日程第18、議第９号 令和７年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第

１回）について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 山下健康福祉部長。 
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〇健康福祉部長（山下純司） 議第９号 令和７年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第１

回）についてご説明いたします。 

 令和７年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第１回）の補正内容につきましては、先ほ

ど町長より説明させていただいたとおりでございます。ご審議の上、議決賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

〇議長（遠山健太郎） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１０号の上程、説明 

〇議長（遠山健太郎） 日程第19、議第10号 令和７年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別

会計補正予算（第１回）について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 議第10号 令和７年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計

補正予算（第１回）についてご説明いたします。 

 今回の補正予算（第１回）の内容につきましては、先ほど町長より説明させていただいた

とおりでございます。慎重審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１１号の上程、説明 

〇議長（遠山健太郎） 日程第20、議第11号 令和７年度上牧町下水道事業会計補正予算（第

１回）について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 議第11号 令和７年度上牧町下水道事業会計補正予算（第１回）
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についてご説明いたします。 

 今回の補正予算（第１回）の内容につきましては、先ほど町長より説明させていただいた

とおりでございます。慎重審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１２号の上程、説明 

〇議長（遠山健太郎） 日程第21、議第12号 避難所運営機材購入契約の締結について、これ

を議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 議第12号 避難所運営資機材購入契約の締結について、提案理由の

説明をいたします。 

 令和７年第１回定例会において、令和６年度一般会計補正予算（第９回）で議決いただき

ました避難所生活環境改善事業の災害用備品等の購入契約準備が整いましたので、契約をす

るに当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定

に基づきまして、議会の議決をお願いするものでございます。 

 契約金額、契約の相手方、入札方法につきましては、議案書のとおりでございます。ご審

議の上、議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１３号の上程、説明 

〇議長（遠山健太郎） 日程第22、議第13号 塵芥車両（３トン並びに２トンパッカー車）購

入契約の締結について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 
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 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 議第13号 塵芥車両（３トン並びに２トンパッカー車）購入契

約の締結についてご説明させていただきます。 

 令和７年第１回定例会に提出いたしました令和７年度上牧町一般会計予算におきまして、

塵芥車両更新事業として、期間、令和７年度から令和８年度まで、限度額2,970万7,000円の

債務負担行為を計上し、議決いただきました。そして、このたび契約をするに当たりまして、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づきまし

て、議会の議決をお願いするものでございます。 

 契約内容につきましては、まず入札の方法は、事前審査型一般競争入札でございます。 

 契約金額につきましては2,640万円で、うち消費税及び地方消費税額240万円でございます。 

 納入期間は、議会の議決を得た日から令和９年３月31日までとしております。 

 契約の相手方は、奈良県御所市玉手56番地、清水哲自動車株式会社、代表取締役、清水嘉

朗でございます。 

 以上、慎重審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１４号の上程、説明 

〇議長（遠山健太郎） 日程第23、議第14号 上牧中学校新校舎厨房機器購入契約の締結につ

いて、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） 議第14号 上牧中学校新校舎厨房機器購入契約の締結についてご

説明いたします。 

 令和７年度上牧町一般会計補正予算（第３回）にて計上し、本年第２回定例会において議

決を頂きました学校適正化事業管理備品、上牧中学校新校舎厨房機器購入につきましては、

令和７年８月19日執行の入札の結果、契約の相手方が決定し、令和７年８月19日付で物品購

入仮契約を締結しましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
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条例第３条の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。 

 それでは、今回の契約の概要についてご説明させていただきます。 

 入札の方法につきましては、事前審査型一般競争入札でございます。 

 契約期間につきましては、議会の議決を得た日から令和８年３月31日までとなっておりま

す。 

 契約金額につきましては1,100万円で、うち消費税及び地方消費税に相当する額は100万円

でございます。 

 契約の相手方は、奈良県奈良市大宮町５丁目２番11号、奈良大宮ビル１階、タニコー株式

会社奈良営業所、所長代理、澤 和史でございます。 

 当該物品購入仮契約の内容の説明は以上でございます。 

 続きまして、当該購入の概要について説明させていただきます。 

 新校舎の整備に当たり、安全で安心な学校給食を安定的かつ継続的に提供するため、学校

給食運営を行う上で必要となる厨房機器を購入いたします。 

 本議案に係る説明は以上でございます。慎重にご審議の上、議決賜りますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

〇議長（遠山健太郎） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１５号の上程、説明 

〇議長（遠山健太郎） 日程第24、議第15号 上牧中学校新校舎家具・什器等購入契約の締結

について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） 議第15号 上牧中学校新校舎家具・什器等購入契約の締結につい

てご説明いたします。 

 令和７年度上牧町一般会計補正予算（第３回）にて計上し、本年第２回定例会において議

決を頂きました学校適正化事業管理備品、上牧中学校新校舎家具什・器等購入につきまして

は、令和７年８月19日執行の入札の結果、契約の相手方が決定し、令和７年８月19日付で物
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品購入仮契約を締結しましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第３条の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。 

 それでは、今回の契約の概要についてご説明させていただきます。 

 入札の方法につきましては、事前審査型一般競争入札でございます。 

 契約期間は、議会の議決を得た日から令和８年３月31日までとなっております。 

 契約金額につきましては2,624万8,970円で、うち消費税及び地方消費税に相当する額は238

万6,270円でございます。 

 契約の相手方は、奈良県磯城郡田原本町大字坂手658－１、株式会社カギオカ、代表取締役

社長、鍵岡種彦でございます。 

 当該物品購入仮契約の内容の説明は以上でございます。 

 続きまして、当該購入の概要について説明させていただきます。 

 新校舎の整備に当たり、よりよい教育環境を整備するため、学校運営、教育活動を行う上

で必要となる備品を購入いたします。また、図書室及びコミュニティースペースについては、

国産の木材を活用した家具を整備し、ぬくもりを感じられる空間を創出いたします。 

 本議案に係る説明は以上でございます。慎重にご審議の上、議決賜りますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

〇議長（遠山健太郎） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎諮問第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（遠山健太郎） 日程第25、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について、これを

議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 阪本町長。 

〇町長（阪本正人） 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について説明いたします。 

 現人権擁護委員として、上西善吉氏を引き続きお願いいたしたく提案するものでございま

す。 

 なお、上西氏の経歴につきましては、配付の略歴のとおりでございます。 
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 ご同意賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 説明が終わりましたので、質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり適任とすることにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり適任とすることに決定いたしました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎決算特別委員会の設置及び委員の選任について 

〇議長（遠山健太郎） 日程第26、決算特別委員会の設置及び委員の選任について、これを議

題といたします。 

 お諮りいたします。 

 令和６年度決算案件については、委員会条例第５条第１項の規定により、６名で構成する

決算特別委員会を設置し、これに付託して審査したいと思いますが、これにご異議ございま

せんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、決算案件については、６名で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託

して審査することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員の選任について、どのような方法ですればよろしいでしょうか。 
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          （「議長一任」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 議長一任という声がありますが、ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 異議ないようですので、私のほうで選任させていただきます。 

 決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第５条第２項及び第７条第１項の規

定により、２番、氏原議員、３番、竹中議員、４番、安中議員、８番、竹之内議員、９番、

石丸議員、10番、康村議員、以上６名を指名したいと思います。 

 ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名いたしました６名を決算特別委員に選任することに決定いたし

ました。 

 決算特別委員会におかれましては、委員長、副委員長互選の上、報告願います。後ほど発

表いたします。 

 それでは暫時休憩いたします。 

 

    休憩 午前１１時３６分 

 

    再開 午前１１時３８分 

 

〇議長（遠山健太郎） それでは再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

    ◎決算特別委員会正副委員長の互選結果について 

〇議長（遠山健太郎） 先ほど選任いたしました決算特別委員会の委員長、副委員長を互選い

ただきましたので、ご報告申し上げます。 

 決算特別委員会委員長、康村議員、副委員長、竹中議員。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 
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                     ◇                    

 

    ◎認第１号から認第７号、議第１号から議第１５号の委員会付託 

〇議長（遠山健太郎） お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております認第１号から認第７号、議第１号から議第15号については、

お手元に配付いたしました議案付託表のとおりそれぞれ所管の委員会に付託し、また、一般

質問については理事者側の答弁を含め、１人１時間以内とすることにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 異議なしと認めます。 

 よって、議案付託表のとおり所管の委員会に付託し、また、一般質問については１人１時

間以内とすることに決定いたしました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎散会の宣告 

〇議長（遠山健太郎） 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。どうも皆様、お疲れさまでした。 

 

    散会 午前１１時３９分 
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文教厚生委員会会議録 

 

１．日  時  令和７年９月９日（火） 午前１０時 

１．場  所  ３階委員会室 

１．協議事項  議第４号 上牧町下水道条例の一部を改正する条例について 

議第５号 奈良県葛城地区清掃事務組合規約の一部を変更する規約について 

議第７号 令和７年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）につ

いて 

議第８号 令和７年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）に

ついて 

議第９号 令和７年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第１回）について 

議第11号 令和７年度上牧町下水道事業会計補正予算（第１回）について 

１．出席委員  委 員 長 氏原 賢一 副 委 員 長 竹中 亮造 

委   員 上村 哲也 竹之内 剛 安中  和 

      康村 昌史 

１．理 事 者  町 長 阪本 正人 教 育 長 永井 工仁 

総 務 部 長 中川 恵友 都市環境部長 吉川 昭仁 

健康福祉部長 山下 純司 総 務 部 理 事 髙木 真之 

住民生活部理事 山本 敏光 教 育 部 理 事 丸橋 秀行 

総 務 課 長 野村 浩之 秘書人事課主幹 中岡  篤 

企画財政課長 中本 義雄 建設環境課長 武安 康至 

下 水 道 課 長 南浦 伸介 住民保険課長 中岡 美鈴 

生き活き対策課長 杉分  太 

１．事 務 局  局 長 金﨑 恭彦 書 記 森本香寿美 

書 記 林  大貴 書 記 大関 誉文 
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    開会 午前１０時００分 

〇氏原委員長 皆様、おはようございます。ユーチューブをご視聴の皆様、改めておはようご

ざいます。文教厚生委員長の氏原でございます。 

 本日、文教厚生委員会に付託された案件は６議案でございます。委員の皆様のご忌憚のな

い意見をよろしくお願いいたします。 

 それでは、定足数に達しておりますので、これより文教厚生委員会を開会いたします。 

 初めに理事者側より挨拶をお願いいたします。 

 町長。 

〇阪本町長 皆さん、おはようございます。文教厚生委員会に付託をされました議第４号 上

牧町下水道条例の一部を改正する条例について、議第５号 奈良県葛城地区清掃事務組合規

約の一部を変更する規約について、議第７号 令和７年度上牧町国民健康保険特別会計補正

予算（第１回）について、議第８号 令和７年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１回）について、議第９号 令和７年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第１回）につい

て、議第11号 令和７年度上牧町下水道事業会計補正予算（第１回）について、慎重に、ま

た活発にご議論を頂き、全議案可決すべきものとご決定を頂きますようお願いを申し上げま

して、冒頭でのご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇氏原委員長 本委員会に付託されました議案はお手元に配付の次第のとおりです。順次、審

議してまいります。 

 議第４号 上牧町下水道条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 竹之内委員。 

〇竹之内委員 竹之内剛です。おはようございます。よろしくお願いします。 

 それでは、議第４号 上牧町下水道条例の一部を改正する条例についてお聞きします。内

容は伺っておりますけれども、各３項目におきまして、それぞれ値上げという形で示してい

ただいております。その中で、この値上げに伴い、それぞれの基準が上がると思うんですけ

れども、一般家庭においては１人当たりそれぞれどれぐらい値上がりになってしまうのかと

いう金額が分かりましたら、よろしくお願いします。 

〇氏原委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 それが幾ら上がるかという部分でございます。現行の料金であれば１人当
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たり年間約１万2,000円ほどかかっているんですが、それが今回の改正案の140円になります

と、年間１万4,800円程度となります。年間約2,000円程度アップすることとなります。 

〇氏原委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 これは１人当たりの数字でしょうか。 

〇氏原委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 そのとおりでございます。 

〇氏原委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 それでは、家族当たり、これで人数分が増えるということの理解でよろしいで

すか。 

〇氏原委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 そのとおりでございます。 

〇氏原委員長 ほかにございませんか。 

 康村委員。 

〇康村委員 10番、康村昌史です。上牧町下水道条例の一部を改正する条例案について、１点

質問させていただきます。 

 令和８年４月１日から下水道使用料値上げを行うという説明なんですけれども、その値上

げに至った理由というんですか、その辺を詳しく説明していただきたいと思います。 

〇氏原委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 それでは、経緯について説明させていただきます。 

 本町の下水道使用料につきましては平成26年４月から据え置いておりました。この間、費

用の抑制や多額の一般会計からの繰入金などにより、収支の均衡を図っておりました。しか

し、このままの使用料で事業運営を続けると、人口減少に伴う使用料収入の減少と将来の経

営に支障を来し、安定した汚水処理が危ぶまれる状況となります。 

 今後の下水道事業につきましては、本来の公営企業として独立採算制の原則から、一般会

計からの繰入金に頼らず下水道使用料による安定した経営が求められます。一般会計からの

繰入金で賄う金額を減らし、下水道使用料で賄うため、今回のこの料金改定が必要と考えた

ところでございます。 

〇氏原委員長 康村委員。 

〇康村委員 平成26年４月からずっと据え置いて企業として努力したということで、使用料を

今まで据え置いてきたということなんですけれども、今回の値上げで下水道の経費の回収率
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は幾らを見込んでいるんですか。一般会計からの繰入れはもうなくてもやっていけるという

値上げなんでしょうか。お答え願いたいと思います。 

〇氏原委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 今回20円アップに伴います経費回収率につきましては、まだ84.4％の形に

なります。その次の段階に総務省が示しております150円を目標に、段階的に執り行っていか

なくてはならないんですが、６年度の決算なんですけれども、150円にしてもそれでもまだ

90.4％。100％を超える形になりますと50円アップ。だから、今120円ですから170円にしない

と黒字にはならないと。そういう状況です。 

〇氏原委員長 康村委員。 

〇康村委員 よく分かりました。ということは、いずれは下水道事業というのは独立採算制を

目指しているので、立米170円にしないと駄目と。それはいつ頃の予定をしているんでしょう

か。お願いいたします。 

〇氏原委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 取りあえず事業の状況を見ていきながら５年に１回のペースで料金改定の

検討を行うように、国からも示されておりますので、取りあえず５年に１回周期で経営状況

を見ながら、段階的に上げていくような形になると考えています。 

〇氏原委員長 康村委員。 

〇康村委員 今、５年に１回とおっしゃったんですが、令和６年度から５年後ということです

か。 

〇氏原委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 そのとおりでございます。 

〇氏原委員長 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇氏原委員長 ほかにないようですので、これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇氏原委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 
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          （「異議なし」と言う者あり） 

〇氏原委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 続きまして、議第５号 奈良県葛城地区清掃事務組合規約の一部を変更する規約について、

これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 竹中副委員長。 

〇竹中副委員長 ３番、竹中です。よろしくお願いします。 

 今回、規約の変更に際しましては、香芝市が独自に水道事業を行うということで規約の変

更に至ったわけですけれども、ある意味、みんなでつくりましょうという清掃事務組合です

から、１つの町が抜けるということになりますので、残念かなというのは基本的にはありま

す。ただし、私自身の考えは香芝市が独自に判断されたことですから、他町村がそれに対し

て何らかの口を挟むというのはやはり差し控えるべきではないかというふうに思っています。 

 それから、私はこの葛城地区の清掃事務組合の議員として参加していますので、その中で

感じたことですけれども、議会に出る中で、20人の議員さんがいてはるわけです。各市から

３人、町から２人と合計20人いてまして、香芝市の３人の議員さんも含め、その20人の方ど

なたも議会で異論を出すということはありませんでした。それから、４市４町の理事者側か

らも反対意見は特にありませんでした。だから、結局のところは香芝市の独自の判断を尊重

しましょうと、そういうことなんだろうというふうに私自身も理解していました。 

 ですから、私自身もその決定には反対しませんし、今もそれは基本的にはそう思っていま

す。ただ、１つ、懸念としましては、構成員の中の大きな町が１つ抜けるということは負担

金のアップが想定されると。これはもうやむを得ないかというふうに思うんですけれども、

理事長の山田御所市長はできるだけ負担金の上昇は避けるように努力したいというふうなこ

とはおっしゃっていましたので、その方向でぜひ努力してほしいというふうに願っています。 

 それで、これは私が参加していまして、そこで得た、従来からもそう思っているんですけ

れども、個人的にはそういう合理的な判断される市町も出てきたわけですから、今後、上牧

町もそれもやっぱり視野に入れていくべきではないかというふうにも思っています。そうい

う意味でも上牧町もフリーハンドを持っておくべきやと。あえて反対するようなことをした

ら、上牧町もフリーハンドを失うことになりますので、選択肢として持っておくべきではな
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いかというふうに思います。 

 つまり、例えば、香芝市がこれからされる単独で行うということも選択肢だろうし、ある

いは、上牧町の場合は非常に公共下水が普及率が高くて、もう95％普及しているわけですか

ら、あと５％を何とか普及するように努力をすると。そしたら晴れて、そこに入っている必

要はありませんので、この努力は僕はやるべきではないかなというふうに思います。ですか

ら、そういう意味でも香芝市の判断をみんなで反対するみたいな、一部あるみたいですけれ

ども、そういうことは差し控えるべきではないかなというふうに思っています。 

 それから、もう１つ、皆さんに確認しておきたいのは2043年、今から18年後には葛城地区

の清掃事務組合というのは解散することが決まっていますので、これを2023年にもう20年延

長しましょうということで、2043年にはもう解散することが決まっています。ですから、僕

は、ひょっとしたら香芝市以外にも今後そういう判断をされるという市町が出てきてもおか

しくないかというふうに思うんです。最後まで付き合うというのも１つの方法かも分かりま

せんけれども、上牧町の場合は非常に人口も少ないし、95％が水洗にしていますので、使っ

ている割合が非常に低いわけです。 

 そのときの会議の資料を僕は今、持っているんですけれども、全体のし尿運搬の割合は

1.75％なんです。非常に少ないと。これはご存じのとおりなんですけれども、この分担金と

いうのは組合運営経費、これは皆が同じように持つ基本料金みたいなものですね。これと、

あと使用に応じた額の分担というのをしているわけですけれども、上牧町の場合は非常に少

ない使用量ですから、基本料金に当たる部分が非常にパーセンテージとして大きいわけです。 

 そういう中で上牧町も早く水洗の普及を完了して、晴れてそこに参加しなくてもいい環境

をつくっていくべきではないかという、それが基本的にあって、今回の香芝市の決定には反

対する必要はないんじゃないかという意見を私は申し上げさせてもらいました。それに対し

てちょっとコメントをもらいたいと思います。 

〇氏原委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 今、副委員長のおっしゃっているとおりであるかとは思います。実際の

ところ、おっしゃるとおり、上牧町は処理量もかなり少ない中で、今後、下水道が普及する

ことによってそこの部分も必要なくなるというのが一番の理想というところであるとは思い

ます。ただ、実際のところ、現状、少ないながらも、し尿運搬処理というのはしていかなけ

ればならないという部分もございますので、今のところは安定したし尿処理を確保できるよ

うに今後も、今のところはでございますけども、現状のまま組合による処理の方向で考えて
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おります。ただ、その動向を見ながら、今後また協議、検討していかなければならないとは

考えているところでございます。 

〇氏原委員長 竹中副委員長。 

〇竹中副委員長 従来の説明のとおりで、多分そういうふうにおっしゃるというふうに私は思

いましたけれども、この後も18年間、水洗化を進めずに最後まで付き合うというのもどうか

という。あと少しですので本当に前向きに。あと少しが難しいところだというのも理解はし

ていますけれども、もし、これ、あれでしたら、町長もお考えを聞かせていただけたらと思

いますので、よろしくお願いします。 

〇氏原委員長 阪本町長。 

〇阪本町長 今、竹中委員のほうからいろいろ、るるお話をしていただきました。私も初めて

今回、組合議会にも出席をさせていただきました。今、その組合議会の中でお話が出た話を

いろいろとやっていただいているというふうな形だというふうに思います。もともと、この

香芝市さんが今回抜けられたというのは一番最初に御所市さんがそういうふうな形でやって

おられて、そこを組合規約から抜けられたという経緯がありまして、そういうふうな部分が

あって、今回、香芝市さんが組合議会の中でお話をされて、意見があまりなかったというと

ころがございます。 

 なぜ抜けられたのかというのを私なりに想定する中では運搬投入費用ですか、運搬の部分

の業務費用。この部分が香芝市さんの場合、今、多分、四千何万ぐらいというふうな形にな

っておるんじゃないかなというふうには思っております。上牧町の場合は二百数十万程度と

いうふうな形で、そこの部分が非常に大きかったのかというふうに思っておりまして、やは

り、今、葛清の中で運搬の費用の分について、その部分より多分、料金設定が安くいけるん

じゃないかというふうな形で、そういうふうな業者さんも選考されて、今回、そういうふう

な形で抜けられたというふうには自分自身は考えております。 

 上牧町の場合もそうでございますが、やはり料金体系が今後どのような形になってくるの

かという部分も視野に入れながら、この部分については将来的にも考えていかなければいけ

ないのかという思いを今、持っておるところでございます。 

〇氏原委員長 竹中副委員長。 

〇竹中副委員長 町長、ご説明ありがとうございます。さらに上牧町も、まずは水洗化を進め

る努力もしていただきながら、いろいろ町民にとって一番いい方策を考えていっていただき

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 
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 以上です。 

〇氏原委員長 ほかにございませんか。 

 上村委員。 

〇上村委員 上村です。１個だけ。今、課長の手元に他町、他市の下水道普及率は出ています

か。 

〇氏原委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 下水道の普及率については、資料は今、手元にあります。 

〇氏原委員長 上村委員。 

〇上村委員 また、よかったらタブレットでも見せてもらえたらありがたいです。お願いしま

す。 

〇氏原委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 確認したいと思います。 

〇氏原委員長 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇氏原委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇氏原委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇氏原委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議第７号 令和７年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）について、これを

議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 康村委員。 

〇康村委員 康村昌史です。令和７年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）につ
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いて質問させていただきます。 

 補正予算書の歳出の７ページです。そこの説明欄の出産育児一時金負担金補助及び交付金

が200万円となっております。これの説明をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

〇氏原委員長 住民保険課長。 

〇中岡住民保険課長 それでは、７ページの出産育児負担金の200万円についての説明をさせて

いただきます。 

 ７月11日現在で、支給決定及び母子手帳情報により確認した本年度の対象者数は全12名と

なっております。執行予定額が600万となることから100万円の不足が生じることが暫定して

おります。当該不足額100万円と社保離脱、転入等に伴う潜在的な対象者２名分として100万

円を加えた200万円を補正計上とさせていただきました。 

〇氏原委員長 康村委員。 

〇康村委員 当初予定よりもかなり増えていると。今、まだ９月ですよ。僕は、これはちょっ

とうれしい悲鳴だなと思っているんですけれども、今後の見通しはどうなるんですか。その

都度、補正を組むのですか。僕は今、上牧町の子どもの数は増えていると実感しているんで

すけれども、自分の住んでいる大字でも今年、小学生が５人も入学したので、「ええっ」とい

うような、本当にびっくりしているんですけれども、ちょうど世代交代が始まっているんだ

なという気がしているんですけれども、その辺の見通しについてお話しいただきたいと思い

ます。 

〇氏原委員長 住民保険課長。 

〇中岡住民保険課長 あくまでも国民健康保険の方の出生数という形になりますので、今後の

見通しというのはちょっと難しいところはあるとは思うんですが、国民健康保険は去年も10

名ですかね、年々上がってきているなというのはあるんですけども、全体的な出生数はちょ

っと減ってきているのかなと考えております。 

〇氏原委員長 康村委員。 

〇康村委員 こども未来課でしたか、前の町長もおっしゃっていましたけど、大体、年間100

人ほど想定していると。今、それよりも減りつつあるということですか。 

〇氏原委員長 住民保険課長。 

〇中岡住民保険課長 見込みなので難しいところはあるんですけれども、一応、令和６年度の

住民基本台帳の年報によりますと79人でございました。令和５年度が100人でございましたの
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で、町全体的には減っていっているのかと考えております。 

〇氏原委員長 康村委員。 

〇康村委員 子どもの減少は止められないんですけれども、今、上牧町の実情がよく分かりま

したので、どうもありがとうございます。 

 以上です。 

〇氏原委員長 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇氏原委員長 ほかにないようですので、これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇氏原委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇氏原委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議第８号 令和７年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）について、これ

を議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇氏原委員長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇氏原委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 
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〇氏原委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議第９号 令和７年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第１回）について、これを議題

といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 安中委員。 

〇安中委員 安中です。お願いします。 

 予算書７ページのタブレットの３、認知症地域支援ケア向上事業費というところでお伺い

します。 

 ここで、ブルーレイの使用料とかということで、認知症の映画をされるということ。自分

事としてということで、とてもいい企画だと思うんですが、これ、19年前なんだけども、2006

年に渡辺謙さんが「明日の記憶」という映画をされたんです。そのリメーク版だと思うんで

すけど、2006年のときには私がちょうど見ました。もう恐ろしくて、認知症になった不安の

ためにご主人が暴れるわ、訳分からないわということで。でも、そのときはもう19年前なの

で、認知症というのが本当にはしりで分からなかった。だから、恐怖というところから今の

時代まで来たというところで、ちょっとネットで調べてみましたら、今の時代に合ったソフ

トランディングの映画だと思います。このほうが受け入れやすいんだろうと思って、ちょっ

と見させていただきましたが、役場としてはこの映画をどう考えて、発信したらいいと思わ

れたのかと思いまして、伺います。 

〇氏原委員長 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 それでは、安中委員のご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、包括支援センターでは認知症啓発をどのように進めていくかというのは日々、課題

で、調査、検討させていただいております。それで、今年度に入りまして調査をさせていた

だいたところ、各市町村でこの「オレンジ・ランプ」という映画が上映されておりまして、

人気を呼んでおります。いろいろな啓発を行うにしても、まず認知症というものがどういう

ものかというのを正しく理解をしていただきたいと。 

 今回、この映画に関しましては、39歳で認知症と診断された方がそのまま会社勤めをされ

て、その10年後を描いておるというところで、この映画が理解していただくにはちょうどい

いかなと思いまして、上映会の開催を予定させていただいたものでございます。 
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〇氏原委員長 安中委員。 

〇安中委員 ありがとうございます。認知症と言ってもいろいろなパターンがありますので、

今回の内容プラス、今後もまた考えられていかれると思いますので、今回の補正にされたと

いうことはとてもいい案だと思いますので、一言聞かせていただきました。 

 私のほうからは以上です。 

〇氏原委員長 ほかに質疑ございませんか。 

 康村委員。 

〇康村委員 さっきの安中委員の質問でちょっと聞きたいことがありまして、資料によります

と、定員100名というふうに書かれているのですけれども、これはそれだけ評判がいいという

ているので、どこで上映される予定なのですか。多目的室かと思ったのですけれども、その

辺、ちょっと教えていただきたいと思います。 

〇氏原委員長 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 上映開催場所は2000年会館の２階の多目的室を予定しております。 

〇氏原委員長 康村委員。 

〇康村委員 その定員100名というのは、募集されるということになるのですか。これは認知症

関係ですので、皆さん非常に興味があるので、その辺はいかがですか。 

〇氏原委員長 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 今回の補正予算で広報の折り込みとチラシの印刷代も予算化させて

いただいております。広報の挟み込み及びペガサスフェスタでの啓発を基に、先着100名を募

集させていただいて、上映開催を予定しております。 

〇氏原委員長 康村委員。 

〇康村委員 募集が多くて、また再開ということも考えてはるわけですな。 

〇氏原委員長 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 おっしゃるとおり、この反響により追加公演等が必要だとあれば、

次年度にでも追加公演をさせていただきたいと思います。 

〇氏原委員長 康村委員。 

〇康村委員 よく分かりました。私の質問は以上です。 

〇氏原委員長 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇氏原委員長 なければ、これで質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇氏原委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決をいたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇氏原委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議第11号 令和７年度上牧町下水道事業会計補正予算（第１回）について、これを議題と

いたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇氏原委員長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇氏原委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇氏原委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、本委員会に付託された議案は全て終了いたしました。 

 理事者側より挨拶をお願いいたします。 

 阪本町長。 

〇阪本町長 全議案可決すべきものとご決定を頂きまして、ありがとうございます。また、本

会議でも議決を頂きますよう、お願いを申し上げまして、お礼のご挨拶とさせていただきま

す。ありがとうございました。 
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〇氏原委員長 これをもちまして文教厚生委員会を閉会いたします。皆様、お疲れさまでござ

いました。ありがとうございました。 

    閉会 午前１０時３５分 
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総務建設委員会会議録 

 

１．日  時  令和７年９月１０日（水） 午前１０時 

１．場  所  ３階委員会室 

１．協議事項  議第１号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

議第２号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

議第３号 上牧町税条例の一部を改正する条例について 

議第６号 令和７年度上牧町一般会計補正予算（第４回）について 

議第10号 令和７年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第

１回）について 

議第12号 避難所運営資機材購入契約の締結について 

議第13号 塵芥車両（３トン並びに２トンパッカー車）購入契約の締結につ

いて 

議第14号 上牧中学校新校舎厨房機器購入契約の締結について 

議第15号 上牧中学校新校舎家具・什器等購入契約の締結について 

１．出席委員  委 員 長 服部 公英 副 委 員 長 牧浦 秀俊 

委   員 木内 利雄 石丸 典子 東  初子 

      遠山健太郎 

１．理 事 者  町 長 阪本 正人 教 育 長 永井 工仁 

総 務 部 長 中川 恵友 都市環境部長 吉川 昭仁 

健康福祉部長 山下 純司 総 務 部 理 事 髙木 真之 

住民生活部理事 山本 敏光 教 育 部 理 事 丸橋 秀行 

総 務 課 長 野村 浩之 秘書人事課主幹 中岡  篤 

企画財政課長 中本 義雄 まちづくり推進課長 俵本 大輔 

建設環境課長 武安 康至 こども未来課長 水本多朱子 

 社会教育課長 吉川信一郎 文化振興課長 細川 夏人 

１．事 務 局  局 長 金﨑 恭彦 書 記 森本香寿美 

書 記 林  大貴 書 記 大関 誉文 
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    開会 午前１０時００分 

〇服部委員長 それでは、改めまして、おはようございます。総務建設委員長の服部公英です。 

 ９月に入りましたのに、まだまだ暑い日が続いております。体には気をつけて、しっかり

と職務に励んでいただきたいと思います。 

 それでは、定足数に達しておりますので、これより総務建設委員会を開会いたします。 

 初めに理事者側より挨拶をお願いいたします。 

 阪本町長。 

〇阪本町長 皆さん、おはようございます。総務建設委員会に付託されました議第１号 職員

の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、議第２号 職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を改正する条例について、議第３号 上牧町税条例の一部を改正す

る条例について、議第６号 令和７年度上牧町一般会計補正予算（第４回）について、議第

10号 令和７年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１回）について、議

第12号 避難所運営資機材購入契約の締結について、議第13号 塵芥車両（３トン並びに２

トンパッカー車）購入契約の締結について、議第14号 上牧中学校新校舎厨房機器購入契約

の締結について、議第15号 上牧中学校新校舎家具・什器等購入契約の締結について、いず

れも重要な議案ばかりでございます。活発なご議論を頂き、全議案可決すべきものと決定を

していただきますようお願いを申し上げまして、冒頭のご挨拶とさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

〇服部委員長 本委員会に付託されました議案はお手元に配付の次第のとおりです。順次、審

議してまいります。 

 議第１号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、議第２号 職

員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、以上の２件の議案につ

いては関連事項となりますので一括議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 東委員。 

〇東委員 東でございます。おはようございます。私から、議第１号 職員の育児休業等に関

する条例の一部を改正する条例について、議第２号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部を改正する条例について、質問をさせていただきます。 

 資料説明の中には趣旨は書かれておりました。令和６年の５月31日付で育児休業等または
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家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正及び地方公務員の育児休業に関する法

律の一部改正が公布され、育児を行う職員の仕事と家庭の両立支援及び子の年齢に応じた柔

軟な働き方の実現に伴い、本町における関係条例の一部を改正するということでございます。 

 このことに関しまして、改正の理由、また目的、ここには趣旨として書かれていますが、

表も書かれておりますけれども、もう少し丁寧に、どのような形で行われていくのかという

ことと、また、この改正によりまして現場の職員の方とかまた関係事業所の方とか、どのよ

うな影響とかが想定されるのか。また、この運用に際して困難が生じないように、どのよう

に周知やサポートを進められるのか、この辺をお伺いしたいと思います。お願いいたします。 

〇服部委員長 総務部理事。 

〇髙木総務部理事 それでは、今回の改正によりまして、どのような改正になるかということ

でございまして、ちょっと具体的に説明ということでございますが、今回の改正によって育

児を行う職員の仕事と家庭の両立の支援及び子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現させるた

めの改正でございまして、今回の改正では部分休業の取得要件を多様化する改正ということ

でございまして、改正前の部分休業の規定におきましては、取得時間帯は勤務時間の始めと

終わりに限ると規定しておりましたけれども、今回の改正によって、その取得時間の制限は

撤廃されるわけでございます。 

 また、新たな部分の休業といたしまして、１時間単位で１年につき10日を超えない範囲で

取得できる第２号部分休業の規定を追加したものでございます。今回の改正によって職員が

部分休業を取得するに当たっては、それぞれ職員の実情に合った柔軟な取得が可能になった

ことで取得しやすい環境整備が整ったものと考えております。 

 以上です。 

〇服部委員長 東委員。 

〇東委員 分かりました。新しくそのように柔軟に対応されるということで理解できました。 

 また、これによって、要するに、職員さんがこの日はお休みを取りますということになり

ますので、ほかの職員さんの影響とか、また、関係事業所の方とかの影響等はどのようにお

考えでしょうか。サポート等ですね。 

〇服部委員長 総務部理事。 

〇髙木総務部理事 これらの取得によって、その部署の業務遂行に著しく支障を来すようなこ

とが出るというようなことを判断する場合におきましては、随時、その状況に応じて、必要

に応じて、任期付職員であるとか会計年度任用職員であるとか、そういった雇用をしていく
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ということも視野に入れて考えていきたいと思っております。 

〇服部委員長 東委員。 

〇東委員 分かりました。その時に応じて職員さんの補充といいますか、そういう形も考えて

いただくということでございますね。分かりました。 

 今後、また必要に応じて、この発展形といいますか、再度見直し的なこととかは行われて

いくような形になってきますかね。 

〇服部委員長 総務部理事。 

〇髙木総務部理事 今、これは今回改正をしようというところでございますので、これからも

状況をしっかりと見守りながら、また、いろいろ検討していきたいと思っておりますが、一

応、国に準拠した形でやっておりますので、そういうことも含めてお願いいたします。 

〇服部委員長 東委員。 

〇東委員 分かりました。そしたら、なるべく子育てがしやすい環境というところに配慮いた

だきまして、これからもよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

〇服部委員長 ほかにございませんか。 

 牧浦委員。 

〇牧浦副委員長 おはようございます。６番、牧浦です。よろしくお願いします。職員の育児

休業等に関する条例の一部を改正する条例と議第２号 職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部を改正する条例について、質問していきます。 

 今、東委員におっしゃったように、改正によって具体的にどのような点が改善されるとい

うのはさっきの答弁以外にはあるでしょうか。 

〇服部委員長 総務部理事。 

〇髙木総務部理事 今、職員の育児休業等に関する条例の一部改正につきましては、先ほど申

し上げたとおりでございます。 

〇服部委員長 牧浦委員。 

〇牧浦副委員長 それでは、取得促進の実効性なんですけれども、今、現状の職員の育児休暇

取得率はどの程度なのかと。それと、特に男性職員の育児休暇取得状況はどうなのか。そし

て、今回の改正により取得率向上をどのように見込んでおられるのか聞かせてください。 

〇服部委員長 総務部理事。 

〇髙木総務部理事 現状の育児休業の取得率はどの程度かということでございますけれども、
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令和７年度になってから新たに育児休業を取得した者及び前年度から引き続いて育児休業取

得中の職員を含めまして、10名の職員が育児休業を取得しております。育児休業の取得可能

者と実際に取得した者の率ということでございますと90.9％でございます。 

〇牧浦副委員長 続いてお願いします。 

〇服部委員長 総務部理事。 

〇髙木総務部理事 男性職員の育児休業の取得状況ということでございますけれども、令和７

年度になってから新たに育児休業を取得した者及び前年度から引き続いて育児休業の職員を

含めまして、４名の男性職員が育児休業を取得しております。育児休業取得可能者と実際に

取得した者の率にいたしますと、80％の取得率でございます。 

〇服部委員長 牧浦委員。 

〇牧浦副委員長 結構、思うより取れていたかと思うんですけれども、最後の改正により取得

率向上をどのように見込んでおられますか。 

〇服部委員長 総務部理事。 

〇髙木総務部理事 まず、部分休業の取得率の向上についてでございますが、引き続き、対象

職員には部分休業制度の説明、それぞれの職員に合った柔軟な働き方のアドバイスなどを行

うことで取得率の向上に努めてまいりたいと考えております。 

 また、育児休業につきましても、先ほど説明させていただいたとおり、男性職員の取得率

が非常に高くなっております。取得しやすい職場環境ができているものと考えておりますが、

引き続き、職員には制度の説明をしっかりと行って、内容をしっかりと理解していただいた

上で、さらに取得率の向上に努めてまいりたいと思っております。 

〇服部委員長 牧浦委員。 

〇牧浦副委員長 できれば100を目指せるように頑張っていただきたいと思います。 

 それでは、運用と職場環境なんですけれども、先ほどもちょっと答弁あったと思うんです

けども、休業取得が組織運営に支障を来さないように代替要員の確保や業務の分担の工夫を

どのようにするかということをさっき答弁いただいたと思うんですけれども、これはマニュ

アル化とか、例えば課によって全然違うじゃないですか。特殊な福祉とか介護とか、それか

ら、教育委員会もそうなのかな。なかなかそういうところがあると思うんですけども、その

点についてはどうなんでしょうか。 

〇服部委員長 総務部理事。 

〇髙木総務部理事 一般事務職もそうでございますが、特に中でも専門職につきましてはなか
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なか、そういう状況では業務遂行がうまくいかない場合に当たっては、いろいろな形で募集

も行って、それで補充といいますか、雇用を行ってまいりたいと思っております。 

〇服部委員長 牧浦委員。 

〇牧浦副委員長 できる限り育児休業を取りやすい雰囲気づくり、これを目指していただきた

いと思います。 

 それでは、最後になりますが、町独自の支援の可能性なんですけども、国基準以上の支援

策を導入する考えはどうでしょうか。 

〇服部委員長 総務部理事。 

〇髙木総務部理事 これもちょっと先ほど申しましたように、今、改正を行おうとしている段

階でございまして、今のところ、これらの改正等に関しましては国に準拠して行っておりま

すので、今現在のところ、独自の制度拡充などは考えておりません。 

〇服部委員長 牧浦委員。 

〇牧浦副委員長 また、これから先、出てくるかも分かりませんので、その辺もまたよろしく

お願いします。 

 以上です。ありがとうございました。 

〇服部委員長 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇服部委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇服部委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 議第１号、議第２号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇服部委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、議第１号、議第２号は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議第３号 上牧町税条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 
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          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇服部委員長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇服部委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇服部委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議第６号 令和７年度上牧町一般会計補正予算（第４回）について、これを議題といたし

ます。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 東委員。 

〇東委員 東でございます。よろしくお願いいたします。議第６号 令和７年度上牧町一般会

計補正予算（第４回）について、質問をさせていただきます。 

 まず最初、予算書の７ページ、歳入のところで、資料説明にもありますが、上牧銅鐸の復

元をされるということで、令和７年の４月22日に予算編成を申請されて、６月４日の選定審

査を経て、６月24日付で採択されたということが書かれております。 

 この事業なんですけれども、どのようなものを作られるのか。また、どのような目的を持

って作成されるという形で、上牧町にとって、この保存、活用、これをどのように行ってい

かれるのかというところをお伺いさせていただきます。また、これは子どもたちの郷土教育

とか町の魅力発信とかにもつながるのかというふうに思っているんですが、その辺のことを

お聞かせください。よろしくお願いいたします。 

 引き続き全部言ったほうがよかったですか。すみません。 

 次に、これも資料説明あります。款衛生費のところ、予算書の17ページ、子育て世代包括

支援センターの事業費のところなんですが、ここには産後ケアのことが載っています。ちょ

っと利用者の方も増えているのかなというふうに思っております。その辺の説明と今後のこ
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とをまた、お伺いいたします。お願いいたします。 

 そして、次に予算書21ページ、款土木費の事業費、地域公共交通事業費のところなんです。

これですけれども、資料説明を見させていただくと、上牧町の地域公共交通のニーズに関す

る調査ということでございますので、その辺の、これは例えばですけど、今後のニーズ調査

を行って、まちづくりとか交通施策、デマンド交通のこととか、どのように生かしていかれ

るのかということと、また、調査対象が3,000人ということですけれども、この選定方法、年

齢層とか地域別とか、偏りとかが生じないようにというふうに思うんですが、また、高齢者

の回答、その辺の具体的なことを教えてください。 

 最後になりますけれども、27ページの教育費の史跡上牧久渡古墳群整備事業費の土地鑑定

手数料の43万8,000円につきまして、ここの補正予算が43万8,000円ということですけれども、

この範囲で具体的にどのようなことを行っていくのか。また、これからこの整備全体をどの

ような方向でされていくのかというところをご説明お願いいたします。 

 以上でございます。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 それでは、補正予算書７ページの文化資源活用補助金の件で、上牧銅鐸

についてのご説明でございます。 

 まず、上牧銅鐸に関しましては、議会説明資料の３番をご覧いただきたいと思います。こ

の上牧銅鐸につきましては、上牧町で出土された上牧銅鐸の復元を、今現在、中央公民館の

ほうで展示はさせてもらっているんですけども、それは展示用として、もう１つ、直接住民

の方に触れてもらうような同じ復元品を作成するということが１つでございます。 

 もう１つにつきましては、シリコン型の作成なんですけれども、ミニ銅鐸、この議会資料

の右下にあります写真をご覧いただきたいと思うんですけども、完成品のイメージがござい

ます。小さいミニ銅鐸を作る型を５つ作る計画をしておりまして、その活用方法につきまし

ては、子ども体験学習であったりとか、そういった子どもさんに体験して作ってもらうとい

うことを今年度中に計画をしております。 

〇服部委員長 東委員。 

〇東委員 分かりました。今ある銅鐸はもうそのまま展示しておいて、今回、作るのは皆さん

に触れていただくというか、見ていただく形で作られるということですね。ミニ銅鐸という

のはこれを５つ作られるんですか。これのことについてちょっと。 

〇服部委員長 社会教育課長。 
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〇吉川社会教育課長 型を５つ作ります。 

〇服部委員長 東委員。 

〇東委員 型を５つ作って、そして、その型を基に銅鐸を作る作業をしてもらうということで

すか。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 そのとおりです。 

〇服部委員長 東委員。 

〇東委員 分かりました。それをするということは、お子さんたちも、例えば５個あれば、一

個一個に何人かずつして、これができましたよという形になるのかというふうに思いますが、

そのできたものは、１人が１個作るのであればその人がということになるのかと想像できま

すけども、みんなで１個作くりましょうとなってきますと、その後の銅鐸の行方はどのよう

になっている。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 今回、親子でミニ銅鐸作りというのを計画していまして、ご家族で参加

してもらって、鋳造体験になりますので、銅を溶かして、小さい写真のような銅鐸を作って、

これを作ってくれた子どもさんに持って帰ってもらうというイメージでございます。 

〇服部委員長 東委員。 

〇東委員 そういう形ですね。鋳造するというのはちょっと、熱もすごく使いますし、心配で

すし、場所的にそういう物を溶かしてできるような環境というのは大丈夫なんでしょうか。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 今までも上牧町はこのミニ銅鐸作りというのは実施しているんです。そ

れと、この銅鐸については、田原本町の教育委員会の協力を得まして、唐古・鍵遺跡で発掘

された銅鐸のミニ銅鐸作りをしているんですけども、その方にちょっとご指導いただいて、

安全管理等は徹底させていただいております。 

〇服部委員長 東委員。 

〇東委員 分かりました。今までもそういう例があるという形ですね。分かりました。これか

ら、この銅鐸を知っていただくというのもすごく大事なことだと思います。なぜ登呂遺跡に

あるのかというのもちょっとよく分かりませんですけれども、私たちも視察に行かせていた

だいて本物を見せていただいたという経緯がございますが、今後、またそのように皆さんに

知っていただいて、そういうものがあるんだという活動をしていかれるということの理解で
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よろしいですかね。 

 以上でございます。 

〇服部委員長 それでは、次、お願いいたします。 

 こども未来課長。 

〇水本こども未来課長 それでは、予算書17ページ、款衛生費、項保健衛生費、目母子衛生費、

事業名につきまして、子育て世代包括支援センター事業費における産後ケア事業委託料につ

きまして、ご質問は利用者の増加における説明と今後のことということでご説明させていた

だきます。 

 まず、この産後ケア事業なんですけれども、こちら、令和５年度におきましては、ショー

トステイが利用日数が６泊、デイサービスが19日の利用がありまして、実人数につきまして

は13人、令和６年度におきましては、ショートステイは７泊、デイサービスのご利用が13日、

こちら、利用実人数におきましては10名、令和７年度の８月末現在におきましては、ショー

トステイの延べ日数が20泊、デイサービスが19日、今現在の実利用人数につきましては11名

となっております。 

 今現在におかれましては８月の時点でも11名の方がご利用いただいているということで、

やはり利用の人数につきましては増加していっているというふうに考えております。それに

よりまして、今後また、この事業を利用される方はやはり増えていくのではないかというふ

うには考えております。 

〇服部委員長 東委員。 

〇東委員 分かりました。本当に出産後の母子に手厚く、要するにショートステイですとかデ

イサービスですね、その辺は出産されて安心して過ごせるのかなと。こういうサポートがあ

るのだと思うだけで母子ともにちょっと心の余裕もできるのかなというふうに思います。 

 それで、この周知方法なんですけども、例えばですけれど、今、令和５年が総数で13名、

令和６年が10名、令和７年現在が11名ということで、増加が見込まれているところですけれ

ども、例えば、これを知っておられる方というのは出産される、言ったら、妊娠された方か

らこれを知る方法というのはどのような形で周知されていますでしょうか。 

〇服部委員長 こども未来課長。 

〇水本こども未来課長 こちらの事業につきましては、子どもさんがお生まれになりましたら、

妊娠届や出生届でこども未来課の窓口のほうにも来られますので、その際にこちらからもご

案内をさせてもらったりしております。 
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〇服部委員長 東委員。 

〇東委員 分かりました。その折、例えばなんですけど、ほかの市町村で、そういうものが使

えますというカードと申しますか、何かそういうものを作って、大変なときにはこういうの

があるんですよと、これを利用できますよみたいなことがあるんですが、その辺の何か。言

葉でお伝えするといっても、多分、妊娠でいろいろな説明を受けられるときに、それがある

んだということはちょっととどまるのがなかなか。いろいろなことをお伝えされると思いま

すので、そういうものがあればすごく活用しやすいというふうに感じるのではないか、こん

なんがあったわみたいなことも思うのではないかというふうに思うんですが、その辺いかが

でしょうか。 

〇服部委員長 こども未来課長。 

〇水本こども未来課長 こちらからご案内をさせていただく際には、一応、産後ケアはどうい

う事業かといったことや、また、どの施設が利用できるかとか、ご案内の内容を書いたチラ

シを配付させていただいておりますので、それで周知はできているというふうに考えており

ます。 

〇服部委員長 東委員。 

〇東委員 分かりました。そういうチラシもあるということですね。理解できました。本当に

ますますこれから、やはり、そういうショートステイですとかデイサービスとか頼られる方、

やっぱり身内が遠いとかいろいろありますので、その辺、このご配慮を頂いていることはす

ごく喜ばれるというふうに思っております。 

 ここには費用面のこともちゃんと説明されているんですけれども、アウトリーチについて

は町の助産師さんが実施するので自己負担は不要ということ、また、ショートステイ、デイ

サービスについては事業所の委託ですので、世帯の所得に応じた利用費の一部負担が必要に

なるということになりますね。これはどうでしょうかね。費用面はどのぐらい。例えば、シ

ョートステイで幾らとかデイサービスで幾らと、ここに書かれていますか。 

〇服部委員長 こども未来課長。 

〇水本こども未来課長 こちらの資料のほうには個人負担分は記載はされていないんですけれ

ども、一応、ショートステイにつきましては、ご利用の方の自己負担分は6,000円となってお

りまして、デイサービスにおきましては、利用の時間帯によりまして、２時間で800円から

1,000円、４時間のご利用で1,500円から1,800円、６時間のご利用で2,000円から2,300円、８

時間のご利用に当たりましては2,500円というふうに自己負担となっておりまして、こちらは
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また、非課税世帯の方につきましてはこちらから半額だったり、また、生活保護世帯の方は

無料というふうに、負担額はちょっと変更という形になっております。 

〇服部委員長 東委員。 

〇東委員 分かりました。ショートステイは6,000円ということで、ちょっと大きいかなという

ことは感じますけれども、デイサービス等はこういう、例えば２時間とかでしたら800円から

1,000円ということでしたら、利用もしやすいのかというふうには思います。 

 今後なんですけども、さらに需要が高まっていくというふうに思うんですけれども、委託

先とか施設の受入れとか、その辺は大丈夫なんでしょうか。 

〇服部委員長 こども未来課長。 

〇水本こども未来課長 委託先につきましては、当初、令和２年度におきましては２か所とい

うことで始まった事業なんですけれども、そこから事業先を徐々に増やしていきまして、令

和６年度におきましては６か所、令和７年度につきましては１か所増えまして、今のところ

計７か所の事業所が利用できるということになっておりますので、今のところ、施設はご利

用できるというふうに考えてはおります。 

〇服部委員長 東委員。 

〇東委員 分かりました。そのように着々と増やしていただいて、利用がしやすい方向に動い

てくださっているということは住民さんもありがたいというふうに思います。 

 最後に、町独自のことで、この方たちがそこに行かれるための送迎とか、相談の利用のし

やすさ、その辺についてはどのように高めていかれるかとか、そういうことはお考えでしょ

うか。 

〇服部委員長 こども未来課長。 

〇水本こども未来課長 相談におきましては、こども未来課において７月からも、こども家庭

センターを設置したことによりまして、助産師さんや保健師さん、また、それ以外でも公認

心理士さん等、いろいろな職業の方がその都度、いろいろ気にかけたりしながら相談に当た

っていきたいというふうには考えております。 

〇服部委員長 東委員。 

〇東委員 分かりました。こども家庭センターができましたので、そういう形で幅広く相談に

乗っていただけるのかと思います。送迎等はちょっと考えておられないですかね。その辺は。 

〇服部委員長 こども未来課長。 

〇水本こども未来課長 おっしゃっていただいた送迎につきましては、今のところはまだ考え



－13－ 

ていないんですけれども、そういうのも今後、検討等、また考えていければというふうには

思っております。 

〇服部委員長 東委員。 

〇東委員 また母子、また家庭の状況に合わせた多様なニーズをしていただけたらいいのかと

いうふうに思います。お願いいたします。 

〇服部委員長 こども未来課長。 

〇水本こども未来課長 今、おっしゃったような、今後、ニーズにつきましては、どういうニ

ーズがあるかというのも考えた上で、また今後、推進していけたらというふうに考えており

ます。 

〇服部委員長 この部分についてはよろしいですか。 

 それでは、次、お願いいたします。 

 まちづくり推進課長。 

〇俵本まちづくり推進課長 予算書21ページ、地域公共交通ニーズ調査業務委託料でございま

す。この調査をどのように生かすのかというご質問でございます。 

 東委員のご指摘のとおり、今後のデマンド交通等交通施策を検討するためにニーズ調査を

実施するものでございます。調査対象でございますけれども、小学校区別に町内在住の15歳

以上の方を対象に調査を実施させていただきたいと今、考えているところでございます。 

〇服部委員長 東委員。 

〇東委員 分かりました。町内の15歳以上の方を対象ということで、これはどのような形で。

ここの資料説明のほうには郵送、また、回答は郵送またはウェブというふうにありますけれ

ども、集計、分析業務ということで、この辺はどのような、15歳以上の方。 

〇服部委員長 まちづくり推進課長。 

〇俵本まちづくり推進課長 こちらは15歳以上の方を小学校区別に3,000ですので、大体1,000

ぐらいの調査票を郵送させていただいて、それで調査票を返送していただくか、そこの郵送

した調査票にパスワードとＩＤコードを入れさせてもらって、そのＩＤを入れて、インター

ネットの入力フォームで報告していただくか、今、両方しようと考えているところでござい

ます。 

〇服部委員長 東委員。 

〇東委員 分かりました。これですけども、年齢層は15歳以上ということと、地域別とかの偏

りとか、また、高齢者の回答を確保する対策といいますか、その辺はどんな感じでしょうか。 
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〇服部委員長 まちづくり推進課長。 

〇俵本まちづくり推進課長 高齢者の方、また年齢別のこの調査というのは、例えば、通学で

あったり買物であったり、住民さんが公共施設に行くのであったり、また高齢者が病院に行

くのであったり、そういう住民の全ての方がどういうような移動を、どのような公共交通を

使いながら移動しているかを把握するための調査でございますので、全年齢均等に調査でき

たらと考えているところでございます。 

〇服部委員長 東委員。 

〇東委員 分かりました。均等にやっていっていただけるということで。 

 この調査結果は、例えばコミュニティーバスの見直しとか、デマンド交通導入へとつなげ

ていくという構想とかはいかがでしょうか。 

〇服部委員長 まちづくり推進課長。 

〇俵本まちづくり推進課長 交通施策、今、委員がおっしゃったデマンド交通をどうするか、

コミュニティーバスをどうするかという基礎資料として、やはり使わせていただきたいと考

えておりますので、今後の施策につなげられたらと考えているところでございます。 

〇服部委員長 東委員。 

〇東委員 分かりました。本当に住民の皆さんが利用しやすいように、また、高齢の方もデマ

ンドのように、戸口から戸口じゃないですけども、本当に利用しやすいものをつくっていた

だけることを住民さんは望んでおられますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

〇服部委員長 それでは、次、お願いいたします。 

 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 それでは、補正予算書、27ページの史跡上牧久渡古墳群整備事業費、役

務費、手数料43万8,000円でございます。こちらについて、どのように行っていくかというご

質問だったと思います。 

 議会説明資料の12番をご覧いただきたいと思います。こちらに記載させていただいている

地図をご覧いただきたいと思いますが、現在、久渡古墳の整備工事をしているんですが、緑

の囲っているところが久渡古墳でございます。 

 久渡古墳の北側についても今後、擁壁工事をする予定をしておりますので、赤の部分の地

権者にちょっと交渉をさせていただきました。交渉に際しましては、快く貸してもいいよと

いうご返事を頂きましたので、令和８年度から賃貸借の契約をする予定でございます。 
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 今回の土地鑑定手数料に関しましては、賃貸借料を算出するのに平米当たりの単価を出し

てもらう土地鑑定評価の手数料でございます。 

〇服部委員長 東委員。 

〇東委員 分かりました。これからの工事の関係の土地を賃借するということで、このたびの

工事に関しては賃借するという形ですけれども、それの終了後はどのような形に。それの方

向はどうなんでしょう。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 この土地については、この土地を利用して資材を置いたり、ここから重

機を使って北側の擁壁を設置するのにアクセスするための土地ですので、この北側の工事が

終わりましたら地権者に返します。 

〇服部委員長 東委員。 

〇東委員 分かりました。そしたら、この工事はいつ頃完了する予定でしょうか。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 北側については８年度の予定でございます。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 最終年度が12年度なんですけども、それまでには工事をさせていただき

ます。 

〇服部委員長 東委員。 

〇東委員 分かりました。そしたら、そこまで賃貸借する可能性はあるという理解でいいです

か。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 そのとおりでございます。 

〇服部委員長 東委員。 

〇東委員 分かりました。本当にこの久渡古墳がいい形で皆さんに、地域、また上牧町の発展

に貢献していただけるようによろしくお願いいたします。 

 以上でございます。私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇服部委員長 ほかにございませんか。 

 牧浦委員。 

〇牧浦副委員長 それでは、またお願いいたします。上牧町一般会計補正予算令和７年度に関

する説明書からお願いいたします。 



－16－ 

 ９ページ、文化センター費、蓄電池の耐用年数を聞かせていただきたいと思います。これ

は何年かに一度必ず交換しなくてはいけないと思うんですけども、これに関してお願いいた

します。 

 それと27ページ、今、東委員からありました史跡上牧久渡古墳群整備事業費の北側擁壁に

関してお願いしたいんですが、この北側には水利組合の水路が通っていると思うんですけど

も、その擁壁というのは内側なんでしょうか、外側なんでしょうか。これは擁壁をどのよう

にしていくのかをちょっと聞かせてほしいです。 

 そして、この27ページの下です。部活動地域移行検討事業費。課題解決に取り組むとあり

ますが、今時点で課題はどれくらいあって、どれくらいの期間、調査をするのか、教えてく

ださい。51万8,000円の予算でどれくらいのことができるのか、あまり想像もつかないんです

けども、これについて教えてください。 

 以上です。お願いいたします。 

〇服部委員長 文化振興課長。 

〇細川文化振興課長 補正予算書９ページ、文化センター費の自家発電設備部品工事の蓄電池

の耐用年数ということでお聞きされていると思います。一応、メーカーの推奨の耐用年数は

５年となっております。 

〇服部委員長 牧浦委員。 

〇牧浦副委員長 ということは、もう５年には必ず交換しなくてはいけないということでしょ

うか。 

〇服部委員長 文化振興課長。 

〇細川文化振興課長 あくまでもメーカーの推奨になりますので、そこは様子を見ながら、な

るべく引き延ばしていきたいとは考えております。 

〇服部委員長 牧浦委員。 

〇牧浦副委員長 何も使わないで、ずっと新しくしていくのはどうなのかということだったん

ですけども、その辺、うまく考えてやってください。ありがとうございます。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 予算書27ページの史跡上牧久渡古墳群整備事業の件で、北側の擁壁を設

置するということで水路は影響があるかどうかというご質問だったと思います。 

 影響はあると思います。あるんですが、その工事の前には必ず水利組合とまちづくり推進

課と調整の上、影響のないように努めていく予定をしております。 
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〇服部委員長 牧浦委員。 

〇牧浦副委員長 あまり想像がつかないんですけども、水路があって、こっちに擁壁をしてい

くというイメージですよね。この水路をまた移動するという工事もあるんでしょうか。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 水路はこの北側に関してはＬ型擁壁というのをつけるんですけども、も

ちろん真っすぐではないので、形が曲がったりする影響が、もし水路に影響を及ぼしたら調

整をしながら改善していきたいと思っております。 

〇服部委員長 牧浦委員。 

〇牧浦副委員長 これに関しての設計図とかいうのはまだ出来上がっていないということなん

でしょうか。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 擁壁に関してはもちろん出来上がっているんですけども、水路に関して

は今、既存の水路がここにあって、その上に擁壁を設置しますというだけなので、今後、施

工前にはもう一度、先ほど言いました水利組合さんとかと調整をして、どの場所が一番、皆

さんに影響がないようにするための協議をしっかり行っていきたいと考えております。 

〇服部委員長 牧浦委員。 

〇牧浦副委員長 そしたら、分かり次第、また教えていただきたいと思います。結構です。あ

りがとうございます。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 同じ予算書27ページの下の部分の部活動地域移行検討事業費の件で、課

題がどれぐらいあるのかということでございますが、これに関しては、去年の令和６年２月

に奈良県知事が中学校の部活動に関して、休日は学校の先生に携わらせないということを公

言されましたので、社会教育課としましては、この地域移行に向けてしっかりと協議をして

いるんですが、課題等というのは、一番の理由はやっぱり指導者の問題が一番課題であるか

というふうには考えております。 

 今回、この51万8,000円に関しまして、実証事業という形で、試行という形で、指導者が見

つかった部活動について試しでやっていて、やった後にまた課題等が見つかったら、来年の

令和８年４月からの本格稼働に向けて修正をしていって、運用していきたいと考えておりま

す。 

〇服部委員長 牧浦委員。 
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〇牧浦副委員長 なかなかこれはすごく問題が多いと思うんです。これから調査をするわけで

すよね。ちょっとそれでお願いしたいことがありまして、今、言われたのは指導者人材の確

保に関してなんですけども、ボランティア頼みではなかなか持続性がなく、それと財政負担

ですね。場所代、保険代、指導者謝金、用具購入などの費用を誰が負担するのか。こういう

のも調べていただきたいというように思っております。そしてまた、学校施設の利用調整、

休日夜間などはどうするのかとか、それと公共体育館や地域施設も空き枠をどうして使って

いくのかということもひっくるめて、今のところ、自分が考える中ではこういうことを調べ

ていただきたいと思っているんですけど、この辺はいかがでしょうか。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 まず、費用面につきましては、令和７年度のこの実証事業につきまして

は教育委員会の行政主導型で進めていく予定をしておりますので、費用についてはもちろん

教育委員会のほうで支出をしていくということで、今回の実証事業についての予算化をさせ

ていただいております。 

 財源確保につきましては、この実証事業につきましては７年度について県の補助金がつき

ましたので、運用をしていく予定でございますが、今後につきましては、本格稼働してから

県から新たにどれぐらい補助金出すよというのがまだ明確に表れていないので、そこがまた

はっきり分かり次第、県の補助金等もしっかり活用しながら進めていきたいと思っておりま

す。 

 また、この地域クラブ活動の場所については、基本的には今ある中学校の施設を利活用し

て地域移行を進めてくださいということでの県の指導がありましたので、学校等も調整をで

きましたので、今回の実証事業も学校のグラウンドであったり体育館を使って実施していき

たいと考えております。 

〇服部委員長 牧浦委員。 

〇牧浦副委員長 そしたら、どれくらいの期間、この調査というんですか、今の予算でどのぐ

らいまでやっていかれるんでしょうか。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 この実証事業は今年度だけですので、令和８年４月から本格稼働になり

ますので、令和８年４月からは、もうずっと地域クラブというのが続いていく予定です。 

〇服部委員長 牧浦委員。 

〇牧浦副委員長 分かりました。そしたら、最後に学校と地域団体の使用ルールや責任の所在、



－19－ 

今のところはどうなっていますか。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 責任の所在は、もちろん補償の問題であったりとか、そういうのはもう

きっちりと保険を掛けさせてもらって対応をさせていただきますので、今は行政主導型にな

りますので、責任管理というのは教育委員会のほうにあるというふうに考えております。 

〇服部委員長 牧浦委員。 

〇牧浦副委員長 そしたら、外部委託しているところと、それも学校でクラブ活動していると

ころと、これも両方とも保険を掛けるイメージですか。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 今回、予算を上げさせていただいているのは、この３つの部活動の実証

事業の活動に対して参加してくれる子どもたちに対してと指導していただく方に対しての保

険でございます。 

〇服部委員長 牧浦委員。 

〇牧浦副委員長 ということは、今度はもう外でやったら、その保険は全てまた全員の分を賄

うということでよろしいんでしょうか。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 そこがまだどういうふうになるか、受皿がどこになるかというのもまだ

決まっておりませんので、ただ、地域クラブ活動になりますので費用は負担をする予定でご

ざいます。 

〇服部委員長 牧浦委員。 

〇牧浦副委員長 いろいろこれから問題あると思うんですが、この辺、またよろしくお願いい

たします。ありがとうございます。結構です。 

〇服部委員長 それでは、ここで休憩とします。再開は11時10分。11時10分から再開しますの

で、よろしくお願いします。 

    休憩 午前１１時００分 

    再開 午前１１時１０分 

〇服部委員長 それでは再開いたします。 

 ほかにございませんか。 

 石丸委員。 

〇石丸委員 皆さん、おはようございます。石丸典子です。補正予算第４回の質疑を行います。
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簡単に行わせていただきます。 

 ５項目ですけれども、まず全体では、今回の補正約２億9,000万円なんですけれども、主に

令和６年度の繰越分２億5,000万円を含んでいるのが特徴です。 

 そこで、まず１点目は、物価高騰の対応として今回、交付金が下りていますけれども、ペ

ージ数は歳入５ページで、国庫補助金、総務費国庫補助金で物価高騰対応重点支援地方創生

臨時交付金ということで、979万9,000円ということで、これは今回は幼稚園、保育所、小学

校、中学校の給食費に充てられるということで、物価高騰の対応がなされていますけれども、

ここに至った経緯ですね。これまで学校給食の軽減というのはなかなか盛り込まれなかった

んですけれども、これに充てられたところをまず説明をお願いしたいと思います。 

 次の項目ですけれども、９ページのところですけれども、総務費のところで電子計算費、

文化センター費のところでそれぞれ、まず、電子計算費のところでは委託料で、庁内ネット

ワーク改修事務委託料ということですけれども、これも老朽化しているというところが入っ

てきておりました。それと、もう１つは文化センターの自家発電の部品交換。資料を見ます

と耐用年数を超えているということなんですけれども、この２つの項目については本来なら

もう少し早く、当初予算等で計上すべきではないかということをお聞きします。 

 次の４つ目ですけれども、21ページ、都市計画費の中の地域公共交通事業費で、先ほど東

委員から質疑されましたけれども、このニーズ調査を行った後、公共交通検討委員会の設置

が必要だと思います。既に運行されている奈良交通のところであったり、既存のタクシー業

者等も含めた検討の在り方が必要だと思われますけれども、この公共交通検討委員会の設置

は考えられているでしょうか。それをお伺いいたします。 

 それと、最後のところですけれども、29ページの財政調整基金費で今回約１億1,600万円の

積立てをされるわけですけれども、令和６年度の黒字分の大体半分ぐらいを積み立てられて

いますけれども、今後、この基金はどのように活用されるでしょうか。私は少しでもこの基

金等を使った物価高騰対応をすべきではないかと思っているところですが、見解をお願いい

たします。 

 以上です。 

〇服部委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 それでは、補正予算書５ページのところにございます物価高騰対応重点

支援地方創生臨時交付金、こちらのことなんですけれども、今回、この交付金を活用させて

いただいて、給食費の支援というような事業をさせていただいております。 
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 給食費の支援の事業をさせていただくことになった経緯でございますけれども、今回、こ

の補正予算書にもございますように、交付金の金額が979万9,000円というような金額で入っ

てくるということから、これまでこの臨時交付金を活用させていただいて、クーポン券の事

業であったりというようなところを実施させていただいておりました。ただ、今回について

は金額が979万9,000円ということで、対象を絞るといいますか、どこかに絞っての支援とい

う形になってくるのかということで、この物価高騰の影響については住民の皆さんが受けて

おられるところではございますけれども、子育て世帯のところについては大きくその影響を

受けておるというようなところから、今回、給食費の支援をさせていただくというふうにな

ったところでございます。 

〇服部委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 分かりました。結構です。この項目に関連したところについては一般質問でもさ

せていただいているのですけれども、このぐらいでこの質問は終わらせていただきます。よ

く分かりました。ありがとうございます。 

 次、お願いいたします。 

〇服部委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 それでは、９ページの総務費、電子計算費、庁内ネットワーク改修業務委託

料でございます。 

 本来、当初で上げるべきではということでございますが、こちらにつきましては、まず上

牧町保健福祉センター、2000年会館での町業務に係るネットワーク全般の安定性の確保を目

的に調査及び老朽化した配線、ネットワーク機器等の改修を行うものでございまして、現在、

設置しておりますＬＡＮ線、またネットワーク機器につきましてはかなり昔に設置されたも

のであるということもございます。今年の７月頃から、このネットワークがかなり不安定な

状態になったと、不通になることがあるということで、今回、早急な改修が必要だというこ

とで判断いたしましたので、補正の対応となりました。 

〇服部委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 分かりました。ありがとうございます。 

 続いて、文化センターのほうをお願いいたします。 

〇服部委員長 文化振興課長。 

〇細川文化振興課長 文化センター費の自家発電設備交換工事の当初で計上すべきであるとい

うご指摘ですが、令和７年６月７日の時点で自家発電の負荷試験を行いました。それの結果、
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蓄電池について不具合が生じ、早急に対応する必要があるということで指摘がありましたの

で、今回、補正計上で対応させていただくことになりました。 

〇服部委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 理解しました。次、お願いいたします。 

〇服部委員長 まちづくり推進課長。 

〇俵本まちづくり推進課長 21ページ、地域公共交通事業費でございます。こちらのほうで公

共交通検討委員会の設置を考えているのかというご質問でございました。 

 こちらにつきましては、今、考えておりますのが、地域交通協議会というのを立ち上げを

させていただきたいと考えております。この地域交通協議会でございますけれども、地域公

共交通の活性化及び再生に関する法律第６条で規定されている協議会でございまして、今後、

上牧町がどのような地域公共交通を実施していくか、どのように守っていくかという計画を

立てるために、地域公共交通計画の作成及び実施に関し、必要な協議を行う協議会として、

この地域交通協議会を立ち上げさせていただこうと思っています。 

 それに伴って、あと、道路運送法施行規則で定められている地域公共交通会議というのが

ございまして、こちらもメンバー的には同じようなメンバーを集めるため、両者を兼ね備え

る協議会というのが望ましいとされておりますので、道路運送法の施行規則で定めている地

域公共交通会議、この会議には先ほど委員おっしゃっていた奈良交通のバス事業者であった

りとか、タクシー事業者さんも入っていただいて、みんなでこの上牧町の地域公共交通を考

えていきたいと、今、考えているところでございます。 

〇服部委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 ありがとうございます。お聞きしておきます。 

 次、お願いいたします。 

〇服部委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 それでは、補正予算書29ページの財政調整基金の活用というようなご質

問でございます。 

 この財政調整基金を物価高騰の影響でということなんですけれども、この物価高騰の影響

の事業については、先ほど私が答弁させていただきましたとおり、臨時交付金等を活用して

クーポン券、今、給食費の支援と予算を上げておるところでございます。 

 その中でもクーポン券の事業につきましては、1,690万程度の一般財源が発生してきておる

と。今回の給食費の支援についても258万4,000円の一般財源が出てきておるというようなと
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ころでございます。 

 この基金なんですけれども、この基金については社会保障関連経費や、また人件費等の増

加が見込まれる中、公共施設の修繕、また学校適正化に係る新中学校の建設、それと山辺・

県北西部の関連の大型事業の影響によりまして、今後、多額の財政需要が見込まれておると

ころでございます。財政状況については大変厳しいような状況が続くのかというふうに考え

ておるところでございます。 

 そのような状況の中で財政担当課といたしましては、今後の財政運営を進める中でこの財

政調整基金については目標として、できるだけあればいいというようなわけではございます

けれども、しかし、場合によっては、これまでも基金を活用させていただいて事業を実施し

ておりますし、今後も必要な場合は基金を活用した財政運営を引き続き行ってまいりたいと

いうふうに考えておるところではございます。 

 しかしながら、今後、先ほどの大型事業の起債の償還、これは令和10年度以降、また開始

されて、財政上大きな負担が見込まれておるところでございますので、この財政調整基金の

活用につきましては、財政状況の中身を見ながら活用を検討させていただいて、財政運営を

進めていきたいというふうに考えておるところでございます。 

〇服部委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 ありがとうございます。お聞きをしておきます。基金の内容も含めて、今回、一

般質問で物価高騰の対応をというのを入れているわけですけれども、補正予算ではこの辺り

にしておきたいと思います。ありがとうございました。 

 以上です。 

〇服部委員長 それでは、ほかに質疑ございませんか。 

 遠山委員。 

〇遠山委員 遠山健太郎です。議第６号 令和７年上牧町一般会計補正予算（第４回）につい

て数点質問させていただきます。 

 予算書説明の７ページ、款15県支出金、項２県補助金、目６教育費県補助金、説明欄、文

化資源活用補助金70万円、これは歳出の27ページ、款８教育費、項５社会教育費、目７文化

財保護費、上牧銅鐸復元及び鋳造体験シリコン型制作委託料財源振替です。さきの東委員も

質問されましたが、３点伺いたいと思います。 

 まず１点目、この補助金の交付についてタブレットにも説明いただいていますが、103万

4,000円で申請したにもかかわらず、交付決定が70万円だったという説明を頂きました。いま
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一度、満額交付がなかった事由についての説明をお願いします。 

 ２点目。こちらの事業ですけども、当初予算において、この事業については復元銅鐸の作

成には工期が約６か月、レプリカについては工期３か月かかると。スケジュールについては

今年の５月から11月に実施と説明を受けています。今後の銅鐸作成と鋳造体験の実施時期な

どの具体的なスケジュール感について伺います。 

 ３点目です。先ほどの説明でもありましたが、上牧銅鐸の復元銅鐸というのは皆様ご承知

のとおり中央公民館のギャラリーにも１つあります。先ほど伺ったところによると、これは

展示用、今回、作成するのは触れるようにということで作られるということです。触れるレ

プリカといえば皆様もご承知のとおり、同じ上牧町から出土して作成した画文帯環状乳神獣

鏡もあると思います。せっかく上牧町から出土したこの２つで何とかまちづくりの材料にな

らないかと。少し大げさかもしれませんが、その辺り検討していただけないかということで、

答弁をお願いしたいと思います。 

 ２点目です。同じ歳入説明書７ページのところのこの下、説明欄の地域スポーツクラブ活

動体制整備事業補助金12万9,000円。これも同じく歳出27ページの説明欄、部活動地域移行検

討事業費の一部財源です。こちらも牧浦副委員長より質問いただきましたけども、３点伺い

たいと思います。 

 まず、１点目。この部活動の地域移行については中学校の統合と併せて実施するとの以前

の答弁の下、さきの３月議会の一般質問でも詳しく話を伺いました。 

 まず、１点目です。今回の休日部活動の実証実験については、去る１月31日に開催された

総合教育会議で説明のあった令和８年度、新上牧中学校で活動される部活動が９個あると。

９個のうち、平日のみの活動とする美術部、茶・華道部を除く７つの部活動のうち３つの部

活動の実証事業というふうに聞いています。 

 この会議の資料ではこの実証事業の予定を今年のゴールデンウイーク後としていましたが、

今回の補正予算の説明では今年の11月から２月に実施すると、スケジュールを後ろに回して

いる形になりますが、このスケジュール感についての説明をお願いします。 

 ２点目です。先ほどお話がありました春から土日に活動する７つの部活動のうち、今回、

実証事業をしない４つの部活動があると思います。具体的に言うと、バレーボール女子、テ

ニス男子・女子、バスケットボール男子、吹奏楽部については様々な課題、問題があって、

今回、実証実験ができなかった、至らなかったと推測しますが、奈良県の意向も先ほど説明

がありましたが、この部活動も来年４月からは土日の部活動はある意味、強制的に地域移行
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となります。 

 この土日の部活動の地域移行というのはすなわち、万一、地域移行の担い手がない場合は

最悪土日に部活動ができないというような事態となります。この４つの部活動、もう一度言

いますね、バレーボール女子、テニス男子・女子、バスケットボール男子、吹奏楽部の地域

移行について、現在の進捗状況について説明をお願いします。 

 最後の３点目、私の３月の一般質問において、この部活動地域移行には地域の総合型スポ

ーツクラブとの関わりが欠かせないと思うが、どうかという質問をさせていただきました。

その中で総合型地域スポーツクラブに地域移行の受皿として事務局をお願いするには同スポ

ーツクラブの理解と協力が不可欠で、今後、十分な協議、調整を行いながら、その方向性を

的確に見定めていきたいとの説明を受けました。 

 この質疑から半年、いよいよ半年後に中学校が統合し、部活動の地域移行が始まる中、こ

のスポーツクラブとの協議、調整はどうなったのか。また、今後の同クラブとの関わりにつ

いて伺いたいと思います。 

 次に、歳出21ページです。説明欄、地域公共交通ニーズ調査業務委託料。さきの東委員、

そして石丸委員も質問されました。説明にもありましたが、今回の補正計上は阪本町長の町

長選公約の１つ、デマンド交通事業実施に向けての肉づけ予算の１つと解釈をしていますが、

予算規模を見ても補正予算で約600万円。全て一般財源からとすると、かなり思い切った予算

措置を講じられたというのが率直な印象です。かなりの高額な全額一般財源持ち出しの予算

ゆえに、アンケート調査の必要性とやり方については予算審査をつかさどる議会としてもこ

の場でしっかりと伺いたいと思います。伺いたいのは３点です。 

 まず、この予算600万円の根拠立てと積算根拠。それと、一部、さきに答弁もありましたが、

アンケート調査のやり方、それと調査の内容、最後にアンケート調査の実施時期です。 

 以上、よろしくお願いします。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 それでは、補正予算書７ページの文化資源活用補助金の入に関しての関

連としまして、27ページの史跡上牧久渡古墳整備事業に関しての上牧銅鐸に関する財源振替

についてのご説明で、100万円の申請をしたが70万円になったということでの理由であったと

思います。 

 理由としましては、申請した市町村の要望額が県の補助金予算額を大幅に上回ったため、

交付申請額の70％の額と決定されましたのが理由でございます。 
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〇服部委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 説明いただきました。この件についてはタブレットの米印のところで説明がある

んですけども、これについて私も県への確認と、あと、この予算措置をした県議会の方々に

話を聞いたんですが、県全体の予算が1,550万円あって、18団体、2,700万円の申請があった

そうですね。うち不採択が５件で、500万円あったので、2,200万円分の申請を採択したと。

採択した全団体に支給をするために予算との比率で30％カットし、申請の70％相当を全団体

に支給することになった。だから３割カットしたんだということの説明がありましたけど、

それで間違いないでしょうか。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 間違いありません。 

〇服部委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 これに対しては上牧町に対して言うことではなくて、一地方議会の私、議員が言

うのも大変申し訳ないんですが、県として、これはなぜ補正予算を組まないのかということ

は大変憤りを覚えています。文化財の宝庫である奈良県でこのような予算措置はいかがなも

のかなと。 

 具体的に言いますと、今回100万円の交付があると思ってこの事業を組んで、３割カットで

70万円だから、「はい、やれ」と言ったら30万円持ち出しになる。この持ち出しが出せる自治

体はいいですよ。出せなかったらこの事業自体ができなくなるのではないかということも考

えると、県の方針としてはやはり、これは補正予算を組んでほしいというふうに思うんです。 

 これは上牧町のことではないので問題はないというふうに思うんですけども、小さな町の

議会ですけども、予算措置と配分はおかしいのではないかということを異を唱えたいと思っ

て、ここでお話をさせてもらったんですが、70％削減でも、この事業は大切な事業なので上

牧町としてはやるということで、改めてよろしいですか。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 実施をさせていただきます。 

〇服部委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 ありがとうございます。ちょっと県に対して一言言いたかったのでお話をさせて

もらいました。 

 では、２点目、スケジュール感についてお願いします。 

〇服部委員長 社会教育課長。 
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〇吉川社会教育課長 上牧銅鐸の復元銅鐸と鋳造体験の工期の件でございます。契約は委託業

者とは５月９日に契約をさせていただきまして、履行期間は５月の９日から12月の31日でご

ざいます。復元銅鐸については６月から着手していただいていまして、12月末に完成する予

定でございます。鋳造体験シリコン型につきましては、10月から作業を開始するということ

で、12月末に完成する予定でございます。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 鋳造体験につきましては出来上がるのが12月末ですので、年明けて、年

度内中に、先ほどちょっと東委員にもご説明させていただきました親子でミニ銅鐸づくりを

体験できる親子講座を実施する予定でございます。 

〇服部委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 ありがとうございます。当初予算のときにレプリカを作るのに工期６か月と言わ

れていたので、今、これ、審査しているじゃないですか。今から６か月というと３月になっ

てしまうから鋳造体験が今期はできないのではないかと少し心配したんですけど、今、課長

の説明によると、もう既に業者さんとは段取りをしているので、しっかり年内にはできるし、

今期のうちに鋳造体験もできるし、レプリカも完成するということで安心したんですが、今

のことで間違いないですか。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 間違いありません。 

〇服部委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 ありがとうございます。これは余談です。先ほどの、そうやって事前に段取りを

しているにもかかわらず、後ろからやりを刺されるように交付額を30万減額するとは改めて

おかしいなというふうにはつくづく思います。ありがとうございます。では、今期のうちに

鋳造体験ができるということで、その内容、結果については楽しみに待ちたいと思います。 

 では、３点目、お願いします。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 上牧銅鐸の活用の件でございます。 

 現在、鏡の場合はペガサスフェスタであったりとか、あと、さくら祭り、今回、大阪万博

のほうにも鏡を展示させていただいていますので、そういった活用を上牧銅鐸も、出来上が

りましたら同じような形で触れていただくということでイベントをさせていただきたいと考

えております。 
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〇服部委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 万博に画文帯環状乳神獣鏡があったという話を私も聞いていまして、万博はまた

55年後だったら私はこの世にいないと思うんですが、そこに上牧銅鐸が並ぶという姿を想像

します。２つのレプリカがありますので、触れるというレプリカになりますから、これをま

ちおこしのものとして有効活用していただきたいというふうに思います。ありがとうござい

ます。 

 では、次、お願いします。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 同じく７ページの地域スポーツクラブ活動体制整備事業補助金に関しま

しての地域移行の件でのご質問であったと思います。 

 最初、総合教育会議ではゴールデンウイーク後に実施するということで言っていましたが、

今回、11月からという理由だと思います。実証事業をするに当たって県にもいろいろ相談を

かけさせていただいた中で、現在中学校３年生の子どもたちは来年４月からは卒業してしま

うので地域移行ではないので、３年生が部活動を引退してから実証事業してみてはどうです

かというご指示も頂きましたので、３年生が引退してからの実証事業ということで、地域の

人とも調整ができました11月から実証事業を実施したいと考えております。 

〇服部委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 ありがとうございます。部活を経験している方は分かると思うんですけども、中

３の子にとって夏で引退を迎えるゴールデンウイークというのは多感な時期でもあるし、最

後の大会に向けて命をかけているときなんですよ。総合会議のやつを見たときに、そのとき

に実証実験をされたら、正直、中３の子はたまったもんじゃないなと。今までずっと同じ先

生に教わってきて最後の夏、頑張るぞというときに実証実験で違う方が、違う方じゃないか

ら実証実験なんですけど、来られたりしたら嫌だなと思ったんですけども、今回、スケジュ

ールを後ろに回したということは、今、聞いたら中３の子にとっての最後の夏を今までの指

導していた先生の下で実施するということで、実証実験を後にずらしたというふうに伺った

んで、逆にこれは見送ったご配慮に深く感謝を申し上げたいと思います。ありがとうござい

ました。 

 じゃ、２点目お願いします。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 それで、地域移行の指導者がまだ実証事業をできない部活動のバレーボ
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ール、テニス、バスケット、吹奏楽の地域移行について、今の現状がどうなのかというご質

問だったと思います。 

 まず、バレーボール女子につきましては、今現在、指導者を探している状態でございます。

バスケットボールに関しましては、上牧町のスポーツ少年団のバスケットボールのチームの

方からお声がけは頂いたんですが、令和８年からのバスケットボールの試合のルールがちょ

っと変わるということで、今現在、実証事業をするには子どもたちに戸惑いを起こす可能性

があるので、バスケットボールについてはちょっと今、見送っているという状態でございま

す。 

 あと、テニスにつきましては、まだ見つかってはおりませんが、地域のテニスのスポーツ

クラブの方から「もし、お困りであったら力貸しますよ」というありがたいお言葉を頂いて

いる状態でございます。あと、吹奏楽につきましては、今現在、中学校の吹奏楽の顧問の先

生に、副顧問の方なんですけども、ご意思をちょっと確認させていただいたところ、地域移

行の指導者になってもいいよというお声がけは聞いておりますので、めどが立っている状態

でございます。 

〇服部委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 説明ありがとうございました。何度も言いますけども、令和８年度から部活動は

９個やることは決まっていて、うち２つは平日やるから今回の地域移行には関係ないと。７

つの部活動は土日をやりたいということで決めているんだけれども、今回４つの部活動は実

証実験できるからいいです。ということは、この実証実験によりますけど、令和８年度から

土日も部活ができるのではないかなと。 

 でも、やはり残りの４つが大変心配なんですよね。今のままでいくと、下手したら土日に

活動ができないという中で、今、聞きましたら、吹奏楽部の先生は兼業申請を多分されて、

地域移行の後も引き続きできるということだったんですが、今言ったバスケ、バレー、テニ

スは上牧町のチーム、ローンさんかな、のほうと話をしていて、うまくいけるかもしれない

けど、実際は決まっていないという中で、奈良の知事がばーんとぶち上げて、来年からは土

日に先生に見させないって言ったことによって、子どもたちに影響が与えられる。 

 先ほど言いましたけども、地域移行するイコールできなかったら土日の部活はしないとい

うことになると、子どもたちの選択肢、土日に部活がない、土日に試合とかができない部活

に入るのか、それとも、そもそも入らないでクラブチームに入るのか、あるいは、地域のス

ポーツクラブに加入をして部活動に入らないのかというような選択を迫られてしまうことを
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考えると、やはり残りの３つは何としても、今、行政主導型でやっていただいている、大変

手間をかけるんですが、何とかこの３つも土日の指導者を見つけるような形で決めていただ

きたいというふうに思いますが、何とか間に合うようにお願いしたいと思いますが、いかが

ですか。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 先ほど個々に説明させていただいたとおり、地域の方のご協力も得なが

ら進めていけるものと考えております。もし、見つからなかった場合には、今、奈良県のほ

うでも地域移行クラブについての指導者の人材バンクを立ち上げられておりますので、そう

いったところも活用しながら検討していきたいと考えております。 

〇服部委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 もう半年しかないので、かなり急を要する案件だと思いますので、担当課におか

れましてはお願いをしたいと思います。 

 じゃ、最後３点目、お願いします。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 以前、一般質問で総合型スポーツクラブの件でご質問があった件で、今

現状どうなっているのかということでございますが、現状、まだ地域スポーツクラブさんと

は調整はかけさせていただいてはいない状態でございます。 

〇服部委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 というのは、私とか私の議員有志でも実は、地域移行の先進地のところに視察に

行ったんですけども、部活動の地域移行がうまくいっている先進地のほとんどはその地域に

ある総合型地域スポーツクラブとの連携がうまくいっています。この総合型スポーツクラブ

がＮＰＯとか公益社団法人の法人化をしているので、うまくいっているところがあります。 

 改めてですけども、土日の部活動ができないことはないと思いますけども、できなかった

ら地域のスポーツクラブに行かないといけないとなってくると、クラブチームはお金がかか

る。そうなってくると、やはり総合型地域スポーツクラブの連携というのは欠かせないとい

うふうに思いますので、その辺りの連携も含めて、いま一度しっかりと対応していただきた

いと思いますが、いかがでしょう。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 その辺りはしっかりと調整をさせていただきたいと考えております。 

〇服部委員長 遠山委員。 
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〇遠山委員 ぜひお願いします。この項目は以上です。 

 次、お願いします。 

〇服部委員長 まちづくり推進課長。 

〇俵本まちづくり推進課長 21ページ、地域公共交通事業費でございます。こちらの町単でと

いうお話でございました。 

 この事業でございますけれども、奈良県のほうで奈良県公共交通基本計画推進支援事業補

助金というものがございまして、その追加募集がございました。それで追加募集についてア

ンケート調査、この事業について申請を上げさせていただいて、内示、300万頂きましたので、

次の補正で上げさせていただきたいと考えているところでございます。 

〇服部委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 まず、１点目で伺いたいこと、質問の３点の中には入ってなかったんですが、予

算600万円のうち300万円は内示を頂いたので、次の12月議会で補正があるという説明を頂き

ました。元に戻りまして、そもそも600万円という根拠立てについての説明をお願いします。 

〇服部委員長 まちづくり推進課長。 

〇俵本まちづくり推進課長 こちらのニーズ調査業務でございますけれども、計画の現況整理、

こちらで大体60万ぐらい。あと、アンケート調査の検討130万、集計、分析で100万、報告書

取りまとめ、60万、打合せ会議等50万、あとアンケートの発送・ウェブフォーム構築で130

万円、あと成果品の納品で20万円、こちらのほうが今、積算している状況でございます。 

〇服部委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 今、一通りメモを駆け足でしましたけど、ざっくりではないですけども、結構お

金がかかるんだなというのが率直な印象です。という中で、このニーズ調査というのなんで

すけども、一般的なアンケート調査とはちょっと違って、今、総合計画のアンケートが無作

為で3,000人に回っているんじゃないかなと思うんですが、先ほどありましたけども、アンケ

ート調査のやり方を少し踏み込んでいきたいんですが、交通学のアンケートというのはパー

ソントリップ調査というのは知っていますかね。人に対して、誰がどこからどこへ何時頃、

何のために向かうかというのを一個一個調査をするという調査があるんですよ。これは交通

学の話になるんですけども、どういう調査をするのかはともかくとして、まず、対象で伺い

たいのが、先ほど小学校区別で1,000人掛ける３で、全年齢平均で調査をすると。無作為では

ないという形なんでしょうか。まず、どうやって対象を選ぶのか。その辺りをちょっと細か

く教えていただけますか。 
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〇服部委員長 まちづくり推進課長。 

〇俵本まちづくり推進課長 今のところ、そこまでは考えていなくて、年代ごとにできたらと

は考えておるところでございます。 

〇服部委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 というのは、先ほど東委員もすごい心配をされたんですが、高齢者とか、デマン

ド交通をやるという目的があるのだったらイメージ的には、例えば無作為で18歳の人と車の

免許返納した75歳の人は全くニーズが違うと思うんですよ。18歳の若者、20歳、22歳、30歳

の方はデマンド交通を利用したいですかといったら、ほぼ、そうではないという回答が出て

くるんじゃないか。それよりもどちらかというと高齢者、対象の人に寄り添うということで

絞るべきではないかなというふうに思っているのも１点。 

 あとはただ、難しいのは、今コミュニティーバスを使っている人たちに対してアンケート

を使うと、使っていない人の潜在的なニーズが出ないんですね。これが交通学の、統計学の

すごい難しいところで、今、デマンド交通を使いたい人を見つけるというのがすごい難しい

ので、どうしても無作為になってしまうんですが、その辺りのやり方、この3,000人のチョイ

スというのがすごい大事になってくるんじゃないかなと。 

 何度も言いますけど、総合計画のアンケートと全く意味が実はこれは違う。デマンド交通

をやろうという目的であるアンケートというのは、その対象者を決めるのがすごい難しいな

と思うんですが、その辺りというのはまだ考えていない、あるいはアンケートをする会社と

のこれから協議をする予定かどうかというのだけ伺えますか。 

〇服部委員長 まちづくり推進課長。 

〇俵本まちづくり推進課長 事業所さんとは協議はしたいと考えております。それで、地域公

共交通を考える上において、デマンド交通だけを見たら、委員おっしゃったとおり高齢者が、

コミュニティーバスについても平成29年度に実施したアンケート調査で高齢者の方がよく使

われていて、そういうバスを使いたいというニーズが高いし、高齢者で自動車を返納された

方が使いたいというニーズは高いとデマンド交通については考えております。 

 それで、その中でこの協議会についてはバス事業者さんであったり、タクシー業者さんで

あったり、また、地域の交通全てを考える協議会の資料として使うためには、例えば西和養

護学校が使っているバスであったりとか、どこを経路で走っているのだとか、服部記念病院

さんが使っているバスはどこを通っているのだとか、そういう全ての交通をどうするかとい

う部分にも関わってくるし、あと、学生さんたちがどうやって、うちやったら王寺駅までバ
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スを使っていると。ほな、この計画の中でデマンド交通だけじゃなくて、協議の案件として

は奈良交通さんのバスをどうしていくんだとか、タクシー業界さんは今後、デマンド交通が

できたことでどれぐらい、そんなのを協議の中でしていく中で、全ての年代がどういう動き

をしているのかが分からないと、デマンド交通だけじゃなくて協議の場としてはいろいろな

世代がどういう動きをしているのかというのを把握して、上牧町にふさわしい交通がどれで

あるかというのを全ての、国の職員だったり、道路管理者だったりも含めて協議していく場

でございますので、全年齢でアンケートできたら一番いいのではないかと僕は考えていると

ころでございます。 

〇服部委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 力強い言葉ありがとうございます。なので、肉づけ予算というふうに私は申し上

げましたけども、それよりももっと大きな意味でのアンケート調査ということで理解をしま

した。決してデマンド交通に特化するというものよりも、そもそも上牧町の公共交通をどう

したらいいかということを今回、改めてアンケートをとるという中で、最終的にデマンド交

通に行くかも分からないし、そうじゃないかも分からないということのアンケートというふ

うに認識をしましたけども、それでよろしいですか。 

〇服部委員長 まちづくり推進課長。 

〇俵本まちづくり推進課長 その認識で正しいと考えております。それも協議会でどうするか

というのを協議して、全ての利害関係者、民業の方も含めて、どうしていくかというのも検

討していく場でございます。 

〇服部委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 分かりました。協議会であったり、会議の母体というのは次年度以降の予算に計

上されて会議を実施していく、そんなスケジュール感になるんでしょうか。 

〇服部委員長 まちづくり推進課長。 

〇俵本まちづくり推進課長 できたら、令和７年度中には協議会を立ち上げしたいとは担当課

では思っているところでございます。 

〇服部委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 ということは、予算が必要でしたら今年度中に補正が会議に組み上がってくるの

かなということで理解をしました。素人なりではないですけど、デマンド交通もやると決め

たのであれば、もういろいろな先進事例があるので、この600万円があったら、その600万円

で車を走らせて試しにやってみるというのが手っ取り早いのではないのかなと安直に考えた
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ところも少しあって、そうではなくて、原課としてはもっと大きな意味で公共交通を一から

見直すではないけども、母体をしっかり把握をしながらやるということで、アンケートをす

るということで理解をしたので、粛々と進めていただきたいというふうに思います。よろし

くお願いします。 

 私からは以上です。ありがとうございました。 

〇服部委員長 ほかに質問ございませんか。 

 木内委員。 

 相談なんですが、通告いただいて、その後、休憩に入りたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

〇木内委員 木内でございます。何点か質問をさせていただきますので、よろしくお願いをい

たします。 

 補正予算書の歳出、説明書の９ページでございます。さきの議員からもございましたけど

も、文化センター費で自家発電設備部品交換工事、耐用年数が５年というふうにお聞きをし

たところなんですが、この換えようとしている部品に関しては前回はいつ設置されたものか、

お伺いをしたいと思います。これはタブレットで見ますと、非常用電源ですから消防関係の

電源かなと思うんですが、そこのところも含めて答弁をお願いをしたいと思います。 

 次に、19ページのところで上のほうに塵芥焼却場跡地汚染土撤去事業費というのが組まれ

ておりまして、これに関しましては資料も出ておりますが、タブレットのナンバー７ですか、

１から８という番号打ちで説明があるんですが、ここのところについて、タブレットの歳出

の７です。ここで汚染物質が１から８までありまして、重複しているところもあるんですけ

ど、鉛、フッ素、それから、ヒ素、フッ素というのが汚染物質として検出されたということ

でございます。 

 それで、右下のほうに図面がございまして、①から⑧までございますが、汚染土壌がこの

黄色の１から８のところで検出された。他のところはなかったのか否か。この升目一辺は何

メートルなのかお伺いを、まずしたいと思います。 

 それで、次に21ページでございますが、さきの議員からもございました地域公共交通事業

費でございます。いろいろあったんですが、特に私の松里園の近所でも軽四で物品を売りに

来ているとくし丸ですか、それを利用されている方もたくさんおられますし、また、高齢の

方でタクシーを一々呼んで、松里園から西真美言うたらワンメーターぐらいなのですけども、

歩いても行けないし、車も乗ってはらへん人はタクシーを呼んで西真美の辺まで買物に行っ
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て、またタクシーを呼んで帰っていると。それかタクシーを待たしたままというような状況

であるんです。だから、このことについては、町長も選挙の折に掲げられているので、しっ

かりと、極端な話、スピード感を持ってやっていただきたいというのが本音でございます。 

 よって、委員会を立ち上げて、その成果を見て、この事業をいつスタートさすつもりなの

か、お聞きをしたいと思います。それと、上牧町だけじゃなくして広域的に取組をされるよ

うな予定はないのかどうかもお伺いをしたいと思います。 

 次に、27ページ、さきの議員からもございました部活地域移行検討事業費でございますが、

タブレット資料の出で13ですか、この中に今回、種目としてバドミントン、卓球、陸上とい

うのが掲げられておって、予算の根拠として指導者の謝礼の欄に地域指導者６人、部活顧問

９人ということで21万6,000円、時給1,600円というのが上がっておるんですね。まず、６人、

９人というのがもう確約できた人数なのか。この人たちはもう確約をできているのかどうか

をまず、お伺いすると同時に、この時給1,600円は県からもう決められた1,600円なのか、上

牧町で自由裁量として、極端な話、2,000円にできるのか、1,000円でええのかというのを上

牧町の裁量でできるのか否かについてお伺いをしますし、なおかつ、1,600円が安いのか高い

のかについて、担当者はいかにお考えなのか、お伺いをしたいと思います。 

 おおむね以上でございますので、よろしくお願いをいたします。 

〇服部委員長 それでは、12時を回りました。申し訳ございません。ここで休憩とし、再開は

13時10分といたします。 

    休憩 午後 ０時０３分 

    再開 午後 １時１０分 

〇服部委員長 改めまして、こんにちは。総務建設委員長の服部公英です。午前に引き続きま

して、総務建設委員会を行いたいと思います。 

 午前に木内委員より通告はしてありましたので、その答弁から、順次答弁をお願いいたし

ます。 

 文化振興課長。 

〇細川文化振興課長 それでは、補正予算書９ページ、文化センター費の自家発電設備部品工

事について質問であったかと思います。 

 １つ目の質問の前回いつ行ったかという質問であったかと思いますが、前回は2012年に行

っております。 

〇服部委員長 文化振興課長。 
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〇細川文化振興課長 ２つ目の質問ですが、消防用のものかということのご質問であったかと

思います。屋内消火設備やスプリンクラーの作動、非常灯・誘導灯の発光の非常電源という

扱いになっております。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 ありがとうございます。１点目の前回はいつ交換したのだという質問に対して、

2012年ということはおおむね13年経過をしとる。当然、その間、毎年１回か資格を持った人

が点検に入っていると思うんですが、これはそういうことでよろしいですか。 

〇服部委員長 文化振興課長。 

〇細川文化振興課長 委員おっしゃるとおり、年１回点検を行っております。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 そこで、メーカーの推奨するのは耐用年数が５年なんですが、今お聞きしている

ところですと、もう13年ほど経過しとると。その間、毎年、資格を持った業者が点検に入っ

とって、指摘はなかったということでよろしいのでしょうか。 

〇服部委員長 文化振興課長。 

〇細川文化振興課長 問題なしという回答を頂いております。ただ、メーカー推奨期限を過ぎ

ておりますので、交換の推奨をいたしますという回答を頂いております。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 ５年で換えるのはもったいないなという気は私もするんです。ただ、非常用電源

ですから、ややもすると人命に関わるということもございますので、あまり長期にわたって

取替えを引き延ばすというのはよろしくないかなと思うので、法定点検をした業者に指導を

受けながら、きちっとそこら辺は取組をしていただきたいと思いますが、よろしゅうござい

ますか。 

〇服部委員長 文化振興課長。 

〇細川文化振興課長 今後については、計画的なメンテナンスを行っていきたいと考えており

ます。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 私は、問題ないのに換えよと言うているんじゃないですよ。皆さんから預かって

いる税金ですから、問題ないのに部品的に交換、５年という時期を過ぎとっても問題なけれ

ばそれでいいわけであって、税金を有効に使うという意味では業者がこれはあきませんよと

言われたときはそれはしゃあないですよ。そこら辺は適宜、判断していただいて、やってい
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ただければいいかなと思います。 

 それから、もう１個、何やったかな。 

〇服部委員長 文化振興課長。 

〇細川文化振興課長 この設備は消防用の設備ですかということでご質問されていたかと思い

ます。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 失礼しました。そやから、しっかりとそういう設備のための非常電源ですから、

きちっとした取組をされるほうがよろしいかと思いますので、申し上げておきたいと思いま

す。この点は結構でございます。 

 それじゃ、次、お願いします。 

〇服部委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 予算書19ページ、議会資料の歳出ナンバー７、塵芥焼却場跡地汚染土撤

去工事及び施工監理業務についての中で、資料に示させていただいております１から８番の

部分、それ以外の部分についての汚染というところでございますが、これにつきましては、

令和５年度に表層調査というものを実施しておりまして、焼却場敷地内の全区画について土

壌調査を実施いたしました。その結果、今回、図で示させていただいている黄色の部分、１

から８において汚染物質が検出された。それ以外の部分につきましては基準値を超える汚染

物質は検出されなかったということでございます。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 この１区画は一辺何メートルでしょうか。 

〇服部委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 これは基本的な部分になるんですけども、一辺につきましては10メート

ルとなっております。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 ということは、①と②を除いてはおおむね100平米ということでよろしゅうござい

ますか。 

〇服部委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 そのとおりでございます。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 そこで、この①から⑧以外のところは汚染物質は検出されなかったという理解で
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よろしゅうございますか。 

〇服部委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 そのとおりでございます。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 そこで、基準値よりも濃度が高かった区域についてはどこなんでしょうか。まず、

答弁を頂きたいと思います。 

〇服部委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 濃度が基準値を超えている箇所については、この１から８番までが全て

基準値を超えた部分になっております。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 言い方が悪かったです。特に基準値を超えている濃度の高かったところはこの①

から⑧の中でどれでございましょうか。 

〇服部委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 汚染濃度の高い箇所についてですが、今回、この溶出試験においては①

と②の箇所の数値が高くなっております。①の箇所については鉛の数値が基準値の2.4倍、②

につきましてはフッ素の数値が基準値の3.5倍という結果になっております。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 確認のためお伺いするんですが、この①、②は何の施設があったところでしょう

か。 

〇服部委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 この部分につきましては、過去に特殊炉があった付近であるということ

を伺っております。そのため、汚染土の濃度が高いのではないかと考えております。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 無知で申し訳ないんですが、①②のところに特殊炉があったから基準値より相当

高いということなんですが、特殊炉で、これは何を燃やしとったんでしょうか。 

〇服部委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 その部分の詳細なところというのは私はちょっと認識していないんです

けども、過去に焼却炉があったというところは確認が取れているので、それが理由であるの

かと考えております。 

〇服部委員長 木内委員。 
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〇木内委員 それで、今度、土壌を搬出する、土壌を取り除くということになるんですが、全

量で何立米になるんですか。 

〇服部委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 今回の土壌の搬出量でございますが、全区画で約1,700立米、重量にして

約3,000トンとなっております。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 よって、10トントラックなのかダンプなのか分かりませんが、換算して何台にな

るでしょうか。 

〇服部委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 約200台程度と考えております。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 そこで、この搬出先はどこに持っていって、どのような処理をされる予定でしょ

うか。 

〇服部委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 この汚染土の処理については、県外の専門処理施設に運搬を予定してお

ります。処理方法につきましては、汚染土を洗浄する設備というのを有している施設に運搬

予定であり、洗浄により浄化して、汚染物質と土とを分離させるという施設に搬出したいと

考えております。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 素人で申し訳ないんですが、ダンプにこの搬出する土壌を載せるわけですけども、

走っている途中に飛散するということのないように当然、手当てはすると思うんですが、そ

こら辺はどのようにされるんでしょうか。 

〇服部委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 今ご指摘のとおり、汚染土でございますので、搬出する際には恐らく10

トンダンプでの搬出となるわけでございますが、それにつきましても土壌汚染対策法に準じ

た形で飛散防止の措置、恐らくシートで囲う形になるのかとは思うんですけれども、そうい

う対策を行って搬出していこうと考えております。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 そこら辺のところはまた、しっかりと業者と打合せしていただいて、瑕疵のない

ようにお取り組みいただきたいと思います。 
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 そこで、次にお伺いするんですが、補正予算計上金額ということで、下のほうに１億3,860

万円、そして、その下に902万円ということにあるんですが、この土壌搬出を完結さすために、

これで全ての予算ですか。 

〇服部委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 この搬出工事をもって全て完了となっておりますので、全ての予算でご

ざいます。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 そこら辺のところはひとつよろしくお願いします。なおかつ、1,700立米を搬出す

るわけですけども、この土壌を出した後は穴埋めというか、埋め戻しというか、この部分に

関してはどのようにお考えになっているんでしょうか。 

〇服部委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 搬出した後につきましては、購入土で埋め戻しして、転圧をかけて完了

したいと考えております。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 今おっしゃっている工事についても、この１億3,860万円等々に全部含まれている

という理解でよろしゅうございますか。 

〇服部委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 そのとおりでございます。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 それじゃ、結構でございます。ありがとうございました。 

〇服部委員長 まちづくり推進課長。 

〇俵本まちづくり推進課長 21ページ、地域公共交通事業費、スタートはいつかというご質問

でございました。令和９年度に新たな公共交通の何らかの実施ができるように努めていきた

いと今、考えているところでございます。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 聞き逃したので、申し訳ございません、もう一遍。 

〇服部委員長 まちづくり推進課長。 

〇俵本まちづくり推進課長 令和９年度に新たな公共交通の何らかの実施ができるように努め

ていきたいと考えているところでございます。 

〇服部委員長 木内委員。 
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〇木内委員 できるだけ早いことを望んでおるのは、先ほど申し上げたようにいろいろな困っ

ている方がいらっしゃるので、しっかりお取り組みいただきたいし、令和９年度とおっしゃ

った、これはもう当初予算というか、９年の初め、４月からしっかりとやれるようにスター

トできるようにはご努力いただきたいんですが、いかがでしょうか。 

〇服部委員長 まちづくり推進課長。 

〇俵本まちづくり推進課長 こちらにつきましては、令和８年度に協議会で計画をつくって、

できるだけ９年度にできるように努めていきたいと考えておりますので、スピード感を持っ

て実施したいと考えているところでございます。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 余談ですが、私も今、77なんです。77やと思うんですけど、８か。７やな。まあ、

７でも８でもええんですけど、遅かれ早かれ、こういうことにお世話になるわけですよ。今、

冒頭にもお話ししたように、うちの近所でも軽四で売りに来ているところで、いっぱいご利

用されたり、また、タクシーで買物に行ったり、医者へ行ったりしている方が近所に多く見

受けられます。よって、きめ細かな対策をしていただいて、システムを組んでいただいて、

私も含めたそういった交通弱者に寄り添っていただきたいと思っておるところでございます。 

 それと、先ほど申し上げたとおり、広域的には取組はいかがなさるんでしょうか。 

〇服部委員長 まちづくり推進課長。 

〇俵本まちづくり推進課長 広域的な取組については、今、考えてはいないところです。とい

うのが、令和７年度上半期に３つの市と、あと奈良県のほうに、先進的な取組をされている

ところに聞き取りに行ったとき、何が一番ハードルが高いのかというのを聞かせていただい

た中で、聞き取りした市、県、合わせて全てが民業圧迫だと。この事業に対して一番ハード

ルが高いのは民業の圧迫。 

 それで今、広域的に考えた場合に、例えば高齢者の方であったり、住民の方が一番接続し

てほしいと思ってはるのが駅であったりとか病院であったりとか思うんですけれども、タク

シー協会であったりとか奈良交通のバスであったりとかの民業圧迫をしないような形での地

域公共交通も考えていかないといけないとは考えているところです。 

 それで、例えば減便にならないようにとか、そういうような今ある既存の地域公共交通に

接続できるような形で上牧町で実施できたらとは考えておりますので、協議会の中にはタク

シー事業者さんであったり、国であったり県であったり、奈良交通のバス業者さんであった

りとかが入って検討はするんですけれども、例えば市であったら、タクシー会社さんが市内
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の主要な駅には民業を圧迫するからデマンド交通のバス停は置いてくれるなというところも

ございます。そうして、民業圧迫、そこも協議会で協議しながら、そこにはもうデマンド交

通のバス停は置かないというような市もございますので、民業圧迫という観点からは今のと

ころ広域的な事業実施は考えてはいないということでございます。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 いろいろな課題があるかと思うんですが、住民が使いやすい、また、過ごしやす

いまちづくりをしていただくように、強く申し上げておきたいと思います。これは結構です。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 補正予算書27ページの一番下でございます。部活動地域移行検討事業費

の件で、議会説明資料の13番をご覧いただきたいと思います。この資料の一番下の６の予算

根拠の指導者の謝礼等について幾つかご質問を頂きましたので、お答えさせていただきます。 

 まず、指導員は確約しているのかというご質問でございますが、地域の指導者に関しまし

ても直接交渉させてもらいまして、確約をしています。学校部活動の顧問についても、中学

校の校長先生にまず、お話をさせていただいて、その後、部活動の顧問の先生と実際会って、

お話をさせていただきまして、実証事業のことは納得をしていただきまして、この実証事業

について関わりますということですので、確約はしております。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 続いて、指導者の謝礼の時給1,600円は県から決められたものなのかとい

う質問でございますが、この1,600円に関しましては、国が地域移行に向けての実証事業を実

施されたときに、国が1,600円という金額を出されたわけでございます。その1,600円に関し

ましても、県にも実証事業するには時給を幾らにしたらいいんですかという相談をかけさせ

てもらったところ、県からも、実証事業なので、まずはこの1,600円をしてみてはどうですか

ということで、上牧町としても1,600円で実施をさせていただきました。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 これ大体ワンクールというんか、１日というんか、何時間程度を想定されて予算

を組まれているんでしょうか。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 １回の部活動に関して１日３時間の計算でございます。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 そこで、この地域指導者の６名、かつ、また部活動顧問９名の方たちが、時給1,600



－43－ 

円、３時間で4,800円ですか、こういうこともお話を通って、納得して参加しようということ

になったんでしょうか。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 この指導者の謝礼に関しても、時給1,600円でお願いしたいんですという

話をしたところ、皆さん、何も意見をおっしゃらなかったので、町としてはそれで進めさせ

ていただいたと思います。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 それはお聞きをしておきます。ちょっと角度違うんですが、これに参加する児童

生徒たちは自己負担というのは発生するんでしょうか。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 この実証事業、今年度につきましては受益者負担は取らないということ

で、あくまでも試行ですので、実証事業に関しましては受益者負担を取らないんですが、令

和８年度の本格稼働につきましては、受益者負担を取る方向で上牧町としては考えておりま

す。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 ８年の４月１日からは受益者負担を徴収しようかという話ですけど、どの程度を

お考えになっているんでしょうか。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 まず、担当課で考えているのは、この地域クラブ活動については学校の

部活動ではないので、スポーツ安全保険を個々に、もちろん参加者も指導者も掛けさせてい

ただきますので、自身にかかる費用ですので、その保険代は自己負担していただこうと考え

ております。 

 また、あと、消耗品等にやはり費用がかかると思われますので、まだ金額は検討していま

せんが、しっかりとその辺、実証事業をして幾らぐらいこれにかかりますというのが出てき

たときには、その部分もしっかりとまた検討していきたいと思いますが、できるだけ安くは

したいとは考えております。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 保険は１人当たりどの程度の自己負担になるんでしょうか。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 指導者は１人1,850円、参加してくれる子どもたちに関しましては１人
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800円のスポーツ安全保険でございます。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 1,850円、それと800円というのは、これは月額でしょうか、年額でしょうか。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 年額でございます。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 それで、もう１個のほうで、競技によって消耗品みたいなのは変わると思うんで

すよね。ここら辺のところはどの程度を上限と考えているんでしょうか。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 基本的には学校にあるものを使わせてもらうんですけども、消耗品につ

いては部活動の顧問の先生と、これが消耗品ですというのをお聞きしていて、今回は３か月

か４か月ぐらいに練習を３回行うに当たって、費用を算出してもらったので、その辺は部活

動の顧問と消耗品はこれだけかかるという部分をまた見定めながら、また、教育委員会のほ

うで地域クラブ活動で活動する部分については負担をするという考えを持っております。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 こういうご時世ですので、つまり物価高で一般家庭、我々もそうですけども、大

変生活に困窮している人が結構いてはります。よって、できるだけ各家庭には負担をかけな

い、負担の軽減を図るように、しっかりとしたお取組をされるように申し上げておきますが、

よろしいでしょうか。 

〇服部委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 今年度はそういったこともいろいろ確認するための実証事業ですので、

また、今回についても、実証事業が終わりましたら部活動改革検討委員会という組織があり

ますので、その方たちの意見等も踏まえて、またしっかり検討していきたいと思います。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 しっかりとお取り組みいただくように申し上げ、私の質問を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。 

〇服部委員長 これで全員質問終わりましたね。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 
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          （「討論なし」と言う者あり） 

〇服部委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇服部委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議第10号 令和７年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１回）につい

て、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇服部委員長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇服部委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇服部委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決するべきものと決定いたしました。 

 議第12号 避難所運営資機材購入契約の締結について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 木内委員。 

〇木内委員 議第12号 避難所運営資機材購入契約の締結について、あとの13、14、15も一緒

なんですが、要は応札があったのは１者だけみたいに、この資料見とったらそう思うんです

が、それでいいのかどうか。ほんで、私が言うとおりであれば、なぜ応札が複数者がなかっ

たのか。お聞かせいただきたいと思います。 
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〇服部委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 それでは、ご質問でございますが、まず入札でございますが、１者の応札が

あったということでございます。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 だから、なぜ複数の応札がなかったのか、そういう働きかけをしなかったのかと

いうふうにお聞きしています。 

〇服部委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 基本的には入札につきましては一般競争入札で行わせていただいておりまし

て、広く公告をさせていただいておりますので、そういったことで、指名競争入札ではなく、

広く公告させていただいているというところでございます。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 町からは関係のありそうな業者には個別には連絡等はしていないというふうに聞

こえたんですが、いかがですか。 

〇服部委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 この事業を始めるときに、基本的には複数の事業者のほうにはお声がけはさ

せていただいたりとか、また、問合せ等もございますので、全然声をかけていないというわ

けではございません。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 課長、それじゃ、声をかけたのは何者であって、問合せがあったのは何者であっ

て、なぜその業者は応札をされなかったのか、お聞かせいただけますか。 

〇服部委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 問合せがあったのは３者でございます。 

〇服部委員長 総務部長。 

〇中川総務部長 今、木内委員ご質問の分について一応全体的なお話の中なのかというふうに

思っておりまして、現状、最終的には一般競争入札ということで、広く公告をさせていただ

きまして、公告をした結果、１者しか応札がなかったというか、申請自身も１者しかなかっ

たということでございまして、ただ、木内委員もおっしゃっていただいたように、広く業者

を求めるということで、入札の方法につきましても今回から少し拡大と言ったらおかしいで

すけど、要件を少し緩和させていただきまして、前回まででしたら、国または地方公共団体

と同等の入札等の取扱いがある業者のみというふうにさせていただいておったんですが、今
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回につきましては、必ず納期限までに納入があればメーカー等からも認めますよというよう

な形で、要件を１つ新しく加えさせていただいたんですが、結果的には１者しかなかったと

いうことでございます。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 私、昨日もみんなと打合せさせていただいたときに、趣旨等に関しましては部長

も一部触れていただいたんですけども、やはり１者だけというのはまずいよ。ですから、健

全な入札というのは複数の業者から応札があって、そこで入札をするというのが健全な入札

の形、在り方やと思うんです。住民から見たら何でやねんみたいな話になりかねない。 

 いろいろな理由があることは分かっているんですよ。だけど、住民から見たら、何で競争

入札で複数の業者が参加せんと１者だけで決まってまうんやと。やはり、１者だけですと透

明性がなかなか見えてこない。競争がないわけやからな。そやから、いろいろ理由はあるの

は私は百も承知なんですけども、これはやっぱり、もっと努力をしていただいて。 

 これは12、13、14、15の話で、もう一緒くたに申し上げとるんです。委員長、よろしいな。

同じことやから申し上げとんですが、部長、お答えいただいたらいいんですけども。やはり

皆さんが努力して、複数の業者に応札に参加できるようにもっと努力をしていただくように

求めておきたいと思いますが、いかがですか。 

〇服部委員長 総務部長。 

〇中川総務部長 広く求めてということで、ご意見賜ったところでございますが、そういうこ

とから今回、一般競争入札ということで、指名ではなしに広く応札いただけるということで

公告をさせていただきまして、例えば、今、言うている消防の避難所資機材購入業務であり

ましたら、現在、本町に頂いている登録業者というのは56者ございます。県内、県外含めて

ございますが、一応56者ということで広く公告は打たせていただいておりますが、なかなか

最終的には１者しかなかったということでございますので、引き続き、入札方法が指名なの

か競争入札なのかというのは十分検討もしながら、事業ごとに検討はさせていただいて実施

をさせていただいているところでございますので、そこにつきましては一定基準、基準も定

めさせていただいて、広く応札をしていただけるということで、条件的なものも今回、少し

緩和をさせていただきまして、取り組んでおるところでございますが、なかなか最終的には

事業者さん等のご理解等の中で１者しか頂けなかったということなので、ただ、今後も引き

続き、多く頂けるような形でというふうには取り組んではまいりたいと考えているところで

ございます。 
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〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 原点に戻りますけど、なぜ１者で、ほかのところが応札。例えば、この議第12号

の部分に関すると、株式会社山口商会奈良支店さんは参加したけども、なぜほかのところは

参加できなかったというか、しなかったと。金額がどうなのかとか、業者間で話合いをしよ

ったんちゃうかとか、考えるところがあれば部長の答弁を頂きたいと思います。 

〇服部委員長 総務部長。 

〇中川総務部長 全ての事業におきまして、業者間での話ではなかったというふうには考えて

いるところでございまして、ただ、現状の中でおきますと、一般で広く公告をさせていただ

いておりますので、それも、なおかつ事前審査型ということで、うちの入札において基準が

クリアできているかということで、事前に申請書を出していただきまして、その中から最終

的には応札をしていただいているということなので、出していただいていない業者さんが何

で出していないのかというところまで、ちょっと理由としては。指名で辞退であれば、辞退

理由という形で、こうこう理由で技術的なものなのか、金額的なものか、工期的なものかと

いうことで辞退届というのは出させていただいておるんですけど、そこに行くまでの段階で、

事前審査型ということで審査がなければもう入札には参加できないというふうにしておりま

すので、そういった応札がなかった理由というのはなかなか、ちょっと申し訳ないんですが、

個々には把握できていないというところが現状でございます。 

〇服部委員長 木内委員。 

〇木内委員 もうこれ以上申し上げませんが、何遍も申し上げているように、要は健全なる入

札の形を取られるように今後とも一層の努力をされるように求めて、私の質問を終わります。 

 以上です。 

〇服部委員長 それでは、ほかに質疑はございませんか。 

 石丸委員。 

〇石丸委員 石丸典子です。避難所運営資機材購入契約の締結ということで、今、入札の状況

で質問がありましたけれども、中身のところで少しお聞きをします。 

 それと今回から議会への開札録の資料としての提出、ありがとうございました。丁寧に書

いていただいていますので、今まで委員会等で質問をしていたことがしなくてよくなったと

ころですけれども、今回の入札の予算根拠については令和６年の補正９回、３月で補正が行

われて繰越事業となったところで、予算額3,340万円なんですけれども、この補正のときの資

料で出していただいていた具体的な資機材の中身ですね。これをいま一度確認をしたいと思
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いますけれども、お願いします。倉庫が４基であるとか、食器類が12セットとか何とか、そ

ういうふうなところがあったと思いますので、その確認をしたいと思います。その項目です。 

〇服部委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 それでは、購入の内容でございます。 

 まず、１つ目が災害時炊事セットでございます。こちら12セットでございます。次に、Ｌ

Ｐガスバーナーセット、こちらが12セットでございます。次に、熱交換器、こちらも12セッ

トでございます。次に、プロ級調理セット、こちらも12セットでございます。それと、テン

ト一式でございます。こちらも12セットでございます。それと、防災倉庫でございます。こ

ちら４基となっております。 

〇服部委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 ありがとうございます。第９回補正のときに資料で提出いただいていた内容です。

これらの資機材については各小学校３校と第二中学校のところに配備をされるということで、

よろしいですね。 

 この委員会のときに他の委員、たしか東委員だったと思いますけど、貸出し等はできます

かというふうな質問がされていたと思うんですけれども、それらはいかがですか。利用され

たいという団体等があれば貸出し等はできるんですか。 

〇服部委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 基本的には災害時に使うものでございますが、こちらは防災訓練だとか地域

の訓練とかで、また貸出しの希望があれば貸出ししたいというふうには思っております。 

〇服部委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 分かりました。お聞きをしておきます。ありがとうございました。 

 さきに木内委員もおっしゃられましたけれども、一般競争入札というのであるのに１者だ

けということで、今回、この契約については予定価格に対する契約金額の落札率というのが

84.5％でやや低いかなというのは感じているところです。 

 以上で、お聞きをいたしましたので結構です。終わります。 

〇服部委員長 ほかにございませんか。 

 遠山委員。 

〇遠山委員 遠山です。引き続き議第12号をお願いします。 

 さきの木内委員と石丸委員から話がありましたけども、１者で、入札額が先ほど落札率が

84.5％、約500万円の予算が残額になったというところで、石丸委員から備品の購入数の確認
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がありましたけども、第９回補正予算の額は減っているんですけど、数量は変更がないとい

うことで安堵をしました。 

 私が伺いたいのは１点です。補正予算のときに財源の説明がありました。予算が3,340万円

に対して、県・国庫支出金が1,670万、地方債が670万、一般財源が1,000万というところで、

今回、実行金額が2,822万6,000円と決まったので、財源がどのようになるかだけ説明をお願

いしたいと思います。 

 以上です。 

〇服部委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 暫時休憩お願いします。 

〇服部委員長 暫時休憩します。 

    休憩 午後 １時５２分 

    再開 午後 １時５８分 

〇服部委員長 再開いたします。 

 遠山委員。 

〇遠山委員 失礼しました。ちょっと質問の意図がいまいちだったので、質問の内容を変えさ

せてもらいたいと思います。今回、予算が3,340万円で、内訳が備品が1,984万8,000円、倉庫

が1,355万2,000円、それに伴って財源が県・国庫支出金や地方債、一般財源があったので、

その内訳を知りたいという話だったんですが、これについては、この事業に伴う決算の審査

が令和７年度決算であると思いますので、そのときにはこの財源の振り分けも含めてしっか

りと資料の提示を求めておきたいと思いますが、いかがですか。 

〇服部委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 それでは、令和７年度の決算において、お示しさせていただきたいと思いま

す。 

〇服部委員長 ほかに質疑ございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇服部委員長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇服部委員長 討論なしと認めます。 
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 これから採決いたします。 

 本案を原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇服部委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議第13号 塵芥車両（３トン並びに２トンパッカー車）購入契約の締結について、これを

議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇服部委員長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇服部委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇服部委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議第14号 上牧中学校新校舎厨房機器購入契約の締結について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇服部委員長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇服部委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 
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 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇服部委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議第15号 上牧中学校新校舎家具・什器等購入契約の締結について、これを議題といたし

ます。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇服部委員長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇服部委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇服部委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案は全て終了いたしました。 

 理事者側より挨拶をお願いいたします。 

 阪本町長。 

〇阪本町長 全議案可決すべきものとご決定を頂きまして、ありがとうございます。また、本

会議でも議決を頂きますよう、よろしくお願いをいたしまして、お礼のご挨拶といたします。

ありがとうございました。 

〇服部委員長 これをもちまして総務建設委員会を閉会いたします。皆様、ご苦労さまでした。 

    閉会 午後 ２時００分 
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決算特別委員会会議録 

 

１．日  時  令和７年９月１２日（金） 午前１０時 

１．場  所  ３階委員会室 

１．協議事項  認第１号 令和６年度上牧町一般会計歳入歳出決算認定について 

        認第２号 令和６年度上牧町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

        認第３号 令和６年度上牧町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

        認第４号 令和６年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算

認定について 

        認第５号 令和６年度上牧町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

        認第６号 令和６年度上牧町水道事業会計決算認定について 

        認第７号 令和６年度上牧町下水道事業会計決算認定について 

１．出席委員  委 員 長 康村 昌史 副 委 員 長 竹中 亮造 

委   員 氏原 賢一 安中  和 竹之内 剛 

      石丸 典子 

１．理 事 者  町 長 阪本 正人 教 育 長 永井 工仁 

総 務 部 長 中川 恵友 都市環境部長 吉川 昭仁 

健康福祉部長 山下 純司 総 務 部 理 事 髙木 真之 

住民生活部理事 山本 敏光 教 育 部 理 事 丸橋 秀行 

総 務 課 長 野村 浩之 秘書人事課主幹 中岡  篤 

企画財政課長 中本 義雄 まちづくり推進課長 俵本 大輔 

建設環境課長 武安 康至 税 務 課 長 野﨑 威志 

福 祉 課 長 和田  暁 健康推進課長 松田 志穂 

こども未来課長 水本多朱子 教育総務課長 辻村  純 

社会教育課長 吉川信一郎 文化振興課長 細川 夏人 

１．事 務 局  局 長 金﨑 恭彦 書 記 森本香寿美 

書 記 林  大貴 書 記 大関 誉文 
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    開会 午前１０時００分 

〇康村委員長 皆さん、おはようございます。決算特別委員長の康村昌史でございます。まだ

まだ暑い日が続いておりますが、皆さん、体調管理には十分気をつけていただきたいと思い

ます。また、最近、ホームページによりますと、友が丘付近にイノシシが出没しているとい

うことで、猟友会の皆さんが知恵を絞って、爆竹を使うという、新しい技というんでしょう

か、も期待しているんですけれども、住民に被害が及ばないように、猟友会の皆さんには頑

張っていただきたいと思っています。 

 それでは、決算特別委員会を開会いたします。 

 初めに、理事者側より挨拶をお願いいたします。 

 阪本町長。 

〇阪本町長 皆さん、おはようございます。決算特別委員会に付託されました認第１号 令和

６年度上牧町一般会計歳入歳出決算認定について、認第２号 令和６年度上牧町国民健康保

険特別会計歳入歳出決算認定について、認第３号 令和６年度上牧町後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算認定について、認第４号 令和６年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会

計歳入歳出決算認定について、認第５号 令和６年度上牧町介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について、認第６号 令和６年度上牧町水道事業会計決算認定について、認第７号 令

和６年度上牧町下水道事業会計決算認定について、以上、７件の決算でございます。慎重に

ご議論を頂き、全議案認定していただきますようよろしくお願いを申し上げまして、冒頭で

のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いします。 

〇康村委員長 本委員会に付託されました議案は、お手元に配付の次第のとおりです。順次審

議してまいりますが、本日から３日間、決算審議を願うわけですけれども、理事者側より大

量の資料が提出されております。審議をスムーズに行えるようにという趣旨で提出されてお

りますので、どうか委員各位におかれましては、こういったことを十分お酌み取りいただき、

審議していただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、認第１号 令和６年度上牧町一般会計歳入歳出決算認定について、これを議題

といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑に入りたいと思いますが、質疑に

入る前にお諮りいたします。審議を円滑に進めるために、一般会計については総括、歳入、

歳出に分けて質疑を行いたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。また、従来どおり、

まず、質疑を述べていただき、後に理事者側が答弁するという、従来どおりで進めたいと思
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いますので、よろしくお願いいたします。それでよろしいですね。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇康村委員長 では、それぞれに分けて質疑を進めたいと思います。 

 それではまず、総括について質疑はございませんか。 

 氏原委員。 

〇氏原委員 おはようございます。氏原でございます。そしたら、私のほうから、総括として

質問を３点述べさせていただきます。 

 まず１つ目は、令和６年度上牧町一般会計等歳入歳出決算審査意見の２ページ、下段、入

札及び契約関係について、入札実施件数は83件でありましたが、入札の種別ごとの件数をお

伺いいたします。 

 ２つ目、入札の情報はホームページで確認できますが、ホームページのほかに、入札参加

資格者が知る方法をお伺いいたします。 

 ３つ目が、町政50周年を記念して令和４年12月１日から上牧町のご当地ナンバープレート

を作成して、無料で交換しておりますが、令和７年７月30日時点で、50㏄以下は800枚作成し

て残り60枚、90㏄以下は20枚作成して既に終了、125㏄以下は180枚作成して残り42枚です。

上牧町ＰＲキャラクターゆりはちゃんとササユリの花のモチーフをデザインしたナンバープ

レートをつけて走っている原動機付自転車を見ると、うれしくなります。残り少なくなった

ご当地ナンバープレートは、今後も作成するのかお伺いいたします。 

 以上３点でございます。 

〇康村委員長 総務部長。 

〇中川総務部長 質問いただいております１つ目のご回答でございます。83件の内訳というこ

とでございます。 

 工事請負契約が42件、備品等の購入契約業務に関しまして９件、委託業務に関しまして26

件、賃貸借業務に関しまして５件、売却に関して１件の計83件でございます。 

〇康村委員長 氏原委員。 

〇氏原委員 承知いたしました。ありがとうございます。 

〇康村委員長 総務部長。 

〇中川総務部長 ２つ目の入札情報を参加者が知る方法ということでございます。入札か指名

かによって違うんですが、指名の場合におきましては、指名業者のほうにも、直接指名をさ

せていただきましたということで通知させていただいておりまして、それと併せて、ロビー
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にあります掲示板におきまして、入札公表書ということで公表させていただくのと、総務課

で閲覧できる状態になっておりまして、一般競争入札等につきましては、ホームページ等へ

広告等をさせていただいております。それ以外といたしまして、ロビーで年間の発注見通し

を掲示させていただいているので、その中で大体、こういう工事がいつ頃あるというのを確

認していただくことができると思っているところでございます。 

〇康村委員長 氏原委員。 

〇氏原委員 この間、一般競争入札、競争であるにもかかわらず、１件とかというのがちょく

ちょく目にすることがあります。既に７年度の入札参加資格者も把握しているわけですから、

今はほとんど事業主さんも電子メールを使っていると思いますので、できれば、そういった

参加資格のあるところにホームページのリンクを張って、メールだけを飛ばしてやれば、メ

ールは見ると思います。そういったことは考えることはないでしょうか。お伺いします。 

〇康村委員長 総務部長。 

〇中川総務部長 指名の場合は直接、業者さんのほうに送らせてもらうと。今、ご質問いただ

いたのは一般競争入札かなとは思っておりますが、ただ、先日の総務建設委員会の中でも少

し、ここの部分についてはご回答させていただいておるところでございますが、先日、可決

すべきものといただきました、避難所運営資機材等の購入業務に係る請負契約につきまして

も、登録いただいている業者さんが56社ございます。56社全てにメールを送るということに

なりますと、かなりの業務量の負担で、それ以外にも今回、同時に違う備品購入契約で、例

えば、小・中学校の厨房機器であれば28社、それ以外の家具等でも27社というふうに、かな

りの業者数等もございますので、そこにつきましては、個別にメールというのは、現状、厳

しいのかなというふうには考えているところでございます。 

〇康村委員長 氏原委員。 

〇氏原委員 コロナ禍の時代、私はまだ、現職で仕事をしていたんですけども、そのときには、

１日で7,000件のメールを送っておりました。そのやり方のほうをまた、お伝えさせていただ

きますので、以上でございます。 

〇康村委員長 税務課長。 

〇野﨑税務課長 それでは、ご当地ナンバーの50周年記念で作成したナンバー、今後の作成の

予定はということですけども、本町のご当地ナンバー、令和４年12月１日から交付開始して

いるんですけども、50㏄は800枚作成し、今日現在、53の在庫、90㏄は20枚作成していました

が現在も在庫なし、125㏄は180枚作成し、現在は40枚となっています。ナンバープレート交
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付から約２年半経過しておりますが、本町の今後の対応といたしまして、プレートの残数、

利用状況を注視しながら、新排気量基準を考慮した上で、引き続き需要がある場合には、追

加作成についても検討していきたいと考えております。 

〇康村委員長 氏原委員。 

〇氏原委員 ぜひともその検討を実現させていただきたいと願っております。 

 以上でございます。 

〇康村委員長 ほかに総括について質疑はございませんか。 

 竹中委員。 

〇竹中副委員長 ３番、竹中です。よろしくお願いします。 

 私は総括ですので、令和６年度の上牧町の決算、あるいは今後について、大きな視点で質

問させていただきたいと思います。 

 まず、質問に際しまして、成果書のほうで質問させていただきますので、よろしくお願い

します。 

 １つ目は、成果書４ページ、下の段の町税の徴収率についてですけれども、上牧町の場合

は、ここ10年ぐらい、大体90％前後で推移しています。県内あるいは全国の平均値に比べま

して、大きく劣っているわけですけれども、過去に質問したときに、旧レインボーの大型固

定資産税の滞納であるという説明を受けていました。あの場所が、このたび、工事やってい

ますけれども、トライアルが来て、来年には操業を始めると聞いています。そうなるんでし

ょう。今後、この徴収率、上がっていく見通しと考えてよいのかどうか、これ、まず、お答

えいただきたいと思います。 

 ２つ目、同じく成果書の13ページをお願いします。地方債の残高の状況ですけれども、こ

のグラフを見ましたら、過去10年間、順調に減少してきた、喜ばしいことかなというふうに

思うのですけども、令和６年度、ぽんと上がっている、もちろんこれはダブルで大型事業が、

県のクリーンセンターへの分担金、それから、上牧中学校の新築工事によるものと思います

けれども、債務がこれだけ大きく増えていきます。やむを得ないとは、もちろん百も承知で

すけども、今後の見通し、大丈夫なのかという、これについて方向性を聞かせてください。 

 それから同じページの三セク債の残高ですけれども、これも始まってから10年余りで、順

調に、大体半分ぐらい、当初42億と聞いていましたけども、令和６年末で21億というふうに、

上牧町が努力した結果だと思うのですけれども、今後、完済の見通し、今まで順調に返済を

し、ときに繰上返済もされてきたと思うんですけれども、完済の見通しはどのようになって
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いるのか、これ、お願いします。 

 それから、同じく成果書の32ページから34ページにかけてですけれども、健全化判断比率、

特に34ページのグラフをご覧ください。順調に健全化が進んできたということが、ここ10年

間ぐらい、ちょうど左下の方向へ負担率が下がっていることから、明確に分かるんですけれ

ども、やはり、令和６年度の大型事業で上がってきています。もちろん、この健全化判断比

率に対して、十分余裕を持ってクリアしているわけですけれども、できるだけ健全なほうが

いいに決まっている。これにつきましても、健全化判断比率の今後の見通し、今分かる範囲

でお答えいただけたらと思います。 

 以上４点、よろしくお願いします。 

〇康村委員長 税務課長。 

〇野﨑税務課長 それでは、決算成果に関する報告書の４ページの徴収率の推移のところです

が、今現在、91.0％ということで、今のレインボーの跡地について、徴収率については上が

っていく見込みと考えております。 

〇康村委員長 竹中委員。 

〇竹中副委員長 予算書の17ページをご覧ください。固定資産税の収入未済額が大体１億8,000

万ぐらいあるわけです。その多くの部分が、旧レインボー部分の件で、ほかに関しては、こ

の表を見せていただきましたら、収入未済額はもちろんありますけれども、それほど大きく

ないというふうに読めます。ということは、令和７年度、今はまだ工事中ですけれども、８

年度ぐらいからよくなっていくというふうに考えていいんでしょうか。 

〇康村委員長 担当係長。 

〇  係長 先ほどのお話なんですけども、旧レインボーのもので、大体１億6,000万ぐらいが

滞納として残っております。こちらにつきましては、令和９年度で決算されますので、10年

度以降から徴収率が上がる見込みです。 

〇康村委員長 竹中委員。 

〇竹中副委員長 たしか、これ３年間追跡するんですよね。その時点で徴収できなかったら、

やむを得ないと。要するに、不納欠損処分をするということですね。新しい会社の進出あり

ますので、その会社は、当然、大きな会社ですので、税の収納はしてもらえると思うんです

けれども、その反映が結局、令和10年度ぐらいからということになるんですか。 

〇康村委員長 担当係長。 

〇  係長 おっしゃるとおりでございます。 
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〇康村委員長 竹中委員。 

〇竹中副委員長 了解しました。ということは、大型滞納がありましたけれども、それ以外の

を見ましたら、法人さんだとか、あるいは一般の個人分などは、もちろん生活が苦しくて滞

納される方はやむを得ないと思うんですけれども、大体、そんなに悪くないというふうに解

釈してもいいんでしょうか。 

〇康村委員長 担当係長。 

〇  係長 その大口滞納分を除きますと、県内でも真ん中よりちょっと上の順位出ますので。 

〇康村委員長 竹中副委員長。 

〇竹中副委員長 了解しました。安心しました。やっぱり徴収率は100％に近いほどいいに決ま

っていますので、いろいろご苦労あると思いますけれども、その点、どうぞよろしくお願い

します。これに関しては以上です。 

〇康村委員長 総務部長。 

〇中川総務部長 では、13ページのご質問の回答でございます。 

 まず、１点目といたしまして、町債の残高の今後の見通しという部分でございます。この

部分につきましては、同じ決算成果の３ページに、町債の今年度の状況ということで少し記

入をさせていただいておりまして、令和６年度が増えた理由といたしましては、山辺・県北

西部広域環境衛生組合の整備に関する起債と、ご存じ上牧中学校の６年分での事業費に対す

る発行をさせていただいたことで大きく増えておるということでございまして、山辺・県北

西部につきましては、一応、令和６年度で終わっておりますので、今後につきましては、令

和７年度ということで、大きなものといたしましては、学校の事業債を借りる予定をしてお

ります。ここにつきましては、後で質問いただいています33ページの健全化判断比率と今の

町債の残高等につきましては、昨年11月に議会等にも説明をさせていただいております中長

期財政計画等にも少し記載をさせていただいておりまして、今年におきましては、この決算

を反映させていただいたやつを秋頃に、また追ってご説明をさせていただきたいと思います

ので、詳細につきましては、その中でご説明をさせていただきたいと思っておりまして、ち

ょうどそのときの、中長期の、去年作った分になりますと、まだ７、８、９と、やはり少し

ずつではございますが、今のところ、ピークは令和８年度ということで、去年の秋のやつは

お示しをさせていただいておりますが、少し状況も変わってきておりますので、これをまた

改めてローリングさせていただいたやつを、説明させていただきたいと思っております。 

〇康村委員長 竹中副委員長。 
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〇竹中副委員長 了解しました。一時的に悪くなるのは、私もやむを得ないというふうに思い

ます。特に学校やごみの処理施設などのように、今後数十年にわたって使うものですので、

大型の起債をするということは、理にかなっていると思います。今の世代だけで負担してし

まうのは逆に不公平になりますので、それはよく理解するところですので、これによって急

激に悪くなっていかないように、また、よろしくお願いします。 

 そしたら、三セク債の意見をお願いします。 

〇康村委員長 総務部長。 

〇中川総務部長 三セク債の完済の見通しということでございますが、この起債につきまして

は、25年で償還するということで、当初計画をしておりまして、令和５年度に最初の10年間

分を借換えをさせていただきまして、残り15年、令和５年の時点で15年ですが、今現在、令

和７年ということで、残り13年で完済をする計画になっております。 

〇康村委員長 竹中副委員長。 

〇竹中副委員長 了解しました。度々繰上償還もよく努力されていますけれども、ひょっとし

たらその13年を待たずに完済するという可能性もあるんでしょうか。 

〇康村委員長 総務部長。 

〇中川総務部長 令和６年度現在で三セク債の残高、21億ございますので、これを13年間とい

うことでございますので、なかなか期間を短くしての繰上償還というのは、ほかの財政状況、

ほかの事業等もございますので、現状、すぐにできますというお答えはできないんですが、

期間的には短縮はかなり難しい部分があるのかなと。繰上償還をしながら、少しずつでも今

年度への負担を軽減していきたいとは考えております。 

〇康村委員長 竹中副委員長。 

〇竹中副委員長 理解できました。10年間でここまで半減したというのは、すごくしんどかっ

たと思いますし、努力の成果だと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。 

 最後の質問、先ほどちょっと言うてもらいましたけれども、健全化判断比率についての答

弁、もう一度お願いします。 

〇康村委員長 総務部長。 

〇中川総務部長 健全化判断比率の推移ということでございます。実質公債費比率につきまし

ては、昨年度より0.1％上昇というふうになっておるところでございますが、ただ、昨年度は、

中長期財政計画の中でお示しをさせていただいているのが13.3％ということで、見込みとい

うことで、お示しをさせていただいておりますが、結果的には12.8％となったということで、
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少しこの辺も、改善ということではないんですが、お示ししたよりはよくなったのかなと思

っておりまして、今後やはり、先ほど言いましたように、山辺・県北西部広域環境衛生組合

での償還等が、令和７年４月に借りている部分があるんですが、これが５年間の据置きとい

うことで、据置期間を置きながら、今後の財政状況も考えて５年間据え置くということでさ

せていただいておるんですけども、これが始まる５年後には、どうしても元金の償還と学校

の償還等も始まってきますので、今後も上がっていく傾向にあるのかなと思っておりまして、

中長期財政計画をお示しさせていただいている分には、令和14年度ぐらいが15.7ぐらいにお

示しをさせていただいておるとこなんで、やはりこれぐらいの推移をしていくと思っている

ところでございます。 

〇康村委員長 竹中副委員長。 

〇竹中副委員長 了解しました。当面、この比率自体は上がるだろうと。これはやむを得ない

面もあると思いますので、ここ十数年来、ゆっくりですけれども、改善の方向でずっときま

したので、また、この大きな山を越えたら、健全化、進んでいくように期待していますので、

どうぞよろしくお願いします。 

 以上です。 

〇康村委員長 竹中副委員長の質疑が終わりました。 

 ほかに総括について質疑はございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇康村委員長 総括については、これで終わらせていただきます。 

 次に、歳入について質疑はございませんか。 

 安中委員。 

〇安中委員 安中です。お願いいたします。４件ございます。 

 決算書の21ページ、交通安全対策特別交付金実績報告書について、タブレット21、質問の

内容は、この金額は、もちろん上牧町内だけの反則金の収入だと思うんですけれども、これ

ぐらいをかけての事故とかは何件ぐらいありましたかということをまず１つ。西和管内で65

歳以上の運転する車両の非がある交通事故の件数が27件ぐらいに及ぶということなんですけ

れども、どんどん増えていく交通事故に対して、罰則金を基にするだけではなく、これを防

ぐという部分でどうお考えなのか、見解をお聞かせ願いたいと思います。 

 ２番目、決算書25、ペガサスホール使用料について、タブレット25、令和６年度が、町の

ほうがゼロになって使用料がないので、ちょっと下がったように思うんですけども、普通に
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計算しましたらちょっと上がっている、増収はあるのかなと思います。どんどんこれから増

収があるように見込まれますけども、それに対するスタッフの高齢化、いろいろ問題がある

と思います。この部分について見解をお聞かせください。 

 次、決算書29ページ、保育所等における性被害防止対策に関わる設備等支援事業費補助金、

タブレット54、このパーティションに関わる費用の一部を補助しましたということですが、

かなり心情的にも大変だったと思いますけれども、そこのところの見解をお聞かせ願えれば

と思います。よろしくお願いいたします。 

 次、決算書35、地域自殺対策強化交付金の内訳について、タブレット71、１番のところに

第２期上牧町自殺対策計画を策定しましたと。第２期ということは、第１期との内容の差は

差というのはどのようなところがあるんでしょうか、お聞かせください。 

 以上です。よろしくお願いします。 

〇康村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 決算書21ページ、議会資料歳入の21、交通安全対策特別交付金の件でご

ざいます。 

 まず、交通安全対策特別交付金についての事故の件数であるとか、例えば、今、議員おっ

しゃった60歳以上高齢者の方の対策等々についてというご質問でございますが、我々、この

交付金を使いまして、交通安全対策、例えば、外側線であったりとか、白線であったりとか、

交差点の道路鋲であったりとかいうものに工事の費用として使わせていただいておるところ

でございますので、その件数であったりとか安全対策、60歳以上の高齢者の方に対する対策

という部分に関しては、なかなか回答は難しいんですけども、ただ、この交付金を生かしま

して、安全対策の施設等を設置していっているという内容でございます。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 そうですよね。ここに192万1,000円を見たときに、結構な私たちの反則金が使わ

れているんだなと思ったんですけども、例えば、事故起こりました、ガードレールを破損し

ました、そういうときにも使われるわけですよね。 

〇康村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 まず、事故があった場合、当事者の方がいらっしゃった場合に関しまし

ては、当事者の方の保険を使っていただいて修繕していただくと。ただ、なかなかそういう

方がいらっしゃらない場合等々もございますので、その点につきましては、町の構造物をし

っかり管理していかなければならないので、修繕は順次させていただいているところでござ
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います。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 分かりました。建設環境課はこのお金を使って、修繕とか、線を引いたりとか、

カーブミラーとかいろんなものを使います、交通安全に対してのところで使いますというこ

とで、先ほど言われたみたいに65歳の人の注意喚起とか、そういう部分のお仕事ではないと

いうことですよね。 

〇康村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 あくまでも交通安全対策という形で使わせていただいています。 

〇安中委員 分かりました。理解できました。また、別のところでこの質問をしたいと思いま

す。ありがとうございます。 

 以上です。 

〇康村委員長 文化振興課長。 

〇細川文化振興課長 決算書25ページ、文化センター使用料、ペガサスホールのスタッフの高

齢化が懸念されているというご質問であったかと思います。ボランティアスタッフ等につい

ては、順次、募集をかけさせていただいておりますので、新たなスタッフを雇っているとい

う形で考えていきますので、高齢化については、新たな人材に入っていただくような形で考

えておるんですけども。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 私もここに関わっていましたので、内情はよく知っているんですけれども、本当

に職員さんの物すごい知恵とそれから情報力と努力で、昔やってたときは、ボタンを押して、

ちゃんと見て、また見てというすごい複雑なことをやっていました。だけど、しばらくだっ

たら、本当に職員さんの努力で、下にいても舞台が見える、そして、ボタン１つで全てがか

なうみたいなところまで、すごい技術向上されているのを知っています。その部分で、ボタ

ン１つで、前みたいに上下駆けずり回らなければいけないんだったら、とてもじゃないけど

できません。こういうのって専門筋でお金払って、そういう職に就くものですから、でも、

それを昔のスタッフさんは一生懸命やってられたんです。今回、本当にすばらしい職員さん

入ってこられて、そういうこともちゃんとできるようになりました、簡単になりましたとい

うことをもっと告知して、これだけペガサスホールの使用料が増えていくということは、す

ごくすばらしいことだと思いますので。皆さん、高齢化でなかなか、スタッフに入るのが難

しいと思っているみたい。実際、何人の方がスタッフでいらっしゃいますか。 
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〇康村委員長 文化振興課長。 

〇細川文化振興課長 今、具体的な人数、資料として持ち合わせておりませんので。 

〇安中委員 また、教えていただきたいと思いますけど、多分、本当に少ないと思うんです。

それで、駆けずり回って、ほかのボランティアを断っても、こっちを助けてくださっている

と思うので、ですから、そこのところ考えていただいてやっていただければと思いますので、

この決算に見合ったスタッフをそろえていただければと思います。 

〇康村委員長 文化振興課長。 

〇細川文化振興課長 そういったことを改めて検討させていただけたらと思います。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 でも、努力のおかげでこの数字が上がってきたと思いますので、努力を認めさせ

ていただきます。お疲れさまです。 

 以上です。 

〇康村委員長 こども未来課長。 

〇水本こども未来課長 それでは、決算書29ページ、保育所等における性被害防止対策に係る

設備等支援事業費補助金についてご説明させていただきます。こちらの補助金につきまして

は、全ての子ども、若者が安心して過ごせる社会の実現に向けて、保育所等における性被害

防止対策に係る設備支援ということで、性被害防止のための対策をすることを目的としてお

りまして、第１保育所、慈光保育園が購入いたしましたパーティションに係る費用の一部を

補助させていただいたということになっております。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 これ見たときに、やっぱりここまで来たかという感じはしましたけど、世の中ま

さかということが起きてしまって、ニュースでも騒がしていますけれども、これ、保育所と

いうところで、小学校にはこれからされるのか、されているのか分かりませんけれども、ど

んどんきっと増えていくと思います。これははしりですか。初めてパーティションの補助と

いうのが関わられたわけですか。金額が出たわけですか。 

〇康村委員長 こども未来課長。 

〇水本こども未来課長 こちらの補助金につきましては、対象としましては、こちらが先駆け

て保育所が対象という形でなっております。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 素早い対応をされるとき、本当にさすがだと思います。でも、このパーティショ
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ンとかいろんなことをされるときに、いろんな複雑な思いがあると思いますけども、人間の

尊厳を守るために行っているんだということを考えられて、また、どんどんされていけばい

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

〇康村委員長 こども未来課長。 

〇水本こども未来課長 今おっしゃっていただいたように、また、事業を考えていきたいとい

うふうには思います。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 ありがとうございます。 

〇康村委員長 それでは、次、お願いします。 

 健康推進課長。 

〇松田健康推進課長 決算書歳入35ページの地域自殺対策第１期と第２期の差についてなんで

すけども、第１期と第２期については、そんなに大きな変更はないんですけれども、前計画

では、最終年度である令和６年、去年の自殺ゼロの町とすることを目標に取組を進めてまい

りました。しかしながら、令和５年度を含む過去５年では、自殺ゼロを達成することができ

ませんでした。今回の計画で、自殺者の数を下回ることを目指して、引き続き、第２期の策

定をさせていただきました。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 聞いてもよろしいですか。今、上牧町で自殺者は何人ぐらいいらっしゃいますか。 

〇康村委員長 健康推進課長。 

〇松田健康推進課長 単年度では申し上げられないんですけども、令和元年から令和５年度の

５年間で18人となっております。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 悲しいことですけれども、どんどん頑張っていただければと思います。 

 私は以上です。ありがとうございました。 

〇康村委員長 安中委員の質疑が終わりました。 

 ほかに歳入について質疑はございませんか。 

 氏原委員。 

〇氏原委員 氏原でございます。私からは歳入、３点質問させていただきます。 

 決算書の16ページから25ページ、不納欠損額について、それぞれ項別に主な理由をお伺い
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いたします。 

 ２つ目が、住民税を滞納していた方から話を伺う機会がありました。納める気持ちがあっ

たのに、上牧町から連絡もなく、銀行口座から引き落とされたとのことです。銀行から連絡

があって、その事実を知ったようです。滞納していた方の肩を持つわけではございませんが、

住民税に限らず滞納している収入未済者に対して、督促の方法をお伺いいたします。 

 ３つ目は、昨年９月から始めた天ぷら油の回収について、決算書の何ページに掲載されて

いるかお教えください。 

 以上３点でございます。 

〇康村委員長 税務課長。 

〇野﨑税務課長 それではまず、不納欠損の町民税のほうから説明させていただきます。資料

は歳入の５ページ、ナンバー５になっております。 

 町民税個人分の不納欠損につきまして、まず、最初に資料の不納欠損合計額80万6,131円と

なっておりますが、決算書においては、48万5,281円とお聞きしております。町民税に関しま

しては、県民税も含んでおりますので、町民税と県民税を合算したものが80万6,131円となり

ます。理由としましては、まず、地方税法第15条の７第４項について、執行停止理由の地方

税法第15条の７第１項第１号が、財産なしの部分が９件で11万3,500円でございます。次に、

同じく地方税法の第15条の７第１項第２号の生活困窮者が15件で20万7,100円でございます。

続きまして、地方税法第15条の７第１項第３号の居所不明等が11件で30万3,381円、合計が35

件で62万3,981円となっております。続きまして、地方税法第15条の７第５項が１件、１万

1,650円ということで、今の部分が財産なしがゼロで、次の地方税法第15条の７第１項第２号

は、生活困窮ということで１件で5,500円。次に、地方税法の第15条の７第１項第３号、居所

不明はゼロで、その他については、外国人の国外退去ということで、８件で16万5,000円とな

っております。 

〇康村委員長 氏原委員。 

〇氏原委員 分かりました。ちょっと気になったのが外国人の８件分が、日本にいなくなって

取れなくなったということです。ありがとうございます。 

 今で町民税の分でございましたので、次、固定資産税の分をお聞かせいただけますか。 

〇康村委員長 税務課長。 

〇野﨑税務課長 それでは、固定資産税の部分について説明させていただきます。地方税法第

15条の７第１項第２号が生活困窮ということで、14件で４万8,200円となります。続きまして、
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地方税法第15条の７第１項第２号の生活困窮ということで、７件の２万4,050円になっており

ます。その他としまして、課税土地名義人死亡に伴って相続人を捜索している土地について、

35件で23万8,200円となっております。 

 以上です。 

〇康村委員長 今説明しているのは、資料ナンバー、歳入の10ですのでよろしくお願いします。

固定資産税の不納欠損処分の内訳という資料です。 

 税務課長。 

〇野﨑税務課長 それでは、固定資産の不納欠損分の説明をさせていただきます。地方税法第

15条の７第１項第２号の生活困窮ということで14件の４万8,200円、地方税法第15条の７第１

項第１号の財産なしがゼロで、地方税法第15条の７第１項第２号、生活困窮によるものが７

件で２万4,050円、その他としまして、課税土地名義人死亡に伴って相続人を捜索している土

地などが35件で23万8,200円となっております。 

〇康村委員長 氏原委員。 

〇氏原委員 このうちで主な理由というのは、何に当たりますか。 

〇康村委員長 住民生活部理事。 

〇山本住民生活部理事 主な理由といたしましては、生活困窮の部分が多く占めております。

その他の部分で、今、その課税名義人の相続人を追っている部分で、どうしても相続人が多

岐にわたっておりますので不納欠損という形で、やっぱり何十年も置いていましたら、何十

人の相続人が発生してきておりますので、その部分が大きいかなと考えております。 

〇康村委員長 氏原委員。 

〇氏原委員 そうですね。ずっと追いかけるわけにはいきませんし、地方自治法で一応年数決

めていますから、ここで業務を終えてというのがありますから、承知いたしました。ありが

とうございます。 

〇康村委員長 では、次に軽自動車税、ここでは軽自動車税の不納欠損について、担当課、よ

ろしくお願いします。 

 税務課長。 

〇野﨑税務課長 それでは、軽自動車税の不納欠損について説明させていただきます。資料は

歳入のナンバー13となっております。不納欠損の主な理由としましては、生活困窮と財産な

しと、その他としましては、ナンバープレートの紛失や盗難等によるものとなっております。 

〇康村委員長 氏原委員。 
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〇氏原委員 ありがとうございました。次は、使用料関係をお願いいたします。 

〇康村委員長 まちづくり推進課長。 

〇俵本まちづくり推進課長 決算書25ページ、町営住宅改良住宅の不納欠損でございます。資

料につきましては、歳入の資料27、28でございます。それで、一番分かりやすいのが、決算

成果に関する報告書の47ページ見ていただいたら、住宅使用料の項目がございまして、そち

らで見ていただいたら一番分かりやすいかなと思います。それで、こちらで説明させていた

だきますと、生活困窮による不納欠損が341万5,000円、あと、本人死亡、名義人の死亡及び

相続放棄で260万2,200円でございます。 

〇康村委員長 氏原委員。 

〇氏原委員 生活困窮がやはり一番きついんです。国は生活困窮ということで、いろいろ臨時

給付金を打ったりしていますけども、なかなかこっちには返してくれないという事情がよく

分かりました。ありがとうございます。 

〇康村委員長 氏原委員。 

〇氏原委員 続きまして、２つ目の住民税を滞納していた方の督促方法について、お伺いいた

します。 

〇康村委員長 税務課長。 

〇野﨑税務課長 それでは、督促の方法を説明させていただきます。 

 まず、地方団体の徴収金において、地方税法では、納期限までに地方団体の徴収金を完納

しない場合において、納期限後20日以内に督促状を発送しなければならないとあります。ま

た、滞納者が督促を受け、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、その督

促に係る地方団体の徴収金を完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならな

いとありますが、現状は滞納者の個別事情を鑑み、全段階として、催告文書を送付しており

ます。催告文書を送付することによって、滞納者からの電話や窓口来庁などの応答があり、

分割での納付相談を受けている状況でございます。それでも応答がない場合や、連絡もなく、

分納約束が守られない場合、財産があるにもかかわらず、現実的な支払いが計画されない場

合には、差押えを行っている状況でございます。 

〇康村委員長 氏原委員。 

〇氏原委員 もう事情はよく分かっております。やっぱり、一言あったらって思うけども、滞

納しとった人をほんまにかばうわけではないんですけども、払うものは払うと、ちゃんとル

ールは守りましょうということで、その方も納得はしていたんですけども、何か言いたかっ
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たので私にしゃべったというふうに理解はしております。そういった日々のお仕事、本当に

お疲れさまでございます。ありがとうございます。 

 お願いします。 

〇康村委員長 次、お願いします。 

 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 昨年の９月から始まった天ぷら油の回収の決算書の項目についてでござ

いますが、これにつきましては、決算書43ページ、下から８番目のリサイクル収益金236万

7,133円の中に入っております。 

〇康村委員長 氏原委員。 

〇氏原委員 この中にということは、廃油だけではというのは、内訳は分からないわけですか。 

〇康村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 廃油の内訳でございますが、トータルで2,664リットル出していただきま

して、金額にしまして７万1,928円の入となっております。 

〇康村委員長 氏原委員。 

〇氏原委員 分かりました。ありがとうございます。私からは以上でございます。 

〇康村委員長 歳入についての氏原委員の質疑は終わりました。 

 ほかに歳入について質疑ございませんか。 

 石丸委員、通告後に休憩に入りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 石丸委員。 

〇石丸委員 石丸典子です。令和６年度の一般会計の決算認定についての質疑を行います。 

 歳入のところですけれども、令和６年度の決算といいますのは、今中町長４期目、結果的

に今中町政が最終となったんですけれども、最終年の予算でということで、大型予算であり

ました。決算もその方向で行われているんですけれども、特に大きいのが山辺のクリーンセ

ンター、やまとｅｃｏクリーンセンターと新中学校の建設というのが、本当に大きな事業が

進められたということで、いろいろありましたけれども、順調に進んでいるという中で、特

に、その部分が起債が大きくなってきていますので、今後にはその部分の財政運営が大変と

いうことを感じているところです。それと、やはり町債を活用したいろいろな、特に防災関

係の整備であるとか購入がたくさん入れられたというのは、国の財政の方針であるとか、期

限に伴うものということで、国のそういう政治にも関わってきてたことを感じているところ

です。 
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 それでは、中身のところで、まず、歳入の町税のところでお聞きをしたいと思います。歳

入はそんなに項目がありませんけれども、決算書の16、17ページの町税ですけれども、資料

の歳入のナンバー２を見させていただきますと、町民税、個人分、法人分においては増収と

なっているんですけれども、特に法人分の法人税割の伸びが大きくなってきておりますけれ

ども、資料ナンバー２、ナンバー３、ナンバー６で活用していただいて、どういう状況で増

収となったかをご説明していただきたいと思います。町税のところはそれ１点です。 

〇康村委員長 石丸委員、通告、順次お願いします。 

〇石丸委員 次ですけれども、補助金のところは歳出で聞きますので、次は38、39ページです

けれども、財産売払収入で、不動産売払収入ということで挙げられております。収入済額が

271万何がしですけれども、この状況とこの扱い、不動産売払収入の扱いについてご説明をし

ていただきたいと思います。 

 それと、次は、42、43ページの雑入のところで、下のほうの山辺の清算金というところで

資料が出てたんですけれども、この資料を見させていただきましたら、１つの項目に米印が

ついているところがありまして、ほかの資料でも１回出てきたんですが、米印の説明がちょ

っとなかったんですけど、それを確認したいと思います。資料の掲載の内容です。 

 次は、44、45ページのところで、同じく雑入ですけれども、上から２つ目で職員と駐車場

代ということで計上されておりまして、予算より少し増えているんですけれども、これは、

職員駐車場を設けられて、大方１年ですけれども、利用状況と収納分についての扱いについ

て確認をしたいと思います。 

 あと、次は、48、49の町債なんですけれども、町債の依存率が、今回、決算高くなってい

て15.何がしということで、数値も出していただいているんですけれども、この中で私が気に

なりましたのは、学校適正化事業債ということで、６億2,000万ということで、今回、令和６

年度決算では上げているんですけれども、これ、本来なら、国庫負担金で公共施設等の建築

については上げられるべき事業ではなかったのかというところは、大変こだわったところで、

説明、補正予算等、挙げられるときにも少し申し上げたんですけれども、補助金なり交付金

が本当に入るのかどうかの見通しによって、学校をどうするか、建て替えるかどうかという

判断の１つにもなったわけですから、交付金がしっかり入るのかどうかの検討はしっかりし

ていただきたいと思っているところです。これで６億の公共施設等整備債ということで、一

定の有利なところはあるかも分かりませんけれども、町債で行うということでは、令和６年

度の決算に対しては、大変影響が大きかったのではないかと思っているところです。今後の
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財政運営にも関わってくると思いますけれども、この辺についての見解、説明をお願いした

いと思います。 

 以上の項目ですけれども、最後にお礼が遅れましたけれども、丁寧な資料をたくさん提出

いただきまして、ありがとうございます。今回、特に学校の整備の状況については、写真も

含めて、学校の建て替え、新築の模様の写真まで入れて丁寧に資料を作られていましたし、

地方交付税のところには、そもそもの説明も入っておりましたので、改めてしっかり読ませ

ていただいたところです。ただ、資料のナンバーが少し前後しているところがありまして、

決算書と見比べるのに、ちょっと手こずったところもありますけれども、職員の方々には大

変ご苦労いただきましたことを、まず、お礼申し上げたいと思います。委員の皆さん、しっ

かりこの資料を活用して、質問していきたいと思っております。 

 以上の項目です。よろしくお願いします。 

〇康村委員長 それでは、ここで暫時休憩とし、再開は11時25分といたします。 

    休憩 午前１１時１２分 

    再開 午前１１時２５分 

〇康村委員長 再開いたします。 

 税務課長。 

〇野﨑税務課長 それでは、町税について説明させていただきます。資料は歳入ナンバーの３

になります。 

 まず、町税の均等割についてなんですが、納税者は増加しているが、単価減によるもので

減額となっております。単価が、もともと3,500円のやつが3,000円になったことによるもの

です。均等割については、ふるさと納税に伴う減収、住宅ローン控除の減収により税収が増

加したものと、定額減税に伴う減収により減額したものと考えております。 

〇康村委員長 税務課長。 

〇野﨑税務課長 所得割でございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 ありがとうございます。所得割で、前年度に比べて6.6％の減額というのは、主に

定率減税等が影響ですね。 

〇康村委員長 税務課長。 

〇野﨑税務課長 それが大きいところです。 

〇石丸委員 分かりました。では、法人分については伸びているんですけれども、ご説明お願
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いいたします。 

〇康村委員長 税務課長。 

〇野﨑税務課長 法人税について説明させていただきます。資料は歳入ナンバー６になります。

法人税の均等割についてですけども、納税義務者数は、前年との比較において４法人増加と

なっているものの、税額の高い法人区分の減による影響で減となっているものでございます。 

 続きまして、法人税割についてなんですけども、製造業及び販売業の業績が伸びたことに

よる影響で増となっているものでございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 分かりました。すごい伸び方ですね。26.6％の伸びということですけれども、分

かりました。ありがとうございます。結構です。 

〇康村委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 それでは、不動産売払収入の部分のご説明でございます。資料といたしまし

ては、歳入ナンバー78、79でお示しをさせていただいております。まず、この状況でござい

ますが、内容につきましては、不動産、普通財産の土地を売却した部分でございます。売却

につきましては４筆で、２名の方に売却できたものでございます。１つ目は、服部台１丁目

3471番地７、９、10につきまして、133万810円、２つ目が、香芝市上中504の７が138万5,510

円となり、決算額につきましては、271万6,320円となりました。今回、売却できました土地

の売払収入につきましては、服部台１丁目3471番地７、９、10につきましては、第三セクタ

ー等改革推進債、借換債の繰上償還、香芝市上中504の７につきましては、第三セクター等改

革推進債償還基金に積立てをしております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 ご説明ありがとうございます。補正予算等でもお聞きをしたところですけれども、

旧校舎の用地においては、第三セクター等改革推進債の償還基金に積み立てるということで、

この売却がなかなか進まないとおっしゃっていたんですけれども、不動産売払いに関する今

後の見通しはどのようですか。今後、売却の見込みはどうでしょうか。 

〇康村委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 今のところ、そういった申請とかはございませんけども、今後につきまして、

売れるところから少しずつでも売却していきたいというふうに考えております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 総務建設委員会の補正予算でも、焼却場の跡地の汚染土を搬出する補正予算、出
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てきておりますけれども、あの用地については、今後、売却の予定ということでしょうか。 

〇康村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 焼却場の跡地の件でございますが、一応購入したいという申出書は提出

されているんですけども、今の段階としましては、まず、汚染土を撤去してから、また検討

していくという形になっておりますので、まだ決定はしておりません。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 分かりました。ありがとうございます。 

 では、次、お願いいたします。 

〇康村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 それでは、議会資料歳入ナンバー84、山辺・県北西部広域環境衛生組合

へ過年度精算金についての資料の中の米印の部分でございますが、これにつきまして、表中

の上牧町という部分、分かりやすくするためにつけさせてもらっているんですけども、カラ

ーとダブってしまって、何か注釈があるのかなという形になってしまっているんですけども、

上牧町を示す印ということでつけさせてもらっています。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 分かりました。ほかにも、歳出でももう１か所出てきておりましたので、同じ、

上牧町を分かりやすくしたということで理解できました。資料の見方の質問で失礼いたしま

した。 

 では、次、職員等駐車場の状況、利用状況の説明をお願いいたします。 

〇康村委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 それでは、決算書45ページ、雑入の職員等駐車場代でございます。 

 まず、利用状況でございますが、延べ人数でございますが、3,519名の方が利用していただ

いております。 

〇康村委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 それでは、収入の扱いでございますが、まず、収入につきましては、職員の

駐車場代として343万5,100円が収入となっております。それと、歳出でございますが、55ペ

ージにございます一般管理費の職員駐車場土地賃借料といたしまして278万円、賃借料として

お支払いをさせていただいております。残りの65万5,100円につきましては、公共施設整備基

金費に積立てをさせていただいております。 

〇康村委員長 石丸委員。 
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〇石丸委員 ありがとうございました。台数は全部で何台分借りておられましたか。それと、

昨今のように暑いと駐車場から庁舎までの、車とめてからの役場に入るのがなかなか大変な

のではないかなと思うところですけど、その辺については、ちょっと時間がかかるとか、そ

のような大変さとかは聞かれていませんか。 

〇康村委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 まず、台数ですけども、60台でございます。 

〇康村委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 それと、職員、借りている土地から役場までということでございますが、今

のところ、特に職員からいろんな話は届いておりませんので、今の状況で進めている状況で

ございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 分かりました。お聞きをしておきます。 

 では、次、お願いいたします。 

〇康村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 それでは、決算書49ページの学校適正化事業債に関連いたしまして、国

庫補助金の件でございます。この事業を行うに当たりまして、トータルで国庫補助金は２億

円ほどを見込んでおりますけれども、今後も、ほかに活用できる財源に注意しながら、財源

確保に努めていきたいと考えております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 この件につきましては、ご説明があった時点でもいろいろお聞きをしたんですけ

ど、なかなか納得できないところがあるんですけど、県との協議がいろいろあったようです

ので、今後はその辺の情報等、調査等をしっかりしていただいて、最初の説明とは大分変わ

ってきていまして、補助金で行けるところが起債になってしまったというところは、なかな

か大変です。普通、学校など建てたら２分の１ぐらいは補助が出るという感覚で、一般の方

もそういうふうに言われる方もありますけれども、今回、いろいろな条件があったというこ

とで、それもお聞きしたところですけれども、今後は十分、慎重にいただいて、判断の材料

の１つになる場合もありますので、持ち出しが幾らで建てられるというところで、判断材料

にもなってきますので、今後は慎重に、また、県や国との協議も十分していただきますよう

にお願いしておきます。この件については、そんなに根掘り葉掘り、今さらどうやこうやと

はあれです。今、建設、来年４月開校に向けて、いろいろ、これまでもご苦労いただいてい
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ますので、しっかり準備を頂きますようにお願いしておきます。 

 最後に一言お願いいたします。 

〇康村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 今後は、県と国とも十分協議いたしまして、慎重に努めてまいりたいと

考えております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 これで、歳入に係る質疑、終わらせていただきます。 

〇康村委員長 石丸委員の質疑が終わりました。 

 ほかに歳入について質疑はございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇康村委員長 質疑なしと認めます。 

 それでは次に、歳出について質疑はございませんか。通告後に休憩に入りたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、歳出について質疑ございませんか。 

 安中委員。 

〇安中委員 安中です。お願いします。 

 決算書61、タブレット16、防災行政無線関係消耗品交換委託料についてということで、こ

の内容についてお伺いしたいと思います。 

 次、決算書61ページ、防犯カメラ設置工事について、タブレット17、今後、何台予定して

いますか。設置場所はどのように決めていますか、住民の意見は反映されていますかという

ことを聞かせていただきたいと思います。 

 次、決算書61、高齢者防犯電話購入費補助金について、タブレット18、どんどん増えてい

るこの状態に対して、今後の見解をお聞かせいただきたいのと、９万5,000円と少なくなって

いることに対してご意見をお聞かせください。 

 63ページ、協働のまちづくり公募型補助金事業について、タブレット21、この件につきま

して、だんだん少なくなっている内容についてのご意見と、今後の施策についてお聞きした

いと思いますので、お願いいたします。 

 次、67ページ、ふるさと納税推進事業について、今の状況と今後の展望、今の状況につい

ての見解、これはタブレット26です。 

 次、67ページ、大阪関西万博奈良県実行委員会参加負担金について、タブレット28、万博
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についての成果及びこの90万の妥当性をお聞かせください。 

 次、89ページ、上牧町福祉協議会運営費補助金、タブレット47、ほほ笑みサロン片岡への

支払い補助金に対する対価というか、成果がもしありましたら、お聞かせください。 

 次、133ページ、有害鳥獣被害防除事業費について、タブレット128、これは以前、当初予

算のときにも、この報償金の3,000円をお考え直してくださいませんかということで、検討願

いたかったんですけど、そのままになっていますので、その理由をお聞かせください。 

 最後、決算書157ページ、タブレット182、登下校時見守りシステム導入事業について、実

施をされているところで、住民等に協力依頼と真ん中に書いてありますが、これはどのよう

に実施されたのか、どなたにお願いしたのか、また、子どものタブレットの紛失はなかった

のか等々をお知らせください。 

 以上です。 

〇康村委員長 安中委員の通告が終わりましたので、ここで暫時休憩といたします。午後１時

から再開いたします。よろしくお願いいたします。 

    休憩 午前１１時４３分 

    再開 午後 １時００分 

〇康村委員長 それでは再開いたします。 

 安中委員。 

〇安中委員 では、お願いいたします。 

 決算書の61ページ、タブレット16、防災行政無線関係消耗品交換委託料ということで、さ

っき勘違いしました。別なこと言ったのかもしれません。ごめんなさい。この分につきまし

て、一般質問でもお伺いすると思うんですけれども、聞こえにくいとずっと言われていて、

毎回行政無線を行って安全確保しますということで、一生懸命されていると思うんですけど

も、なかなか結果に結びついていないところがあるので、辛辣に伺わせていただきますけど

も、その点についてどう思われますか。お聞かせください。 

〇康村委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 それでは、総務費、防災行政無線管理費の防災行政無線関係消耗品交換委託

料についてご説明させていただきます。 

 まず、タブレットの歳出ナンバー16でございます。まず、内容につきましてでございます

が、防災行政無線の関係機器を、消耗品の更新が必要となりましたので消耗品の交換を行っ

ているところでございます。令和６年度につきましては、親卓の地図、ＰＣ、ハードディス
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ク、それと直流電源装置、それと遠隔制御装置内蔵バッテリーの３つの交換でございました。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 詳しいことはまた、中身のところは一般質問でお伺いしますけども、この間も申

し上げましたけども、今、順番に直されていて、なおかつ聞こえにくいということがありま

すでしょう。そういう部分について、どこが原因かは、結局分からないのですか。毎回、行

政無線、お知らせみたいに鳴っています。ここから先、また、あれだけど、同じこと繰り返

してしまうんだけども、国は一生懸命、何回も何回もこんな声でいいのかな、ああなのかな、

女性か男性かと言いながら、苦心して、皆さんに、国民の一人一人に聞かせようと思って、

年何回かやって、３回も、試験ですよ試験ですよと言いながらやっています。だけども、そ

れを国民が取り残す人がいたらあかんわけで、でも、取り残されている人が結構いるのはど

うしてというところで、私は、また今度のときに質問させていただくんですけども、その間

で、前もお聞きしたら機械の不具合もあって、なかなかと言うんだけど、これだけのお金か

けられるんだったら、その機械の不具合を、どこが原因か分からないのかな。何でこんなに

聞こえにくいことが多いのかな、それはこのパターンだから聞こえにくいのかなとか、これ

だけ毎回住民さんから言われる現実がある、だけど、それは仕方がないと思うのか、今後も

っと努力していくのか。 

〇康村委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 まず、聞こえにくいという部分なんですけども、全国瞬時一斉試験放送とい

うのが行われているんですけども、それを流させていただいた後なんですけど、特に役場に

は聞こえにくいという情報は入ってこない状況にはない状態だと。 

〇安中委員 あれが、私らが聞いた人に「役場に言うて」と言ったら、そこで考えるのかな。

その声があれば。 

〇康村委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 聞こえにくいという状況ございましたら、問合せを頂きましたら、まず、ス

ピーカーのところまで行かせていただいて、問合せのあったお宅まで行かせていただいて、

音の状況とかも調べさせていただいて、その状況を踏まえて、対策のほう、やらしていただ

こうとは考えております。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 分かりました。それが聞きたかったので、分かりました。ありがとうございます。

だから今後は、本当に行くところで「町に対して何かありませんか」とか言うたら、「聞き
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にくいねん」とかというときは、こないだもお話したみたいに、「ドアを開けて」とかいろ

いろ言うんですけども、それでもこれ、私が行ったところとかは減らないんです。だから、

いつもどうしたもんかと思いながら質問させていただいている部分なんだけども、仕方がな

いというところで収められたら、これはそうはいかないんだけど、今のようにお答えいただ

いたら、ちゃんと町は、そこの人のために向きを変えるとか、確かめて聞こえるようにさせ

ていただきますというスタンスはございますということをお伝えすればよろしいわけですね。

分かりました。以上です。ありがとうございます。頑張ってください。 

 以上です。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 ２番目、決算書61ページのタブレット17の防犯カメラ設置工事についてというこ

とで、たくさんの、41台設置していただいています。これをいろんな会合でお見せしました

ら、すごく喜んでられて、安心だわという声をたくさん聞きました。今後、何台まで予定し

ていますでしょうか。 

〇康村委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 防犯カメラにつきましては、まず、資料ナンバー17、歳出17でお示しをさせ

ていただいております。現在、令和６年度で41台設置させていただいております。今後につ

きましては、令和７年度で４台設置する予定としております。新規での設置につきましては、

一旦令和７年度で終了させていただき、既存の防犯カメラの更新を順次行っていきたいと考

えております。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 既存の防犯カメラの設置というのは、もう１回、詳しく説明してくださいますか。 

〇康村委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 既存の防犯カメラにつきましては、平成27年度から、防犯カメラのほう、設

置させていただいておりますので、平成27年度につけた防犯カメラから、順次、更新してま

いりたいと思います。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 分かりました。あと４台で終了ということですね。45台までということで、これ

からは、随時メンテナンスとかいう形でやっていきますということですね。これ、今まで設

置場所というのは、住民さんの意見とかをお聞きになってつけられたんでしょうか。どんな

感覚でつけられましたか。 
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〇康村委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 本町が設置しております防犯カメラにつきましては、通学路や交通量の多い

交差点を中心として設置してまいりました。そこで毎年行っております通学路等の安全確保

のための合同点検、それと、また、自治会要望等も加味させていただきながら、設置場所を

選定させていただいているところでございます。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 ありがとうございます。安心いたしました。今後もよろしくお願いいたします。

私は以上です。 

 それでは、次、決算書61ページ、タブレット18、高齢者防犯電話購入費補助金についてと

いうことです。 

〇康村委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 それでは、総務費の地域安全安心推進事業の高齢者防犯電話の購入費補助金

ということで、質問では被害が増加しているのにということで、今後の展開ということです

が、特殊被害につきましては、年々増加しているというところを、担当課といたしましても

認識しているところでございます。今後につきましても、被害の受けやすい高齢者の方を対

象とした防犯電話の購入補助を続けてまいりたいというふうに考えております。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 本年６月末時点で上牧町内では特殊詐欺被害は３件発生している、おかげさまで

たった３件だけなんです。それは、やっぱりこういうの町でしっかりとやってくださるから、

ここで抑えられている、物すごい県内では広がっているところが、上牧町は３件で済んでい

るんだと思って安心しました。今後のことでも、これからもお願いしますということで、つ

ける方、つけない方、値段の高額の方は物すごいのをつけていらっしゃいますけど、一番最

低ラインの、5,000円だったら5,000円ぐらいで買える防犯の電話はないんですか。買えない

人がいてたりして。 

〇康村委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 防犯機能つきの電話につきましては、5,000円以内で買えるというのはないと

思います。 

〇安中委員 電話って最低限、どのくらいかかるんですか。 

〇康村委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 家電量販店でございましたら、恐らく２万円程度かなと思います。 
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〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 ありがとうございます。ぜひ、こういうのもやっていただいて、これ以上増えな

いように、結構、電話で、１年前、私70万やられたとか、主婦の間ではいろいろ、お互いに

意見交換するときに、結構やられているんですよね。そういうのがありますので、ぜひ今後

も進めていっていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 次です。決算書63ページです。タブレット21、協働のまちづくり公募型補助金事業につい

てということですけれども。 

〇康村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 それでは、決算書63ページ、協働のまちづくり公募型補助金の申請状況

についてのご質問でございます。この申請状況ですけれども、令和３年度ぐらいから申し上

げますと、令和３年度で４件、それと令和４年度で２件、令和５年度で３件、令和６年度で

１件ということで、減少傾向と申しますか、申請件数が少ないということにつきましては、

担当課でも認識しておるところでございます。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 これ本当に、だんだん、私も何回も出しまして、受けさせていただいて、本当に

ありがたいと思っていますけれども、要綱が何かこう、分かりにくかったかなというのと、

結構変わるのかなとか、いろいろ感じながらでも頑張ったんですけど、そこのところはいか

がでしょうか。 

〇康村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 恐らく、申請件数の増加につながるような取組についてお伺いなのかな

と思うんですけれども、その辺のところにつきまして、ご説明させていただきます。 

 まず、申請者の増加に向けた取組といたしまして、本補助金の募集が４月から５月末まで

行っておりまして、募集期間が終了した時点で、予算に余裕がある場合、７月に追加募集と

いう形で再度募集しております。それと、委員おっしゃっていただきました要綱の件なんで

すけれども、令和７年度の募集分からになるんですが、本補助金の交付要綱について、交付

要件の緩和を盛り込んだ要綱改正を実施させていただいておるところでございます。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 そうですよね。緩和というのは本当にやっていただきたくて、例えば、用具を変

えます。例えば、スコップはいいけど鎌はあかんとか、いろいろ何かそういう、こちらから

では分からないようなことも以前にあって、「これ、あかんのやったんや」とか、そういう
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ところでお叱りを受けたこともあったので、「しっかりと読んどいてくださいね」じゃなく

て、「ここ、気をつけてくださいね」というのも、その場で教えていただけたらいいのかな

という、今まで使っていた者としての感想なのでお伝えしておきたいのと、それから、町の

お金を使わせていただきますが、審査のときに物すごく厳しいんです。今まで私も何回も、

五、六回でも受けましたが、五、六年前は何組いたかな、結構な組数いたんですけども、皆

さん、あまりにも審査がきつ過ぎて、もう二度と嫌やというようなところもありましたので、

本当にこの場をお借りして、町のお金を使うから絶対に厳しくしなければいけないというの

は、重々分かっておりますけれども、やっぱり尊厳を持って受け取っていただければという

ことは、町のほうも考えて、お伝え願えればなと思います。町おこしをやるというだけでも

すごいことですので、その方々の気持ちも酌んでいただければと思いますので、一言言わせ

ていただきました。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

〇康村委員長 それでは、次、お願いします。 

〇安中委員 決算書67のタブレット26、ふるさと納税推進事業についてです。 

〇康村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 それでは、ふるさと納税の上牧町の現状についてというようなご質問だ

ったと思います。ふるさと納税につきましては、令和４年８月から寄附者の方への返礼品の

取扱いの開始をいたしました。当初、スタート時点では、ふるさと納税のサイト、１サイト

でやっておったんですけれども、令和６年度決算におきましては、３サイトで実施しておる

ところでございます。それと、返礼品の協力事業者ですけれども、令和６年度末時点で、15

の協力事業者がおられます。それと、返礼品の数につきましても、164品目という状況でござ

います。あと、寄附額についてですけれども、令和６年度の決算で、件数が611件、それと金

額にいたしまして1,387万8,000円、これが返礼品を伴う寄附の額となっております。状況に

ついてはこういったところでございます。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 ありがとうございます。最初どうなるかと思いましたけど、だんだん増えてすご

いなと思いましたが、ネットで見て、何かいいものがないのかなと思って、ほかの地域のサ

イトもいろいろ見てたけど、大体同じようなものがあったりして、上牧町のふるさと納税な

ので、上牧町のものってあまりないよねというのが感想なんですけど、でも、昔からあるも

のもありますよね。それを紹介していただけたらと思うんですけど、いかがでしょうか。 
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〇康村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 返礼品につきましては、まず、委員おっしゃいました昔からあるという

ような形で、サンダルであったり、雪駄であったり、そういったものもございます。それと

あと、キャンプグッズ、それとイチゴ、その他もろもろあるんですけれども、そういったと

ころが主なものになってくるのかなというふうに思います。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 イチゴって初めて聞いたんですけど、どこで作っていらっしゃるんですか。 

〇康村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 社会福祉法人在友会、フレンズさんがつくられているイチゴになります。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 分かりました。ありがとうございます。雪駄、スリッパ見ていたときに、グロー

ブで作っていたのを見たんです。あれってすごいなと思ったんです。ああいうのでも、クロ

ーズアップして出すと。欲しい方いっぱいいらっしゃるんじゃないかなとも思って、飛びつ

きましたものだったのでお伝えしましたのと、それと、１つの案なんですけど、決算でこん

なこと言うていいのかなと、また怒られそうですけども、上牧町の周遊券みたいな、上牧町

ってコンパクトだけどとてもいい町で、冊子を出してでも、小さい冊子がありますけども、

お寺もたくさんありますし、神社もありますし、浄安寺とか西念寺とか、それこそ片岡城跡

とか笹ゆり回廊とかいっぱいありますので、今、自転車もありますので、虹の湯もあります

ので、今後、今すぐにはきっと無理だと思うんだけども、１つの企画としてそういうのを回

りませんかという、上牧町内の人でも、上牧町をゆっくり回っていきませんかという周遊券

みたいなのも出しても、案外面白いのかなと思ったので、余計なことでございますが、伝え

させていただきました。ありがとうございます。 

 以上です。 

〇康村委員長 答弁は要らない。 

〇安中委員 これは、今言うても、多分答えにならないと思いますので、聞いていただいてあ

りがとうございます。お願いいたします。ありがとうございました。 

〇康村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 それでは、その下にございます大阪関西万博のご質問でございます。大

阪関西万博に向けて、国内外から来客される観光客を奈良県内に呼び込み、より高い経済効

果を県内全域にもたらすため、奈良県知事公室万博推進局を事務局として、県と市町村が連
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携して、大阪関西万博奈良県実行委員会を立ち上げられました。令和６年度におきましては、

実行委員会において、関西パビリオン多目的エリアでのブース出展事業に関する準備と、映

画監督の河瀬直美監督プロデュースのシグネチャーパビリオンと連携したＰＲ事業として、

動画作成などを実施いたしました。これ、令和７年度のお話になるんですけれども、令和７

年度にパビリオンへの出展も実施を予定しておるところでございます。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 これ、一番最初に、当初予算のときに見たときに、えっと思って、上牧町の役場

の方はおとなしいから、ほかよりも負けるんじゃないかと思って、頑張ってくださいという

言葉を一言言わせていただいたことを覚えているんですが、なかなか頑張っていただいたみ

たいで、奈良テレビにも出ていましたし、出展ものも幾つかありましたし、これって、売上

げとか売ったりはしていたんですか。 

〇康村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 商工会の協力で、上牧の黒カレーの販売をさせていただいております。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 まだ、今のところ黒カレーのみですか。 

〇康村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 販売については黒カレーのみです。 

〇安中委員 分かりました。これから、まだもうちょっと秋口まで万博もありますので、あと

何か、皆さんにこの場を借りて宣伝してみようかなということがあれば、一言ありますか。 

〇康村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 ９月18、19日に、シグネチャーパビリオンで出展の予定をしております。

この出展の内容につきましては、上牧久渡古墳群の紹介、それと画文帯環状乳神獣鏡のレプ

リカを展示いたしまして、それに触れてみようという体験、それとあと、河瀬直美監督のプ

ロデュース動画がその会場で放映されることを予定しております。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 すごいですよね。まだまだ秋口まで楽しめそうですので、よくぞ宣伝していただ

きました。楽しみにしております。また頑張ってください。ありがとうございました。 

 以上です。 

〇康村委員長 福祉課長。 

〇和田福祉課長 それでは、安中委員よりご質問いただきました決算書89ページ、上牧町社会
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福祉協議会運営費補助金の中にあります、指定管理を行っているほほ笑みサロン片岡の管理

運営費でございますが、管理運営におきまして成果ということをお聞きかなと思います。 

 まず、管理運営といたしましては、貸館利用の管理は当然ですけれども、それと併せまし

て、屋外利用の休憩スペースや屋外利用のトイレの管理等もお願いしている状況でございま

す。 

 まず、この屋外利用といいますか、当然、貸館利用は例年実施しておるんですけども、上

牧町におけます観光スポットであります片岡城跡や笹ゆり回廊が非常に近接しておるような

状況でございますので、また、奈良のウォーキング協会イベント等も開かれた際には、休憩

所やトイレとして活用していただいている状況でもございます。 

 あと、ほほ笑みサロンの位置づけに関しましては、個別施設計画の中で、町民の健康増進

を図る世代間のふれあいサロンや憩いの場として位置づけておりますので、長期的に見て、

この環境を継続できることが、先ほどおっしゃっていただいたようなこの施設の成果につな

がるのかなと、担当課としては考えております。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 私も片岡城跡に行きますので、朝の早くから、もう６時前後から夕方まで開けて

くださっているので本当に助かっていますし、いつ行ってもトイレがきれいなんです。もう

ありがたいなと思って。休憩室も、休憩室なのにエアコンがつけられるんです。すごいと思

って、この夏の暑さもしのげましたし、すごい価値のあることをされているとは感心してお

ります。前、ここにノートが置いてあったんです。そのノートを見て、来た方が書いてくだ

さっていたので、こんな方が来てくださっているんだ、今月はこうなんだというのを見てた

んですけど、今、ノートありませんね。 

〇康村委員長 福祉課長。 

〇和田福祉課長 ノートの所在については、私ども、管理できておりません。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 あれは町のほうで置いたわけではなかったんですか。 

〇康村委員長 福祉課長。 

〇和田福祉課長 社会福祉協議会に指定管理委託しておりますので、その業務の中でされてい

たことかなと。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 そうなんですか。分かりました。もう、あれがあれば、面白く書いてくださって
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いることもあったのでよかったのかなと思いました。大体、来た人数も分かりますし、その

横の、先ほど貸館のほうですけど、使用状況、お聞かせ願いますか。 

〇康村委員長 福祉課長。 

〇和田福祉課長 令和６年度におきましては、年間で19.5時間の利用状況となっております。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 19.5時間、１回に２時間ぐらいで。 

〇康村委員長 福祉課長。 

〇和田福祉課長 貸館利用状況を見ますと、１回の使用1.5時間ということで、貸出しを行って

おります。 

〇安中委員 ということは、十六、七回は使ってもらっているんだ、すごいですね。どういう

種類の方が使っていますか。 

〇康村委員長 福祉課長。 

〇和田福祉課長 近隣のグループの方で利用されていまして、回数で言うと年間で13回利用さ

れております。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 近隣ということは下牧の方々がということですか。 

〇康村委員長 福祉課長。 

〇和田福祉課長 そのとおりでございます。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 それはすごい穴場でした。すごいことです。今まであそこは使わなかったので、

結構あったので、どうやって使っていってもらったらいいんだろうというのも、私たちも考

えてたんですが、片岡台１丁目でも遠いんです。だけど、あそこを下牧の方々の使える場所

にシフトしていったことはすごいことですよね。分かりました。喜ばしいことだと思います。 

 この件については以上です。ありがとうございました。 

〇康村委員長 まちづくり推進課長。 

〇俵本まちづくり推進課長 決算書133ページ、有害鳥獣被害防除事業費、報償費、有害鳥獣狩

猟者謝礼について、増額についてのご質問でございました。決算資料128をご覧ください。上

牧町の報償費でございますが、１回当たり3,000円、あと、月３回の出動をしていただいてお

りますので、大体月9,000円のお支払いをさせていただいている現状でございます。それで、

近隣の市町村も確認させていただきました。香芝市は、次に3,000円、何回出動しても3,000
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円、王寺町は３地区、そういう狩猟グループがあって、その地区が１回当たり見守りに行く

のに１つの地区で1,000円、１回行くのに1,000円、河合町と広陵町につきましては、謝礼は

お支払いしていないということでございました。上牧町につきましては、近隣市町村と比べ

ましても、かなり優遇している状況でございますので、現状のままの金額でいきたいとは考

えているところでございます。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 この間、当初予算のときに、これを１回3,000円、上牧町、例えば委員会で座ると

きでも、普通の委員会でも3,000円はお払いしているんです。だから、命を取るということで、

これの知り合いなんかでもすごく心を痛めて、いつも終わったら高野山に行っているぐらい

に大変な仕事なんだなと、私、周りの者は見てたので、それで、こういう並列で3,000円でい

いのかなと思ってお伺いしました。でも、それは間違ってないと思うんで、ほかのところが

低過ぎるって言って申し訳ないけど、もうちょっと考えようと、今、すごく思ったところで

すが、ほかから比べたら多いですし、３回は行って9,000円で、それで相手様方が納得されて

いるんでしたら、この状況を見たときには、もうこれ以上、私からは言うことはございませ

んので、引き続きよろしくお願いいたします。 

〇康村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 それでは、決算書157ページの見守りシステム導入委託料についてでござ

います。資料ナンバー歳出182でございます。真ん中の下のほうに、住民等に協力依頼という

のがございまして、そちらに関しましては、見守り人というアプリをインストールすること

で、見守り人がタグを持った児童、生徒と擦れ違いますと、位置情報が記録されるものでご

ざいますので、たくさんの方にインストールしていただきたいということで、お願いをした

ものでございます。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 これ、インストールしてくださっている方は把握していますか。 

〇康村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 起動している数は把握しております。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 近場で一生懸命やっている人間が知らなかったというのは、私の落ち度だと思い

ますが、これをアピールされましたか。 

〇康村委員長 教育総務課長。 
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〇辻村教育総務課長 広報とホームページでお願いいたしました。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 ごめんなさい、見逃しておりました。分かりました。ちょっと調べまして、見守

り人アプリを入れたいと思います。 

 次に、この見守りの小さなタグですけれども、最初、配りましたというのは聞きました。

その後、どうなっているのかなと思って、学校の先生、教頭に聞きに行きました。そしたら、

付けているけど、お守りの中に入れて渡しているということで、「落としたりしませんか」

と言ったら、「何回か落としたのがある」っておっしゃっていて、「どうするんですか」と

言ったら、「ちょっとまだ検討していません」みたいな、最初の頃だったのでそうなんです

けど、その後、いかがですか。どのようにされていますか。 

〇康村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 紛失をしたというような情報は、こちらには入ってきておりません。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 分かりました。もう一度、確認してみます。一番最初に回ったときに聞いたら、

いっぱい落とすんですということは伺っていたのふぇ、また確認してみます。 

 私からは以上です。ありがとうございました。 

〇康村委員長 ほかに歳出について質疑はございませんか。 

 氏原委員。 

〇氏原委員 私から、質問は２点させていただきます。 

 まず、１つ目は、歳出122、123ページ、款４衛生費、項１保健衛生費、目６環境衛生費、

節18負担金補助及び交付金の備考欄の地域猫不妊手術費助成事業費、タブレット歳出ナンバ

ー120の15匹の雄雌の内訳をお伺いします。 

 ２つ目は、歳出156、157ページ、款８教育費、項１教育総務費、目２事務局費、節12委託

料の備考欄、先ほど安中委員が質問があった分と同じで、見守りシステム導入委託料、タブ

レット歳出ナンバー182、昨年７月は33人の児童とすれ違ったという記録が、私のアプリには

残っておりますが、その翌月、８月から今までは０人ということは、私の近くには誰もＢＬ

Ｅタグを携帯していないという理解でよろしいのか、お聞きいたします。 

 以上２点、よろしくお願いいたします。 

〇康村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 地域猫不妊手術助成事業費、決算書123ページ、議会資料出の119につい
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て、地域猫の頭数の雄、雌の割合でございます。 

 まず、前年度の分につきましては、雄が８匹、雌が７匹となっております。 

〇康村委員長 氏原委員。 

〇氏原委員 大体半々ぐらいになっている状況なんですね。一般的に雄猫が１万円から１万

5,000円、手術費用がかかります。雌猫については２万円から３万円がかかると聞いておりま

す。上牧町の補助はうれしいんですけども、雄も雌も同じ4,000円というのはちょっと疑問が

ありまして、そこら辺はどのようなお考えをお持ちでしょうか、お聞きいたします。 

〇康村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 この雄と雌について、それによって値段が変わってくるところは、承知

しているところですけれども、補助金としては、今のところ、同一の価格でさせていただい

ております。ただ、上牧町の補助もあるんですけども、奈良県の地域猫対策支援事業という

ものもございまして、これも県の予算ですけども、上牧町もこれ、登録しておりますので、

県の予算の範囲内で、そういったことを活用しながら進めていきたいと思います。 

〇康村委員長 氏原委員。 

〇氏原委員 ぜひともボランティアでやっていただいている方たちですので、自腹が多いと聞

いております。何とか雄、雌も値段の差をつけていただければありがたいと思いますので、

また、来年度に向けてご検討よろしくお願いいたします。 

〇康村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 今、ご指摘ありました補助の、雄猫の金額の差というのもございますの

で、担当課としましても、支援事業という部分に関しましては、ボランティアの方、かなり

お世話になっている部分ございますので、何とかサポートしていける体制も整えていかなあ

かん部分も考えておりますので、そういったことも踏まえながら、今後、検討していきたい

と考えております。 

〇康村委員長 氏原委員。 

〇氏原委員 ぜひともそうしていただければ、ボランティアの方も張り合いが出ると思います

ので、よろしくお願いいたします。この件については、以上でございます。 

〇康村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 それでは、決算書157ページの見守りシステム導入委託料でございます。

現在、40％強の児童に利用していただいていますので、また、昨年７月には擦れ違いがあっ

たということですので、お近くに児童の方いらっしゃると思うんですけれども、まず、ご確
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認いただきたいのが、アプリ自体にスタートとストップを選ぶところがございますので、ま

ず、スタートされているかというところと、スタートされているとしまして、アプリの設定

の中で、位置情報の利用許可を選ぶところがございまして、そこを常にというのを選ばない

と擦れ違いの人数をカウントしないというふうに聞いておりますので、まず、ご確認いただ

ければと思います。 

〇康村委員長 氏原委員。 

〇氏原委員 先ほどおっしゃってくれた形は全てやっているんですけども、ゼロの状態なので、

私のアプリが不具合なのかなと思っているんですけども、もしかしたら、周りが誰も持って

いないというんだったら、この事業どうなのってなってしまうので、また、確認してみます。

ありがとうございます。 

〇康村委員長 氏原委員の質疑が終わりました。 

 ほかに歳出について質疑はございませんか。 

 竹之内委員。 

〇竹之内委員 竹之内剛です。よろしくお願いします。 

 それでは、歳出について、私からは６点質問させていただきます。 

 まず、決算書におきましては、132ページ、款農林商工費、項農業費、目農業振興費、133

ページの備考欄、有害鳥獣被害防除事業費の12番委託料、有害鳥獣処分委託料７万4,800円に

つきましての内訳について、それと、委員会の冒頭にもありましたけれども、委員長から、

最近、イノシシの出没数が増えているということもありまして、最近の出没の状況について。 

 次、行きます。それでは、138ページ、款土木費、項道路橋梁費、目道路橋梁費につきまし

て、その続きで143ページになります。備考欄、道路冠水防止対策事業につきまして、今現在、

決算成果に関する報告書にも、24ページで上げていただいておりますけれども、この辺の進

捗状況、そして、上牧第二小学校の下の冠水防止につきましては、３月20日時点で防御の柵

を取っていただいたということで、約数か月たちますけれども、まだ、あの場所は冠水とい

う形で大雨になったことがないんですが、それの安全性は大丈夫なのかということと、最近、

道路を閉鎖して調査を行われたようでありますが、その辺の進捗計画等をお願いいたします。 

 続きまして、164ページです。款教育費、項小学校費、目小学校振興費、165ページの備考

欄で、小学校振興費にあります12番の委託料、上牧小学校水泳授業委託料につきまして、令

和６年、７年において試しで行ってみて検討していくとお聞きしております。令和６年、７

年、終了しましたので、その辺の検討結果をお聞きしたいなと。これは上牧小学校だけが行
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っている事業なので、見学にも行かれたということを聞いておりますので、その辺の内容を

少しお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

 続きまして、190ページです。款教育費、項社会教育費、目体育施設費、191ページにあり

ます体育施設費、ナンバー12委託料、町民プール委託料についてでございます。委託料の中

には項目いろいろありまして、775万の費用を委託して行われておりますけれども、最近の令

和６年の入場料の状況について、そして今、毎年暑くなりまして、今年もプールは開催され

ましたが、もし分かる範囲であれば、非常に盛況だったということで、私も１週間に１回、

見に行かせてもらったんですが、非常に多く入られていたので、その辺の、もし分かればお

願いします。それと、暑さ対策としまして、屋外のプールになりますので、プールの水温等

はしっかり管理されているのかというところと、休憩時の暑さ対策について少しお聞きした

いです。 

 続きまして、192ページ、款教育費、項社会教育費、目体育施設費、193ページの備考の欄

の14番工事請負費のところです。上から３番目、４番目にあります第二体育館西側駐車場整

地工事、そして、同じところのアスファルト工事についてでございますけれども、以前の議

員も質問されてたと思うんですけども、これで工事が完了なのか、白線を引いて整備をする

ということもお聞きしておりましたので、フェンス等、あと、北側の砂利の状態になってい

るところの事業はこれからも計画されるのかをお聞きしたいです。以上です。 

 最後になります。次は決算書の成果に関する報告書の28ページをお願いします。一番下の

項目で、町民体育館空調整備事業でお願いしたいです。こちらのほうは、いろんなことで工

事が遅れまして、今、工事をされておりまして、体育館が第一、第二とも使えなくなってい

ると思います。それで、体育館から連絡がありまして、10月は使えるよとかいう報告も受け

ますけれども、一番肝腎要の工事の進捗はどのようになっているのか。そして、完成の見込

みはどのように予定をされているのかをお聞きしたいです。 

 以上、６つの項目になりますが、順次よろしくお願いいたします。 

〇康村委員長 まちづくり推進課長。 

〇俵本まちづくり推進課長 決算書133ページ、有害鳥獣被害防除事業費、委託料、有害鳥獣処

分委託料でございます。こちらにつきましては、決算額が６万9,300円、内訳といたしまして

は、こちらの処分は、40キロ以上のイノシシでございましたら２万9,700円、あと、10キロか

ら40キロ未満のイノシシでしたら１万9,800円の単価でございますので、40キロ以上１頭分、

10キロから40キロ未満２頭分の処分量でございます。 
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〇康村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 ありがとうございます。報告書によりますと、26頭のイノシシと示しておられ

て、今、詳しく説明いただきましたので、ありがとうございます。あと、アライグマにつき

ましては、どのような形になりますか。 

〇康村委員長 まちづくり推進課長。 

〇俵本まちづくり推進課長 アライグマにつきましては、処分場に持って行かせていただいて、

処分させていただいている状況でございます。 

〇康村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 ありがとうございます。先ほどの安中委員からありましたけれども、出動の回

数及び出動の配当とか、いろいろお聞きしまして、ああ、そうなんだなということで勉強に

なりました。ありがとうございます。 

 それで、最近の出没状況になるんですけども、委員長からも冒頭であったと思うんですが、

９月に入りましてから、上牧第二中学校の校庭の網の外ですけれども、門の右側、掘り返し

てイノシシが背中をこすった跡のあるところですけども、時間にすると10時30分にイノシシ

が出たという情報を生徒の親からお聞きしまして、学校に尋ねたところ、そういうことがあ

ったということで、役場にはすぐ連絡しましたということで、生徒がいる時間帯ですので、

門や柵は閉めておりますが、いろんな搬入があって、あそこの右側のイノシシが出るところ

の前を通って柵を開けますよね。給食室のほう、北側になります。そのときに入ったりした

らどうなのかなって心配の声がすごい保護者からあるので、その辺、柵をつけるのがいいの

か、それとも、別に方法があって施していただいたのか、その辺はいかがですか。 

〇康村委員長 まちづくり推進課長。 

〇俵本まちづくり推進課長 今、おっしゃっていただいていた友が丘のイノシシが出たという

件では、午前中に教育委員会からも連絡、受けまして、それで、二中と調整させていただい

て、大体３時ぐらいに教頭先生と待ち合わせ、取らせていただきました。それで、まちづく

り推進課の職員が、二中に出向きまして、校長先生、教頭先生との打合せさせていただいて、

どの辺に出るかというのを、ぐるりと一周、周囲を回らせていただいて、現場確認させてい

ただいた上で、イノシシの忌避剤という、ちょっと嫌な臭いがする薬剤があるんですけれど

も、そちらを二中のぐるり、教頭先生に確認していただいた場所に、順次２メートル間隔で

周りをずっと忌避剤をまかせていただいたところでございます。 

〇康村委員長 竹之内委員。 
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〇竹之内委員 忌避剤というのは、僕も調べたら、イノシシが嫌がる臭いて、成分は、いろん

なヒトデの乾燥させたものとかあって非常に効果的だと聞きました。これは人体に影響は全

くないですか。 

〇康村委員長 まちづくり推進課長。 

〇俵本まちづくり推進課長 こちらのほうは、木をいぶしてつくった忌避剤でございます。そ

こにトウガラシのカプサイシンという成分が入った天然の忌避剤になっておりますので、人

体、また環境の影響はない忌避剤でございます。 

〇康村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 ありがとうございました。早速の対策をしていただいて、学校も保護者も生徒

も安心したのではないかと思います。 

 以上です。ありがとうございます。 

〇康村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 それでは、道路冠水防止対策事業の中の上牧第二小学校、南側の水路の

現在の進捗状況でございます。 

 まず、当該箇所につきましては、令和６年度に測量設計業務を発注させていただいている

んですけども、６年度にゲリラ豪雨で冠水してしまったことを踏まえまして、架設の対策も

検討していかなければならないということで、追加の測量業務が発生しましたので、現在、

令和７年度に繰越しを行いまして、業務を実施しているところでございます。 

〇康村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 対策を取っていただきまして、よくあそこ通るので、どんどんたたいたりする

んです。結構頑丈ですが、周りの人たちから、木でできているので、色が変わってしまって、

安全性に欠けるのではないかという、心配な声をお聞きしたので、耐久性についてだけお聞

きしていいですか。 

〇康村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 現在、設置しております木の板での対策なんでも、あれにつきましては、

仮の対策と申しましょうか、一時的なものであるので、今年度、今から台風シーズンとなっ

てきますが、その際に、どれだけの耐久性があるのかという部分がございます。その点につ

いても、我々担当課としましては、注意しながら、随時、大雨の際には確認しに行きながら、

対策は取っていきたいとは思っております。 

〇康村委員長 竹之内委員。 
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〇竹之内委員 ありがとうございます。今、課長おっしゃっていただいたように、まだあれを

していただいてから、冠水がないんです。前回起こったのが11月20日頃なので、気をつけて

いただいて、見守っていただければと思います。最近、あそこの道は県、溝は上牧で、なか

なか工事は両方で進めなければならないということを、一般質問の答弁でも頂いたんですけ

ど、最近、あそこ閉鎖されまして、調査行われましたけども、あれについてはお聞きしてよ

ろしいですか。 

〇康村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 先日、あの箇所につきまして、埋設管の掘削調査で、現地に入っている

管の調査を実施しております。これも今年度に繰越しした業務の中の一部でございます。そ

の中で一部管渠が当たってくる可能性のある管も把握していかなければならないので、それ

の調査のために、あそこを突っ込みをさせていただいて、掘削調査をさせていただきました。 

〇康村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 分かりました。あそこ、非常に交通量が多くて、あの数日間だけですごく混ん

だりするので、前もって何か看板立てていただいて、非常に役立ったと思うので、また、こ

れからもよろしくお願いいたします。 

 以上です。ありがとうございました。 

〇康村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 それでは、決算書165ページの上牧小学校水泳授業委託料についてでござ

います。こちらに関しましては、令和６年度、７年度の事業で、今年度は屋内プールですの

で、まだ11月まで授業が組まれているということですので、正式な研修はそれ以降になるか

と思いますが、今聞いている学校からの意見としては、来年度以降も継続してほしいという

ことは聞いております。 

〇康村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 まだ11月まであるとお聞きしたので、終わりまして、ありましたら、またよろ

しくお願いします。 

 次ですけれども、上牧小学校は、今、委託先に移動して行うと、二小、三小はこちらでと

いうことで、委託先のスイミングスクールに行かれたと聞いたので、その中で少しお聞きし

たいんですけども、内容です。例えば、習熟度でどうしているとか、クラス何人でやってい

るのか、その辺りをお聞きしてよろしいですか。 

〇康村委員長 教育総務課長。 



－42－ 

〇辻村教育総務課長 私たちが見学に行ったのは１年生だったので、みんなで一緒に行っては

いたんですが、高学年だと、泳力でグループ分けをして授業をやっていることも聞いており

ます。 

〇康村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 以前、この事業をされるときに、他の議員から質問がありまして、上牧小学校

は通います、二小、三小は学校の先生が指導されますというところで、指導の範囲で何か習

熟度に差が出ないかということがありました。その辺につきましては、どういう感じを受け

られましたか。 

〇康村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 今、二小と三小は学校にプールがありますので、上牧小学校はないとい

うことでの代替措置ということで行っておりますが、やはり専門的な指導を受けられたり、

天候に左右されないというメリットもありますので、両方ともにいいところもあると思いま

すので、それらを検証して、また、検討していきたいと思っております。 

〇康村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 今おっしゃっていただいたとおり、スイミングスクールは、いわゆるプロ意識

の集団の方が教えてくれる、学校の先生も資格は持って、泳力のある方が教えられますけれ

ども、ひとつ提案ですけれども、プールがないので上小は通っています、今おっしゃってい

ただいたように、二小、三小はあります、となると、指導者の指導方法で、もし、プロの方

の指導方法を学べるのであれば、先生方が研修していただいて指導に当たれば、そういう摩

擦はなくなってくるのかなと思いますが、予算の面もありますので、３校が行くと、この150

何万が３倍になるというイメージもあるので、その辺はこれからの検討事項に上がりますで

しょうか。 

〇康村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 現実、正直なところ、その業者さんも、今、民間委託にされている学校

が多くて、枠といいますか、ないところもありますし、人員も限られた中でやっていらっし

ゃるという中で、こちらから民間委託のところに出向くということや、学校に来ていただく

という人員の問題もありまして、正直、考えなければいけないところはたくさんあるのかな

と思っております。 

〇康村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 最後ですけど、水泳に関しましては、昨今ニュースで、夏休み中には、今年も
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去年に比べて水の事故で命を落とした小学生、中学生、大人の方もおられるので、基本的に

なってくるのは、僕も水泳の教室指導やりますので、ここはしっかりしていただきたいなと

思うのは、３つの小学校ともに、自分の命を、基本の命を守る泳力、顔つけ、１メートル泳

げる、岸まで行ったら大丈夫だよ、潜ってから焦らないという方法があるので、自分の命を

守るための泳力というのはほんの１メートルで済むんですけれど、その辺、また研究してい

ただいて、上牧町の水で亡くなったということは聞いておりませんけれども、一事が万事、

何が起こるか分かりませんので、その辺の水泳の基本的な指導というのを概念に置いて、指

導方針を立てていただければなという、これは僕からのお願いですけど、いかがですか。 

〇康村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 これからもそのように進めてまいります。 

〇康村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 ありがとうございました。以上です。 

〇康村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 決算書191ページの備考欄でございます、体育施設費の町民プール管理委

託料について、現在の町民プールについての入場の条件と、あと水温管理の問題の件と、休

憩所の暑さ対策だったと思います。 

 まず、入場者の人数の件でございますが、令和６年度は７月から８月の間、全て実施をさ

せていただきまして、3,299人のご利用者がおられました。令和７年度につきましては、3,585

名の入場者でございました。 

〇康村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 ありがとうございます。今年、もっと入っていると思ったんですけども、去年

よりは少ないんですね。分かりました。 

〇康村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 暑さ対策につきましては、私も水泳教室をするので借りるんですが、年々暑さ

の対策、どうしようかなと思いながら、テントのところも少ないので、雷の避難とかもあっ

たりするんで、その辺を数点まとめて、対策というか、お願いできますか。 

〇康村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 入場者の方の安全管理の面でございますが、１時間に１度、必ず10分の

休憩を取らせていただいております。また、屋外の外に出た休憩所に関しましては、テント

が老朽化していましたので、新しくネット張り替えたりとかして、対策させていただいてい
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ます。 

〇康村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 水温につきましては、どのような感じですか。 

〇康村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 水温管理に関しましては、委託業者のほうで、定期的に水温と塩素の管

理をしていただいています。 

〇康村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 ありがとうございます。なぜかと言いましたら、全国のプールで、プールにお

いても熱中症、やけどは発生しておりまして、足の裏のやけどとか、座っていてお尻のやけ

どとかあるので、その辺、注意していただけたらと思ったのと、昨今、雷のことで、鳴った

ら避難、注意報が出たら避難、プールでもすぐ放送してくれて、避難してくださいと入るん

ですけども、その辺の対策もしっかり踏まえてやっていただけたらと僕は思ったので、その

辺、また、引き続き、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

〇康村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 プールはこれで終わりでよろしかったでしょうか。 

〇康村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 プールのほうは、私、今、締めてしまったので、それで理解できましたので、

結構です。続けてお願いします。 

〇康村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 決算書193ページの備考欄でございます。工事請負費、第二体育館の西側

駐車場整地工事の件でのご質問だったと思います。 

 まず、この６年度につきましては、完成はしております。フェンスは、今後はしません。

白線については、今年度、実施を計画しておりますので、今は空調設備工事をしている最中

なので、工事車両とかも入ったりしている関係で、体育館の空調工事が終わりましたら、調

整して白線を整備させていただく予定でございます。 

〇康村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 白線はこれからということで、体育館、教室等で使用するんですけども、黒と

黄色のカラーコーンを置いてバリケードしてもらっているときもあれば、それがないときも

あって、ないときって非常にとめやすくて、入りやすくて、出やすいんですけども、あれは
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あるときとないときで何かあるんですか。 

〇康村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 もちろん、その利用状況等も考えて、あるときとないときってあるんで

すけども、基本はある状態でございます。 

〇康村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 あるのが基本で、ないときは何かの事情があって外してあるという理解でいい

ですね。何であったりなかったりするのかなという声があったので、そのようにお伝えした

いと思います。 

 あと、北側につきましては、木を切って、山を削って平らにしていただけたりと、すごく

使いやすくなったと、非常に住民さんの方が喜んでいただいて、北側につきましてもどうな

んだろうということで、その辺の計画についてはどうでしょうか。 

〇康村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 今までの北側の部分につきましては、幼稚園の職員さんの駐車場として、

使っていました。今回、今年度の空調工事の設置の関係で、室外機であったりとか、ＰＡジ

ェネレーターの設置を今現在しているんですけども、その設置の場所で、場所を確保しない

といけないんですけども、残った部分については、車４台ぐらいはとめられるようにする予

定をしております。 

〇康村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 いろいろありがとうございます。予算がかかることなので、しっかりと計画立

ててやってほしいと思います。 

 １点だけ、駐輪場のところですけども、電気がついたり消えたりすると、前に質問で言わ

せてもらったんですが、あそこの整備についての計画とか、暗くて、つきます、まだ10秒た

ったら消えますと、この状態なんで、そこは見ていただいたのかな、まだ見ていただいてな

いのかなというふうに思うんですけども、いかがですか。 

〇康村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 まだ確認はできていないので、改めて確認させていただきたいと思いま

す。 

〇康村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 そこはくれぐれも、年配の方がバイクでがたがたと行ってこけられたりとかも

あるので、よろしくお願いいたします。 
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〇康村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 以上で体育館の質問は終わりまして、次の答弁をお願いします。 

〇康村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 最後の質問になります。決算成果に関する報告書の、今、空調設備を、工事や

っていただいてて、いろんな事情があって遅れているということをお聞きしまして、今、両

方使えない状態で、前倒しで10月から使えますという連絡をもらっていて、予約もできてい

る状態と聞いております。完成につきましては、今、遅れはないのか、それともいつぐらい

に完成するんだろうという声がありますので、決定していなければ、大体これぐらいという

ことでお聞きさせていただければありがたいんですけども、よろしくお願いします。 

〇康村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 第二体育館については、10月から使えますというのは、アリーナ部分だ

けなんですけども、空調の室外機が完成しているので、空調は使えないんですけども、体育

館としては、ご利用してもらっても構いませんということで、アナウンスさせてもらってい

ます。完成見込みなんですが、11月末を予定しております。 

〇康村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 よく理解できました。ありがとうございました。 

 以上で私の質問を終わらせていただきます。 

〇康村委員長 竹之内委員の質疑が終わりました。 

 通告後に休憩に入りたいと思いますが、それでよろしいですね。 

 では、ほかに歳出について質疑はございませんか。 

 竹中副委員長。 

〇竹中副委員長 そうしましたら、私から、合計７点、質問させていただきます。 

 まず、決算書の73ページ、２総務費、１総務管理費、９文化センター費の中の文化センタ

ー及び庁舎西館照明器具ＬＥＤ化更新工事実施設計業務委託料、この件についてご質問しま

す。これ、約570万円、結構な費用がかかっているものだなと。これ、設計の業務委託だけで

かかっているなというふうに、まず思ったんですけれども、このＬＥＤ化工事、どれぐらい

もつことを想定しているのか、まず、これをお答えいただきたいと思うんです。ちょっと前

までの公共施設なんかは、球が切れたら、備品倉庫に取りに行って自分で付け替えるみたい

なことやっていましたけれども、これだけの大きな工事をやっていこうということですから、

相当の耐用年数も考えていると思います。これをまず、お答えいただきたい。それから、こ
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の文化センターのほかにまだ残りの部分があるのかどうか、あるのでしたら、あるところを

教えていただきたいと思います。１点目はそれです。 

 それから２つ目、決算書123ページ、４衛生費、１保健衛生費、５健康増進事業費の：自殺

対策事業費、入のところで先ほど、委員からも質問がありましたけれども、この中身、相談

事業等、先ほどの説明では、２回目の大きな計画だというふうに説明あったように思うんで

すけれども、その中身についてお聞きしたいと思います。例えば、どんなカウンセリングを

しているのかだとか、心理士をそのために準備してもらっているのかだとか、あるいは、民

間の人のお手伝いですよね。よくゲートキーパーというのがあると思うんですけれども、こ

の辺り、分かりやすくご説明をお願いします。 

 ３つ目、決算書の137ページ、款農林商工業費、１農業費、３商工費の中の笹ゆり回廊整備

事業費の工事請負費、案内板設置工事、これ、23か所やっていただいた、私、提案させても

らったんですけれども、非常に効果的なことをやっていただいたと思うんです。それで、引

き続き、笹ゆり回廊の魅力アップというのは、利便性も含めて、これからも長く続けていか

なければならない事業だと思います。今回、大きなステップになったというふうに思うんで

すけれども、引き続きアピールの方策、何かプランがあれば教えてほしいと思います。 

 引き続きまして、決算書161ページ、８教育費、１教育総務費、２事務局費のフリースクー

ル事業、これ、町の看板事業だと思います。安定的に継続してやっていってほしいと思うん

ですけれども、今現在、その前提となる不登校の子どもの数、常に動いていると思いますの

で、最新の数、小学校、中学校つかんでおられたら教えてください。 

 それから、11名の子どもさんが登録しているということですけれども、現に、元気よくフ

リースクールに顔を出している子どもさん、何人いてるのか。それから、いつか報告の中に

ありました。卒業生が、高校生が来ているということも、話を聞きましたが、その後、今現

在、どういう状態なのかということも併せてお伝えいただけたらと思います。 

 それから、決算書185ページ、８教育費、５社会教育費、６青少年健全育成推進事業費の中

の学校支援向上事業費、まきっ子塾のことだと思いますけれども、まきっ子塾、学習アドバ

イザーの方が、子どもたちのお世話といいますか、宿題の手伝いだとか、プリントの手伝い

なんかやっていただいていると思うんですけれども、そのアドバイザーさんの数、どれぐら

いの方が関わっていただいているのか。それから、アドバイザーさんの資格、それから、週

１日水曜１時間ということですけれども、アドバイザーさんの謝礼、単価どれぐらい出して

いるのか、これなどを教えてください。 
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 最後の質問になります。決算書の193ページです。款教育費、項社会体育費、目体育施設費

で、193ページの上から６行目、バスケットゴール設置工事、これも私、提案させていただき

まして、つくっていただいて本当に感謝しております。それで、もっと簡単なものをグラウ

ンドにつくるのかなと思いましたら、本当に期待以上の、非常にレベルの高いものをつくっ

てもらい、逆に驚いているぐらいですけれども、同時に、その利用上の注意を促すような簡

単な看板みたいなものをつけてもらいたいなというふうに当初から言っていたんですけれど

も、その計画はあるのかどうか教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

〇康村委員長 竹中委員の通告が終わりましたので、ここで休憩といたします。再開は午後２

時35分といたします。 

    休憩 午後 ２時２３分 

    再開 午後 ２時３５分 

〇康村委員長 それでは再開いたします。 

 文化振興課長。 

〇細川文化振興課長 決算書73ページ、文化センター及び庁舎西館照明器具ＬＥＤ化更新工事

実施設計業務委託料について、委員の質問が、実際、ＬＥＤ化することによってどれぐらい

もつのかというご質問であったかと思います。一応4,000時間というふうに認識しておりまし

て、逆算するとおよそ10年もつということで、こちらでは判断しております。 

〇康村委員長 竹中副委員長。 

〇竹中副委員長 分かりました。先ほども言いましたけれども、ちょっと前の公共施設なんか

は、職員が自分で交換すると。僕自身も教員やっていましたので、教室の電気がちかちかし

だしたら、脚立自分で持ってきて、自分でよじ登って、自分で替えるみたいなことをやって

いましたけれども、仮に10年間想定していても、途中で球切れしてしまうなどという場合は、

簡単に交換はできるんですか。 

〇康村委員長 文化振興課長。 

〇細川文化振興課長 今、委員おっしゃられていたとおり、球の交換という形でいけますので、

簡単にできると認識しております。 

〇康村委員長 竹中副委員長。 

〇竹中副委員長 了解しました。 

〇康村委員長 文化振興課長。 
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〇細川文化振興課長 次の質問ですが、ほかにＬＥＤ化できてない施設あるのかというご質問

であったかと思います。文化センターについては、ペガサスホールの天井の照明及び舞台照

明については、まだちょっとＬＥＤ化できてない状況になっております。 

〇康村委員長 竹中副委員長。 

〇竹中副委員長 それについては、設計からまだであるということですか。 

〇康村委員長 文化振興課長。 

〇細川文化振興課長 まだ実施されていませんので、今後、計画的にやっていきたいと考えて

おります。 

〇康村委員長 竹中副委員長。 

〇竹中副委員長 では、よろしくお願いします。 

〇康村委員長 健康推進課長。 

〇松田健康推進課長 決算書123ページ、自殺対策事業費の中身についてご説明させていただき

ます。まず、報償費としまして、自殺対策計画の策定委員会を３回、開かせていただきまし

て、報償費としまして、講師ゲートキーパー研修を開催させていただきまして、それの講師

の先生の謝礼、あと、需用費でリーフレット作成、委託料で第２期の策定計画の業務をさせ

ていただきました。 

〇康村委員長 竹中副委員長。 

〇竹中副委員長 取り組んでいただいていると思うんですけれども、実際に悩みを抱えておら

れる人が連絡をしてきて、相談をしたいんだとか、あるいはゲートキーパーの方が関わって、

役場のほうに、こんな連絡を受けました、相談を受けましたというようなことはあったので

しょうか。 

〇康村委員長 健康推進課長。 

〇松田健康推進課長 令和６年度に関してはございませんでした。 

〇康村委員長 竹中副委員長。 

〇竹中副委員長 なかったということですけれども、なかなかこの問題は、簡単に全部役場が

把握するのは、僕、難しいと思うんです。そう簡単に、自分の心の奥底を、苦しさを人に告

げるということも難しいですし、役場がそれを全部丸抱えしてしまうということも難しいと

は思うんですけれども、これだけの費用をかけて物すごい大事なことを取り組んでいただい

ていますので、できるだけ悩みに寄り添えるような対策、取っていただいたらと思いますの

で、お金のことばかり言うてなんですけれども、年間300万もかけますし、でも、５年間で十
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数名の方が自ら命を絶っているということですから、やっぱり本気出して取り組んでいかな

あかんことやと思いますので、大変な業務かと思いますけども、どうぞよろしくお願いしま

す。そしたら、結構です。 

〇康村委員長 まちづくり推進課長。 

〇俵本まちづくり推進課長 137ページ、笹ゆり回廊整備事業費案内板設置工事、歳出の資料は

135でございます。笹ゆり回廊の案内板を設置した後の周知方法というご質問でございました。

この案内板設置と同時に、笹ゆり回廊を示した上牧町ウォーキングマップもつくらせていた

だいております。そのウォーキングマップを道の駅であったりとかに、今、天理市の道の駅

とかに配布したり、あと、上牧町内の公共施設に設置して、周知を図っているところでござ

います。 

〇康村委員長 竹中副委員長。 

〇竹中副委員長 今回の設置していただきまして、私も試しに歩いてみましたら、本当によく

分かる案内板でうれしく思います。今まで笹ゆり回廊と言いながら、実感を持って住民さん

含め、歩く人なんかが、ここが笹ゆり回廊なんだよというのが、なかなか分かってもらいに

くかったと思うんですけれども、あれさえあれば迷うこともないですし、一目瞭然でイメー

ジできますので、特に上牧町内の久渡古墳群だって、片岡城跡だって、埋もれた文化財やと

思うんです。それほど周知徹底しているわけではないと思いますので、あれを１つの手がか

りに、また、これからもいろんな形で、町の魅力をアピールしていっていただけたらという

ふうに期待していますので、よろしくお願いします。 

〇康村委員長 まちづくり推進課長。 

〇俵本まちづくり推進課長 笹ゆり回廊というのは、いろんな歴史資源とか、うちの自然資源、

いろいろなところに回るような形で設定しておりますので、周知することによって、また、

いろんな資源とかも皆さんに知っていただいたり、また、新たな魅力をつくるために何か取

り組めたらなと考えているところでございますので、また、皆さんにもいろいろご協力お願

いしたいと考えております。 

〇康村委員長 竹中副委員長。 

〇竹中副委員長 どうぞよろしくお願いします。次、お願いします。 

〇康村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 それでは、決算書161ページのフリースクール事業費でございます。 

 まず、１つ目の質問の不登校数でございますが、１学期終わった時点で、不登校を事由と
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する30日以上の欠席者は、小学校、中学校合わせて８名でございます。 

〇康村委員長 竹中副委員長。 

〇竹中副委員長 年間30日がカウントの仕方ですから、１学期終わった時点では、まだ30日い

かないという子どもさん、きっと多いと思うんです。１年終わった時点で、まあまあいるん

じゃないかなと思いますので、世間の傾向は、僕らが予測している以上のスピードで不登校

の子どもが増えている、不登校ということに対するハードルの高さが、閾値というんですか、

随分下がってしまって、休む子どもの数がとどまるところを知らない状況になっていると思

うんです。今、小・中合わせて８名、もしかしたら、３学期終わった時点では、もっと増え

ている可能性あると思いますので、まず、不登校の子どもさんに対する様々な手当て、よろ

しくお願いします。フリースクールでいろいろと居場所をつくったりだとか、家を出る機会

をつくったりというのはすごく大事なことですので、今は11人、子どもさん、今年度の初め

で参加してくれているんですよね。 

〇康村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 11名は昨年度の登録者数でございます。 

〇康村委員長 竹中副委員長。 

〇竹中副委員長 そしたら、今年度は何名でしょうか。 

〇康村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 現在、登録者は10名でございます。 

〇康村委員長 竹中副委員長。 

〇竹中副委員長 10名の子どもさんが登録をしていて、元気よく顔を出している子どもさんは

何人でしょうか。 

〇康村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 大体３名程度でございます。 

〇康村委員長 竹中副委員長。 

〇竹中副委員長 僕、それが不登校の子どもさんの実態やと思うんです。来たいんだけれども、

いざとなったら足が運べないという、そのことに対してどれだけ理解をして、子どもたちを

受け入れていくかということが課題になると思いますので、理想どおりいかないとは思うん

ですけれども、そこはよろしくお願いします。 

 それから、卒業生が元気になって高校へも行くようになり、顔も出してくれるという、そ

んなこともちょっと伝えられてたと思うんですけれども、それについて教えてください。 
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〇康村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 卒業生は３名いたんですけれども、そのうち１名はフリースクールのほ

うに現在も通っております。 

〇康村委員長 竹中副委員長。 

〇竹中副委員長 そしたら、１人の子どもさんがときどき顔を出すということですか。２名の

子どもさんは高校に元気よく行っているということですか。 

〇康村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 １名は、来る回数は結構多いですけども、あと２名は高校に行けている

というふうに聞いております。 

〇康村委員長 竹中副委員長。 

〇竹中副委員長 理解できました。またそうやって、卒業生言うたらおかしいですけども、あ

そこで育った子どもが、同じ悩みを持つ子どもさんとつながってくれるのは大事なことやと

思いますので、また期待しています。ありがとうございました。 

 続いてお願いします。 

〇康村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 それでは、決算書185ページ、備考欄の学校支援向上事業費の件でござい

ます。これはまきっ子塾の件でございます。アドバイザーの人数と、あと資格と謝礼の件だ

ったと思います。 

 まず、人数でございますが、令和６年度はアドバイザーの登録者数は65名です。うち学生

は15名です。 

〇康村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 アドバイザーの資格でございますが、教職経験がある方、教員を目指し

ている方、幼稚園教諭以上の免許状を取得している方、保育士資格のある方、教職課程を履

修されている方、教育活動に興味がある方、最後２つについては、学生の方でございます。 

〇康村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 謝礼でございますが、時給1,500円でございます。 

〇康村委員長 竹中副委員長。 

〇竹中副委員長 僕、１回だけですけれども、２年前、前の松浦教育長のときに、課長も一緒

やったと思うんですけれども、見学、新任の議員で行かせてもらいました。物すごく子ども

たちが元気といいますか、わいわいがやがや、自分の宿題やっている、プリントやっている
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姿を見まして、これええことやなというふうに、特に小学校３年生までの子どもさんといえ

ば、学習習慣が何よりも大事かなと思いますので、その手助けをするという意味でやってお

られるのはすばらしいというふうに、まず思いました。そのとき感心したのは、子どもの数

に対して、しっかりアドバイザーさん、先生役の方も、数確保しておられて、感じたのは、

教員経験者の人が多いですね。60歳以上のシルバーの方、それから、若い学生さんが来てい

て、ちょうどマッチングもいいんじゃないかなというふうに感じました。 

 それから、資格、今おっしゃった件で、教育に関わりますから、ある程度、資格は仕方な

いかなと思うんですけれども、ちょっと厳し過ぎないかなと思いまして、例えば、年配の方

で教員免許を持ってなあかん言うたら、教師出身の人ぐらいしかいてないと思うんですけど

も、子どもさんの宿題見たりとか、僕、一度課長にも相談したときあるんですけれども、も

ともとエンジニアの方が希望していたとき、やっぱり資格がなければというふうにありまし

て、それは何らかのことは決めておかなあかんと思うんですけれども、一度また、検討して

みてください。資格は必要かと思うんですけれども、ちょっとコメントをお願いします。 

〇康村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 資格に関しましては、今、お答えさせていただいたんですけども、令和

６年度に少し改善させてもらって、緩和させていただいているんです。幼稚園の教諭とか保

育士の資格というのは、令和６年度から増やさせてもらったので、アドバイザーの確保に伸

び悩んでいるところがあったので、令和６年度には緩和させていただいております。 

〇康村委員長 竹中副委員長。 

〇竹中副委員長 時給1,500円でやっていただくと言うたら、結局は、基本的にはボランティア

やと思うんです。そのボランティアに何らかのいろいろ条件づけするというのもいかがなも

んかなというふうに思いますので、緩和された、拡大されたということはいいことだと思い

ますので、よく分かりました。お聞きしておきます。 

 そしたら、それに関しては結構です。 

〇康村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 決算書193ページでございます。備考欄の上段でございます。工事請負費、

バスケットゴール設置工事について、利用上の注意看板の計画はあるのかというご質問だっ

たと思います。ちょっと見づらかったと思うんですけども、実際、バスケットゴールのホー

ル部分に、野球、ソフトボール等は使用はお控えくださいという簡単な注意喚起はさせてい

ただいております。 
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〇康村委員長 竹中副委員長。 

〇竹中副委員長 先ほど確認をさせてもらいました。あれでいいかなと思うんですけど、僕は

もともとは、ゴールの横に看板みたいなのを立てて、使用上の注意みたいな感じで期待はし

ていたんですけれども、写真見せてもらいましたら、絶対分からないはずはないというふう

な立て方をしていただいていますので、それはそれでいいんじゃないかなというふうに思い

ました。どうもありがとうございました。 

〇康村委員長 竹中副委員長の質疑が終わりました。 

 ほかに歳出について質疑はございませんか。 

 石丸委員。 

〇石丸委員 石丸典子です。歳出についての質疑を行います。皆さん、項目の数をおっしゃっ

ていたのですが、約20です。 

 歳出の55ページの総務費の一般管理費ですが、負担金補助及び交付金で、職員研修費、そ

の一番下には職員自主研修補助金があります。これ、研修内容、それぞれ説明をお願いした

いんですけれども、予算に対して執行率が低いというのは、監査委員の意見でも書かれてお

りました。その内容と、再質問で用意していた項目もここでお知らせしておきますけれども、

職員研修の項目で、特に最近、公用車での事故等も多いことから、交通安全研修が必要では

ないかという意見が書かれておりました。これに対しては、必ずしてほしいというものでは

なく、必要ではないかというふうな監査委員さんの意見が書かれていましたけれども、これ

らについて検討されるのか、どのように感じておられるのか、お願いしたいと思います。 

 それと、次は59ページの総務費の総務管理費、財産管理費の節14工事請負費、町有地管理

工事ということで、決算額126万2,000円ですけれども、これは予算に対して執行率50％なん

です。資料見ますと、梅ケ丘の樹木伐採という項目が出てくるんですけれども、梅ケ丘の町

有地管理に関しては、ここ３年、令和５年も伐採があって、令和６年度も一定の工事がかか

り、令和７年度においては、金富に向かう山の斜面の辺りを赤く塗っている資料見ましたの

で、その関連がどうなのか、どういう町有地管理の計画なのかを説明していただきたいと思

います。それと、執行率についてもお願いいたします。執行率についても、監査委員さんの

報告で、事業に対する執行率が低いというご意見がありました。 

 次、61ページです。地域の安全安心推進事業費のところで、当初予算では、需用費のとこ

ろで修繕料が33万円計上されていたんですけれども、これの説明です。修繕しなくてよかっ

たのか、補正で減額があったのか、そこまでは確認できませんでしたけれども、予算との違
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いをご説明ください。 

 次、63ページ、同じく総務費の企画費に入りますが、すむ・奈良・ほっかつ！事業費で、

負担金補助及び交付金で25万の負担金が出されていますけれども、ナンバー20の資料を見ま

すと、北葛４町での事業の１つとして、シェアサイクル事業というのが書かれております。

これは、令和６年10月31日に民間業者と協定を結んでということで、町内に何か所か自転車

を置かれている状況です。利用回数については、令和６年度は累計で550回というふうに書か

れています。この項目につきましては、一般質問で他の議員も通告されていますので、深く

中身までは触れませんけれども、この北葛の事業負担金の中から、どういう部分がこの負担

金に充てられているのかということで、負担金の使われ方をご説明ください。 

 同じページの下の平和祈念資料展ではなくて、朗読劇開催のところで、資料22で出してい

ただいているんですけれども、令和６年度は大阪大空襲をテーマに朗読劇が行われました。

８月９日、10日で、入場者延べ人数960人ということで、今年度も大変盛況のうちに終わった

んですけれども、今後の取組として、私は大変になってくるのは、朗読劇のテーマ、内容が

だんだん選考というか、何をするかが大変になってきているのではないかと思ったところで

すが、会場でアンケートがありまして、そのアンケートの中には、過去の朗読劇の名称がい

ろいろありまして、どれがよかったですかというのが書かれていたところを見ると、私は、

以前やった内容で再度上演されるのもいいのではないかと感じているところですけれども、

この点の方向、アンケートの内容でまた検討されると思いますけれども、どのようなお考え

でしょうか。できたら続けていただきたいんですけれども、職員の方々には大変多忙な中、

大変な事業ですので、続けるのはなかなか大変だと思いますけれども、続けてほしいという

観点からお聞きをしたいと思います。 

 次は、65ページのコミュニティーバス運行費で、資料も出していただいているんですけれ

ども、バス３台で、それぞれ、シルバー人材センターで２台が運行され、シルバー人材セン

ターは、ほほえみ号と待機車というふうに資料では書かれています。愛和交通さんにはペガ

サス号とささゆり号を委託されているということですけれども、バスは３台なんですが、待

機車の出動状況はどうであったか。お聞かせいただきたいと思います。 

 次は、95ページ、民生費、障害福祉費に入りますが、95ページの上から３つ目の細節の扶

助費ですけれども、難聴児補聴器購入費助成金ということで、予算額４万円に対して、１万

5,900円の決算額です。県費が２分の１入ってきていまして、この事業は、身体障害者手帳の

交付対象外の軽度、中等度の難聴児、18歳未満の方に助成が行われるということで、一定の
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条件があるんですけれども、18歳になったら打ち切られるということで、この件に関しては、

上牧町議会にも要望書が事務局に来ておるのを見まして、奈良県難聴児親の会から要望書が

出されています。18歳未満を18歳以上まで対象を広げてほしいということで、18歳未満とい

うことは高校生までということで、大体子どもの範疇になるんですけど、18歳、20歳、若い

世代は学生であったりとか、また、まだ収入もなかなかで、補聴器を購入するのは大変であ

ると思われます。聞こえる、聞こえないというのは人権の問題でもありますので、いろんな

理解をしたり、コミュニケーションを図ったりする上でも大変重要なことだと思います。高

齢者の加齢性難聴への助成も必要ですけれども、若い方にも対象を広げるということが必要

ではないかと思っております。ちなみに、難聴児親の会の方々は、先日、奈良県知事や奈良

県議会にも要望書を出されているようです。町として独自にというのはなかなか大変だと思

いますけれども、できたら町でも考えていただきたいと思いますけれども、この利用状況、

令和６年度は、たしか１名だったと思いますけれども、必要な方が使えるような助成金とな

るよう対策を考えてはいかがでしょうかという提案でございます。 

 次、97ページです。保健福祉センター運営費ですけれども、備考の一番下の保健福祉セン

ター運営費ですけれども、この中で、修繕料で出していただいているんですけれども、建具

の修繕料が上がっておりましたけれども、私が気がつきましたのは、保健福祉センターの和

室の障子が破れている状況ですが、ここは貸室でもあって、障子が破れているというのは、

非常に違和感を感じました。使用料のところで歳入で、本来は会議室の利用状況をお聞きす

べきだったかと思いますけれども、この和室は、多目的室とセットで使用されることもあり

ます。多目的室は飲食ができないので、行事等、多目的室で催した場合の休憩であったり、

軽食を取ったりするために会議室を一緒に申し込まれるというケースが、先日もありました。

ところが、申込みの期日については、多目的室は申込み可能なのは使用日の２か月前、会議

室や和室は１か月前です。セットで使うという立場からしたら、同じように会議室も和室も

２か月前から申し込めるように検討されてはいかがと思います。今、いろんな住民の団体の

方が、独自でいろんな催物をするとしたら、会場を取って案内文書をつくって、皆さんに周

知してお誘いするのは、１か月ではなかなか足りないという声も聞いています。保健福祉セ

ンターについては、社会福祉協議会に委託をされていて、受付の申込み、金銭の受け取りも

ありますので、その辺は町としてしっかり方針を出していただきたいと思います。修繕料の

和室の障子が破れている件と貸室の検討についてお伺いするものです。ちょっと長くなりま

したけれども、３日間ありますので、ここで聞きたいことは、再質問の部分も少し入れて通
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告させていただいています。 

 次は、101ページの地域子育て支援事業費です。一番下に保育士処遇改善事業費補助金で602

万、これは県費で助成をされて、令和６年度の新事業なんですけど、決算成果に関する報告

書の19ページには、その内容が書かれています。町内の私立保育所が通う常勤保育士の給与

改善に対して、１人当たり月額２万円を上限に補助金を交付するという事業で、民間の保育

園３園にそれぞれ交付をされています。これの処遇改善による効果と、それと恐らく人材の

確保、定着を図るというふうなことも書かれていますので、効果があるのであれば、町立の

保育園に関しても、保育士さんの処遇改善策が必要ではないかと思いますので、この件につ

いてお聞きをします。 

 次は、137ページの農林商工業費ですが、商工業振興費の中の商工会補助金ということで、

予算のときには触れなかったんですけれども、補助金が250万円なんですけれども、令和５年

度決算に比べて50万円の増額計上で決算が行われました。商工会については、町の活性化の

ために様々な事業をされているところだと思いますけれども、この補助金が上がった要因、

予算同士の比較ではなかなか分からないんですけれども、決算成果の報告書の43ページのと

ころで、商工会補助金で、対前年度増額が50万円ということで上がったのがここで分かりま

すので、この件について増額の要因、できれば事業内容と関わってくると思いますけども、

その説明をお願いいたします。 

 次、139ページです。土木費の土木総務費、139の下の近いところに高田土木協議会会費と

いうことで、令和５年度決算はゼロとなっています。３万円、会費として上げられて、決算

額になりましたけれども、これについての説明をお願いいたします。 

 次は153、消防費の中の防災井戸設置工事です。153の中頃、少し上のところ、14工事請負

費、防災井戸設置工事というのは、災害対策、防災の観点から、地域の井戸の活用であると

か、改めて井戸の設置をというのは、一般質問でいろいろ、何人もの議員が取り上げたとこ

ろですけれども、令和６年度において、防災・減災事業債を活用した事業です。今年に入っ

て、４月18日に、私たち議員も理事者の方々と一緒に防災井戸の見学に行かせていただきま

した。この事業が挙げられているんですけれども、予算に対して、決算額が約57％というこ

とです。これについての説明をお願いいたします。 

 次、同じくその下のページの防災士資格取得支援助成金ということで、１万2,000円の決算

額です。資料では延べ124名というふうな説明でしたけれども、令和６年度は、この助成金、

何名分ですかということでお聞きしたいと思います。 
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 次は、教育費に入りますが、159ページ、学校適正化事業費ということで、学校統合準備委

員会について開催数が少ない、予算に対して、報酬と旅費を含めた額、約49％の執行率です

けれども、監査委員さんの指摘でも、予定どおり委員会が開催されていないというふうな指

摘がありましたが、この状況の説明をお願いいたします。 

 次は、最後の項目であります。同じく教育費ですが、165ページです。小学校振興費の中で、

上牧小学校水泳授業委託料ということで、先ほど、竹之内委員から質疑があったところです

けれども、予算に対して執行率は90％ですが、予算の資料を見ましたら、実施内容が幾つか

書かれていましたけれども、決算時の内容を確認したいと思います。まず、１つは委託先、

２つ目は実施回数、予算の資料では４回とありました。授業時間数は８時間を４回の６学年

ということですが、３つ目は移動手段について、資料で書かれていたんですが、具体的には

掲載がありませんでしたので、どういう形で移動されたのか、報告してください。４つ目は、

水泳指導者です。どういう方が指導されたかということでお願いいたします。そして、最後

の項目は期間ですけれども、予算時の資料では、４月から７月までというふうな資料が出さ

れておりました。先ほどの委員の質問では、11月まで実施されるという回答もあったところ

ですけれども、どういう実施内容であったかということをお願いしたいと思います。 

 以上の項目です。よろしくお願いいたします。 

 十分、再質問のところも入れて通告をさせていただきましたので、十分回答いただけます

ようにお願いいたします。 

 以上です。 

〇康村委員長 石丸委員の歳出についての通告が終わりました。 

 本日はこれにて散会とし、再開は令和７年９月16日火曜日午前10時といたします。皆様、

お疲れさまでした。 

    散会 午後 ３時１８分 
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決算特別委員会会議録 

 

１．日  時  令和７年９月１６日（火） 午前１０時 

１．場  所  ３階委員会室 

１．協議事項  認第１号 令和６年度上牧町一般会計歳入歳出決算認定について 

        認第２号 令和６年度上牧町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

        認第３号 令和６年度上牧町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

        認第４号 令和６年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算

認定について 

        認第５号 令和６年度上牧町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

        認第６号 令和６年度上牧町水道事業会計決算認定について 

        認第７号 令和６年度上牧町下水道事業会計決算認定について 

１．出席委員  委 員 長 康村 昌史 副 委 員 長 竹中 亮造 

委   員 氏原 賢一 安中  和 竹之内 剛 

      石丸 典子 

１．理 事 者  町 長 阪本 正人 教 育 長 永井 工仁 

総 務 部 長 中川 恵友 都市環境部長 吉川 昭仁 

健康福祉部長 山下 純司 総 務 部 理 事 髙木 真之 

住民生活部理事 山本 敏光 教 育 部 理 事 丸橋 秀行 

総 務 課 長 野村 浩之 秘書人事課主幹 中岡  篤 

企画財政課長 中本 義雄 まちづくり推進課長 俵本 大輔 

建設環境課長 武安 康至 下 水 道 課 長 南浦 伸介 

住民保険課長 中岡 美鈴 税 務 課 長 野﨑 威志 

福 祉 課 長 和田  暁 生き活き対策課長 杉分  太 

こども未来課長 水本多朱子 教育総務課長 辻村  純 

文化振興課長 細川 夏人 

１．事 務 局  局 長 金﨑 恭彦 書 記 森本香寿美 

書 記 林  大貴 書 記 大関 誉文 
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    開議 午前１０時００分 

〇康村委員長 皆様、おはようございます。令和６年度上牧町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて、審議を再開いたします。 

 石丸委員の歳出の通告は終わっていますが、石丸委員の質疑の前に、理事者側より答弁の

修正の申し出がありましたので、よろしくお願いいたします。 

 文化振興課長。 

〇細川文化振興課長 文化振興課です。よろしくお願いいたします。 

 先日の竹中委員の質問の中で、文化センター及び庁舎西館のＬＥＤ化に伴う工事の中で、

実際、どれぐらいもつのかというご質問があったときに、4,000時間でおよそ10年という形で

ご回答させていただきましたが、実際には、４万時間でおよそ10年となります。訂正させて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

〇康村委員長 竹中委員。 

〇竹中副委員長 了解しました。よろしくお願いします。以上です。 

〇康村委員長 それでは、石丸委員の歳出について、順次答弁をお願いいたします。 

 石丸委員。 

〇石丸委員 石丸典子です。金曜日に続いて、決算の歳出についての質疑を行わせていただき

ますけれども、金曜日に通告をさせていただいたんですけれども、１ページ漏れておりまし

て、追加の通告をさせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。 

〇康村委員長 結構です。 

〇石丸委員 147ページです。土木費に関するところで、３点ですけれども、まちづくり推進課

のところでの工事請負費で、ベンチ設置工事が行われましたけれども、予算に対して執行率

が49％ということで、半分ぐらいで設置されていたんですけれども、これについての説明を

お願いいたします。 

 次の項目は、公共下水道に関わるところで、下水道事業費ということで、この備考のとこ

ろは、企画財政課が担当になるんですけれども、一般会計から約9,200万を下水道事業会計の

ほうに出る金額が書かれているんですけれども、それぞれの項目について、金額と使途、説

明をお願いいたします。負担金補助及び交付金で約8,000万円、投資及び出資金で約1,000万

円ということで、これについて説明をお願いいたします。 

 もう１項目は住宅費の住宅管理費です。まちづくり推進課の事業ですけれども、予算にお

いては報酬で、町営住宅等運営基本方針策定委員会ということで、７万8,000円予算化されて
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おりましたけれども、決算書には上がってきておりません。これの説明をお願いいたします。 

 以上の147ページに係る通告の追加です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、金曜日通告した最初の項目からよろしくお願いいたします。職員研修費に関わ

るところから、よろしくお願いいたします。 

〇康村委員長 総務部理事。 

〇髙木総務部理事 おはようございます。それでは、石丸委員のご質問でございます。まず、

３点でございます。 

 決算書54ページ、総務費、総務管理費、一般管理費の中の負担金補助及び交付金で、まず、

職員研修費、そして、職員自主研修補助金についてのご質問でございました。質問の内容３

つでございます。職員研修費、職員自主研修費補助金の内容について、ともに執行率が低い

ということで、その要因について、そして近年、公用車による事故が増えてきておりますの

で、それについての交通安全研修が必要ではないかという、監査委員の意見を踏まえての見

解ということでございますので、順次答弁させていただきます。 

 まず、職員研修費でございますけれども、この内容につきましては、専門的な研修に参加

するための費用を負担するものでございます。そして、次に、職員の自主研修補助金の内容

でございますが、職員が自主的に職務の遂行に有益な知識、またはその技能、技術を習得す

るための研修に対しての受講及び受験に対する費用の一部を補助するものでございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 一応、研修費ということで組まれているけれども、参加者が少なかったというこ

とでしょうか。 

〇康村委員長 総務部理事。 

〇髙木総務部理事 どちらの研修にいたしましても、ご覧のとおり当初予算に対しまして決算

額は少ない、支出が少なかったということで、参加者が少なかったということでございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 執行率につきましては、議会も議会研修費というのは十分、予算全てを執行とい

うことにはなっていませんので、職員に対してだけ、ちょっと言い難いところがありますけ

れども、研修を行うに当たって、日常の業務でなかなか参加できないというふうなところが

あるのではないかと思われますけど、その辺はいかがですか。十分研修に行くような体制は

取られていますか。専門的な研修というのは、業務に必要で派遣という形の研修なのか、自

主的な研修の補助金との違い、どんなふうに違いますか。 



－4－ 

〇康村委員長 総務部理事。 

〇髙木総務部理事 まず、さっきの職員研修費につきましては、千葉県、もしくは滋賀県にお

いての数日間の宿泊を伴う研修が主でございまして、これにつきましては、まず、自治体職

員としての人材育成であるとか、そういった知識を身につけるというものでございます。あ

との職員の自主研修につきましては、おのおのの現在の業務に関連した資格や技能、これら

の能力の向上や、その資格を習得するための研修でございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 説明ありがとうございます。令和６年度においては、職員自主研修をされて資格

を取られたというふうなことはありますか。 

〇康村委員長 総務部理事。 

〇髙木総務部理事 あります。１名でございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 具体的にどういう資格でしょうか。 

〇康村委員長 総務部理事。 

〇髙木総務部理事 ２級土木施工管理技術検定を受験されております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 分かりました。お聞きしておきます。ありがとうございます。 

 それで、交通安全研修については、どのような見解でしょうか。 

〇康村委員長 総務部理事。 

〇髙木総務部理事 これにつきましても、石丸委員ご指摘にもございました監査委員のご意見

にもございましたとおり、近年、公用車での事故も多発しております。これは実情でござい

ますので、職員に対しての交通安全研修を積極的に行っていきたいと思っておりまして、今

現在、交通安全研修の開催につきましては、今年度内に開催できるように、今、調整に入っ

ているところでございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 ありがとうございます。いろいろ対応を考えていらっしゃったということが分か

りました。この項目、このページの件はこれで結構です。ありがとうございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 続きまして、町有地管理のところで、59ページで通告させていただいたと思いま

すが、よろしくお願いいたします。 
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〇康村委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 それでは、決算書59ページの財産管理費、工事請負費、町有地管理工事につ

きまして、執行率が50％ということで、このことについてご説明させていただきます。 

 まず、町有地管理工事につきましては、令和６年度予算で250万円計上させていただいてお

りました。 

 まず、梅ケ丘地区町有地樹木伐採工事といたしまして、126万2,800円の工事を実施させて

いただきました。こちらにつきましては、場所を広い範囲となっておりますので、毎年実施

させていただいております。また、それとは別にですけども、町有地の管理におきまして、

緊急を要する案件や、突発的に対応しなければいけない案件に関しましての予算というとこ

ろで、令和６年度におきましては、そういった案件がございませんでしたので、執行するこ

とがなかったということでございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 資料のナンバーでも書いていただいている126万2,800円が令和６年度の決算額で

すけれども、この町有地管理ということで、梅ケ丘の主にどの辺りの伐採でしょうか。特に

令和７年度予算については、ちょっと広がっていたというか、山の斜面あたりもなっていた

んですけれども、これはどういうところまででしょうか。 

〇康村委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 こちらの場所につきましては、梅ケ丘地区から金富地区に抜ける歩道部分が

ございまして、その部分の上の樹木の場所となります。それと、梅ケ丘地区の梅の木公園の

一部の場所が範囲となっております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 ここ、かなり広い範囲で山の斜面のあたりも伐採されているところですけれども、

崩壊の危険ありとか、そういう看板も出ているところなんですけども、そこを一体に管理を

するための樹木の伐採等の工事ということですね。これは何年ぐらい続きますか。 

〇康村委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 こちらの場所につきましては、毎年、工事のほう、実施させていただいてお

りまして、樹木等、かなり多く生えておりますので、倒木等の危険も回避していかないとい

けませんので、当面の間は続けさせていただきたいというふうに考えております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 ここのところにおいては、総務課担当の樹木の管理ですけれども、町全体のこと
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でちょっと触れさせていただきますと、近年、樹木の伐採等、町内であちこち必要になって

いるということで、樹木管理費、町有地管理という名称のところもあれば、樹木の管理費、

植木管理委託の管理ということで、かなりいろんなところで費用がかかってくると思います

けれども、例えば、桜の木を切られたりとか、県道沿いの町側の樹木を伸び過ぎて切ったり

とかいうふうな事業が行われているところですけれども、これは、町全体としては、どのよ

うな見込みになりますか。ばっさり切られているところ、結構あるんです。大きな公園の中

にしても、どのような状況か、全体の中で、総務課の担当ではないかも分かりませんけれど

も、それぞれの中で聞かせていただいてもいいんですけど、いろいろ樹木伐採、農地費のと

ころで出てきたりとか、公園のところで出てきたりとか、緑地整備とか、調整池に関わると

ころとか、いろんなところでそういう樹木に関する費用というのがかさんできているのでは

ないかと感じておりますけれども、その辺は町全体としてどのように管理されますか。全て

切ってしまうのではなく、また、新しい芽が出るような形で残しておられるところもありま

すけれども、全体的なことで申し訳ありませんけれども。 

〇康村委員長 総務部長。 

〇中川総務部長 石丸議員のご質問でございます。今、総務課長からお答えさせていただきま

した町有地につきましては、一応、普通財産ということで管理をさせていただいている土地

でございまして、石丸議員のお話の中にありました公園であったり道路というのは、行政財

産という形で管理をさせていただいておりまして、各担当課におきまして、状況把握をされ

まして、伐採なり、剪定なりということでさせていただいているところでございます。特に

７年度につきまして、桜が害虫に侵されていることもあって、危ない部分については伐採を

したりとか、剪定とか消毒とかということで、個々に応じて対応させていただいているとい

うことでございます。この部分につきましても、一応、剪定なのか、伐採なのかというのを、

いろいろ自治会要望であったり、住民の方々の要望の中で、各担当課において、内容精査を

していただいて対応していただいているのが現状でございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 ありがとうございます。総務課の担当においては、普通財産ということで町有財

産管理費ということで、ここに挙げられているということで。あとはそれぞれの行政財産と

いうことで、それぞれの担当のところで樹木に関する管理等が行われているということで。

理解しておきます。ありがとうございます。結構です。 

 次の項目をお願いいたします。61ページで通告させていただきましたけれども、よろしく
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お願いいたします。 

〇康村委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 それでは、決算書61ページの地域の安全安心推進事業費の修繕料のところで、

予算33万円計上させていただいておりましたが、こちらの執行についてでございます。こち

らにつきましては、防犯カメラの故障等に対応するための修繕料でございまして、令和６年

度につきましては、そういった防犯カメラの故障等がございませんでしたので、執行がなか

ったというところでございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 分かりました。結構です。 

 次、お願いいたします。63ページ、シェアサイクルに関して通告させていただいておりま

す。 

〇康村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 それでは、決算書63ページにございます、すむ・奈良・ほっかつ事業負

担金のところで、この負担金がシェアサイクル事業にどのように使われておるのかというご

質問でございます。このシェアサイクル事業の運営につきましては、民間事業者で行ってい

ただいておりますので、町からの費用負担の発生はございませんので、負担金からの支出も

発生していないということになっております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 費用は発生していないけれども、北葛４町において、シェアサイクル事業の紹介

なりＰＲをされているということですね。そういう理解をさせていただいていいんですね。 

〇康村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 町がこの事業に関与しておる部分といたしまして、ステーションの設置

場所の土地の部署貸付け、あと、ホームページによる紹介という形になっております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 費用はかけていなくても、その周りを整備したりとか、自転車を真っすぐすると

か、そういうふうなことは職員の方が行われている、全く関与なしですか。 

〇康村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 その辺のところも全て、事業者のほうで自転車等の管理も行っておられ

ますので、町としては関与はしていないということでございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 
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〇石丸委員 分かりました。ありがとうございます。今後の詳しいこと等は他の議員が一般質

問で通告されているようですので、私はこれまででとめておきます。ありがとうございます。 

 次ですが、同じページで、朗読劇に関する通告をさせていただいていたと思います。よろ

しくお願いいたします。 

〇康村委員長 総務部理事。 

〇髙木総務部理事 それでは、決算書63ページの一番下でございます。平和祈念資料展開催費

についてでございますが、その中の朗読劇、平和祈念事業の今後の取組についてということ、

石丸委員からのご質問であったと思いますが、かねてよりこのコンセプトにいたしておりま

した上牧町非核・平和都市宣言のまちの推進の一環として、これを開催させていただいてお

ります。戦争を通して命の大切さ、平和のすばらしさを訴えていこうという事業でございま

す。かねてよりも、町長もこの事業につきましては、継続をさせてしていきたいと申されて

おりますので、今のところは可能な限り継続をしていけたらと思っております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 ありがとうございます。内容ですけど、何年かしてきますと、テーマが大変だろ

うなと思うところですが、その辺で、今年アンケートを取られていまして、以前の内容で、

どれがよかったですかというふうなアンケートがあったと思いますけれども、あれは何かに

活用されますか。再び同じテーマでされてもいいなというのは、私個人の意見ですけれども、

その辺は何か検討されようとしているんでしょうか。 

〇康村委員長 総務部理事。 

〇髙木総務部理事 今までこれ、４回上演をさせていただきました。でも、戦争の惨禍につき

ましては、もっといろいろなところで起きているというふうに思っておりますが、ただそれ

が、全て舞台乗せることができるかというのは、いろいろ検討しなければいけないところで

もございまして、また課題でもあるわけでございますけれども、今回、アンケートに、過去

に上演したものについて再演を望まれるかとか、どれをもう１回ご覧いただきたいたいかと

か、その設問をさせていただいた中で、いろいろお答えを頂きました。これは、今まで一度

もご覧いただいてなかった方々からこういうのを見たいというのもありますし、心に残った

ので、もう一度これを見たい、聞きたいという方もいらっしゃると思いますが、今後の企画

につきましては、再演も含めて検討していきたいと思っております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 分かりました。お聞きをしておきます。大変ご苦労をおかけしておりますが、よ



－9－ 

ろしくお願いいたします。結構です。 

 次は65ページで、コミュニティーバスの待機車の出動状況ということで、通告をさせてい

ただきました。よろしくお願いいたします。 

〇康村委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 それでは、決算書65ページ、企画費、コミュニティーバス運行費の部分で、

待機車の出動状況についてということで、ご説明させていただきます。 

 まず、待機車につきましては、バスに乗車できなかった方への対応といたしまして、臨時

の車両という形で運行させていただいております。直近の出動状況になりますが、９月１日

から15日までの数字でございますが、ささゆり号の待機車として４回、ペガサス号の待機車

として４回、それと、ほほ笑み号の待機車として17回出動させていただいております。計25

回でございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 ９月１日から15日というのは、今年度のことですか。昨年度、令和６年度ですか。 

〇康村委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 失礼しました。令和７年の９月１日から15日という数字でございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 これは、行事等がこの時期にあるということでしょうか。大体、令和６年度もこ

のような傾向だったんでしょうか。直近の数ということで、お答えいただいたのは結構です

けれども、特にこの９月に多いというのは、何か要因が考えられますか。 

〇康村委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 この出動状況につきましては、直近の数字でしかお示しできなかったんです

けれども、基本的にはこの月この月で何かがあったということではなくて、平日、それと土

日にも待機車のほう、臨時で運行させていただいておりますので、基本的には乗車できなか

った方への対応ということで、出動回数が徐々には増えてきているとは思うんですけども、

それだけ乗車が増えてきている要因となっているのかなというふうに思っております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 分かりました。乗れない方への対応もされているということでお聞きをしておき

ます。ありがとうございます。結構です。 

 次は、95ページの補助金に関しての通告をさせていただいたのですが、よろしくお願いい

たします。 
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〇康村委員長 福祉課長。 

〇和田福祉課長 福祉課です。よろしくお願いします。 

 それでは、今回ご質問いただきました決算書95ページ、障害福祉費の扶助費の中の難聴児

補聴器購入費助成金につきまして、石丸委員からは、県下で行われている制度につきまして

は、18歳未満の難聴児を対象とした制度で、18歳以上の障害者手帳を持たない難聴者などに

ついては、非常に高価な買物をすることになり経済的な負担があると、そういうことが、今

回、奈良県難聴児親の会からも、奈良県にも、また当町にも要望が出されているので、18歳

という年齢の引上げについて、県外では、単独で実施されている団体もあるんですけれども、

上牧町としてどのようにお考えかというご質問かと思います。 

 本件につきましては、やはり財源確保の課題でありますとか、助成額や根拠となる医師の

診断書、対象となる補聴器の種類など、単独の町で制度設計するとなると、非常に他市町と

の乖離とかも気になる点でございます。今回、ご質問いただいた、要望いただいた中で、近

隣市町と集まって話する場も非常に多くあるのですけども、難聴児の補助金に関しては、ま

だそれほど協議の熱は高まっておりませんので、今後は、そういう場でも前向きに検討する

ような話合いを持つであるとか、奈良県並びに国に対しても統一的な制度で補助金が、この

枠が拡大されるような動きに持っていってもらえるような要望を上げたいと思っております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 この助成制度ですけれども、一旦つくってしまえば、ちゃんとした財源確保が要

ると思いますけれども、実際に使われる方はそんなにたくさんはならないと思うんですけど、

要は、こういうことで、奈良県難聴児親の会からの要望等も出されてきておりますので、ま

た、議会からも対応も、他の議員とも相談して取り組みたいと私自身は思っているところで

すけれども、町としても、また、調査、研究いただきますようにということで、この件は、

これでとどめておきます。いろいろ調べていただきましてありがとうございます。また、よ

ろしく検討、調査いただきますようにお願いしておきます。 

〇康村委員長 福祉課長。 

〇和田福祉課長 今後も調査の上、また検討を進めてまいりたいと思います。ありがとうござ

います。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 ありがとうございました。次の項目ですけれども、97ページで通告をさせていた

だきました。保健福祉センターの修繕料で、資料95で建具の修繕料ということで上げられて



－11－ 

いますが、まず、説明お願いいただけますか。 

〇康村委員長 福祉課長。 

〇和田福祉課長 それでは、ご質問いただきました決算書97ページ、保健福祉センター運営費

の中の修繕料、その中でも、建具に係る修繕ということでご質問いただいております。質問

の詳細につきまして、2000年会館２階の和室部分の障子が非常に破れてしまって、当然、貸

館利用で利用されている皆様、使用料もお支払いいただいている上で、あれはちょっといた

だけないのではないか、失礼ではないかというような内容のご指摘も頂きました。今回、す

ぐさま調べさせていただきまして、この貸館につきましては、上牧町社会福祉協議会に指定

管理委託をさせていただいて、お願いしているところでございます。ただ、庁舎の管理とい

いますか、2000年会館の管理であるとか、補修であるとか修繕は福祉課の担当となりまして、

本来、もっと密にやり取りをした上で、年度内、早急に対応すべき、この６年度中にも補修

すべき内容だったと思います。この件につきましては、ご指摘いただきまして、早急に令和

７年度予算で対応したいと考えております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 早速、修繕の方向でということで検討いただいているんですけれども、貸館とな

っていて、いろいろな管理とかが、社会福祉協議会ということで、その辺が社会福祉協議会

のほうに言っても、なかなか対応はということであるのかも分かりませんけれども、その辺

は要望等上がっていないかどうか等、またしっかり話し合っていただきたいと思います。 

 それと、保健福祉センターにおいては、和室も含めてエアコンが新しくなっているんです

けれども、エアコンのスイッチもなかなか使いにくくて、２つありますね。非常時の電源と

スイッチ盤が２つあって、利用される方はどないして使うんかなということもありましたの

で、新しくなった空調機ですけれども、スイッチの部分において、もう少し使いやすいよう

な対応をしていただけたらと思っているところです。 

 それと、使用規定についての見直しを検討いただきたいと思いますけれども、多目的室を

使うには、予約が２か月前であって、多目的室と同時に和室を行事のときの控室に使おうと

思えば、和室においては１か月前からの予約受付ということで、１か月違いますので、なか

なか、いろんな行事としてイベントをするときには使いにくいということがあります。他の

公民館等会議室は、申込み１か月前です。そこで統一されると違ってくるんです。公民館は、

会議室は１か月ということになっておりますけれども、2000年会館、保健福祉センターにお

いては、その辺は多目的室と他の会議室、和室の利用の申請が、例えば２か月前から利用で
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きるように改定するなどの検討が必要だと思われますので、その辺、利用状況等も、社会福

祉協議会と調査いただいて、ぜひ検討を頂きたいと思いますけれども、その点はいかがでし

ょうか。要は、利用者が使うための施設で、使いやすいような改定等はぜひしていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

〇康村委員長 福祉課長。 

〇和田福祉課長 ご質問いただきました和室と多目的室では、事前に申請できる期限が違うの

で、併せて借りたいときにちょっとご不便かけているという件で、こちらにつきましても、

指定管理の上牧町社会福祉協議会とすぐさま打合せをしました。それで、役場本庁で使って

いる予約システムとは別に独自で使われているんですけども、機械的な問題はまずないでし

ょうと。ただ、内部といいますか、他施設も当然ありますので、ご不便かけておりますので、

すぐさまにでも対応したいとは考えております。ただ、周りの施設との整合性であるとか、

そういった部分についても、調整の期間いただかなければしんどいかなと。今おっしゃって

いただいている、多目的を借りて和室も併せる場合には和室を２か月前からでも受付可能に

するのかとか、和室自体も２か月にするのか、そういったことを庁内全体の施設とも見比べ

まして、なるべく早い段階で内容の改正できるように努めたいと考えております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 いろいろ作業が大変かと思われますけれども、ぜひ検討いただきますようによろ

しくお願いいたします。お聞きをしておきます。結構です。ありがとうございました。 

 次は、101ページで通告させていただきました保育士の処遇改善事業補助金に関してですが、

よろしくお願いいたします。 

〇康村委員長 こども未来課長。 

〇水本こども未来課長 それでは、決算書101ページ、保育士処遇改善事業費補助金についてご

説明させていただきます。ご質問の処遇改善による効果についてですが、町内の私立保育所

が行います常勤保育士の給与改善に対しまして、１人当たり月額２万円を上限といたしまし

て、慈光保育園、西大和黎明保育園、やまびこ保育園に対して補助金を交付したことにより、

各園の常勤保育士に対しまして、年間を通して処遇改善を図ることができたのではないかと

いうふうに考えております。また、アンケートにより、園からも少額であっても頂けるのは

うれしいという声も聞いております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 そういう趣旨の補助金なんですけれども、これを町立保育所、上牧においては第
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１保育所ですけれども、第１保育所にもこういう事業を行うのはいかがでしょうか。 

〇康村委員長 こども未来課長。 

〇水本こども未来課長 第１保育所、公立の保育所につきましては、保育士の給与については、

人事院勧告に基づく給与改定を実施していることから、改善のほうは行われているものとい

うふうに認識しております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 町の職員さんというくくりがあるんですけれども、保育所における保育人材の確

保、定着という観点からは、町立保育所においても処遇改善を行えるのではないですか。 

〇康村委員長 こども未来課長。 

〇水本こども未来課長 保育士の給与につきましては、他の専門職と同様に、給与表に基づき

まして給与の支給を行っているため、保育士だけを行うことは難しいというふうに考えてお

ります。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 以前もたしか、この制度でお聞きをしたときに、担当課でそういうふうな説明を

１回聞いたことがあります。お聞きをしておきます。結構です。ありがとうございました。 

 次、137ページの商工会への補助金についてお願いいたします。 

〇康村委員長 まちづくり推進課長。 

〇俵本まちづくり推進課長 商工会補助金、137ページでございます。資料、出の136、ご覧く

ださい。増額の要因と主な事業について、ご質問でございました。増額の要因といたしまし

ては、令和５年度から令和６年度にかけて50万増額しておるんですけれども、商工会では、

桜まつりの実施や花火大会の実施、また、上牧ぺ太郎を活用した町の知名度向上、地域地場

産業の推進等を実施していただいております。その中で商工会の持ち出しが多く、補助金200

万円では実施が難しい旨の申出があり、令和６年度に50万円増額予算を計上し、執行させて

いただいたところでございます。 

 また、事業につきましては、先ほども申しました桜まつりの実施及びそれに伴う花火大会

の実施、また、ペガサスフェスタへの参加、地域特産品の開発と推進、上牧ぺ太郎とゆりは

ちゃん、一緒に町外であったり町内イベントに参加していただいて町の知名度向上、また、

会員企業の連携強化、同じ企業同士が交流するなどの取組をしていただいているところでご

ざいます。 

〇康村委員長 石丸委員。 
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〇石丸委員 これ、令和６年度予算のときには気がつきませんで、ちょっと質問もしなかった

んですけれども、決算額同士を比較しましたら、上がっているということで分かりました。

いろいろ事業をされているということで。分かりました。昨日の敬老会にも、ロビーでぺ太

郎君とゆりはちゃんとお出迎えでいましたので、いろいろ活動されているということで、町

のＰＲ等も含めて、参加されているということへの補助金と理解しました。ありがとうござ

います。結構です。 

 次は、139ページの高田土木協議会会費ということで、今年度、新たな会費ですか、ちょっ

と説明をお願いいたします。 

〇康村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 それでは、決算書139ページ、高田土木協議会会費の部分でございます。

令和６年度の決算額が３万円、前年度の令和５年度が決算額０円という部分なんですけども、

当該協議会につきましては、会員の土木建設の知識及び技術の刷新を目的としまして、先進

地での現地視察並びに研修会等を実施しているところでございます。前年度、令和５年度に

つきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のために協議会が中心になったと、そのた

めに会費の徴収が見送られたということでございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 分かりました。ありがとうございます。結構です。 

 それでは、147ページで、初めに追加で通告させていただいた項目です。よろしくお願いい

たします。 

〇康村委員長 まちづくり推進課長。 

〇俵本まちづくり推進課長 147ページ、ベンチ設置工事でございます。こちらのほう、予算が

73万9,000円。決算額が36万3,000円、執行率が49％、この理由でございます。予算につきま

しては、メーカー設計図面により積算基準に基づいて積算して、金額を予算算出いたしまし

た。工事実施に当たっては、３業者より見積りを徴取して、一番安価な業者に発注した結果、

差金が発生したものでございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 これ、ベンチ１基ですね。滝川の遊歩道のところのアネックスの裏の辺りですね。

先日も見てきたんですけれども、予算で73万だった、これ、たしか思ったより費用がかかる

ベンチだったと思うんですけれども、それがさらに36万で工事、設置ができたということで

すね。これだったら２基設置できるような、そんなに差があったということですか。業者間
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で差があったんですか。 

〇康村委員長 まちづくり推進課長。 

〇俵本まちづくり推進課長 業者間の差というのは、ほぼなくて、設計金額と業者の出してい

ただいた見積り額との差でございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 最初の設計の見積りが少し多かったというふうなことになりますか。 

〇康村委員長 まちづくり推進課長。 

〇俵本まちづくり推進課長 そのとおりでございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 見積りの在り方については、こういう極端なことのないようにしていただきたい

と思います。もともと高いベンチだなというのはあるんですけれども、そういうことでしっ

かりしていただきたいと思います。ベンチが設置できたら、確かに、先日もお年寄りのご夫

婦が座っておられるのをお見かけしました。便利なもので、遊歩道を散策していただいて、

休んでいただくという大事な事業ですので、予算の使われ方もしっかり見積もって執行でき

るように、今後、対応していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。お聞きを

しておきます。 

 では、下水道事業費の補助金なり交付金、出資金のそれぞれの項目の説明をお願いいたし

ます。 

〇康村委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 それでは、下水道事業への繰出金でございますので、下水道課から説明さ

せていただきます。 

 まず、負担金補助及び交付金の中の下水道事業会計補助金でございます。この部分につき

ましては、下水道事業会計の営業外収入におけます他会計補助金に当たるものでございます。

内容につきましては、繰出基準に基づく経費及び繰出基準に基づかない任意の経費、使用料

で賄えない部分の補填等を支出していただいているものでございます。 

 次に、その下の下水道事業会計負担金でございます。この部分につきましても、下水道収

益にございます雨水処理負担金に当たるものでございます。内容につきましては、雨水処理

に係る費用については、一般会計で処理することが基本となっております。減価償却費を一

般会計より負担していただいているものでございます。この雨水処理施設といいますのは、

南上牧地区内にございます古川都市下水路と中筋都市下水路でございます。 
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 最後に、下水道事業会計出資金でございます。この部分につきましても、資本的収入にお

けます出資金に当たるものでございます。内容につきましては、建設改良費及び企業債、償

還金に係る資本的収支の不足分については、収益的支出の流用資金となる減価償却費などで

補填し、なおかつ資本的収入の不足する部分については、一般会計より出資金として補填し

ていただいているものでございます。 

 以上です。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 下水道企業会計の決算書の中にも、この項目は出てきておりまして、確認をさせ

ていただいたんですけれども、端的に言いますと下水道事業への繰り出しの中で、町の持ち

出しは、この項目で幾らというふうには分かりますか。以前でしたら、下水道事業会計への

補助金とか負担金は、他の会計でしたら法定の持ち出しであるとか、そういうふうなくくり

であるんですけれども、下水道事業については、その部分はどうですか。全てにおいて、少

しずつ一般会計で補填をしているということなのか。投資及び出資金が一般会計からの下水

道企業会計への持ち出しなのか。その辺、全体でいかがなものでしょうか。 

〇康村委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 この繰出金におけます基準内における金額につきましては、8,800万程度が

基準内になっております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 ということは、約1,000万が町の持ち出し、基準外の出資繰出金、補助金というこ

とでよろしいですか。 

〇康村委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 細かい数字で申しますと、今言っている基準内が8,773万4,000円、それと

基準外が477万3,000円となります。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 また下水道の決算でお聞きしたほうがいいかも分かりませんけど、要は、町の持

ち出しが多くならないようにということで、料金改定ということが説明されていますよね。

ここで金額がはっきり出るわけではないんですか。 

〇康村委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 毎年度毎年度の中で、基準内、基準外というのを計算していかないといけ

ないので、その年で若干変わってくるかなと思っております。 



－17－ 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 大変細かい内容で申し訳ないですけど、今おっしゃられた基準外の477万というの

が、令和６年度においては、持ち出しというふうな理解をしていいんですか。基準内であっ

ても基準外であっても町の持ち出しであるということですか。 

〇康村委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 持ち出しは持ち出しで、下水道への繰出金という形になって、基準内は交

付税として戻ってくる額になります。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 細かい内容で、分かりにくい内容を申し上げて申し訳ありません、お聞きをして

おきます。要は令和６年度においては、9,200万が一般会計から下水道企業会計のほうに行っ

ているということで、分かりました。お聞きをしておきます。ありがとうございます。 

 同じページの町営住宅のところで、住宅管理費で報酬が予算化されていたんですけれども、

町営住宅等運営基本方針策定委員会が開催されていなかったということだと思いますけれど

も、この経緯について説明をお願いいたします。 

〇康村委員長 まちづくり推進課長。 

〇俵本まちづくり推進課長 経緯でございます。上牧町営住宅長寿命化計画におきまして、町

営第１、第２住宅は用途廃止する方針を定めておりまして、居住者等の意向に配慮しつつ、

居住者の住替えを進めたいと考えておりますが、次に住む場所の提供、引っ越し費用等をど

うするかという問題がございました。その問題をクリアするために、当課において改良住宅

を、今、家賃体系が違うんですけれども、どうしていこうかという検討であったりとか、今、

検討した内容が、委員会で議論していただく段階まで到達しておりませんでしたので、今回、

町営住宅運営基本方針策定委員会を実施できていないのが現状でございます。それで、今年

度でございますけれども、この委員会を議論していただく内容というのが、例えば、今お答

えした改良住宅の家賃であったりとか、あと、第５住宅、第６住宅につきましても空きが出

てきていますので、第１、第２住宅の方はそちらのほうに移っていただくとか、そういうこ

とを委員会で決めていただきたいんですけれども、できることから委員会に提案して、今年

度実施したいと考えているところでございます。また、監査委員さんから、大規模な工事の

ときには委員会にも諮るようにというご意見も頂いておりますので、そのことについても、

併せて、今年度委員会で諮りたいと考えているところでございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 
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〇石丸委員 第１、第２住宅を廃止するに当たって、居住者の次の居住先を探すに当たり、い

ろいろ整備が必要であるということで、委員会を開催する前のいろいろな調査や準備が要る

ということでお聞きをしておきます。令和７年度からは一定の方向で進めていかれていると

いうことでお聞きをしておきます。そういう理解でよろしいですね。ありがとうございます。 

 次は、153ページの防災井戸のところです。 

〇康村委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 それでは、決算書153ページ、災害対策費、防災井戸設置工事につきまして、

執行率56.98％となっております。こちらについてのご説明でございます、まず、今回の防災

井戸の設置工事につきましては、３社による指名競争入札で行わせていただきました。予定

価格といたしましては、2,852万9,600円、税抜で2,593万6,000円でございました。結果とい

たしまして、１社目でございますが、税抜で1,478万円、２社目が2,300万円、３社目が辞退

でございました。価格の下がった点につきまして、要因といたしまして、恐らく企業努力で

あったり、企業の技術力が出ているのかなというふうに感じております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 お聞きをしておきます。それで、令和６年度で防災井戸が設置されたんですけれ

ども、これは、災害時における生活用水の確保ということで、ふだんは使うことはありませ

ん。ただ、いろいろな地震の時等の生活用水の確保が大変だということで、心配だというこ

とでつくっておりますので、町民の皆さんへのお披露目という形を取って、防災訓練などで

それを使うというふうなことは予定されていますか。 

〇康村委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 防災井戸につきまして、今後、防災訓練等々で活用していきたいというふう

に思っております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 それが必要ではないかと思います。地域が、二小のところということで限定され

ると思いますけれども、また工夫していただいて、ぜひ皆さんに知っていただきたいと思っ

ております。よろしくお願いいたします。この件は結構です。 

 次、同じページの防災士のところで、令和６年度で資格取得された方、何名かということ

で通告させていただきましたが、よろしくお願いいたします。 

〇康村委員長 総務課長。 

〇野村総務課長 決算書153ページの災害対策費、地域の防災力向上事業費、防災士資格取得支
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援助成金ということで、防災士の助成金について、何名だったかということで、令和６年度

につきましては１名でございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 分かりました。資料では令和６年度の人数が分からなくて、全体の、これまでで

124名というふうになっていますので、できれば６年度は何名でしたというのを書いていただ

けたらよく分かると思います。今後、よろしくお願いいたします。結構です。 

 次の項目ですけれども、159ページの学校適正化事業費のところで、学校統合準備委員会の

委員報酬の執行率が低いということで、監査委員の意見にも出ていたんですけど、この件で

説明をお願いいたします。 

〇康村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 それでは、決算書159ページの学校適正化事業費の学校統合準備委員会の

執行状況でございます。資料ナンバーは184でございます。学校統合準備委員会は、大きく５

つの会議がございます。１つ全体会と４つの部会でございます。令和６年度の当初の会議の

予定回数でございますが、全体会は４回、総務部会が８回、通学部会が４回、学校教育部会

が２回、ＰＴＡ部会が２回の予定でございましたが、実際行われましたのが全体会が３回、

総務部会が３回、通学部会が３回、学校教育部会が１回、ＰＴＡ部会が３回でございました。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 今の説明、この開催の回数が、予算に対してなかったということですね。回数は

少なくとも滞りなく、いろんな協議が進んでいるというふうな理解でよろしいですか。 

〇康村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 そのとおりでございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 統合準備委員会も公開で行われたということですね。最近、傍聴もさせていただ

いてないんですけれども、しっかり協議をしていただいているということですね。 

〇康村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 公開で行っております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 分かりました。ありがとうございます。 

 次、最後の項目だったと思います。165ページの上牧小学校水泳授業委託料で、実施内容、

予算の資料と対比してお聞きをしたんですけれども、それぞれの項目をお願いいたします。 
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 まず委託先、実施回数、移動手段、水泳指導者、期間はどうであったかというのをお願い

いたします。 

〇康村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 まず、１つ目の委託先でございますが、株式会社イトマンスイミングス

クールで、授業を行っているのは王寺校でございます。 

〇康村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 それでは、２番目の実施回数でございますが、１つの学年におきまして、

１回の授業２時間、２こま、移動も着替えも含めまして２時間を年４回ですので、計８時間

が１学年の回数でございます。 

 それから、３つ目の移動手段でございますが、送迎バスでございますので、学校まで迎え

に来ていただいて、また、授業が終われば学校まで送っていただくものになっております。 

 ４番目の水泳指導員でございますが、日本水泳連盟基礎水泳指導員という資格を持った方

にお願いをしております。 

 ５つ目の期間でございますが、当初は７月の夏にできたらなと思っていたんですが、やは

りイトマンさんも、日頃スクールのレッスンといいますか、カリキュラムございまして、学

校と相談しながら調整をして、11月ぐらいまで行っているということでございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 期間は４月から11月までということですか。予算書時の資料では４月から７月と

あったんですけれども、11月までお願いしているということであれば、その回数は同じです

ので、委託料には影響しないということですか。 

〇康村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 ６年度当初は、契約事務も含めて４月からとしておりましたが、授業自

体は６月から11月となっております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 分かりました。令和６年度から実施されて、令和７年度まで２か月間の事業とい

うことでされている令和６年度の決算ということで、分かりました。この件につきましても、

一般質問でどなたかがされておりましたので、令和６年度の状況をお聞きして終わっておき

たいと思います。ありがとうございました。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 これで、歳出についての私の質疑、全て終わり、回答いただきました。ありがと
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うございました。 

〇康村委員長 石丸委員の質疑が終わりました。 

 ほかに質疑はございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇康村委員長 ほかに質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇康村委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり認定することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇康村委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり認定すべきものと決定いたしました。 

 ここで暫時休憩とし、再開は11時25分といたします。 

    休憩 午前１１時０９分 

    再開 午前１１時２５分 

〇康村委員長 それでは再開いたします。 

 認第２号 令和６年度上牧町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、これを議

題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 氏原委員。 

〇氏原委員 氏原でございます。私からは１点質問させていただきます。 

 決算書の歳入12、23ページ、款１国民健康保険税、項１国民健康保険税、目１一般被保険

者国民健康保険税の不納欠損額、タブレット国保ナンバー３の執行停止理由、その他10件の

欠損理由をお伺いいたします。お願いいたします。 

〇康村委員長 税務課長。 

〇野﨑税務課長 それでは、国民健康保険税の不納欠損のその他の理由について説明させてい

ただきます。資料は国保ナンバーの３でございます。 
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 まず、今回、地方税法第18条、消滅時効として地方税の徴収権は原則として、法定納期限

の翌日から起算して５年間行使しなければ、時効によって消滅します。ただし、時効の中断

がなされた場合は、徴収権が継続し、その中段からさらに５年間、徴収権を行使できます。

その中の執行停止理由としまして、外国人の国外退去によるものが、その他の理由となって

おります。 

〇康村委員長 氏原委員。 

〇氏原委員 その10件は全て外国人の方ですか。 

〇康村委員長 税務課長。 

〇野﨑税務課長 そうでございます。 

〇康村委員長 氏原委員。 

〇氏原委員 私からは以上でございます。 

〇康村委員長 ほかに質疑ございませんか。 

 石丸委員。 

〇石丸委員 石丸典子です。令和６年度の国民健康保険特別会計の決算について質疑を行いま

す。 

 ３点ぐらいですけども、国保税のところで１つお聞きをしたいと思いますが、12、13ペー

ジですけれども、国民健康保険税は、現年度分については、徴収率が前年に比べてマイナス

1.26で、滞納繰越分については、前年度に比べてマイナス6.56というのが、資料の５で出さ

れているんですけれども、国民健康保険税については、令和６年度で県単位化で税率改正が

ありまして、保険税自体は6.7％上がっているんですけれども、被保険者数、世帯数とも減少

して、加入率は年々下がってきている状況というのは、資料からも見させていただいたんで

すけれども、税率改正があったにもかかわらず、保険税としては、収入済額として前年より

少ないということは、どのような要因が考えられますか。税率改正で保険税が上がっていた

ら、収入済額も単純には上がってくるのかなと思ったところですけれども、収納状況はまた

変わってくるかと思いますけど、その辺について、簡単に説明をお願いしたいと思います。 

 もう１つは、医療費で、24、25ページの保険給付費のところですけれども、保険給付費の

減、要因ということで、資料では被保険者の数の減少ということで見込んだけれども、さら

に医療費が減ってきているということですけど、全体の収支としては、収支とんとんという

形で、国保の決算としては、ぎりぎりの実質収支1,400万ということで、いい決算と言ってい

いのかどうかというところなんですけど、医療費がそれほどかからなくなってきているとい
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うふうなことで、被保険者数の減以外で何か特徴があればと思いますので、そこの説明をお

願いいたします。 

 もう１つは、申し訳ありません、21ページが飛んでおりました、21ページで、歳出の一般

管理費、委託料のところ、システム改修委託料ということで、予算は968万円でしたが、決算

額686万5,000円ということで、執行率は71％です。この委託内容として、予算時の資料を見

ますと、資格確認書を交付するための機能であるとか、その対象者とか交付状況を管理する

であるとか、資格情報のお知らせを交付するための機能をつけるとか、いろいろな委託をさ

れているんですけれども、健康保険証は、令和６年の12月２日で新規の発行が終わったとこ

ろで、現在は、国民健康保険の被保険者に対しては資格確認書が発行されていると思います。

令和６年度と言ったらちょっと枚数が少なくなると思いますので、現在の資格確認書の発行

件数をお聞きしたいのと、もう１つは、保険税滞納世帯への対応はどのようにされているか

ということです。基準等あればお願いいたします。まず、委託料の執行率の件と、資格確認

書の発行状況と保険税滞納世帯への滞納と、その３つをお願いしたいと思います。 

 それと、もう１つ、最後ですけれども、15ページで、総務費、一般管理費のところで、一

般管理費、印刷製本費ということで、予算が43万6,000円で、決算額17万7,000円ということ

で、執行率は41％です。これは保険料改定等の広報等に使われたと思われますけれども、こ

の予算に対して執行率が低かったことの説明をお願いいたします。今のは15ページです。申

し訳ありません、後期高齢者のところでした。違いました。申し訳ありません。24、25のと

ころで区切りが終わりでした。申し訳ありません。 

 以上の項目です。よろしくお願いします。 

〇康村委員長 税務課長。 

〇野﨑税務課長 それでは、徴収率の減についての理由ですが、県による統一保険料の増額、

保険料水準の変化、経済状況等による納付環境の変化により、徴収率がやや低下したことと

考えております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 ということは、税率改正も影響があったのではないかというふうな理解をしてい

いですか。 

〇康村委員長 税務課長。 

〇野﨑税務課長 そのとおりでございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 
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〇石丸委員 お聞きをしておきますけれども、これは、令和６年度で税率改正行われましたけ

れども、令和８年度は税率改正等は何か準備がありますか。 

〇康村委員長 住民保険課長。 

〇中岡住民保険課長 まだ、令和８年度としては、県からの通達がありませんので、まだ確定

していないところでございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 令和８年度から子ども・子育て支援金制度が始まりまして、これは、財源として

医療保険に新たに子ども・子育て支援金という項目が入ってきて拠出をするということで、

これでまた、一定の負担増となるのではないかと思われますけれども、こういう形で創設さ

れるということは決まっていますね。上牧町がこれで上がっていくというところで、この率

等においては、県単位化で統一されるのかどうか分からないというふうなことですか。町独

自で変えられるものではないということでよろしいですか。 

〇康村委員長 住民保険課長。 

〇中岡住民保険課長 そのとおりでございます。県統一になりますので、今後、また、国保連

携会議がございますので、そこで税率とかが示されると思っております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 ここで国民健康保険税の負担を抑えるには、基金の活用も１つだと思うんですけ

ど、町では約２億円ですけれども、町は人間ドックや脳ドックの助成等に使われていますし、

医療費の動向でそんなに余裕のある状況ではないというので、基金もだんだん減ってきてい

ますので、県の国保財政の基金は、令和６年度末で約48億5,000万ぐらいあるというふうな、

出されていますので、できたら、県のほうで基金の活用で被保険者の負担を抑えていただけ

るような提案も、町としても提案も運営協議会で、奈良県の運営協議会も開かれると思いま

すので、ぜひそのようなことも言っていただきたいと思いますけれども、その辺はいかがで

すか。 

〇康村委員長 住民保険課長。 

〇中岡住民保険課長 確かに負担は増えるとは思いますが、県統一ということになっています

ので、町からも県には示したいとは思ってはおりますが、今後、そのように対応させていた

だきたいと思います。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 よろしくお願いしておきます。町独自でも、本来なら、その保険税の決め方とい
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うのは町でもできるわけですから、保険者ですので、その辺も、町の裁量もぜひ出していた

だきたいと思っているところです。この件は結構です。 

 続いて、お願いいたします。21ページのレセプト改修委託料です。 

〇康村委員長 住民保険課長。 

〇中岡住民保険課長 そしたら、決算書21ページのレセプト改修委託料についてでございます。

当初の予算に比べて執行率が低いということだとは思うんですけれども、実際にこの補助金

の、入の15ページの国庫支出金の国庫補助金、社会保障・税番号制度システム整備費補助金

の中で806万3,000円という補助金があるんですけれども、実際、これの内訳としましては、

印刷製本費17万2,000円、システム改修委託料が692万4,000円、通信運搬費96万7,000円が国

庫として、補助金として入っている金額でございます。あくまでも当初の交付申請になりま

すので、翌年度で実績報告という形で処理させていただきます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 要は、国庫補助金で100％賄われているということですね。この項目、システム改

修委託料については、財源は全て国庫補助と県の補助も入ってきていたんですね。国庫補助

と特別調整交付金とで全て賄われているということでよろしいですか。 

〇康村委員長 住民保険課長。 

〇中岡住民保険課長 そのとおりでございます。実績という形になりますので、実際、今回、

国庫として入っている分と、県費の特別調整交付金として入っているんですけれども、実際、

翌年度精算という形になりますので、来年度はまた精算金が発生すると思っております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 ありがとうございます。結構です。 

 それでは、資格確認書の発行状況と、滞納世帯の対応はどのようにされているのか、お願

いいたします。 

〇康村委員長 住民保険課長。 

〇中岡住民保険課長 資格確認書の発行件数ですが、1,431件でございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 続いて、言っていただいていいんですが、これはいつ現在でしょうか。それと、

滞納世帯への対応についてお願いいたします。 

〇康村委員長 住民保険課長。 

〇中岡住民保険課長 発行させていただいた時期は、８月から、保険の資格が変わりますので、
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７月９日に、順次、簡易書留で送らせていただいております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 保険税を納められている方には、保険証の代わりに資格確認書が発行されている

ということで、今年７月から1,431件、保険税を滞納しているところについては、本来なら、

資格証明書ということで、保険証の代わりになるものを発行ということになっておりました

けれども、上牧町ではそういう対応はなかったということです。新しい保険証の新規発行が

なくなるに伴って、滞納世帯の対応はどのようにされているかお聞きをします。何か、この

方は滞納されていますよというふうな目印になるようなものがあるのか。それとも、全くな

く、同じように資格確認書が発行されているのかということでお聞きをしているところです

が、どのような対応でしょうか。 

〇康村委員長 住民保険課長。 

〇中岡住民保険課長 今年度に関しましては、滞納世帯の方に対しては、同じく資格確認書を

送らせていただきました。その中で、このままだったら特別療養費に該当しますよという通

知を、税務課から滞納世帯の方に対してお送りさせていただいております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 資格確認書という形で皆さんに発行されているということで、保険税を払ってく

ださいということも含めて、このままでは保険の扱いではないですよということで、そうい

う扱いがあるということですね。資格確認書ということで、見た形は同じなんですね。そう

いう理解でよろしいですか。 

〇康村委員長 住民保険課長。 

〇中岡住民保険課長 そのとおりでございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 分かりました。これは、全ての方に保険証となる資格確認書という形になってお

りますけれども、本来なら保険証、見た目は従来の保険証も資格確認書も同じです。名称が

同じで、それだったら最初から全ての人に、国民健康保険の被保険者に対して保険証を発行

したほうが手っ取り早いのではないかと思います。国民健康保険というのは、医療を受ける

ための、ましてや保険証というのはその証明のものですから、国民健康保険税を納めている

という方への証書ですので、本来なら全ての人に無条件で発行するべきで、全ての人に保険

証を発行してほしいというのが、以前から申し上げているところですけれども、町の裁量と

して全ての人に資格確認書を発行するとなれば、新たな町の費用の発生はありますか。 
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〇康村委員長 住民保険課長。 

〇中岡住民保険課長 資格確認書の場合は、簡易書留ということで郵送料がかかっております。

マイナ保険証の方に関しては、資格情報のお知らせということで、普通郵便でお送りさせて

いただいておりますので、その差額の分は、経費が発生すると考えております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 どちらにしても、何らかの形で、町から資格情報のお知らせとか資格確認書とか、

いろいろまた、滞納の人には滞納の人への別の対応があったりとか、事務が大変煩雑になる

と思いますので、今までどおりの保険証発行が一番いいのではないかと思っているし、そう

いう住民の方も多くなっていますので、この声はやはり、被保険者からも上げていきたいと

思っていますので、またの機会で申し上げたいと思います。町としては、いろいろ作業が増

えていると分かりました。お聞きをしておきます。ありがとうございます。 

 続いては、医療費の保険給付費、24ページ、25ページのところでお聞きしたいと思います。 

〇康村委員長 住民保険課長。 

〇中岡住民保険課長 それでは、決算書25ページ、議会資料が国保のナンバー６番になります。 

〇康村委員長 住民保険課長。 

〇中岡住民保険課長 医療費が減っているということですが、被保険者数が減っているので、

医療給付費は減っているのは当然なのかなとは思っているんですが、１人当たりの医療費が

上がっておりますので、本来だったらもう少し減るべきものなのかなと考えておりますので、

そんなに減っていないのかなと考えております。ちなみに、令和６年度の１人当たりの医療

費が46万5,855円で、令和５年度が43万5,594円でしたので、１人当たりの医療費が上がって

いるのかなと感じております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 石丸です。分かりました。被保険者数の減ではあるけれども、１人当たりの医療

費は上がってきているのでこれぐらいの減り方ということで説明いただきました。分かりま

した。ありがとうございます。これで全てお聞きをいたしました。ありがとうございます。 

〇康村委員長 石丸委員の質疑が終わりました。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 竹中副委員長。 

〇竹中副委員長 氏原委員、石丸委員が関心のあるところを聞いてくれましたので、私は１つ

だけ聞かせてもらいます。 
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 決算書の29ページ、人間ドック等助成事業費について質問させてもらいます。 

 まず、この人間ドック、病気の早期発見ですごく大事な事業だと思います。より多くの人

がこれを活用して、健康に留意してもらえたらというふうに願っているんですけれども、資

料によりますと、令和元年に２万円から４万円へと一挙に倍増されました。これは基金を有

効活用するという説明もあったと思うんですけれども、人間ドックの受診者、過去３年間、

341、354、373人と増えてきて、結構なことかなというふうに思っているんですけれども、こ

れは対象年齢の方の大体何％になるんでしょうか。人間ドック、それから脳ドック、それぞ

れ教えてもらえたらと思います。 

〇康村委員長 住民保険課長。 

〇中岡住民保険課長 対象者の方の受診率になります。令和５年度が13.35％。 

〇康村委員長 住民保険課長。 

〇中岡住民保険課長 令和６年度の対象者がまだ出てないんです。これは11月にならないと出

ないので、直近の人数でさせていただいたら。 

〇康村委員長 住民保険課長。 

〇中岡住民保険課長 直近の対象者の人数でさせていただいたら、14.42％でございます。 

〇康村委員長 竹中副委員長。 

〇竹中副委員長 これ、人間ドックのほうですか。脳ドックのほうはいかがでしょうか。 

〇康村委員長 住民保険課長。 

〇中岡住民保険課長 1.91％でございます。 

〇康村委員長 竹中副委員長。 

〇竹中副委員長 すごく前向きな制度だと思いますので、人数的には増えてきているというこ

とは、僕、いいことかなというふうに思うんですけれども、パーセンテージに直しましたら、

今、課長の説明では、大体対象年齢の15％弱、まだまだ多くの人に受けてもらえたらという

ふうには思いますので、また、周知、広報をより進めていただけたらというふうに思います。 

 それから、もう１つお聞かせいただきたいのは、上限４万円の補助ですよね、人間ドック

を受診される方は、窓口で支払い、４万円で十分賄えているのか。あるいは、まだそれ以上

の支出が要るのか、これはつかんでおられますでしょうか。答弁お願いします。 

〇康村委員長 住民保険課長。 

〇中岡住民保険課長 個人それぞれあるとは思うんですけれども、人間ドックに対して、平均

としまして、大体３万8,000円程度の費用がかかっているということです。 
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〇康村委員長 竹中副委員長。 

〇竹中副委員長 人間ドック、確かに受けましたら、病院によって結構差がありますし、基本

部分だとかオプションだとかで値段が違うというのが、自分も経験上あるんですけれども、

ということは、人間ドックを受診した場合、必要だった額がそれで十分賄える人もあれば、

オプションをたくさん頼んだ人なんかは窓口で超過分を支払っている、そういうふうに理解

したらいいんでしょうか。 

〇康村委員長 住民保険課長。 

〇中岡住民保険課長 そのとおりでございます。 

〇康村委員長 竹中副委員長。 

〇竹中副委員長 理解できました。先ほど説明ありましたように、受診されている方が、資格

がありながら、まだ使っていただいてない方が、パーセンテージで言えば、まだ大半ですの

で、より使ってもらえますように、また、広報のほう、よろしくお願いします。 

 私は以上です。 

〇康村委員長 ほかに質疑はございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇康村委員長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇康村委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり認定することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇康村委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり認定すべきものと決定いたしました。 

 認第３号 令和６年度上牧町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、これを

議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 石丸委員。 
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〇石丸委員 石丸典子です。後期高齢者医療特別会計の決算に対しての質疑を行います。２つ

です。 

 先ほど少し、国保のところで言いかけてしまったのと、もう１つですけれども、後期高齢

者医療保険料に関してです。10ページ、11ページですけれども、国民健康保険において、支

援金制度の創設で、令和８年度、保険料改定があるかもしれないということでしたけれども、

後期高齢者医療の保険料についても同じ傾向というふうに理解しておいていいのでしょうか。

その項目と、もう１つは、先ほど少し述べました、14、15ページの一般管理費の印刷製本費

のところで、予算に対して決算額、執行率が41％ですけれども、保険料改定等の広報等され

ていたと思いますけれども、この状況の説明をお願いいたします。 

 以上の２つの項目です。 

〇康村委員長 石丸委員の通告が終わりましたので、ここで休憩といたします。再開は午後１

時10分からです。よろしくお願いします。 

    休憩 午後 ０時０５分 

    再開 午後 １時１０分 

〇康村委員長 それでは再開させていただきます。 

 認第３号 令和６年度上牧町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、石丸委

員の通告が終わっておりますので、順次答弁をお願いいたします。 

 住民保険課長。 

〇中岡住民保険課長 それでは、後期高齢者医療保険料に対して、子ども・子育て支援納付金

が令和８年度に賦課されるかどうかというご質問だったと思うんですけれども、来年度も後

期高齢者医療保険、子ども・子育て支援納付金が医療給付費分と合わせて賦課される予定で

ございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 後期高齢者医療保険料は、令和６年度と令和７年度の保険料として、現在、一定

の保険料ですけど、令和８年度は保険料改定の年でもありますので、そこへ、恐らく、高齢

者数の増加で上がってくると思われますけれども、それプラス子ども・子育て支援のところ

も重なってくるということで、そのようにお聞きしました。分かりました。結構です。 

 次の項目をお願いいたします。 

〇康村委員長 住民保険課長。 

〇中岡住民保険課長 決算書15ページの印刷製本費の17万7,430円についてでございます。こち
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らは、保険料改定に伴う周知広報事業補助金として、令和７年度の保険料に関わる周知チラ

シ印刷ほかとして、13ページの入の雑入で交付金が交付されております。17万7,000円になり

ます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 分かりました。全額雑入ということで、広域連合からの交付ということで、分か

りました。これは予算と決算の違いというのは、見込みでされていたという理解でよろしい

ですね。 

〇康村委員長 住民保険課長。 

〇中岡住民保険課長 当初予算のときに見積りいただいてたんですけども、実績では、単価等

が減少したことにより、17万7,430円を執行いたしました。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 分かりました。結構です。これで終わります。 

〇康村委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 氏原委員。 

〇氏原委員 氏原でございます。 

 さきの国民健康保険と同じ質問になりますけども、決算書の歳入10、11ページ、款１後期

高齢者医療保険料、項１後期高齢者医療保険料、目１後期高齢者医療保険料の不納欠損額、

タブレット後期ナンバー２の執行停止理由、その他19件の欠損理由をお伺いいたします。 

〇康村委員長 税務課長。 

〇野﨑税務課長 それでは、後期高齢者医療保険料の不納欠損額について説明させていただき

ます。資料は後期ナンバー２になっております。高齢者の医療の確保に関する法律、第160

条第１項、保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権

利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、これらを行使することができるときから２年を

経過したときは時効によって消滅するということで、そのうちのその他ですけども、理由と

しましては、相続人の不存在ということでございます。 

〇康村委員長 氏原委員。 

〇氏原委員 相続人がいないというのが、19件全てなんでしょうか。 

〇康村委員長 税務課長。 

〇野﨑税務課長 そのとおりでございます。 

〇康村委員長 氏原委員。 
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〇氏原委員 分かりました。ありがとうございます。以上でございます。 

 私のほうは以上でございます。 

〇康村委員長 氏原委員の質疑が終わりました。 

 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇康村委員長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇康村委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり認定することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇康村委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり認定すべきものと決定いたしました。 

 認第４号 令和６年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について、

これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇康村委員長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇康村委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり認定することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇康村委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり認定すべきものと決定いたしました。 
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 認第５号 令和６年度上牧町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、これを議題と

いたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 安中委員。 

〇安中委員 安中です。お願いいたします。 

 決算書29ページ、任意事業の扶助費、委託料等について、その中の配食見守り、これ以前

にも聞きましたが、もう一度聞かせていただきます。配食、何件、何人の方が配ってられる

か。この配ってられる方に金額は発生しているのか。今、配食のほうは人手不足と聞いてい

ますが、その辺の事情をお聞かせください。 

 その下の緊急通報見守り支援事業のところで、高齢者世帯等を対象に24時間、365日相談、

緊急要請に応じたと書いてありますけれども、上牧町内でこの設置をされているのは何件あ

りますかということです。この件については、以上です。 

 次、決算書29ページ、在宅医療・介護連携推進事業について、タブレット12です。この中

の事業概要の説明をしっかりとお願いしたいということです。 

 次、行きます。決算書29、31、タブレット14、生活支援体制整備事業について。これはた

すけ愛ということですけれども、延べ170件と書いてありますが、実際の参加人数、メンバー

の数について、もろもろお伺いいたします。 

 次、決算書29、31ページ、タブレット15、生活支援体制整備事業の委託料について、備考

に書いている内容が不明確ですので、ご説明をお願いいたします。 

 次、決算書31ページ、タブレット16、認知症総合支援事業について。事業概要の認知症初

期集中支援推進事業と認知症地域支援ケア向上事業の２つの事業で構成されておりというこ

とが書いてありますが、それぞれの内容を教えてください。 

 それと下の事業効果、認知症サポーター養成講座を開催しというのがありますが、令和７

年度ですか、いつ開催で告知の手段、そして内容、そのちょっと上にキャラバンメイト連絡

会というのがあるんですが、キャラバンメイトについてよく聞かれるんですけども、具体的

にどんなグループか明確に教えてください。伝えたいと思います。 

 次、31ページ、認知症総合支援事業の報償費委託料とタブレット17、この一番上の備考欄

の説明書のところで、令和６年度は実施してないということですけれども、決算ということ

は、令和６年はずっとこれは実施してないということなのかな、そこのところを教えてくだ
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さい。 

 次。決算書31ページ、地域ケア会議推進事業について、タブレット18、この内容でケアマ

ネジャーが担当している事例を基にということでずっと書いてあります。ケアマネジャーは

すごく大変なお仕事で、いろいろ問題が抱えていることが耳に入っておりますが、ケアマネ

ジャーの不足に対して、これからもどのように対処していかれるのか聞かせてください。 

 私、以上です。 

〇康村委員長 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 まず、配食のご質問と思っております。まず、配食サービスにつき

ましては、町内に居住する高齢者の単体世帯及び高齢者のみ及びこれに準ずる世帯、訪問系

サービスを利用していない者、介護サービス予防を使っていない者という条件の下、配食サ

ービスをご利用していただいております。上牧町内で令和６年度に使用していただいた方は

19名となっております。19名のうち、課税世帯の方に関しては自己負担額300円、非課税世帯

の方は自己負担額200円ということで負担はしていただいておるところでございます。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 この配食をされる方、いらっしゃいますでしょう。今聞かせていただいたのは、

配食を受けている方のことですよね。これを配っていらっしゃる方の人数を教えていただき

たいんですけど。 

〇康村委員長 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 配食をしていただける、配達をしていただいている人数は、こちら

では把握しておりませんが、今現在、上牧町での配食の業者さんは２社ということで依頼を

させていただいております。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 民間のボランティアじゃなくて、会社にお願いして配食しているということです

ね。 

〇康村委員長 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 おっしゃるとおりでございます。 

〇安中委員 分かりました。以前に、何年か前に、配食のお手伝いをということで、依頼を受

けた人が、結構大変なのでもうやめたかったというお話が耳に入ってきていましたので、そ

ういうのをやっていらっしゃるのかなと思って、今回聞かせていただきました。今はないと

いうことで理解しました。ありがとうございます。 
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 次、緊急通報見守り支援事業で、これは地域の方でも、うち入っているわ、入ってないわ

というところで、入っているところと入ってないところがあるんだという認識しかないんで

すけども、全体で何歳以上に入っているということで、何件ぐらい設置していらっしゃるん

でしょうか。 

〇康村委員長 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 緊急通報見守り支援事業は、65歳以上の独り暮らし、高齢者のみの

世帯、日中独居の高齢者ということで設置させていただいているところでございます。人数

的には、令和６年度末で44世帯を設置させていただいているところでございます。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 上牧町内で44世帯ですか。 

〇康村委員長 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 上牧町内で44世帯です。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 少なくないですか。 

〇康村委員長 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 このシステムに関しましては、広く広報等でも啓発させていただい

ております。年度途中で増えたり減ったり、施設に入られる方もしかり、家族と同居される

方もしかり、つく家とつかない家、例えば２種類、固定電話型とモバイル型というところで

お貸出しさせてはいただいているんですけども、固定電話の配線によってはつかないところ

もありますので、そういうところも含めて、住民さんに承認いただいていただいてからつけ

ていただくというところで、現在のところは44世帯となっております。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 それでも、上牧町内で44ってどうなんだろう、チョイスというか、つけますかと

いう、例えば100人、上牧町内で65歳以上でひとり暮らし、もっといます。その中でつけます

か、つけませんかというのを伺って、うちお願いしますという数が44ですか。 

〇康村委員長 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 こちらに関しましては、出前講座等、自治会からの要望等でご説明

に上がらせていただいたり、個別にはご説明はしてないんですけども、窓口等でご説明させ

ていただいて、了解を得られたところに設置をさせていただくと。その中で44世帯というと

ころでございます。 
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〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 理解できました。ありがとうございます。この件については結構でございます。

ありがとうございます。 

 次、29ページ、在宅医療・介護連携推進事業について、これ、新規のというか、新しい試

みでもない、今までもやっていらっしゃったのですか。 

〇康村委員長 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 安中委員、おっしゃっているのが、在宅医療・介護連携推進事業委

託料の34万1,000円の件でよろしいですか。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 タブレット12の在宅医療・介護連携推進事業の事業概要というところで、これを

読んだときにすごいなと思ったんです。医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住

み慣れた地域で自分らしい暮らしを安心して続けるために、地域における医療と介護の関係

機関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を一体的に提供することができるよう、

奈良県あるいは保健所の支援の下、市町村が中心となって、地域の医療体制の緊密な連携を

行いますということで、ここまでこれができているのなら、結構すごくないですかって思っ

たんです。 

〇康村委員長 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 こちら、５年前に導入させていただいたシステムではございますが、

システムの運用が非常に難しいものでございまして、令和６年度で一応終了とさせていただ

きます。その上に事務費が決算書には載っているんですけども、こちらでｉＰａｄをリース

させていただいて、このＳＮＳに係ることが全てできる形で移行させていただいております。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 ということは、１年でやってみたけれども、ちょっと難しかったけど、続けます

ということですよね。 

〇康村委員長 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 もともとこのシステムは導入させていただいて、本来の使い方とし

ては、医療機関がある利用者の方の日中の状況を入力していただいて、それをケアマネジャ

ーとかが見に行けるような、プラットフォームみたいな使い方が理想だったんですけども、

やっぱりその医療従事者であったりケアマネジャーであったり、その一人一人の個人情報を

入力するというところで、いろいろ問題ではないんですが、運用が難しくなってきて、それ
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であれば、今現在、ＬＩＮＥ等を使用して、いろんなことが共有できるようになってきてお

りますので、そちらのほうが予算的にも安価で、連絡が早いなというところで、移行させて

いただいたところでございます。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 なぜ、これを聞いてすごいなと思ったのが、そこまでちゃんとできたならば、ケ

アマネとか人員の負担がすごく減るだろうなって思ったことと、災害時に結局、医者とか介

護の方との連携が必要な要支援の方々が救われる道がここにあるのかなとすごく思ったんで

す。災害が起こったときに、いつもかかっている方は、病院かかりますけど、そうじゃない

方は１回避難所に集まって、そこからまた病院を紹介してもらうというところで、民間とし

て何ができるだろうということを、今、一生懸命考えて活動しているんですけれども、これ

が本当に細かくできるようになったら、その部分がすごく短縮して、民間でやることが少な

くなるし、ケアマネジャーさんの手も煩わせることも少なくなるかなと思いますので、これ

はすごくいいシステムだと思いますので、どうか完成させていただきたいと思いますので、

より頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

〇康村委員長 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 このシステムは、令和６年度で一応システムは終了、委託契約は終

了とさせていただいております。今後、ｉＰａｄ等を利用して、よりよい環境にしていけれ

ばいいかなとは思っておりますので、当課としても研究、検討は続けていきたいとは考えて

おります。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 ありがとうございます。ぜひぜひお願いいたします。ここのところが一番、ちょ

っと頭を抱えてどうしたらいいのかな、これは私たち、活動している者だけじゃなくて、き

っと町のほうも頭を抱えている、頑張っているところだと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 以上です。ありがとうございます。 

 次、決算書29、31、タブレット14、生活支援体制整備事業についてです。この中で、事業

効果のところにたすけ愛というのが書いてあるんですけども、以前、私もこのたすけ愛に入

っていまして、物すごく充実したいい仲間づくりができた、町の人のために働く人たちが集

まっているメンバーなので、感激していましたんですけど、それがやめて２年ぐらいたちま

すけども、今のこの延べ170件おられますけど、参加している人数、メンバー数は、今、何人
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ぐらいいらっしゃいますか。 

〇康村委員長 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 生活支援サポーターのたすけ愛のサポーター数は、約20名となって

おります。利用者の方は、令和６年度で59名の方が利用していただいているところでござい

ます。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 20名、すごいですね。結構増えましたよね。 

〇康村委員長 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 令和５年度と比較したら、令和５年度は54名で、令和６年度が59名

ということでございますので、５名の増員となっております。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 使ってくださる方は、シルバー人材センターもありますので、どちらかに行って

いただけて、シルバー人材センターとたすけ愛というのは、同じようなことをほぼされると

思うので、気を遣いながら、皆さん頑張っていたと思うんですけど、令和７年度、このメン

バー、20名がすごく大事だと思いますので、これからも増やすように頑張っていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

〇康村委員長 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 今おっしゃるとおり、たすけ愛の方々、非常に重要な役割を果たし

ていただいていると考えておりますので、当町としても、できればたすけ愛の方は増えてい

ただけるとありがたいとは考えておりますので、そういう点も、また、調査・検討はさせて

いただきたいと思っております。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 私からこの件については以上です。ありがとうございます。 

 決算書29、31、タブレット15、生活支援体制整備事業の委託料についてということで、令

和５年、６年と決算額が発生しているということは、この備考の欄が確実に実行されている

ということなのでお聞きしたいんですけれども、この地域の資源開発や、住民同士のネット

ワークの構築を住民が主体となって取り組めるような支援や生活支援サポーター活動のコー

ディネートを行いました。この意味というか、役場がしたことだと思うんだけど、どんなこ

とをされたのか教えていただけますか。 



－39－ 

〇康村委員長 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 生活支援体制整備事業委託料としましては、中身に関しましては、

生活支援コーディネーターに対する委託料とさせていただいております。生活支援コーディ

ネーターというのは、資料にございますようなお仕事をさせていただいているんですけども、

主に米山台でやっていただいている気になる会議に出席していただいて、地域住民からの意

見を聞く、先ほどおっしゃっていただいたようなたすけ愛サポーターとお仕事のマッチング、

そういうところを担っていただいておるところでございます。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 ということは、このコーディネーターは町の方でなく、どこか違う企業の方なの

ですか。 

〇康村委員長 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 社会福祉協議会に委託させていただいております。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 そしたら、コーディネーターさんは、社会福祉協議会、社協のほうから来ていた

だいているということですね。 

〇康村委員長 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 生活支援コーディネーターの資格を持っておられるのが、社会福祉

協議会におられるので、そこに委託をさせていただいているところでございます。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 よく分かりました。資格を持った社協にいる方に来てもらうと。理解できました。

ありがとうございます。 

 次、決算書31ページのタブレット16、認知症総合支援事業について、事業概要の認知症初

期集中支援推進事業と認知症地域支援ケア向上事業、この２つのお仕事の中身を教えてもら

えますか。 

〇康村委員長 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 認知症初期集中支援チームと申しますのは、認知症の方で、どこと

もサービス等がつながっていない方に関しまして、緊急の案件、緊急に人を集めて何かをし

ないといけないというところで、チームが集まって委嘱させていただいて、その方にどうい

うことができるのかを考えていくチームでございます。例年、実績的には出動回数はござい

ませんが、ふだんの相談業務であったり、月に１回開催させていただいている認知症相談等
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で、現在は賄えているところでございますので、出動回数がないところでございます。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 分かりました。ふだんのケアの中、広報か何かにお知らせして、それで相談に来

た方々の中から見つけていくというところで、あと、ケアマネさんとかの報告の中から、ち

ょっとこの方かもしれませんね、ケアしませんかとか、そういうお話の中から、考えて動い

ていらっしゃるということかな。 

〇康村委員長 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 仮に認知症の方がおられて、ケアマネジャーの方がおられると、そ

れはもうサービスにつながっていると考えておりますので、全くそうではない方、全く何も

つながってない方、医療機関もしくはそういうケアマネジャー、要介護認定等、何もつなが

っていない方が緊急を要することであれば、こういうチームを発動させると。ただ、ふだん

の窓口対応、そういう相談に来られて、先ほどもちょっと言うことが重なってしまうんです

けども、月１回の認知症相談等で、今のところ、緊急に出動するというところがございませ

んので、稼働していないと認識していただければいいかなと思います。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 何となく分かってきましたけども、窓口に相談に、飛び込みで来られた方に対し

て、おかしい、この人助けなきゃというときに出動するということですね。 

〇康村委員長 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 おっしゃるとおり、それも１つでございます。例えば、民生委員さ

んからのご相談、近隣の方からのご相談があれば、訪問等させていただいてというところで

ございます。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 そこが聞きたかったんですけども、今、本当に多くなってきていて、私の周りで

も、これ、プライベートなことなので言っていいものか。かつても、社協さんにでも言いに

行ったことがあったんです。そこからどう動いているのかなと思ってずっと見ているけど、

結局、周りを回って様子を見ただけで、直接本人には言っていないということがあったりし

ていたんで、どう動いているのかなということで、そのときは少なかったので思ったんです

けど、ここのところ、火事一歩手前とか徘徊とか、結構なもので、私のところに来ることも

あるので、どういうふうに見つけているのかなと思ったんですけど、言いに行ったら、何ら

かの形でコンタクトは取ってくださるんですね。 
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〇康村委員長 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 情報提供はいただけたら、それをそのまま放置するというのはござ

いません。過去にどういう経歴でその方とは関わりがあったのか、周りに家族がいないのか、

そういうところを調査させていただいて、アプローチの仕方は検討させていただくところで

ございます。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 心強いお言葉を聞かせていただきました。これから安心して、町民の皆さんとお

話ししていきたいと思います。ありがとうございます。 

 次ですけども、その下の、よくキャラバンメイトって何って聞かれるんです。お答え願え

ますか。 

〇康村委員長 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 キャラバンメイトと申し上げるのは、奈良県で認知症サポーターを

養成するために専門職の方が研修等を受けて、資格ではないんですが、そこで認証を受けた

方がキャラバンメイトというところで活躍をしていただいておるところでございます。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 キャラバンメイトって、ここに何かオレンジ色のをつけている人がキャラバンメ

イトですか。そうじゃない。 

〇康村委員長 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 現在、私もさせていただいているんですけど、これはキャラバンメ

イトではなくて認知症サポーター、キャラバンメイトさんが開催させていただく養成講座で、

認知症を正しく理解しようと。認知症サポーターとはというところで講座を開いて、そこで

研修を受けた者がこういうリングをもらえるというところでございます。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 この輪っかはたくさん私も持っているんですけど、分かりました。開催されまし

たということで、これ、養成サポーター、決算特別委員会だからこういう説明は聞いたら駄

目なのですか。 

〇康村委員長 どうぞ最後まで言ってください。以後、気をつけてください。 

〇安中委員 すみません。ここでもすごい大事なんです。今一番、支援事業について、これだ

けのお金をかけていただいて、住民がどれだけ把握して利用しようかなという部分で、やっ

ぱり聞いておかないと説明もできませんし、せっかく動いていただいているのに活用もでき
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ないということで、何かご不満はございますようでございますが、一応聞かせていただきた

かったので、聞かせていただきました。最後に、開催は、いつものように広報で開催を告知

されたんですね。 

〇康村委員長 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 安中委員、おっしゃっているのは、認知症サポーターの要請という

ことでよろしいでしょうか。 

〇安中委員 そうです。養成講座。 

〇杉分生き活き対策課長 その件につきましては、各自治会等でご依頼があったり、各団体か

ら依頼があったりというところで要請させていただいております。それまた、広報等、ペガ

サスフェスタ等でも要請しませんかというところでも告知はさせていただいているところで

ございます。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 なるほど、自治会からの声かけは、私は受けたことがないので、主に広報だと思

います。分かりました。この件については、ちょっと苦情が出ましたので、この辺でやめて

おきます。以上です。 

 次、31ページの認知症の支援事業の報償費委託料の備考のところで、この意味をお伺いし

ようと思ったんですけど、さっき説明していただきましたので、ここは割愛させていただき

ます。 

 最後、決算書31、地域ケア会議推進事業についてのタブレット18、事業効果のケアマネジ

ャーが担当している事例を基にと書いてありまして、ケアマネジャーさんのお困り事という

のは、結構いろいろ聞こえてきます。この対処を一生懸命されているんだと思うんですけど

も、やめてしまったり悩んだりということも、結構、聞こえてきているんですけど、そこの

部分の対応、また、不足に対してどのように対処されているか、最後にお聞かせください。 

〇康村委員長 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 ケアマネジャーに関しましては、各事業所、確保に奔走していただ

いているところでございます。やはりケアマネジャーという資格の特性上、資格を持ってい

らっしゃる方は多いのかなと。ただ、それをどういうふうにして確保するのかというのは、

事業所、それぞれ頭を悩ませていただいているところでございます。当課としましても、一

応、お話は聞かせていただくんですけど、今のところ、具体的に各事業所のケアマネジャー

の確保にお力添えすることは難しいので、お話を聞かせていただくところでしか対応はでき
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ておりません。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 そうですね。難しいですね。でもやっていかなければ、お世話をする方が結局い

らっしゃらなくなりますので、何とか考えて推進していただきたいと思います。 

 私からは以上です。ありがとうございました。 

〇康村委員長 安中委員の質疑が終わりました。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 氏原委員。 

〇氏原委員 氏原でございます。 

 不納欠損の部分でお聞きします。決算書、歳入10、11ページ、款１保険料、項１介護保険

料、目１第１号被保険者保険料の不納欠損額、タブレット介護ナンバー２の執行停止理由、

その他55件の欠損理由をお伺いいたします。 

〇康村委員長 税務課長。 

〇野﨑税務課長 それでは、介護保険料の不納欠損のその他の理由について説明させていただ

きます。資料は介護のナンバーの２となっております。介護保険法第200条の１項、事項とし

まして、保険料、納付金、その他この法律の規定による徴収金を徴収し、または、その還付

を受ける権利及び保険給付を受ける権利は２年を経過したときは時効によって消滅するとい

うことで、その他の理由ですけども、生活困窮及び相続人不存在となります。 

〇康村委員長 氏原委員。 

〇氏原委員 生活困窮は１件入っていて、居所不明が８件、その他が55件、その55件の理由を

お聞きしたんです。 

〇康村委員長 住民生活部理事。 

〇山本住民生活部理事 先ほど課長から申し上げましたが、生活困窮ではございません。生活

困窮者が、以前に生活保護になるまでの保険料が、生活保護に移った段階で回収ができませ

んので、それが約２年間たまっていっているという形になるんです。滞納されている方です

が、ちょっとずつでも払っていただける方もいてはったり、生活保護にかかるぐらいなんで、

能力がなくなったというのが主な原因でございます。それが積み重なってきた部分と、あと

相続、亡くなった方の滞納が残っている部分がございまして、その分が相続放棄されたとい

う部分で、介護保険料の滞納が積み重なっている部分がその他になっております。 

〇康村委員長 氏原委員。 
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〇氏原委員 確かに、この数字を見たときに、64件中55という数字があまりにも多いので、そ

の他に入っているのがどうなるのかなというのもあったので、お聞きしたんですけども、そ

ういった部分では、当然、住民税にしろ、国民保険税にしろ、同じような状況の方はきっと

いらっしゃるんだろうなというのは推察しますけども、そういった方を、予備を調べるのも、

当然、職員の方では無理だと思いますので、承知いたしました。ありがとうございます。 

 私からは以上でございます。 

〇康村委員長 氏原委員の質疑が終わりました。 

 ほかに質疑はございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇康村委員長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇康村委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり認定することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇康村委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり認定すべきものと決定いたしました。 

 認第６号 令和６年度上牧町水道事業会計決算認定について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑に入る前に、水道事業会計決算認定におきましては、皆様、ご承知のとおり、令和７

年４月から奈良県水道企業団となり、令和６年度の水道事業会計決算認定が最後であります。

質疑に関しましては、下水道課長が答弁されます。オブザーバーとして、水道企業団上牧事

務所、宮崎所長が同席されていますことを皆様に申し伝えいたします。 

 それでは、質疑に入らせていただきます。 

 質疑はございませんか。 

 石丸委員。 

〇石丸委員 石丸典子です。令和６年度水道事業会計決算認定についての質疑を行います。 

 ただいま委員長から説明がありましたとおり、今回の令和６年度の水道事業会計決算は、
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令和７年度から水道が広域水道で一体化となり、奈良県広域水道企業団へと引き継がれると

いう内容を含んでいるもので、決算認定としては最終です。今回、質問は、主に奈良県広域

水道企業団に引き継がれる項目を中心にお聞きしたいと思います。３点、４点ぐらいです。 

 まず、この決算書のページ数でいきますと、３ページ、４ページのところで、水道事業損

益計算書が出されておりまして、令和６年度の当年度末処分利益剰余金ということで、３ペ

ージの一番下に書かれているのが、利益剰余金約11億1,468万何がしです。また、４ページに

は、剰余金の計算書で出されておりまして、その中では、剰余金のうち利益剰余金、中央か

ら右寄りのところに建設改良積立金ということで、約１億円と改良積立金があります。それ

と、先ほどの当年度の未処分利益剰余金と合わせて、約12億円が剰余金として計上されてき

ているわけですけれども、令和７年度以降については、広域水道企業団に引き継がれている

という内容ですね。それを確認したいのと、使途についてご説明をお願いいたします。水道

施設の更新事業等に優先して、利益剰余金を計上したところにも充てられるというふうに、

たしかそういう計画であったと思いますので、その大まかなところをご説明していただきた

いと思います。 

 次は18ページで、資本的収入と支出のところで、支出の部分でお伺いいたしますけれども、

資本的支出の建設費の中で委託料、当初予算3,355万円で、決算額が2,979万5,000円というこ

とで、町内７か所において設計業務が行われているということなんですけれども、今後につ

いては、工事については、令和６年度決算ですので、広域企業団で実施されているのかどう

か、今後されるのかどうか、この説明をお願いしたいと思います。 

 同じ建設費の節の中で、予算書では、３番目に建設更新費ということで500万円計上があっ

たんですけれども、決算には上がっていません。この建設更新費というのは、排水ポンプイ

ンバーターコンバーター更新工事という工事だったと思いますけれども、この決算書にも上

がっていません。その項目について説明をお願いいたします。 

 以上です。 

〇康村委員長 それでは暫時休憩いたします。再開は２時15分といたします。 

    休憩 午後 １時５９分 

    再開 午後 ２時１５分 

〇康村委員長 それでは再開いたします。 

 石丸委員の通告は終わっておりますので、順次答弁をお願いいたします。 

 下水道課長。 
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〇南浦下水道課長 それでは、決算書の３ページでございます。当年度未処分利益剰余金の11

億1,400万、この部分は丸々企業団に引き継ぐかという質問でございました。この部分につき

ましては、そのまま企業団に行くものでございます。 

〇康村委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 続きまして、７年度の引継ぎによります水道事業でございます。７年度に

つきましては、緑ケ丘地区の工事。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 回答中申し訳ありません。利益剰余金ともう１つ、建設改良積立金１億について

も併せて説明をお願いできますか。両方で、利益剰余金と建設改良積立金と合わせると、約

12億円ですけど、これが企業団のほうに引き継がれるという認識でよろしいでしょうか。 

〇康村委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 そのとおりでございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 分かりました。では、次のところをお願いいたします。 

〇康村委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 令和７年度の水道事業でございます。工事箇所につきましては、緑ケ丘地

区におきまして、420メートルを実施予定でございます。それと、委託料といたしまして、服

部台地区におきまして、1,730メートルの測量設計業務に取りかかる予定でございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 今お答えいただいているのは、18ページに関係する内容ではなくて、利益剰余金

を活用した事業の説明でしたか。 

〇康村委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 そのとおりでございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 申し訳ありません、もう一度お願いいたします。 

〇康村委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 水道の工事の部分でございますが、緑ケ丘地区におきまして、420メートル

実施する予定でございます。それと、測量設計といたしまして、服部台地区で1,800メートル

を予定しております。 

〇康村委員長 石丸委員。 
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〇石丸委員 この事業については、先ほど言いました１億と11億円の利益剰余金等を活用して、

広域企業団で令和７年度に行われる箇所ということですね。緑ケ丘と服部台における、それ

ぞれ工事と設計業務という理解でよろしいですか。 

〇康村委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 そのとおりでございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 今後もこの剰余金を使って、優先的に年度ごとに行われるというふうな理解でよ

ろしいですか。 

〇康村委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 優先的に取り組んでいってもらえるようには聞いております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 これは広域になりますので、なかなか上牧町議会として確認していくことができ

ないんですけれども、その都度、報告等、また議員からの質問で明らかになるところでしょ

うか。 

〇康村委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 水道企業団でも年に２回、議会が開かれますので、そこで討論等していた

だければいいのかなと思っております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 また、その経過については、それぞれの組合議会等の議事録等、また、確認した

り、担当課へお聞きしたりしていきたいと思いますけれども、組合議会に行かれている議員

さんは、上牧町ではどなたが行かれていますか。 

〇康村委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 牧浦議員でございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 議員からも出ているということですので、町長も出られてますね。しっかりまた、

議員からも報告を頂くようにしていきたいと思います。町長も出ておられますね。 

〇康村委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 部会等もございますので、そこで町長、出席しております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 その件は、また、しっかりと確認をしていただきたいと思います。こちらの議員
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からも調べていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、18ページの資本的支出の建設費の説明をお願いいたします。 

〇康村委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 建設費の中の委託料でよかったですか。このことにつきましては、資料の

12ページでございます。水道のナンバー12で明記させていただいております。事業の概要と

いたしましては、今後、課の更新計画策定により更新優先順位箇所を位置づけされた配水管、

管路の更新工事を順次実施するため、実施設計図書の作成を実施するものであります。実施

箇所につきましては、滝川第１、服部台、緑ケ丘地区、南上牧地区、米山台地区、新町地区、

松里園地区、五軒屋地区でございます。延長して4,009メートルを実施させていただきました。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 資料、水道ナンバー12でそのように書かれておりまして、工事については、奈良

県広域企業団で引き継がれて実施予定でありますということで、これはまだ、これからとい

うことですね。この７か所の事業はこれから行われるというふうなことでしょうか。 

〇康村委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 さっき言いました７年度事業、②の中で示しております緑ケ丘地区を７年

度で実施する予定でございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 順次実施されるということで、この７か所が挙げられているということで、分か

りました。理解しました。 

 それで、次の施設更新費が、予算500万円計上だったんですけど、執行されていないんです

けれども、この説明をお願いいたします。 

〇康村委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 この部分につきましては、インバーターコンバーターの取替え工事の予定

でしたが、部品が入ってこない状態で、工事に取りかかれない状況で、なくなっております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 今後、この更新工事はどうなりますか。広域企業団の中で行われるということで

すか。 

〇康村委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 広域企業団で、引き継ぎでやっていく予定となっております。 

〇康村委員長 石丸委員。 
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〇石丸委員 一通りお聞きをいたしまして、上牧町で関わる水道事業会計の決算というのが、

もうこれで最終ということになります。奈良県の広域の事業で、広域の運営になるとなかな

か自治体ごとの、上牧町でのチェックができないところは、大変危惧されるところですけれ

ども、それは十分、広域の議会の中で議論されるとおっしゃっていますけども、細かい目で、

各地域の住民の立場の意見がなかなか通らないのではないかと思いますけれども、その辺は

大丈夫ですか。 

〇康村委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 基本的に今の町職員が企業団に派遣という形で、事務処理にも進んでおり

ますので、住民さんが来られたら、その声を聞いて、本部との相談という形になるんですけ

ども、その辺は声を上げていきたいと考えております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 このような形で、細かなところまで各地元の議会で審議するというのとは、また

ちょっと変わってくるというのは、確かにあると思います。その辺は大変、広域行政のデメ

リットといいますか、ある意味、目が行き届かない、住民から遠くなるというのは確かだと

思いますけれども、今後もこれまでの水道事業が計画どおり進められますように、しっかり

チェック、または提案をしていただきますようにお願いしておきまして、決算に対しての質

疑を終わります。 

 これで終わります。ありがとうございます。 

〇康村委員長 石丸委員の質疑が終わりました。 

 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇康村委員長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇康村委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり認定することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇康村委員長 ご異議なしと認めます。 
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 したがって、本案は原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

    休憩 午後 ２時２９分 

    再開 午後 ２時２９分 

〇康村委員長 さきの介護保険特別会計について、説明が間違っていたという申入れがありま

したので、ただいまから説明を受けることにいたします。 

 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 生き活き対策課でございます。 

 先ほど、安中委員からいただいておりましたご質問に対しての答弁が、一部誤りがありま

したので、この場にてご訂正させていただきたいと思いますけど、よろしいでしょうか。 

〇康村委員長 生き活き対策課長。 

〇杉分生き活き対策課長 緊急通報見守り支援事業のところで、私自身、44件と申し上げてお

りましたが、正しくは令和６年度末で207件使用していただいております。44件というのは、

令和６年度の単年で申請があった分というふうな認識をしていただいていいと思います。 

 以上です。 

〇康村委員長 安中委員。 

〇安中委員 だと思いました。ありがとうございます。 

〇康村委員長 認第７号 令和６年度上牧町下水道事業会計決算認定について、これを議題と

いたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 石丸委員。 

〇石丸委員 石丸典子です。令和６年度下水道事業会計決算について質疑を行います。一般会

計では、他会計補助金の使途についてということで、いろいろお聞きしたんですけれども、

決算書の報告書の10ページに少し内訳等も書いておりまして、収益的収支、資本的収支でそ

れぞれ分かれており、また、公共下水道事業の補助金、国庫の補助金として、防災安全交付

金としても計上されているということで、改めて見させていただいたところです。細かい内

容については、この中では結構でございます。先ほどは細かい内容で大変失礼いたしました。 

 今回お聞きするのは、水洗化率向上に向けた取組ということで、その中で、決算書の15、

16ページですけれども、収益的の費用の部分の項目ですけれども、補助交付金ということで、
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水洗便所改造資金融資利子補給金ということで、金額は少ないんですけれども、取組がなさ

れているんですけれども、どのような状況であるか説明をお願いいたします。水洗化、下水

道を整備しても、各家庭から本管のところに接続する工事とが大変お金がかかるというふう

に聞いておりますけれども、町の促進するための事業と、どのような利用状況であるかとい

うことで、なかなか利用していただけないというのも聞いておりますけれども、この補給金

についての内容と現状、決算額で１万5,963円、利子補給金ということなんですが、これの金

額についての説明も併せてお願いいたします。 

〇康村委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 この補助金につきましては、排水設備を工事するのに一旦、融資制度がご

ざいまして、個人さんと銀行とのやり取りといいますか、その関係で、かかった料金に対し

ての利子部分を町が負担するという形で、工事が完了し次第、その利子部分を町が負担する

と、補助金を出すという形の制度でございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 この交付金を受けていらっしゃる方はどのぐらいありますか。ちなみに、この令

和６年度は、状況はどうですか。 

〇康村委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 令和６年度につきましては、１件でございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 傾向として、大体、年間に数件、１件、あればいいというふうなところでしょう

か。こういう利子補給、利子を負担しますよというところだけではなかなか進まない現状だ

と思いますけれども、その辺はどのような見解でしょうか。 

〇康村委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 令和６年度、１件というのも少ないんですが、過去、去年、昨年、一昨年

は、恐らく０件だったと思います。６年度は１件あったというところで、なかなかこの辺は、

料金の関係でシビアなところなので、進まないのかなと思っております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 もうちょっと早い時期だったらあったのかも分かりませんけど、だんだん高齢化

してきて、今さらもういいですというふうなところもお聞きしたり、あるんですけれども、

こういう制度がありますよというのは、しっかり広報していただくぐらいしかないですね。

どうですかというのも、何せお金がかかる、もともとのお金がかかるところですから、その
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辺はしっかり広報していただきたいと思います。 

〇康村委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 広報等ホームページにも載せさせてはいただいておるんですが、先ほど言

っていただいたとおり、基金のところで難しいのかなと思っているところでございます。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 本当に進めようとするのであれば、もう少し、町として補助金を出すというのも

１つあるかと思いますけれども、収入をもって支出に充てるという、企業会計だからと言わ

れるかも分かりませんけども、公営企業という観点からいうと、住民の福祉向上というとこ

ろがまずありますので、採算だけではありませんので、その点も含めて、また、検討の１つ

にしていただけたらと思いますが、どうでしょうか。 

〇康村委員長 下水道課長。 

〇南浦下水道課長 経営状況を見ていきながら、そういったところも検討していって取り組ん

でいきたいと考えております。 

〇康村委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 お聞きをしておきます。以上で終わります。 

〇康村委員長 石丸委員の質疑が終わりました。 

 ほかに質疑はございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇康村委員長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇康村委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり認定することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇康村委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり認定すべきものと決定いたしました。 

 以上で本委員会に付託されました議案は全て終了いたしました。 

 理事者側より挨拶をお願いいたします。 
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 阪本町長。 

〇阪本町長 全ての決算におきまして、認定すべきものとご決定を頂きまして、ありがとうご

ざいます。本会議でも認定していただきますようお願いを申し上げまして、お礼のご挨拶と

いたします。ありがとうございました。 

〇康村委員長 これをもちまして決算特別委員会を閉会いたします。 

 皆様、ご苦労さまでした。 

    閉会 午後 ２時３８分 
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    開議 午前１０時００分 

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（遠山健太郎） おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は12名です。定足数に達しておりますので、これから本日の会議を

開きます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議事日程の報告 

〇議長（遠山健太郎） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 それでは、日程に従い、順次議事を進めてまいります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎一般質問 

〇議長（遠山健太郎） 日程第１、一般質問について。 

 一般質問の持ち時間は、理事者側の答弁を含め１人１時間以内です。質問者はその点、十

分心得て質問し、理事者側は的確かつ簡潔に答弁をお願いいたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇牧 浦 秀 俊 

〇議長（遠山健太郎） それでは、６番、牧浦議員の発言を許します。 

 牧浦議員。 

          （６番 牧浦秀俊 登壇） 

〇６番（牧浦秀俊） ６番、牧浦秀俊です。議長のお許しを頂きましたので、一般質問をさせ

ていただきます。今年の夏は例年以上に厳しい暑さが続いており、熱中症や体調管理に大き

な注意が必要となっております。町民の皆様におかれましても、健康への不安を感じながら

日々を過ごされている方が多いことと思います。この場をお借りして、町民の皆様が無事に
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夏を乗り越えられますようお祈り申し上げます。また、国政におきましては、先般の参議院

選挙の結果を受け、石破首相が辞任されるという大きな政治的な節目を迎えることとなりま

した。国のかじ取りが大きく変わる時期にあって、地方自治体としてもその影響を冷静に見

極め、住民の暮らしを守り、地域の発展に結びつけていく責任がございます。 

 このように、内外の環境が大きく変わる中で、私たち町議会も町民の皆様の声を的確に反

映し、現場の課題に正面から向き合い、よりよいまちづくりに資する議論を進めていかなけ

ればなりません。本日は、その観点から幾つかの課題について町当局にお伺いし、建設的な

議論をさせていただきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私の質問は、大きく３つ。１つ目、上牧町役場県道における環境整備について。 

 １、現状認識について奈良県との連携状況について。 

 ２、今後の環境整備計画について。 

 ３、環境・安全・利便性の観点からの整備方針は。 

 ４、県道に隣接する個人所有の土地への町の対応は。 

 ２つ目、上牧第二小学校周辺における「夾竹桃」の安全管理と処分対応について。 

 １、上牧第二小学校周辺における「夾竹桃」の本数・位置・管理状況について町として把

握しているのか。 

 ２、「夾竹桃」の毒性や危険性について、教育現場及び地域住民への周知はどのように行わ

れているのか。 

 ３、今後の伐採・撤去について町として具体的な対応方針はあるのか。 

 ３つ目、新上牧中学校の教育目標・特化分野について。 

 １、まず、新上牧中学校では現在どのような教育目標や重点的な取組をしようとしている

のか。 

 ２、新上牧中学校の特化した目標。桃園国民中学校のＩＣＴと相互交流をつなげるのはど

うか。 

 ３、中学校間における連携促進のため、教育委員会として「学校間交流モデル」や、「特色

間連携推進プラン」のような新たな施策を立ち上げる予定はあるのか、また、検討の余地が

あるのかをお聞きいたします。 

 再質問につきましては、質問者席で行います。よろしくお願いいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 牧浦議員。 

〇６番（牧浦秀俊） それでは、大きな１番目です。上牧町役場前の県道における環境の整備
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についてお伺いいたします。この質問の背景なんですが、上牧町役場前を通る県道は町の中

心的な場所であり、多くの町民や来訪者が通行する重要な道路であります。しかしながら、

現状では歩道の狭さや雑草と繁茂、木も生えているなど景観や安全面に課題が見受けられま

す。町の玄関口とも言えるこのエリアの環境整備は、町のイメージ向上や住民の安全、快適

性の向上に資すると考えます。このようなことが町民より再々上がってくるようになりまし

た。町民からすると、町道も県道も区別がないということなんです。 

 それでは、質問に入らせていただきます。１番目、現状認識について。上牧町役場前を通

る県道の環境、歩道の幅、清掃状況、街路樹植栽の管理、バリアフリー対応などについて、

町としてどのように現状を把握しておられるのかお伺いいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 役場前の県道、中筋出作川合線につきましては奈良県の管理管

轄となっておりますので、高田土木事務所が維持管理等を行っていただいておるという状況

でございます。 

 日常の維持管理についてですが、植樹帯が設置されている区間につきましては年２回、そ

れ以外の区間につきましては、年１回の草刈りと清掃業務を実施しておられるということで

ございます。 

 そのほか地域住民さんから都度ご意見を頂いた時点で対応する対応を取っていただいてお

るという状況でございます。 

〇議長（遠山健太郎） 牧浦議員。 

〇６番（牧浦秀俊） 分かりました。ただ、道路から樹木、年２回の作業の後も、樹木という

のかな、雑草と樹木があんまり区別がつかないんですけども、よく見ると樹木であるという

ようなところは残ってあるんですが、これについてはどうでしょうか。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 議員ご指摘の部分でございますが、これも確認させていただい

ております。これにつきましては、県のほうに、文書等でもって報告をさせていただいてい

る状況でございます。 

〇議長（遠山健太郎） 牧浦議員。 

〇６番（牧浦秀俊） 普通、草刈りと伐採というのは別になるんですか。雑草のように見える

んやけども、近くに行くと木であると。そやけど、あれは気がついてもなかなか切りに行く

ということができない場所なんですよね。これは、やっぱり草刈りのときに一緒にやってく
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れたらいいのになと思うんですけど、その辺はどうなんでしょうか。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 今もご指摘のとおり、その辺も、それも併せて県に対して要望

していきたいと思っております。 

〇議長（遠山健太郎） 牧浦議員。 

〇６番（牧浦秀俊） よろしくお願いいたします。 

 それでは、奈良県との連携状況について、今、一部説明がありましたけども、当該道路は

県道であるため、整備には奈良県との連携が必要です。これまで奈良県に対してどのような

要望、協議を行ってこられたのか。また、その結果についても伺います。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 平成30年３月に上牧町バリアフリー基本構想を策定させていた

だきまして、役場前の県道におきましては、重点整備地区内の道路として中筋出作川合線を

道路特定事業としての位置づけを行いまして、事業連携を図っておるというところでござい

ます。道路特定事業しての位置づけを行ったことにより、中期的な対策として、現状の幅員

内での対策として段差解消工事を数年前から継続的に実施していただいており、本年度にお

いても、役場前の歩道において側溝蓋の改修、舗装工事を実施していただくこととなってお

るところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 牧浦議員。 

〇６番（牧浦秀俊） それでは、続いて行かせていただきます。ここが一番難しいかもしれま

せん。県政に対しては大体お願いベースでやっていかないと、我々は分かっているんですけ

ども、これからの予定をやっぱり知っておきたいということで聞かせていただきます。 

 今後の環境整備計画について、役場前の県道について、今後、どのような環境整備を予定、

検討されているのか。また、地域住民の声をどのように反映させていくのかについてお考え

を聞かせてください。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 引き続き、上牧町バリアフリー基本構想で策定しました道路特

定事業計画にのっとりまして、側溝蓋の改修、舗装等の改良、段差、勾配の解消、視覚障害

者誘導用ブロックの設置、改善を目的とした事業を進めていきたいと考えておるところでご

ざいます。 

 それと、地域住民さんからのご意見につきましては、例年実施しております自治会要望等
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及び臨時的なご意見、ご要望につきましても、適宜県土木事務所に対して文書にて引き続き

上申してまいりたいと思っておるところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 牧浦議員。 

〇６番（牧浦秀俊） よろしくお願いいたします。本当になかなか県道というのは、我々は分

かるんですけども、やっぱり町民からすると県道と町道との区別がなく、何で早うしてくれ

へんねん、何でせえへんねんというようなことがやっぱり我々の耳に入ってくるわけです。

だから、今までは県道やからと言っていたんですけども、だんだんそれでは済まなくなって

いる。あんたも県道や県道やと言うて逃げてんのと違うかと言われるようになりました。こ

の辺もちょっと聞いておいてください。 

 それでは、景観・安全・利便性の観点からの整備方針について伺います。特に、景観美化

や歩行者の安全確保、バリアフリーの観点から具体的にどのような整備を推進する方針か、

町の見解を聞かせていただきます。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） その点につきましては、先ほども答弁させていただいたとおり

なんですけども、基本的に上牧町のバリアフリー基本構想に基づいた側溝蓋の改修とか舗装、

段差解消、障害者誘導用ブロックの設置改善を目的した事業を積極的に取り組んでいただき

たいと考えておるところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 牧浦議員。 

〇６番（牧浦秀俊） ぜひとも県と二人三脚というんですか、お願いいたします。県道は、町

民の日常生活や安全に直結する重要な道路であります。環境整備を着実に進めていただき、

町と県とが連携しながら誰もが安心して利用できる道路環境、実現を強く要望して、これに

関して私の質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（遠山健太郎） 牧浦議員。 

〇６番（牧浦秀俊） それでは、２つ目の上牧町第二小学校周辺における……。 

〇議長（遠山健太郎） 牧浦議員、４番目は要らないですか。 

 牧浦議員。 

〇６番（牧浦秀俊） ４番目と３番目がダブっていました。４番目は割愛してください。申し

訳ないです。 

〇議長（遠山健太郎） 牧浦議員。 

〇６番（牧浦秀俊） それでは、大きく２番目の上牧第二小学校周辺における有毒植物キョウ
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チクトウの安全管理と処分対応についてお願いいたします。これについて、写真があります

ので、まず、これは上牧町のホームページに載っている部分なんです。８月の３日か４日ぐ

らいに上がってきたと思うんですけども、こういう植物なんですけども、多分片岡台やあっ

ちのほうにいてはる人は毎日見ているやないかというような部分であったんですけども、こ

れについて、趣旨であったり背景であったりを言わせてもらいます。 

 キョウチクトウは、美しい花を咲かせる一方で、葉、茎、根、樹液全てに強い毒性を持つ

植物であり、特に子どもやペットの健康状況、被害が危惧されています。近年では、全国の

自治体でその危険性を考慮し、学校や公園など子どもが多く集まる場所での伐採、撤去が進

められています。上牧第二小学校周辺にも、このキョウチクトウが確認されており、地域住

民や保護者から危険なのではないか、撤去するべきではないかといった声が上がっておりま

す。その一方で、キョウチクトウの処分には専門的な知識と適正な方法が必要であり、通常

の剪定技術や可燃ごみとして出すことは危険とされているため、個人への対応には限界があ

ります。そこで質問いたします。 

 １つ目、上牧第二小学校周辺におけるキョウチクトウの本数・位置・管理状況について、

町としてどのくらい把握されているかお聞きいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） それではまず、キョウチクトウについてご説明させていただき

たいと思います。議員のほうからも一部ご説明していただいたんですが、改めて説明させて

いただきます。 

 キョウチクトウにつきましては、インド原産の外来種でありまして、熱帯地方では１年中

咲いているが、日本では、夏季の６月から９月にかけて長い期間、赤、白、薄紅、紅、黄色

の花を咲かせる常緑広葉低木であります。日本には中国を経て1724年に渡来したと言われて

おる植物でございます。現在は日本全国に植栽されておりまして、近隣であれば、県営馬見

丘陵公園や、浄化センター公園にも植栽されていると聞いております。また、広島県広島市

では、原爆が投下され、当初は今後75年間は草木さえ生えないだろうと言われていた焦土に

いち早く花を咲かせ、当時は復興に懸命の努力をしていた市民に希望と力を与えてくれた花

であり、原爆からの復興の象徴として広島市の市の花にもなっており、原爆ドームのある平

和記念公園周辺にもこのキョウチクトウが植えられているそうでございます。 

 このキョウチクトウが広く植栽されている理由は、枯れにくく街路樹や庭木として育てや

すいと。自動車の通行量の多い高速道路や幹線道路など環境の悪い箇所でも育ち、維持管理
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はほとんど必要ないとか、夏場においては暑さや乾燥で他の植物の花が咲かない時期でも、

次々といろいろ色な花を咲かせるため、街路緑化や公園緑化の一翼を担っている。そして、

強い毒性を持っておりまして、有害な昆虫や小動物など別の場所に追いやってくれるという

ことで、キョウチクトウについての説明とさせていただきたいと思います。 

 そこで、本町におきましては、議員ご指摘の上牧第二小学校周辺の西名阪自動車道の法面

に、ＮＥＸＣＯ西日本が植樹され管理されているキョウチクトウを確認させていただいてお

るところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 牧浦議員。 

〇６番（牧浦秀俊） 昨日、現場に見に行っていたんですけども、もう伐採してありました。 

 あれはどのぐらいの数があったのでしょうか。かなりの数があったと思うんですけども、

もう伐採されていました。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 言われるように、本数となりますとなかなか我々もつかみ切れ

てないんですが、かなりあの法面一面、多数あったということでご理解いただきたいと思い

ます。 

〇議長（遠山健太郎） 牧浦議員。 

〇６番（牧浦秀俊） 分かりました。そのほかに、確認している場所はございますでしょうか。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 公園とか公共施設を確認させていただきまして、一部キョウチ

クトウが生えておるところはあると確認しております。 

〇議長（遠山健太郎） 牧浦議員。 

〇６番（牧浦秀俊） それはどこかということは言えるのでしょうか。どうでしょうか。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 公園は、「ぱんだ公園」というところで、北上牧の角にあるとこ

ろなんですけども、それと、あと一部2000年会館の駐輪場のところにも生えておるというと

ころでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 牧浦議員。 

〇６番（牧浦秀俊） 分かりました。あとそれと、僕の確認しているところであれば、公団１

棟から17棟まで、あそこをずっと端から端まで生えているんですけども、これはどうなのか

なと。あそこの公団の全体を見えないように隠している様子もあるんですよね。本当に自分
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で言うてて毒性があるから切ってくれと言っているのにもかかわらず、これを切ったらどう

なのかなというあれもあります。それと、また、ここは公団の土地内で、上牧町では言うだ

けであって何もできないとは思うんです。この辺の考えはどうでしょうか。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 今、議員ご指摘の公団の部分でございます。これも我々確認さ

せていただいております。当然、民間の話ですのでそこまでタッチはしてないですけど、た

だ、お話はさせていただきました。ただ、公団の中での話は、定期的に管理しておるという

答えを頂いております。ですので、そこはそれ以上町が関与する話ではないのかなと思って

おります。 

〇議長（遠山健太郎） 牧浦議員。 

〇６番（牧浦秀俊） なかなか伐採してくれないというように聞こえたんですけども、管理し

ているからそのままにしといてというような聞こえ方をしたんですけども、例えば私有地の

中で生えているところがあるんです。その部分について、これから先どうしたらいいのか。

例えば、よその家の中にある部分にしたら注意喚起というぐらいなんですけども、所有者が

分からないところに生えていると。でも、道からは近いという場所があるんですけど、そん

な場合はどうしたらよろしいでしょうか。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 今、議員申されとるところの部分につきましては、当然、所有

者があっての話なので、所有者を町のほうでも調べることはできます。ただ、今、言われて

おりますように、毒性があるというところでございますのでその辺のところのご説明をさせ

ていただくんですが、ご判断、伐採するとか云々、どうのこうのの判断は個人さんに委ねる

話なのかなと思っています。ただ、危険な毒性があるよというところの注意喚起は町として

は積極的に行っていきたいと思っております。 

〇議長（遠山健太郎） 牧浦議員。 

〇６番（牧浦秀俊） よろしくお願いいたします。本当に毒性があるということで、なかなか

難しいとは思うんですけども、今後の伐採、さっきありました「ぱんだ公園」とか、伐採と

か撤去について、町としてはどのようにこれから対応、方針があるかどうか聞かせてくださ

い。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 今、議員、申されておりした情報提供によりまして、すぐさま
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先ほどの話ですけども、ＮＥＸＣＯ西日本様に対しまして、９月上旬のうちには伐採すると

いう回答を頂いておりまして、ただ、昨日の状態では、ほぼ３分の２は伐採されておるとい

うような状況でございます。 

 それと、あと公共施設の部分につきましては、町としては一応伐採する方向で調整してい

こうかなとは考えております。ただ、財政に伴う話でもございます。予算が必要ですので、

その辺ともまたいろいろ調整はしていかなきゃいけないのかなと思っているところでござい

ます。 

〇議長（遠山健太郎） 牧浦議員。 

〇６番（牧浦秀俊） そうでしょうね。それしかしようがないと思います。本当に何十年もそ

のままほっといて、ある日突然、毒があるから切ってくださいというような話ですので、よ

ろしくお願いいたします。 

 これから伐採、撤去について、町として具体的な対応方針、本当に予算が来れば切ってい

くという方向でよろしいでしょうか。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 当然予算計上させていただいて実施していくという形になって

くるかと思います。 

〇議長（遠山健太郎） 牧浦議員。 

〇６番（牧浦秀俊） それでは、次の４番目に聞かせてもらいます。 

 撤去に必要な専門処理や業者委託の費用について、町が予算措置または支援を検討する余

地はあるのか、それとも町でできるのか、お願いいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） これも、先ほど答弁させていただいた部分になると思うんです

が、当然、公有地の部分につきましては伐採する方向で考えておるというところでございま

すので、予算措置も含めて、当然自然環境との兼ね合いもございますので、その辺のところ

も考慮しつつ適正に管理していきたいというふうに考えておるところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 牧浦議員。 

〇６番（牧浦秀俊） よろしくお願いします。 

 それとキョウチクトウには限らず、この前もありましたように、有毒植物の学校周辺への

植栽防止や安全管理に関する方針はどうなっていますか。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 
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〇都市環境部長（吉川昭仁） このキョウチクトウ以外におきましても、身の回りには毒性を

持つ植物が多数生息しておるというところでございます。食中毒を引き起こす植物もあるこ

とから、この部分について、厚生労働省や農林水産省が注意を促しておる情報も町のホーム

ページにおいて周知させていただいておるところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 牧浦議員。 

〇６番（牧浦秀俊） 本当に毒性というのがやっぱり引っかかって、確かにきれいな花ですけ

ど。キョウチクトウは美観を保つ一方で強い毒性を持つ危険な植物であることは周知の事実

であります。地域住民の安全安心を第一に考え、計画的な管理と適切な処分対応を進めてい

ただくよう、強く要望いたします。 

 以上でこの質問に関しては終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（遠山健太郎） 牧浦議員。 

〇６番（牧浦秀俊） それでは、次の大きな３つ目、新上牧中学校の教育目標・特化分野につ

いてお伺いいたします。 

 まず、新上牧中学校では現在どのような教育目標や重点な取組ということで、新中学校の

準備の進捗状況及び今この時点で発表できることはあるのでしょうか。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、ご回答させていただきます。 

 進捗状況でございますが、令和４年度に上牧町学校統合準備委員会を設置し進めていると

ころでございます。ソフト面につきましては、学校名、制服や校章デザイン、学校教育課程、

通学方針など、ハード面では、新校舎建築工事、既存校舎解体、外構実施設計、上牧第二中

学校解体実施設計などを進めているところでございます。なお、決定した制服デザインと校

章デザインにつきましては、令和７年の広報紙、10月号の折り込みにて周知をする予定でご

ざいます。また、保護者説明会を令和７年10月13日月曜日に実施する予定でございます。 

〇議長（遠山健太郎） 牧浦議員。 

〇６番（牧浦秀俊） 進捗状況ということなんですけども、なかなか今時点でここで発表する

こともできないことも分かっております。でも、本当に10月13日の保護者説明会のあたりで

発表されることがあるんですね。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） そのとおりでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 牧浦議員。 
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〇６番（牧浦秀俊） よろしくお願いいたします。 

 それでは、学校案内の表紙に載せるようなコンセプトはもう決まっているかどうか教えて

ください。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、この部分についてご回答させていただきます。 

 令和５年３月に発行いたしました上牧町学校適正化だよりＶｏｌ．４にて周知しましたと

おり、学校や制服、校歌、校章など新しい中学校のデザインをするに当たりまして、「学ぶ、

つながる、創造する」という統合コンセプトを設け、決定、制作をしているところでござい

ます。この統合コンセプトにつきましては、学校教育課程の基本理念にもなっていますので、

学校案内にも掲載したいと考えているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 牧浦議員。 

〇６番（牧浦秀俊） そうなんですね。私が前回の一般質問のしめで答弁を求めなかった新中

学校のコンセプトの話をさせていただいたと思うんですが、新中学校では、どのような教育

目標や重点的な取組をしていかれるのか、聞かせてください。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、教育目標につきましてご回答させていただきます。 

 中学校統合するに当たりまして設定しました統合コンセプト「学ぶ、つながる、創造する」

を基本とし、重点に置いた学校教育課程において定めております。学校教育課程とは、学校、

生徒、教員のあるべき姿から各教科の時数まで学校で生徒を育てるために、何を教えるのか

という教育の中身、内容について組織立てたものでございます。学校教育の根幹をなすもの

でございます。 

 各法令や学校指導要領、地域の実情を踏まえまして本来は学校で編成するものでございま

すが、今回は新設になりますので、上牧町学校統合準備委員会において検討し作成したもの

でございます。 

 内容につきましては、基本理念、自分らしさを未来へ、「学ぶ、つながる、創造する」とし、

統合コンセプトの検討の際に設定したスローガンを援用する形でそれぞれ学力向上に取り組

むこと。現在の中学校２校が集まり、団結すること。積極的にチャレンジすることなどの観

点から設定しているところでございます。 

 学校教育目標につきましては、４つの育みといたしまして「人権尊重の心を育む」、「生き

る力を育む」、「主体性を育む」、「社会性を育む」を設定し、目指す学校教育として掲げたも
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のでございます。また、併せて、目指す生徒像といたしまして、心優しい生徒、自立した生

徒、主体的な生徒、地域を愛する生徒。目指す教職員像といたしまして、人権感覚に優れた

行動、教育的使命感に基づいた行動、専門的知識に基づいた授業実践、家庭、地域との連携

とし、それぞれ基本理念や学校教育目標とリンクするような内容となっているところでござ

います。 

 その他、授業日数及び時数の配当につきましても、上牧町立学校の管理運営に関する規則

及び学校指導要領に基づき学期、授業時数をそれぞれ設定するとともに、生徒、教職員の負

担軽減を図れるよう学校行事と各教科との関連づけを図りながら、効率的かつ効果的な教育

計画としているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 牧浦議員。 

〇６番（牧浦秀俊） 本当に学力向上に努めること。現在の２校が集まり団結すること。それ

と、積極的にチャレンジすることの設定も、また、４つの育みでしたっけ。それもよく考え

られると感じました。 

 そこで、もう１つ、私のほうからなんですが、上牧中学と交流のある桃園国民中学校を調

べておりますと、英語力のレベルは皆様ご存じでありますが、ＩＣＴ教育もレベルがかなり

高い、上であることも分かりました。そこで、新上牧中学校の特化した目標、桃園国民中学

校のＩＣＴと相互交流をつなげることはどう思いますか。これについて答弁、お願いしたい

と思います。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、ご回答させていただきます。中学校に特化したものと

いたしましては、議員ご提示のとおり、グローバル人材の育成を目的に、令和元年度から取

り組んでいます国際交流が挙げられます。ＩＣＴを活用した交流につきましては、新型コロ

ナウイルス感染拡大により、上牧町立中学校の生徒が台湾を訪れる派遣授業や、台湾桃園市

立国民中学区の生徒が上牧町でホームステイ受入れ事業の実施を中止した令和２年度以降、

ＧＩＧＡスクール構想の推進により整備しましたＩＣＴ機器を活用し、リモート交流を実施

しているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 牧浦議員。 

〇６番（牧浦秀俊） 分かりました。本当にコロナで一遍飛んでいまして、今、また新校舎で

飛んでおりますのでちょっと気になって調べてみると、かなりＩＣＴの技術というか能力と

いうか、かなり進んでおられるようです。 
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 それでなんですけども、これは答弁は結構です。私のお願いとして聞いてほしいんですけ

ども、インターネットを見ていますと、桃園国民中学校ではＩＣ教育に特化した学びを展開

されているということなので、その強みを生かしながら、新上牧中学校のような既存校との

相互交流、連携を推進することで、子どもたちにより深い学びの場を提供できると考えてお

ります。 

 例えば、新上牧中学の探求学習に対し、桃園中がプレゼン、動画作成などで協力すると。

桃園中のＩＣＴ教材開発に新上牧中学校の生徒が地域取材などで参加する。また、両校合同

でのＩＣＴ地域課題探求プロジェクトを立ち上げるといった形の協業が考えられますと提案

いたします。本当にこれは向こうのホームページの中からいろいろなとこから集まってきた

意見、あ、これ、上牧中学校でできたらいいなということを今提案させてもらいました。 

 それでは最後に、中学校間における連携促進のため、教育委員会として学校間交流モデル

や特色間連携推進プランのような新たな施策を立ち上げられる予定はあるのか、その検討の

余地があるのか聞かせてください。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、中学校における学校間交流モデルにつきましては、統

合により１校になりますので、令和８年度以降の実施は想定しておりませんが、統合前の生

徒の心理的な負担の軽減を図るため、事前交流を令和６年度から令和７年度にかけて上牧中

学校、上牧第二中学校の間で実施しているところでございます。また、特色間連携推進プラ

ンにつきましても、現時点では具体的な内容については検討しておりませんが、大学や企業、

自治体などが学校と連携し、地域に貢献する人材育成や学校の教育内容の充実、魅力化を図

る取組が進められている事例もあり、地域活性や児童、生徒の多様な学びの場の創出に資す

るものであると考えております。 

 今後、地域や他の教育機関、企業などと連携を図ることによりまして、より質の高い教育

を提供できるよう調査研究してまいりたいというふうに思っておるところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 牧浦議員。 

〇６番（牧浦秀俊） その辺、よろしくお願いいたします。本当に上牧中学校は、単なる新設

校としてとどまらず、地域と連携し、未来志向の教育を実現する競争型のモデル校として全

国に発信されることを期待しております。その実現に向けて、教育委員会、行政の積極的な

関与とビジョンの明確化を強くお願いしたいと思います。 

 それでは、最後に教育長の考えを聞かせてください。よろしくお願いいたします。 
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〇議長（遠山健太郎） 永井教育長。 

〇教育長（永井工仁） 議員、数々の貴重なご質問を頂きありがとうございます。また、いつ

も上牧町の各学校に大きな期待と温かいご支援を頂いておりますこと、感謝申し上げます。

私には来年４月からスタートする新上牧中学校に関してどのようなビジョンを持っているの

か、考えを聞かせてくれということでございました。 

 統合します新中学校は、上牧中学校ここにありと、そんなふうに生徒、保護者をはじめ、

教職員、町民の皆さん、みんなが大好きな誇りに思えるすばらしい上牧中学校に、笑顔あふ

れる学校にみんなでそんな学校に育てていってもらいたいなと思っているところです。 

 中学校時代の学びはその人にとっての財産、人生の土台となります。中学は、上牧町の子

どもたちが幼稚園、保育園、そして小学校を経て町内での学びを完成させる場所となります。

３年間を通して授業や部活動をはじめとした特別活動、また、友達と一緒に笑い、泣き、喜

び、悩み、一生懸命頑張って１つのことをやり遂げる体験をたくさんします。社会で生きる

こと、また、働くこと、幸せに生きることなどなど、様々に考える場所でございます。私は、

上牧町の子どもたちが、知、徳、体、幸せになる力を身につけ、しっかりと成長していくた

めの仕掛けをどんどんとつくっていきたいと考えております。 

 議員がご指摘いただきましたＩＣＴ教育や国際理解教育、この分野での台湾桃園国民中学

校との相互交流もありましょうし、子どもたち自身がよりよい上牧町の未来を考え、取り組

んでいくという探究学習も考えられます。 

 いずれにしましても、今後、これらの教育課程、学習方法などにつきましては、先生方や

保護者の皆さんと、そして子どもたちとしっかりと相談、確認しながら、必要なことを教育

委員会として積極的に提供していきたいと考えております。 

 上牧中学校ここにありと、誇りにできる中学校を一緒につくり上げていただけたらなと思

っております。今後ともご協力、ご支援、よろしくお願いをいたします。 

 以上でございます。ありがとうございます。 

〇議長（遠山健太郎） 牧浦議員。 

〇６番（牧浦秀俊） 教育長、ありがとうございました。本当に新上牧町中学校ここにあり。

皆が大好きな学校を目指す、笑顔あふれる学校を目指す、心に響きました。ありがとうござ

います。これからもよろしくお願いします。 

 以上で私の質問は終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

〇議長（遠山健太郎） 以上で、６番、牧浦議員の一般質問を終わります。 
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 ここで暫時休憩とし、再開は10時50分とします。 

 

    休憩 午前１０時４４分 

 

    再開 午前１０時５０分 

 

〇議長（遠山健太郎） それでは再開します。 

 

                     ◇                    

 

          ◇安 中   和 

〇議長（遠山健太郎） 次に、４番、安中議員の発言を許可します。 

 安中議員。 

          （４番 安中 和 登壇） 

〇４番（安中 和） 皆様、おはようございます。４番、安中和です。ただいま議長よりお許

しいただきましたので、一般質問させていただきます。 

 早速ですが、質問事項、防災アラートの対応について。 

 質問要旨１、上牧町内において年間何回ほどアラームは鳴るのでしょうか。 

 ２、アラームを鳴らすに当たり、住民に対してどのような対処をしていますか。 

 ３、停電時に放送は行われますか。 

 ４、特に学校に対し緊張感が保たれるように、また、オオカミ少年にならないように、そ

の都度の対応に注視していますでしょうか。学校での取組をお聞かせください。 

 避難行動要支援者登録制度について。 

 １、上牧防災の冊子の12ページにあります避難行動要支援者登録制度の仕組み・状況をお

聞かせください。 

 ２、その基本となる要配慮者支援の冊子の更新は。 

 次、民生委員の実情について。 

 １、地域福祉に貢献する役割を担っている民生委員数の人数をお聞かせください。 

 ２、後継者不足に対しての考えをお聞かせください。 

 次、温暖化対策について。住民の健康と安全を守る観点から、昨今の猛威を振るっている
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地球温暖化に対して役場の取組とお考えをお聞かせください。 

 以上の項目でお聞かせいただきたいと思います。今後の対応は質問席において行わせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 安中議員。 

〇４番（安中 和） それでは、よろしくお願いいたします。 

 １番の防災アラートの対応についてということで、ご回答をお願いいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） ご回答させていただく前に、ご質問いただいておりますのは全国瞬

時警報システムＪアラートの放送訓練についてご質問いただいていると思いますが、それに

基づき、ご回答させていただきたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。 

〇議長（遠山健太郎） 安中議員。 

〇４番（安中 和） 防災アラートというのを考えていまして、ただ、国が落としている防災

訓練ですよ、こんなふうに流しますよ、ちゃんと聞こえていますかというのをいつも３回ほ

ど流しますよね。そういうものに対する対応と、それと、聞こえないという方がいらっしゃ

った場合の対応。もう１つは、たとえ訓練といっても住民さんには分からない、子どもたち

には分からない部分がありますので、それに対して、学校、どうするのかな、誤解を招かな

いような対応ができているのかなというところを重点的にお伺いしたいと思っておりますの

で、その部分でお答えいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） ご回答させていただきます。 

 この訓練は国が緊急情報の伝達手段であります全国瞬時警報システムを、Ｊアラートと呼

ばれるものでございますが、全国的に起動させ、機器の稼働状況を確認し、緊急時にも情報

伝達が確実に行うようにするために実施されるものでございます。この放送に伴い、町民の

皆様に避難をしていただく必要はありませんが、ただ、実際に起きたときの対策をいま一度

考えていただければと思っているところでございます。 

 それでは、１つ目の質問について回答させていただきます。回数につきましては、全国一

斉情報伝達訓練が４回、緊急地震速報訓練が２回、ナラ・シェイクアウト訓練が１回でござ

います。ただ、ナラ・シェイクアウト訓練につきましては、奈良県が実施する一斉地震行動

訓練のことで、県民の皆様が地震の発生を想定し、訓練の日の同時刻一斉にそれぞれの場所

において地震から身を守る行動の確認を行うことにより、県民の皆様や事業者の皆さんの防
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災意識を高め、地震災害のリスクや地震発生時の安全確保行動に関する理解を促進し、自助、

共助の観点での防災対策に取り組んでいただく契機とすることを目的と実施されております

ので、ナラ・シェイクアウト訓練につきましては、できる範囲で訓練のほうにご参加いただ

ければというふうに考えているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 安中議員。 

〇４番（安中 和） ありがとうございます。全国４回とか２回、ナラ・シェイクアウトはま

た別ということで、シェイクアウトのときには、全国４回とか２回とかという部分に関して

は、あ、鳴ってる、でも、随時自分たちがやろうと思った自己責任でシェイクアウトをする。

だけども、このナラ・シェイクアウト１回というのは、前後というか、最初に告知というの

がもちろんありますよね。今から全体にしますよということで、そういうことに対しては、

何月何日にやりますということを広報でお知らせしたり、それから、ＬＩＮＥか何かでお知

らせしたりということはされているんですよね。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） ナラ・シェイクアウト訓練につきましては、本年７月９日に実施を

されておりまして、この分につきましても、広報、ＬＩＮＥ等ホームページ等でも周知をさ

せていただいております。ほかの全国一斉情報訓練であったり、緊急地震速報訓練について

も、広報等で、もしくはＬＩＮＥ、ホームページ等でお知らせをさせていただいているとこ

ろでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 安中議員。 

〇４番（安中 和） ありがとうございます。本当に細かにやっていただいているんですが、

なかなか住民さんには届かないという部分で、毎回、こちらのほうにも今のは何だったんだ

ろうというところで、自治会要望の中にも入ってくるようになりました。それは、やっぱり

高齢者が多くなって聞こえないという部分がきっと多くなってきたからだと思うんです。先

日の委員会などで伺ったとき、同じ答えを頂きましたので、早速、自治会の班長会とかグル

ープのところでお話しさせていただいたときには、聞こえない、何だろうと思ったら、まず、

ドアを開けてくださいと。何を言っているのか聞いてくださいと、そこまではやってくださ

い。それでも分からなかったら役場のほうに聞きに行ってくださいということはお伝えしま

した。そのときに言われたのが、役場に言っても自治会長を知っていますかとか、そういう

ルートがあったりしてなかなかという。でも、それは、昔、そういうことがあったというこ

とも聞いておりますのでそうかもしれないけど、防災訓練のアラートについてはちゃんとお
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答えくださいますのでお聞きください。それで、聞いた方が総務か防災担当のところに行っ

てちゃんとコンタクトを取って聞こえない方の地区まで行って、どういうふうになっている

のかを確認して聞こえるようにしてくださるところまでやってくださいますよというところ

まではお伝えしました。一生懸命お伝えしましたので、今後ともそういう方向でお願いした

いと思います。 

 この件については、以上です。 

 続けさせていただいてよろしいですか。２番、アラームを鳴らすに当たり住民に対してど

のように対処していますかというのが、先ほど広報でしているということのお答えなんです

よね。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 先ほどお答えをさせていただいたというところでございますが、そ

れ以外にも各小・中学校、幼稚園、保育園にも事前に連絡をさせていただいている。町内に

ある関係機関ですか、庁舎内と役場の職員等についても周知をさせていただいているという

ところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 安中議員。 

〇４番（安中 和） ありがとうございます。学校のほうにも都度連絡されているんですか。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 周知はさせていただいております。 

〇議長（遠山健太郎） 安中議員。 

〇４番（安中 和） そうですか。しっかりと、そういう結果があまり出てないような気がし

ますので、しっかりと学校のほうにも方針等もお伝え願いたいと思います。 

 次、行きます。停電時、これもそのグループから出たんですけど、停電のときにはどうす

るんやろう、鳴るのかなという、答えは何となく私も分かるんですけど、ここで皆さんでは

っきりほかの方にも分かるように、停電時に放送は行われますかということをお聞かせくだ

さい。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 本町の防災行政無線につきましては、本町に設置していますシステ

ム本体となる親機、そして、各地域に設置している屋外子機がございます。本町におきまし

ては、停電時にも対応するための自家発電機が設置されておりまして、また、屋外子機につ

きましても、各スピーカーごとに小型バッテリーを設置しておりまして、停電時でも約72時
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間稼働することができるように設定をしております。 

〇議長（遠山健太郎） 安中議員。 

〇４番（安中 和） ありがとうございます。停電時には放送は行われますということで安心

いたしました。ありがとうございます。 

 ４番、続けさせていただきます。特に学校に対して緊張感が保たれるように、また、オカ

ミ少年にならないように、その都度の対応に注視していますでしょうか。学校での取組をお

聞かせください。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、学校の取組についてご回答させていただきます。 

 学校における防災アラート、Ｊアラートよる情報伝達があった場合の対応といたしまして

は、平成30年２月に文部科学省が作成した学校の危機管理マニュアル作成の手引に基づきま

して、体制整備、避難行動を取ることとしております。また、本町の防災行政無線を通じて、

試験放送が行われる際には、各学校においても避難訓練を実施されているケースもあると確

認しております。 

 避難訓練の目的は、災害時における対処方法を知り、実際に災害が起こったときにパニッ

クに陥ることなく、安全かつ適切な行動が取れるようにすることにあります。防災アラート、

Ｊアラートによる訓練があるときには、校外から聞こえる放送を聞いてパニックになる児童、

生徒が出ないように、当日の朝には、地域でＪアラート訓練が行われることを事前に児童、

生徒に予告しているところでございます。 

 防災アラート、Ｊアラートによる避難訓練に限らず、学校において避難訓練を行う際には、

事前予告をしたり、訓練ですという言葉を放送の最初に述べたりした上で避難に関する放送

を流しているところでございます。 

 教育委員会といたしましては、今までの学校の取組を継続的に行っていただきながら、い

ま一度、学校内で放送内容などを確認する情報共有を徹底し、全ての学校において、同じよ

うに取り組んでいただけるよう周知徹底していきたいと思っております。 

〇議長（遠山健太郎） 安中議員。 

〇４番（安中 和） しっかりとお答えくださいまして、ありがとうございます。 

 私が気がつきましたのは、ボランティアに行っていましたときに子どもの教室が裁縫とい

うかな、針と糸を持ってやっているときに鳴ったんです。先生も針と糸を持っているので、

シェイクアウト、鳴ってるよというところで、もう、今日はええわ、針と糸を持っているか
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らという状況があったんですよ。ふーん、なるほどなと思って。子どもの中で、先生、鳴っ

ていますと言って、やっぱりどきどきしながらという子もいたという状況で、先生は、大丈

夫、大丈夫、練習やから今日はこれをやってしまおうということであって、なるほどと思っ

て学校内はずっと歩いたけど、いっこうにそういうことをやっている教室がなかって、これ

はどうなっているのかなと思ってその学校の方にお聞きしたら、どういうふうに対処したら

いいんだろうねというようなお言葉を頂きまして、こんなこと言ってしまったら、私は学校

にボランティアに行けないかもしれないですよね。来たら何か言われるみたいな、そうじゃ

なくて、いい方法にということで今言わせていただいているんですけども、だから、周知し

ているようでなかなかできていない。だから、これを機にしっかりと周知していただいて、

先生も迷う、だけど、学校の上の方が、今日、鳴りますよというのは最初の朝の会で言われ

ると思うんです。そのときに先生に、その対応は皆さんにお任せしますので、子どもたちの

対応もお願いしますということを、担当の先生からちゃんと子どもたちが不安にならないよ

うにということを伝えるというのはすごく大切なことだと思うんですよね。細かいようだけ

ども、そういうこの積み重ねで子どもも不安にならないと思いますので、ぜひ、そういうこ

とをしていただければなということでお伝えいたしました。この件については、何かありま

すか。大丈夫ですか。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） その部分につきましては、先ほども回答させていただきましたよ

うに、全ての学校において同じように取り組んでいけるように周知徹底していくというふう

に思っております。 

〇議長（遠山健太郎） 安中議員。 

〇４番（安中 和） ありがとうございます。よろしくお願いいたします。この件については、

以上です。 

〇議長（遠山健太郎） 安中議員。 

〇４番（安中 和） それでは、次の避難行動要支援者登録制度についてお伺いします。 

 １番の上牧防災の冊子の12ページなんですけれども、避難所行動要支援者登録制度の仕組

み状況をお聞かせください。この中に、ちょっと読ませていただきますが、要配慮者から登

録申請された避難行動要支援者の情報を自主防災組織や民生児童委員に提供し、見守りや安

否確認、避難誘導などの支援体制を整備していますと書いてあるんですけど、ほんまかいな

と、私、あまり聞いたことがないけどなというところの感想を持ちましたので、ここのとこ
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ろをご説明願いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） では、今、ご質問いただきました自主防災組織や民生児童委員に提

供し、見守りや安否確認、誘導等の支援体制を整備しますというところのご回答につきまし

ては、現在、名簿等を作成させていただきましたら、各自治会長及び民生児童委員の正副会

長に名簿をお渡しをさせていただいて情報共有を図っているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 安中議員。 

〇４番（安中 和） この件についていろいろお話、相談させていただきまして、最初の頃に

は自治会長には確かに来ております。それも目にしました。だけど、もう何年も更新がない

んです。ずっとそのままで、その次に新しいのが来てないということは、手挙げ方式だから、

亡くなったとしても、まだ元気だったとしても、そこの更新の手続の確認というのがきちっ

とされていないんだろうなと思いながらいますけれども、そこのところをもうちょっと聞か

せていただきたい。 

 それと、民生さん、会長にコンタクトを取りまして、このたびちゃんと役場のほうから何

部かのものを名簿を頂きました。これで、また自治会と共有、それは民生さんのやり方があ

りますので、そこは言えませんけども、やらせていただきたいと思いますということはお答

えいただきましたので、ちゃんと動いてくださったんだなと思ってありがたく思います。 

 更新してないというところをどのように思われているのか、そこをお聞かせ願えますか。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 名簿の更新につきましては、６年度で改めて見直しをさせていただ

きまして、配布を各自治会等と、民生委員さんにも少し遅くなりましたが、お渡しをさせて

いただいておるところでございまして、そのあと随時登録等がございましたら、その都度、

各自治会長さんのほうに名簿をお渡しさせていただいているというところでございます。 

 転入等におきましても改めて周知等も、転入届が上にあった場合に総務課に寄っていただ

きましてこういう制度等もございますというような周知も重ねて、もしそういった形でご登

録を頂けましたら、その都度、新しい登録の方にはお渡しをさせていただいているというと

ころでございます。 

 ただ、転出であったり死亡ということになりますと、そこの分の名簿の更新というのは随

時できておりませんので、それを１年から２年程度で名簿を更新させていただいているとい

うのが現状でございます。 
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〇議長（遠山健太郎） 安中議員。 

〇４番（安中 和） 分かりました。もう一度確認してみますが、私の記憶の中にはございま

せんので、また確認させていただいて、お話しさせていただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。この件については、今後のことということで。 

 では、２番の基本となる要配慮者支援の冊子、手引きがあるんですけども、今回の自治会

長さんの中にやる気満々の方がいらっしゃって、これを全部コピーされて回されて、こんな

んがあるんやぞ、知っているかということで、ちゃんと登録せなあかんぞ、ちゃんと見いや

ということで動いてくれた会長さんがいはるんです。すごいありがたいことですよね。だけ

ども、これはずっと前からあるよねということで、これの更新というのはあるのかなと思い

ますので伺います。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 避難行動要支援者に関する手引きという部分につきましても、令和

６年度で一部見直しをさせていただきました。それを改めて作成させていただいたがこの手

引きになりまして、これを配布させていただきまして、現在、これを基に要支援者等の登録

制度についての周知、啓発等の手続を行っているというところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 安中議員。 

〇４番（安中 和） 返す返す申し訳ございませんが、私の記憶にはありませんので、その会

長の記憶にもないようですので、引継ぎもされていないと思うので、それはこちらの住民の

落ち度でございます。もう一度確認させていただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。この件は以上です。 

〇議長（遠山健太郎） 安中議員。 

〇４番（安中 和） 次の民生委員の実情はというところで、１番、地域福祉に貢献する役割

を担っている民生委員の上牧町内の人数をお聞かせください。 

〇議長（遠山健太郎） 山下健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（山下純司） それでは、１つ目のご質問の民生委員の人数についてお答えい

たします。 

 奈良県が規定する上牧町の民生委員・児童委員の定数は40名で、内訳は地区民生委員・児

童委員が38名、主任児童委員が２名となっております。令和７年９月１日現在の民生委員・

児童委員の実数につきましては、地区民生委員・児童委員が34名、主任児童委員が２名の計

36名となっております。 
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 なお、令和７年は11月30日で任期３年の満了を迎える一斉改正の年となっており、12月１

日から委嘱される見込みの委員は、現時点で地区民生委員・児童委員が31名、主任児童委員

が２名の計33名を予定しているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 安中議員。 

〇４番（安中 和） この数字は初めて聞かせていただきました。減っているのは本当に聞い

ております。25自治会があってそれぞれのところで民生さんが動いてくださる。いろいろな

ブロックの関係で重複したりもするんですけども、それで、今年12月ですか、31名に減って

しまう。これは、漏れ聞きますと、今まで５名いたところが１人50人ずつ持っていて、その

うち３名がなくなっちゃう、いなくなっちゃうということで、あと、残っている２名がここ

を受け持たなければならないという悲惨な大変なことも起こりつつ、これは、今後、どんど

ん起こってくることだと思うんです。そのことに関して、町、役場のほうも見解というか、

見解とお聞きしてもきっと頭を抱えるところなんですけども、一応、ちょっとお聞かせ願え

ますか。 

〇議長（遠山健太郎） 山下健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（山下純司） 先ほど言われました12月１日、予定の方は33名でございます。

そのうち欠が７名ございますけども、この地区ごとで地域割を、今おられる実数の中で枠割

りしていただくとか、そういったところを民生児童委員協議会の中で協議していただきなが

ら考えていきたいかなと考えているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 安中議員。 

〇４番（安中 和） そうですよね。本当にこれは四苦八苦でずっと大きな、これは厚生労働

大臣からの委嘱を受けた人ということで民生委員が無報酬である理由は、社会奉仕の精神に

基づいて活動するボランティアであるためというこの言葉でずっと支配されてきたような、

前からボランティアとはいえ、動いたものに対しては対価をもらってもらうのが当たり前じ

ゃないかということも何かの機会で私も言わせていただいてきたんですけれども、なかなか

ここはタブーになっているような気風もあって、民生委員さんもプライドというのもあるし、

周りもそんなん当たり前やんか、ボランティアだもんとかというような、何か違う世界のこ

とをかいま見たりしておかしな世界だななんて思いながら、でも、崇高なすごいすばらしい

お仕事ですので尊敬もさせていただいているんですが、はっきり申し上げて、今の時代には

もうそぐわないと思います。 

 庶民は、今、いろいろな国の施策もあり、貧困になってきていますよね。それで、自分に
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余裕があったら人様のことも何とかしようかなと思われると思うんですけども、自分の将来

のこととか高齢化に伴ってもうできないなという、その中にありながら、上牧町内でも結構

高齢の方でも遠いところまで働きに行きながら、それは何で働くかといったら、そのお金は

自分たちの今後の老後のところに蓄えなきゃいけないと。それだけだったらまだ高齢でもや

っていけると。まして、民生もやらなきゃいけないということでもう四苦八苦で、これはや

める条件満々ですよねという感じのことがいっぱい起こっています。 

 そこに関しても町が考えなきゃいけないんだけども、町はやっぱり公務員ですので、厚生

労働大臣からの委嘱を受けた人という言葉にもう身動きできないような気がするんです。何

かいろいろ言ったとしてもね。だけども、この件を、県会議員さんのほうにちょっとご相談

させていただいたら、そちらのほうでも今のいろいろなことの施策を考えられて、この民生

委員の無報酬だというところに関しては今の時代にそぐわないよねと。だから、ちょっと考

えて県内に意見書を出させていただくことも考えなければならないんだよねということをお

答えも頂きました。これは、役場だけじゃなくて町議とか県会議員とかが考えて、住民のた

めに動かなければならないことじゃないのかなとすごく思っている次第なんです。 

 誰ひとり本当に取り残さないために、そのために人を支えてくれる人を支えられないとい

う現実を本当にすごく考えなければならないと思いますので、今後も役場として、このこと

に関して町長に伺おうかなと思ったんだけど、まだまだちょっと練ってもいないし、でも、

ちょっと布石を落とさせていただきたいということで、一般質問には出させていただきまし

た。ですから、今回は町長からお言葉を頂こうとは思っていません。でも、役場のやり方と

してもっといろいろ考えていただければと思います。 

 国税調査でも、それこそ助け合いとかいろいろなボランティアでも、お金、対価、そのと

きにかかるその人が動いた時間ということに対してお金は出ています。民生委員は７万8,000

円で云々かんぬん、上牧町からもちょっと出ているということを聞きますが、それはセミナ

ー代とか交通費代なんですよ。そこまで出せというのは酷なのでそうしていらっしゃるんだ

と思うんだけど、でも、その人自身の動いた時間に対する対価を頂くというのは当たり前だ

と思いますので、その部分をしっかりと考えていただいて、今後の施策を何とか考えていた

だければなということを町長にもお伝えして、今日のところはこのぐらいで終わらせていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

〇議長（遠山健太郎） 安中議員。 
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〇４番（安中 和） 次は、温暖化対策についてということで、住民の健康と安全を守る観点

から、昨今の猛威を振るっている地球温暖化に対して役場の取組をお聞かせくださいという

ことで、よろしくお願いします。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） それでは、お答えさせていただきます。 

 当町におきましては、令和５年３月に脱炭素社会への実現に向けた取組を検討するため、

上牧町地球温暖化防止実行計画（事務事業編）を策定させていただいております。この事務

事業編とは、地方公共団体の事務事業に伴う温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の

保全及び強化のための措置に関する計画でございまして、当町では、令和３年度の対象町有

施設において排出された温室効果ガス排出量1,093トンを基準といたしまして、令和12年まで

に31.1％減の753トンまで削減をするという目標を掲げておるところでございます。 

 しかしながら、令和５年度の実績値を申しますと1,604トンでありまして、主に教育施設で

のガス空調設備を導入したことにより増加したという状況でございます。今後、温室効果ガ

ス排出量を減らしたいものの、町民の皆様の健康や安全を守ることが一番であると考えてお

りますので、熱中症予防の観点とも折り合いをつけながら、できる範囲での取組を実施して

いきたいと考えておるところでございます。 

 それと、現在、実施しております取組といたしまして、対象町有施設において電気使用に

よります温室効果ガス排出量が全体の約６割を占めておるということでございますので、複

数の町有施設の電気のＬＥＤ化を実施しているところでございます。そのほかにおきまして

は、次世代自動車の購入ということで、電気自動車、そして、ハイブリッド車の購入や廃棄

物の３Ｒの推進ということを推し進めておるところでございます。 

 また、令和６年11月でございます。大和信用金庫と脱炭素に向けた取組に係る連携協定を

結ばせていただいております。町民の皆様や町内事業者が次世代自動車購入や太陽光発電設

備、蓄電池システムの設置等の脱炭素商品の購入時に有利な金利でのローンの借入れができ

ることとなりまして、町内では数件の方々にご利用いただいておるというのが状況でござい

ます。 

 今後、町といたしましては、地球温暖化事防止実行計画の目標値達成をすべく、引き続き、

脱炭素に向けた事業を検討しつつ、改めて職員一人一人が、例えばペーパーレス化やマイボ

トル持参など意識的に行うほか、町民の皆様にも脱炭素社会への実現に向けた協力をしてい

ただくために啓発を行っていきたいというふうに取り組んでいきたいと考えておるところで
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ございます。 

〇議長（遠山健太郎） 安中議員。 

〇４番（安中 和） 丁寧な説明ありがとうございます。セブンの森とか今回、コープの森も

提携されて、上牧町は森林をしっかりと酸素を出すようにカーボンシステムというのをやろ

うとされたり、大和郡山では、楽しく遊ぶ燃料電池とかいろいろな形で全国的に子どもたち

に電気を使う大切さというのをお知らせしているような活動が広がっているようなんです。 

 セブンの森というのは、この下のところで片岡城跡のちょっと下のところの谷林業さんの

ところが、セブンイレブンの会社がお金を出されて、セブンイレブンのセブンの森というの

は全国的に、ああいう大きな会社、コープもそうですけども、資金を出して自然に町民の住

民のために何かをしなさいというお仕事があるみたいで、そのための活動を上牧町もちゃん

と提携して今やっているということは存じ上げております。私もそこで、参加させていただ

きまして、食事をさせていただきました。大変なお仕事でした。 

 それで、また、そこにプラス、その横のところにコープの森というのがあって、これは住

民の下牧の方の土地なんですけども、そこも行かせていただいたら、本当にこの上牧町にこ

んな森があるんやという、ここちょっとほられたら、私、よう家に帰らんわというぐらい深

い森がありましたので、そういうところも今から整備していけば、ちゃんとした酸素供給、

そういうカーボンシステムが成り立っていくのかなというのを、本当に分からない古い頭で

も、それを目に見ていくと何とか受け入れられるようになってきた今日この頃でございます。 

 奈良県における脱炭素施策について、奈良県環境森林部、脱炭素・水素社会推進課という

のを奈良県のほうから出していまして、そこのセンターの１つのところから、そういう電気

をまず子どもたちに伝えていったらどうやと。こういう難しいセミナーは二、三回、私も聞

かせてもらいに行きましたが、ちょっとちんぷんかんぷんで何となく分かるけどもというと

ころだったんだけど、これは、子どもがきっともっと理解力があって、もっと何かを生み出

すんじゃないかなと思って聞かせていただいた部分で、調べましたら出前講座というのがあ

って、橿原市、葛城市、奈良市、それから広陵町、宇陀市などの場所で、子どもたちのため

にこういうセンターの方々が行って、電気を作る作り方、電気ってこんなに難しい大変なこ

とをしながら生み出しているわけだから、だから、皆さん、電気を消しましょうね、無駄遣

いをしたら駄目ですよねと、そういうレベルから子どもたちに教えているという講座ができ

ていました。これが自分たちの家の中からＣＯ２を出していることに気がついてもらうと。

体験をしてもらって電気の生成の難しさを知る。エコチャレンジといって、シートを渡して
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１週間の実践を家で行ってもらう。どうして電気を消さなければならないかが分かると、自

然と家の中の電気を消すようになると。 

 この点に関しては、ご家庭の主婦の方が幾ら言っても電気を消さなかった子が本当に最近

は自ら電気を消すようになったという成果も上がっているということで、こういう小さなと

ころからやっていくことがとても大切な教育につながっていくのだと思います。 

 こういうものも上牧町のほうで推進してやっていただきたいなと思って今発言させていた

だいているんですが、広陵町では、４年生、５年生のグループワークで環境政策課と教育部

が担当して時間は１時間45分の教室を開いて出前講座を行っているそうなんです。この部分

に関して、すごくいい取組をされているので、私のミスで、教育長のお話、聞きたかったん

だけど、通達書に教育長という名前を書きそびれていましたけども、もし、お心があればち

ょっとご意見を頂けますでしょうか。お願いいたします。 

〇議長（遠山健太郎） では、通告の質問の相手方のところに教育長の指名がありませんので、

教育長の許可さえ、ご了承いただければ、答弁お願いしたいと思いますので、その面も踏ま

えて、答弁、お願いします。 

 永井教育長。 

〇教育長（永井工仁） 急にということですけども、ご質問ありがとうございます。 

 今の安中議員のご提案ですけども、私としては、大変ありがたいご提案だと聞かせていた

だきました。今、議員のほうからもるるありましたけれども、今年の夏、多くの皆さんがふ

うふう言いながらこの酷暑を乗り越えられたのかなと思っています。報道ベースですけども、

気象庁の分析によりますと、この夏の平均気温、平年を2.36度上回って３年連続で観測して

から最高を更新しているというようなことも聞いております。専門家によりますと、こうい

った記録的な高温は、人間の活動による地球温暖化がなければほぼ起こり得なかっただろう

というふうに発表もしています。また、こういった高温の現象ですけれども、気温だけにと

どまらず、局地的な雷雨とか、それから線状降水帯といったような大きな豪雨災害にもつな

がっておるところでございます。私が思いますに、温暖化というのはもう後戻りできないの

かなと。スピードをゆっくりさせていくことなのかなと。 

 そこで、議員、ご指摘いただいているような我々一人一人の意識と行動が肝要になってく

るのかなと。そのためには教育が重要だということは私も同感でございます。子どものとき

から正しい知識と行動が温暖化防止の一助になることは明白でございます。 

 現在、学校では、学習指導要領にも環境教育に関する内容がございまして、子どもたち、
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小学校、中学校それぞれで、社会とか理科、生活科、家庭科、また、総合的な学習というの

がありますけども、そういう時間で環境問題についてはしっかりと学んでくれております。

また、以前からお願いしているところなんですけれど、上牧の子どもたちには多くの大人と

交流しながらたくさんのことを学んで成長していってもらいたいというふうに思っておりま

すので、今、改めまして、議員ご提案いただいているような出前授業は、私としては大歓迎

でございます。実施に向けては、各学校とまた相談しながら進めていただくことになろうか

と思いますけれども、ぜひ多くの出前授業が実施できたらなというふうにも思うところでご

ざいます。 

 本町では、現在、学校地域パートナーシップ事業ということで、多くのボランティアの皆

さんにご協力をいただいているところですけれども、そこに加えて、こういった取組、充実、

パワーアップさせていきたいと思っておりますので、今後も引き続きまして議員の皆様、ま

た、町民の皆様にご理解とご協力をお願いしたいところでございます。どうぞよろしくお願

いいたします。ありがとうございます。 

〇議長（遠山健太郎） 安中議員。 

〇４番（安中 和） 本当にありがとうございました。突然の質問でお答えいただきまして感

謝申し上げております。なお、また、そういう事業を進めていっていただくということで、

本当にこれを聞いている関係者の方もすごく喜んでいらっしゃると思いますので、本当に皆

様の気持ちをお伝えさせていただき、感謝するばかりでございます。また、よろしくお願い

いたします。ありがとうございました。 

 これをもちまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（遠山健太郎） 以上で、４番、安中議員の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩とし、再開は午後１時とします。 

 

    休憩 午前１１時３３分 

 

    再開 午後 １時００分 

 

〇議長（遠山健太郎） それでは再開します。 

 

                     ◇                    
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          ◇竹 中 亮 造 

〇議長（遠山健太郎） 次に、３番、竹中議員の発言を許します。 

 竹中議員。 

          （３番 竹中亮造 登壇） 

〇３番（竹中亮造） 皆さん、改めましてこんにちは。３番、竹中亮造です。よろしくお願い

します。議長の許可を頂きましたので、本日は、坂本町長はじめ理事者側に大きく２つの質

問をさせていただきます。 

 １つは、町内バス停の猛暑対策の件。もう１つは、新上牧中学校の内装材にふんだんに木

材使用をする件についてであります。詳しくは後で一般質問通告書を読み上げさせていただ

きます。 

 傍聴の皆さん、それからユーチューブ、ご覧の皆さん、ご視聴誠にありがとうございます。

９月になってもまだまだ猛烈な暑さが続いていますが、どうぞくれぐれも健康にご留意いた

だきたいと思います。 

 さて、本日、私の質問に入る前に、この夏、戦後80周年を迎えたことについて、一言私の

所感を述べさせていただきます。さきの戦争が終わり、今年で80年の月日がたちました。１

つ、大きな気がかりが戦争の時代を生きた人の多くが鬼籍に入り、戦争の記憶を直接語るこ

とができる人が減りつつあることです。私自身で言えば、生きていれば100歳を超える両親か

ら戦時中の恐怖体験や戦後の社会の混乱、価値観の転換、あるいはひもじい思いをした体験

を幼い頃から嫌というほど聞かされました。ところが、今の若い世代の人たちはだんだんそ

ういう機会をなくし、戦争の記憶の継承が難しくなっています。そうした中、非核平和宣言

の町、上牧町。上牧町の職員の皆さんが今年で４回目となる朗読劇「長崎の鐘」を上演して

いただき、演劇の持つ力と可能性を存分に発揮されたこと、本当にすばらしく思いました。 

 やがて戦争を語り継ぐことが本当に不可能になる前に、演劇を通して戦争の体験を演じる

人、見る人で共有し、戦争の悲惨さ、平和や命の尊さを自分の問題として考える機会をつく

ってくださったことに心から感謝と敬意を表します。ありがとうございました。 

 では、私の一般質問通告書を読み上げさせていただきます。 

 １つ目、町内バス停の整備（特に屋根設置）について。今夏も記録的な猛暑が続き、日傘

等で身を守りながらバスを待つ住民の姿が目立った。町内バス停には屋根やベンチが設置さ

れているところと整備が全く進んでいないところがあり、住民の健康面を考えると、整備は
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まちづくりの必要課題と考える。安全快適な住民生活の観点からバス停の整備について質問

する。質問は５つ、具体的にあるんですけれども、これは質問者席でさせていただきます。 

 ２つ目、新上牧中学校の木材使用（内装材）について。令和８年４月開校の新上牧中学校

の建設が急ピッチに進んでいるが、図書室やコミュニティースペース等で内装材に意図的に

木材を使用することが計画されている。興味深く、また、歓迎すべきことだ。その狙いや中

身について質問する。これにつきましては６つ、具体的に聞かせていただきたいと思います。

これも質問者席でさせていただきます。 

〇議長（遠山健太郎） 竹中議員。 

〇３番（竹中亮造） １つ目の質問につきまして、具体的にお聞きしていきたいんですけれど

も、質問に至った動機といいますか、私の気持ち、聞きたい理由を先に述べておきたいと思

います。 

 今年の夏も本当に厳しい猛暑の夏でした。９月の半ばになる今もまだその暑さは続いてい

ます。近年の猛暑ははっきりとしていまして、これは地球温暖化による長期的な傾向だと思

います。これが当面続くだろうということを前提にまちづくりが必要かと思います。もしか

したら、さらに暑くなるかもしれない。そういう中で、温暖化対策には緩和の面と、それか

ら適応の面があるかと思いますけれども、これは適応策の１つというふうに考えて質問をさ

せていただきます。 

 この暑さの中で直射日光は本当に厳しいものがあると思います。日陰となる屋根と、それ

からセットでベンチ、これは高齢化対策として、ぜひ欲しい。これが１つの理由です。今後、

豪雨ということも同じ理由になるかなというふうに思います。 

 それから、２つ目としての質問の大きな動機なんですけれども、上牧町の場合は、鉄道駅

がない。鉄道駅がない上牧町ではバスの移動が欠かせない住民の足である。そういう中で、

町の施策としまして、バス利用、中でもバス停に力を入れるということは町の魅力アップに

直接つながると思います。地域の価値を上げるという意味からもバス停に、今のところ、私

の判断といいますか理解では、まだやる余地が十分たくさんあると思っていますので、ここ

にまちづくりの上で力を注ぐということが必要かなというふうに私は考えて、今回、質問を

させていただくわけです。 

 それで、質問項目１つ目は、町内バス停の整備状況の現状について、まず、説明をお願い

します。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 
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〇都市環境部長（吉川昭仁） バス停の整備状況というところでございます。上牧町が実施さ

せていただきましたバス停整備事業につきましては、令和２年度から令和５年度にわたり実

施しておりまして、令和２年度にベンチを２か所、令和３年度にベンチを３か所、そして、

令和４年度に上屋の詳細設計を実施し、令和５年度に上屋を３か所設置いたしました。設置

に関しましては、国土交通省からの通達並びに道路構造令を基準といたしておりまして、設

置後の歩道の有効幅員が原則として２メートル以上確保できる歩道を選別し、町内の主要施

設が集中する箇所や隣接土地所有者に了承を得た箇所について整備を進めてきたということ

でございます。 

〇議長（遠山健太郎） 竹中議員。 

〇３番（竹中亮造） ありがとうございます。整備を近年されてきたことは、私もこの質問を

する前にリサーチしましたので確認をしております。それ自体は非常に高く評価するもので

す。最近、写真で町内のバス停の状況をスナップを撮ってきましたので確認をしたいと思い

ます。これは片岡台です。これは従来から整備されていた理想的なものであると思います。 

 次、お願いします。これもやはり片岡台で、住民さんの多いところですから、これは多分

公団でされたんじゃないかなというふうに想像するんですけれども、町でされたかどうかは

また後で答えていただいたらと思います。 

 次、お願いします。これは帯側側から同じところを写真を撮ったものです。こういう状態

でしたら日陰に身を置いたりだとか、あるいは雨の際などもずぶ濡れになる必要がないとい

うことになると思います。 

 次、お願いします。これが、今、部長のほうから説明がありました2000年開館の前、最近

整備していただいたものです。非常にすっきりとした外観で僕はいいかなというふうに思っ

ています。 

 次、お願いします。これは、ラスパの店舗のあるほうです。これも、最近町が設置したも

のです。非常に質感の高いものだと思います。 

 次、お願いします。ここが、今見ましたところの向かい側です。マクドナルドとかが今進

出するようで、今後、ますます人通りが多くなるところだろうというふうに思います。これ

も同じ仕様のしっかりしたものであると判断します。 

 次、お願いします。これはベンチです。幅を取らない工夫された公共施設なんかで使われ

るしっかりとしたベンチだと思います。 

 次、お願いします。今、何か所か見てもらった新しく町が整備したところが僕は理想的な
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姿で、そこで止めるんじゃなくて順次広げていってもらいたいなというふうに思っているん

ですけれども、これは、残念ながら役場前の向かい側です。役場から向かい側のバス停の様

子です。これを見ていただいたら分かると思いますが、ひさしもなければベンチもない。こ

れは何かあったほうがいいんじゃないかなというふうに僕は思っています。 

 次のページ、次、開けてください。これは役場前の松のやさんの前のバス停です。ここは

確かにひさしはついているんですが老朽化が目立ちます。 

 次、お願いします。このように車がぶつかった跡もありますし、昔はそうでよかったのか

もわかりませんけれども、一番狭いところに放り込んだところに屋根をかけてある。先ほど

写真で見ました新しいところ、2000年開館前。それから、ラスパ前などは掘り込みのところ

を避けて道幅の広いところに天井をかけ、ベンチを置くというふうにやっています。仮にこ

れを今後、改善していくのでしたら、そんな工夫も必要なのではないかなというふうに思い

ます。 

 次、お願いします。これは、たまたま私の家のそばですから、このようにひさしはないけ

れども可動式といいますか、簡単なベンチが置いてある。 

 次、お願いします。これも私のそばの葛城台ですけれども、屋根もなければベンチもない。

これは一例として挙げさせてもらいました。町内には、ここ以外にもこういうところが多く

あるというか、こういうところが現状では普通のような状態になっているわけです。 

 ここで、２つ目としまして、屋根、ひさし、ベンチの、私は必要だと思っているんですけ

れども、町のほうでは今現在どのように考えておられるか、２つ目の質問についてお答えく

ださい。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 上牧町町内には鉄道網がなく近隣市町の駅を利用しているのが

現状であります。町内の主要施設や最寄り駅へのアクセスは公共交通機関の路線バスが主と

なっておるというところでございます。そのため、利用者の利便性向上や高齢者等が快適に

過ごせる空間として上屋及びベンチは必要なものと考えており、過去の事業において条件を

満たす箇所につきまして設置させていただいたということでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 竹中議員。 

〇３番（竹中亮造） 必要というふうにお考えであるということで、もちろん確かにそう思っ

ていたんですけれども、安心しました、町としても力の入れるところだと思いますし、前に

進めていきたいという意欲を持ってやってこられたというふうに私は思っております。ラス
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パ前だとか2000年開館の前で上げられた成果は一歩でも二歩でも前へ進めていっていただけ

たらなというふうに期待をしているわけです。特に下牧高田線、一番町の町道下牧高田線、

町も第５次総合計画でたしか生活大通りという規定の仕方をされたと思うんですけれども、

ここで、現状では、前回の整備で目に見えた大きな進展はなかったように思うんです。やっ

ていただいところは確かにあるんですけれども、ベンチをつけていただいたところはあった

と思います。ただ、大きく明確に目に見えた進展はまだないというか、まだ課題が残ってい

ると思いますので、ここを重点に考えていただいたらどうかと、検討していただいたらどう

かというのは思っています。 

 それから、これはお金も要りますし非常に大きなことになりますので、私がここで言って

いますのは、町内32か所のバス停があります。これ、全部をつけてください、これはやっぱ

り非現実的だと自分でも思っています。バス停といいますのは、専門の方は分かっているん

ですけど、聞いていらっしゃる一般の住民さんに確認しておきたいんですけれども、道の両

サイドに同じ名前のバス停がある。葛城台でも片岡台なんかでもそうだと思うんですけれど

も、その同じ場所の道の両サイドのバス停は、片方は駅に近かったら乗りの乗客が多い。片

方は、どちらかというと降りが中心のバス停になっている。バス停が必要なのは、言うまで

もありませんけれども、バス停のベンチやひさしが必要なのは待つ時間なんです。降りたら

すぐ目的地や家に帰ったりするわけですから、待ち時間のあるバス停、要するに乗客の多い

バス停です。やはりここにできたらつけていってほしいなというふうに、もちろん優先順位

をつけていっていただきたいなというふうに考えているんです。そしたら、これで半減しま

す。既に古くからあるところ、それから、最近、上牧町が先ほどのように積極的に取り組ん

でいただいた点、ところがありますので、現実問題として、バス停にひさしやベンチを整備

していくところといいましたら、僕は数か所やと思うんですよ。ここにあったらいいのにな

というのは私は思うところがあるんですけれども、それをいろいろ課題があると思いますの

で再検討していただいて、できたら前向きに取り組んでいってもらいたいなというのが私の

今回の主張であります。 

 それで、バス停の整備のこれまでの経緯と、それから、やるからには課題があると思うん

です。今後の見通しも含めてこの部分をお答えください。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） それでは、まず経緯といたしまして、上牧町の主要商業施設で

あるラスパ付近のバス停において過去にベンチの設置要望があって、このことをきっかけに
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上牧町内の路線バス停留所全32か所において現地調査を行いました。 

 調査内容といたしましては、上屋及びベンチの設置状況、そして、乗降者数の調査、現況

測量等を実施し、関係法令に基づきベンチ及び上屋の設置が可能な箇所を選別させていただ

いて、順位づけを行い計画的に設置いたしたというところでございます。 

 設置に当たっての課題ということで、まず、新たに設置する箇所におきましては、道路構

造令等の法令を遵守し、車椅子同士のすれ違いを想定し、設置後２メートル以上の幅員を確

保できるかどうかということでございます。 

 次に、隣接土地所有者の理解が得られるかといった部分もございます。実際に条件を満た

している箇所においても、隣接者と協議をしたところ、ベンチや上屋を設置することで、た

まり場となり様々な問題が生じるのではないかという懸念をされ、了承得られなかったとい

うような場所もございます。また、上屋に関しては、道路構造物として堅牢なものを設置す

る必要がありますので、基礎工事を含めコストが高くなることや、詳細設計及び建築確認申

請が必要であるというため委託業務に要する費用についても必要となるため、財源の確保に

ついても課題となっているのが現状でございます。 

 今後の見通しについてでございますが、過去の調査において設置可能と判断した場所での

整備は一旦終了となっておるんですが、現在、下牧高田線の一部区間におきまして、バリア

フリーを目的とした歩道の移動等円滑化整備を予定しておりますので、この部分におけるバ

ス停にベンチ等が設置可能か再度、調査、検討を行っていきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 竹中議員。 

〇３番（竹中亮造） ぜひ再検討していただけたらというふうに希望しておきます。 

 部長が今挙げられた課題として、主に３つですよね。１つは幅員の問題。１つは隣接の方

の理解の問題、同意の問題。それから財源確保ということで、その件に関しましては理解し

ました。幅員に関しましては、昔のバス停のように一番掘り込んだところで測るというふう

な、これは知恵のないことやと思いますので、そこを避けて幅の広いところで、ひさしがあ

ったりベンチがあったりして全然いいと思うんですよ。ちょっと移動するだけですし、現に

新しいところからそうされているわけですから、ぜひ、しゃくし定規じゃなくて柔軟にやっ

ていただきたい。一番のメイン道路ですから、ラスパの前や2000年会館の前のああいう感じ

のもの、モダンで機能的なセンスのいいものをつけたら町の景観といいますか印象は大きく

変わると思うんですよ。そこに手をつけないというのは何かもったいないような気がします。
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ぜひ考えてほしいと思います。 

 それから整備の財源、ちょっと言われたように思うんですけれども、もう一度、４つ目の

質問として整備の財源に関して説明をお願いします。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 当該事業における財源としまして県の補助金があります。公共

交通基本計画推進支援事業を活用して実施してまいりました。この事業につきましては、事

業計画書を提出させていただいて、選定委員会において事業内容及び事業の必要性について

説明、プレゼンを行いまして補助金の可否が決定されるものということでございます。 

 ちなみに令和２年、令和３年とこのプレゼンをさせていただいて補助金が採択されたわけ

なんですが、令和４年は不採択、そして、令和５年については一旦不採択になったんですが、

追加募集で採択されたというような事情がございます。ですので、近年は、なかなか補助金

がつきにくい状況であるというのが現状でございます。 

〇議長（遠山健太郎） 竹中議員。 

〇３番（竹中亮造） 事情は分かりました。難しい中とは思うんですけれども、バリアフリー

を目的とした歩道の整備自体は、僕、大いに賛成するところなんです。そのことに併せて、

同じ住民さんの健康だとか快適性を上げるという意味で、屋根をつけたりベンチをつけたり

するというのは同趣旨だと思いますので、ぜひ補助金等の県の事業を活用していただきまし

て、一歩でも二歩でも前へ進めていただくことを期待したいと思います。 

 担当の部長はそれぐらいにしまして、町長、ぜひお考えをお聞かせいただけたらと思いま

すので、よろしくお願いします。 

〇議長（遠山健太郎） 阪本町長。 

〇町長（阪本正人） 今、竹中議員のバス停のベンチと上屋の件についてのご質問を１番から

４番まで、るる担当部長のほうから説明させていただきました。私、ちょっと記憶はしてい

るんですけど、この事業を令和２年度からやらしていただいたということなんですが、その

以前に、元年であったかなとは思うんですけど、元富木議員のほうからラスパ前で高齢者の

方が大変つらそうに立っておられるというふうな形からこの事業がスタートして、先ほど担

当部長のほうが説明させていただきましたように、ベンチと上屋の部分を32か所、調査をさ

せていただき、できるところから順次させていただいたというのが今までの経緯となってお

ります。それで、一旦この事業につきましては、32か所、調査をさせていただきましたので

一旦終わりにはなっておるんですが、先ほど部長のほうからも答弁させていただきましたよ
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うに、バリアフリーの基本構想、この役場の下の問題もありますので、その部分について再

度もう一度調査研究しながら、この事業につきましては進めていきたいというふうなところ

も思っております。 

 先ほど幅員の話もございました。２メートルの話もございました。その幅員の問題で、そ

の辺をどのような形で２メートルを確保できるのかという部分も含めまして、この部分につ

きましても再調査をさせていただきながら進めていかなければいけないのかなというふうに

は思っているところでございますが、やはり町の財源といたしましても、町財政はまだまだ

厳しい財政状況でございますので、先ほど不採択や採択というふうな問題もございましたが、

不採択になった場合、上屋の費用につきましては当時の費用として大分かかったような記憶

もしておりますので、そういう部分も総合的に判断をさせていただきながら調査研究をして

いきたいというふうには考えているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 竹中議員。 

〇３番（竹中亮造） ぜひ柔軟に考えていただきまして、県とも協力してもらいながら一歩一

歩前へ進めていただくことを願っております。それが町の魅力アップにも、地域の価値の向

上にもつながると思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 では、この質問に関しましてはこれで終わります。 

〇議長（遠山健太郎） 竹中議員。 

〇３番（竹中亮造） そしたら、２つ目の大きな質問をさせていただきます。 

 現在、新しい中学校の工事が急ピッチで進んでいまして、新しい中学校ができるのは私自

身、非常に楽しみにしております。その中で、計画を示された中で非常に興味を持ったのは、

新しい新中学校の校舎の中、木材を意図的にしっかり使っていこうと、ふんだんに使ってい

こうという計画を立てられまして、これはいいことやなと本能的に思いました。木の持つぬ

くもりだとか癒やしの効果もありますし木材利用にも資すると思いますので、いろいろ考え

ながら進めていってくださったことだと思います。 

 まず１つ目に、町が考えました目的からご説明ください。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、目的についてご回答させていただきます。 

 木材につきましては、暖かく柔らかくある感触を有するとともに、室内の室温変化を緩和

させ、快適性を高めるなどの優れた性質を備えており、温かみと潤いのある教育環境づくり

ができると考え、一部の特別教室や木製家具を取り入れております。また、木材を利用する
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ことで、木材利用による環境負荷低減や森林の保全、木の文化の継承などについて学習する

きっかけとなることも期待しているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 竹中議員。 

〇３番（竹中亮造） これはとてもいいことだなというふうに思います。学校の建物だとか、

あるいは公共の建築というと、ややもすれば機能一辺倒で味気ないものになりがちなんです

けれども、木を使うということはすごくいいことだと思いますし、ぬくもりも感じられると

思います。それから、脱炭素という森林保全という観点からも木をふんだんに使うというこ

とはすばらしいことだというふうに思います。了解しました。目的については分かりました。 

 続きまして、実際にどんな仕様で木を使うのか。また、その使用材についての説明、お願

いします。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、ご回答させていただきます。 

 床に木材をして使用している教室につきましては音楽室、図書室でございます。図書室と

コミュニティースペースの家具につきましては木製家具を新調するところでございます。そ

の他、廊下、階段など共用部分を中心に全体的に木目調のビニールシートを施しているとこ

ろでございます。 

 床の木材や木製家具の使用材につきましては、国内産であると確認しているところでござ

います。 

〇議長（遠山健太郎） 竹中議員。 

〇３番（竹中亮造） いいですね。木製家具だとか木目調だとか、あるいはフローリングです

よね、木をしっかり使うということですよね。国内産とありましたが、奈良県産ではないん

ですか。これはいかがですか。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） 確認させていただくところ、今、国内産であるという部分でござ

います。 

〇議長（遠山健太郎） 竹中議員。 

〇３番（竹中亮造） やっぱり森林保全という観点から、しっかり国内の木を使っていくとい

うことは脱炭素に資すると思います。いいと思います。 

 それから、これをされるのは新しい中学校でも図書館教育に力を入れていこうという、そ

の表れだと僕は理解したいんですけれども、図書館教育について併せてこの際聞いておきた
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いと思います。図書室に司書は置くのでしょうか。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） 現在、本町の小・中学校において専任の司書教諭の配置はござい

ません。資格を有している教員が兼務をしているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 竹中議員。 

〇３番（竹中亮造） それで僕はいいと思うんです。中学校で専任の司書さんというのがいる

ところはまずないかなと。職員で、大体国語の先生が多いんですけれども、司書の資格を持

ち、忙しいですけれども、図書室の整備に力を振るっておられるというところが多いですの

で、上牧中、今度の統合中学校ではそういう先生がいらっしゃるということですね。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） 統合後の上牧中学におきましては、専任で司書教諭の教員配置に

関しましてはまだ決定してないというところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 竹中議員。 

〇３番（竹中亮造） ただ、資格をお持ちの先生はいらっしゃるということですね。それは了

解しました。 

 それから、２つの学校が１つになりますので、たくさんのそれぞれの学校に今蔵書がある

と思うんですけれども、新中学校の新図書室、これは蔵書をどのように納めるのか、納め切

れるのか。同じ本が何冊もあったりということもあるかもわかりませんので、その辺りはど

んなふうになっているのでしょうか。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、蔵書につきましてご回答させていただきます。 

 現在、上牧中学校及び上牧第二中学校の蔵書を既存利用する想定ではございますが、新校

舎の図書室につきましては、将来的なデジタル化を見据え小規模に整備されているため、両

校の蔵書を全て持ち込むことはできないため、統合前に選別した上で配備する予定でござい

ます。蔵書数といたしましては約１万冊で、図書については、生徒たちが図書を手軽に活用

できるよう普通教室や共用部、探求教室などに配置することも想定しているところでござい

ます。 

〇議長（遠山健太郎） 竹中議員。 

〇３番（竹中亮造） 大事なお金でたくさん購入した本だと思いますので、ぜひ図書室に入り

切らない分も子どもたちが手にとって本に親しめるように各教室に置いていただいたり、共
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用部分に置いていただいたりして工夫をしてください。 

 では、次の質問をさせてもらいます。関心を持ちましたのは、もう１つのコミュニティー

スペースです。壁を持たないみんなが共有できるスペース。私、長い間、教員経験があるん

ですが、自分が勤めた頃の学校にはそういうコミュニティースペースというのがなかったん

です。経験がありませんで、ぜひどういう意図か、どういうことに使うのかお聞かせいただ

けたらというふうに思います。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、コミュニティースペースの利用想定でございます。コ

ミュニティースペースにつきましては、学級単位の授業や活動を超え、多様な用途に活用で

きる空間として整備をしているところでございます。授業において活用するほか休み時間中

の生徒の遊び場として、子どもたちの居場所の選択肢を広げることにつながると考えている

ところでございます。 

 また、１つのオープンスペースを共有することで、他のクラスや学年との交流の機会が生

まれ、学校全体の一体感につながっていくなどの効果も見込んでいるところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 竹中議員。 

〇３番（竹中亮造） すごくいい空間だなと。学校にそういうのがあれば僕は楽しい学校がで

きるんじゃないかなというふうに思いますのでうれしいです。それで、そんなんでしたら、

こんなんはできないでしょうか。生徒がその使用の方法を自分たちで決めるといいますか、

参画する部分ですよね。利用方法だとか置いてあるものはレイアウトだとか、こういうこと

はできないでしょうか。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） 各教室などのレイアウトや用途につきましては、両校の学校長と

協議をしながら進めているところでございます。その過程で、他の先生方や生徒から意見を

徴取しているというふうに聞いているところでございます。家具については、寸法を合わせ

た上で発注しているものも多いためレイアウトの自由度は低いと思われますが、生徒の意見

を取り入れることが可能なものにつきましては、今後、意見を聴取し、検討していきたいと

いうふうに考えているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 竹中議員。 

〇３番（竹中亮造） 多分、校長先生をはじめ学校の中で判断されていくことだと思うんです

けれども、子どもたちが自分たちの意見で使い方が決まっていきましたら意外と子どもたち
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はよく守りますので、自分たちの空間なんだという意識も高まると思いますので、また検討

を進めてください。 

 そしたら、次の質問をさせてもらいます。木材使用についてですけれども、僕自身、でき

るだけ使ってほしいんですよ。例えば、まだ詳細については計画がないと思うんですけれど

も、中庭のスペースだとか、あるいは運動場の一角に日よけのパーゴラみたいなもの。昔の

学校でしたらよく藤棚とかあったんですよ。そういうスペースが必要じゃないかなというふ

うに思うんですけれども、木材使用のさらなる拡大について可能性があるかどうか、それを

含めてお願いします。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、他の場所での木材使用はないかということについての

ご回答をさせていただきます。 

 校舎整備と一体で行う外構整備に関しましては、現在調整中ではございますが、敷地が限

られているためウッドデッキなどの整備については検討していないというところでございま

す。ただし、既存校舎解体後のエリアにおきましては、今後、外構整備を進めてまいります

ので、その際に議員ご提案の内容については検討していきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 竹中議員。 

〇３番（竹中亮造） ぜひお願いします。子どもたちが集まる場所というのは、先ほどのバス

停の件もそうなんですけども、これからは必ず日差しを避ける設備は絶対必要だと思うんで

すよ。炎天下の中で子どもをさらすというのは非常に厳しいものがあって、ちょっと体育の

時間なんかでも途中で水を飲ますと、水分補給をするために日陰に入れと、あそこのところ

に入れというふうな、そんな設備があればできますし、部活の途中、活動の途中なんかでも

体を休めたりするためにはやっぱり日陰が必要、雨にさらされない、そういう場所は運動場

にでも中庭にでもあれば、学校は全然それだけで快適性やとか、あるいは事故の防止をでき

ることになりますので、ぜひ検討をお願いします。 

 では、木材使用に関する財源の説明をお願いします。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、木材使用の財源でございますが、財源といたしまして

は、木材家具の購入費につきましては森林環境譲与税を充当しているところでございます。

金額につきましては、予算ベースで780万6,000円でございます。床材に関しましては、校舎
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棟全体の財源であるため、公立学校整備費負担金に含まれているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 竹中議員。 

〇３番（竹中亮造） ありがとうございます。特に森林環境譲与税を積立金を使うと。今まで

大事に取っておいたものをこういうところに使っていただくというのは大変理にかなったい

い目的かなというふうに思いますので安心しました。 

 そしたら具体的な質問はこれぐらいにさせていただきまして、教育長、今回の木材使用に

ついて、お考えをちょっと聞かせていただきましたら、よろしくお願いします。 

〇議長（遠山健太郎） 永井教育長。 

〇教育長（永井工仁） ご質問いただきありがとうございます。 

 私には、本計画について考えはどういうものかということでございます。端的に申し上げ

ますと、生徒たちにとってよりよいすばらしい学習環境を整えていきたいというふうに考え

ております。午前中も申しましたけども、中学時代の学びというのはやっぱり人生の土台と

なります。３年間を通して、友達と一緒に笑い、泣き、喜び、悩み、やっぱり一生懸命頑張

っていく。そういう体験をしてくれると思っております。また、その中で、誰かとぶつかり

合ったり、もしかしたら傷つくようなことがあるかもしれませんけれども、でも、そうして

生きていくことを様々に学んでいってくれるのかなというふうに思っております。 

 新中学基本理念に、自分らしさを未来へというふうに、目指す生徒像を心優しい、また、

自立した主体的な、そして地域を愛する生徒というふうにしております。自分の将来を夢見

ながら多感な時期を過ごす生徒たちですので、学校では、安全に安心して落ち着いて過ごし

てもらいたいと、そんな学習環境を整えていきたいというふうに考えております。 

 議員ご注目のコミュニティースペースですけれども、先生と生徒、それから先輩、後輩、

友達同士、恋ばななんかも含めて様々な話題でときに楽しく過ごしてくれる場所として活用

してもらいたいなというふうに考えております。そこに木製の家具などがあれば、議員もご

指摘いただきましたけれども、やっぱり癒やしの効果も加わって、より雰囲気がよくなるの

かなというところを期待しております。また、図書室なんですけれども、私は基本的には図

書室は単独で過ごす場所かなと。本に出会う場所、本を読む場所、それから、いろいろと考

える場所、さらには書き物をする場所、一人一人心を静める場所としても活用できるのかな

というふうに思っております。そんなところで落ち着いたぬくもりが感じられるようにとい

うことで、担当者のほうで木製、木材を使用しようということで考えてくれたんだと思って

おります。 
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 最後に外構整備についてですけども、これは、これからということなんですが、グラウン

ドを含めた上牧新中学校、学校全体が完成した暁には、子どもたちだけではなく近隣の住民

の皆さんにも気軽に憩っていただけるような緑豊かなエリアになればいいなというふうに、

私自身の想像も膨らましているところなんですけれども、いろいろと楽しみを持って新上牧

中学の整備に当たっていけたらなというふうに考えております。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

〇議長（遠山健太郎） 竹中議員。 

〇３番（竹中亮造） ありがとうございます。最後に一言だけ。 

 公共施設を一旦つくりますと、最低でも50年は使っていくことになると思います。そのと

きに、間違うということは絶対ないんですけれども、最初に味気ないものをつくってしまっ

たり、あるいは逆に、最初に今回のように非常に僕はいいことをやってくれたと思っていま

すので、いいものをいい方向づけをしてくれましたら、これは今後少なくとも半世紀は続い

ていくということになりますので、今回の計画は大変期待をしております。どうもありがと

うございました。 

 以上で私の質問を終わります。 

〇議長（遠山健太郎） 以上で、３番、竹中議員の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩とし、再開は14時５分とします。 

 

    休憩 午後 １時５１分 

 

    再開 午後 ２時０５分 

 

〇議長（遠山健太郎） それでは再開します。 

 

                     ◇                    

 

          ◇服 部 公 英 

〇議長（遠山健太郎） 次に、７番、服部議員の発言を許します。 

 服部議員。 

          （７番 服部公英 登壇） 
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〇７番（服部公英） 改めまして、こんにちは。７番、服部公英です。議長の許可を得ました

ので、一般質問通告書に従い質問させていただきます。 

 質問に入る前に少し時間を頂きます。2022年２月24日にロシア連邦がウクライナに軍事侵

攻をしたことにより始まった戦争がいまだに続いています。また、イスラエルがガザ市を振

興したことにより多くの市民が犠牲になり、飢えるガザの人々の姿が映像や写真で世界中に

伝わり、まさにこの世の地獄を見ているように感じました。私は１人の同じ人間として、世

界中で起きている戦争や紛争が一日でも早く終わるように願っています。個人的なことにな

りますが、私は少林寺拳法を通して町内の子どもたちに世界の平和と正義を愛し、人道を重

んじ、礼儀を正し、平和を守る真の勇者になるように教えています。少林寺拳法の教えの１

つに、半ばは人のため、半ばは自己のためという教えがあります。今の世界の流れでは、ア

メリカファーストや、日本人ファーストなど身勝手な自国ファーストの考えがあるように思

われますが、今こそ相手の立場に立って公正公平な社会をつくって平和な世の中をつくって

いかなければならないと考えます。一地方議員ですが、世界の平和を訴えていきたいと思い

ます。 

 それでは、一般質問に入ります。私の質問は、大きな項目２つから成っております。 

 まず１つ目、公共施設及び都市計画について。 

 ①第二体育館の工事内容及び進捗状況について詳しく説明してください。 

 ②上牧町立幼稚園をどのようにされていくのか町の方針を聞かせてください。 

 ③上牧小学校のプールは今後修理するのか。民間企業に委託して授業をするのか聞かせて

ください。 

 ④町営住宅について第一住宅から第六住宅までの入居状況と、第一住宅の空き家と除却数、

第二住宅の耐震診断の結果についてその後の対応はどこまで進んでいるのか。また、地区改

良住宅の空き状況と今後の利用方針を聞かせてください。 

 ⑤北上牧の住宅開発をしているオリエント住宅ですが、当初、申請時13軒の建て売り住宅

をする説明があり、最近３階建ての老人福祉施設を建てる話が出ているそうですが、周りの

住民から、話が違うので納得できるよう説明会をしてもらいたいとの要望が出ているので、

町のほうには何か申請が出ているのか聞かせてください。 

 大きな項目の２つ目、防災防犯対策について。 

 貴船神社で銅製の雨どい盗難に続きさい銭泥棒に会いました。上牧町内の他の神社でも狙

われる可能性があります。町内での情報交換が必要です。貴船神社の場合は通学路にもなっ
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ているので、町として防犯カメラを設置するのがよいと考えますが、町の神社や夜間職員の

配置指定のない施設の防犯対策について聞かせてください。 

 次に、上牧町の場合、大雨による災害が考えられるが、服部台明星線の交差点の水没対策

は進んでいるのか聞かせてください。 

 以上、２項目になります。再質問につきましては質問者席から行いますので、よろしくお

願いいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） それでは、１つ目の第二体育館の工事内容及び進捗状況について詳しく

説明してください。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、上牧第二体育館の工事内容及び進捗状況についてご回

答させていただきます。 

 上牧第二町民体育館の空調設置工事の内容につきましては、体育館内、アリーナ部分に天

井つり型のＧＨＰ空調室内機を北側、南側に３基ずつ計６基設置し、電源設備の増強、配管

ダクト工事、換気扇を４基設置するところでございます。また、体育館外部では、北側駐車

場内に樹木伐採を行い、その場所にＧＨＰ空調室外機２機及びプロパンエアー混合装置でも

ありますＰＡジェネレーター設備を設置するところでございます。その際、アスファルト舗

装工事も併せて行い、10月31日までの完成を目指しているところでございます。 

 進捗状況につきましては、８月１日から工事を着手いたしまして、８月31日時点で体育館

アリーナ内のＧＨＰ空調室内機６機の設置、体育館外部につきましては、樹木の伐採、ＧＨ

Ｐ空調室外機の設置場所の基礎工事及び設置が完了しているところでございます。進捗率と

いたしましては、８月末現在で80％というふうになっているところでございます。 

 工事を進めるに当たりまして、事前に第二町民体育館周辺の住民の方や体育館などを利用

される方への工事の周知を行い、安全体制につきましても工事請負業者との十分な協議、調

整による適切なスケジュール管理の下、円滑な工事の進捗を図っているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） ありがとうございます。第二体育館の今おっしゃっていた室外機の部分

の舗装工事もできておりますし、樹木の伐採もきれいになっております。今後、樹木の取っ

た伐採のところは、柵など作らないでそのまま車が中に入って駐車できるようなライン引き

というような感じでラインを引かれるんでしょうか。 
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〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） その部分につきましては、伐採を行った後、ラインを引きながら

進めていきたいというふうに考えているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） 極端に三角のところに巨大な室外機が真ん中にあるので何台も置けない

と思うんですけども、できるだけラインを引いて数多くの方が利用できやすいように考えて

引いてもらいたいと思います。 

 続きまして、空調設備が整いました後、使用料について冷房のときは幾らとか暖房のとき

は幾らとか、どっちも同じ値段になると思うんですけども、使用料について聞かせていただ

きたいと思います。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、使用料金についてのご回答でございます。 

 使用料金につきましては、受益者負担の観点から徴収する考えでありますので、設定につ

きましては、現在、近隣の状況など調査研究しながら進めているところでございます。その

際、学校教育に支障のない範囲での学校施設を開放して地域住民の方にスポーツ活動を含め

た学習の場を提供している学校施設開放事業での学校施設の体育館利用時の空調料金設定に

ついても含めて考えているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） 想定してなかったんですけども、教育現場内の空調設備については、現

在は料金を頂いてないということですか。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） そのとおりでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） 頂いてないのを頂くようになったということになると、私が要らん質問

をしたのかなというふうになるんじゃないかなと思うんですけど、やはり、利用者が負担に

ならないように低額な料金を求めておきますが、その点はどうでしょうか。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） その辺につきまして、近隣の状況など調査研究しながら考えてい

きたいというふうに考えているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 



 －48－ 

〇７番（服部公英） これまで幼稚園の職員の方も北側の駐車場スペースには何人か止めてお

られたんですけれども、今後は幼稚園と共有という形にはならないのでしょうか。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） 今、幼稚園の先生方が駐車していただいている駐車場につきまし

ては、今現在、室外機の部分を整備しております。その際、現利用者の台数分を確保できる

ように設計業者と協議しながら広さを確保したところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） 分かりました。利用し勝手のいいように計画してラインを引いていただ

きたいと思います。 

 それでは、次の②上牧町立幼稚園をどのようにされていくのかということで聞かせてくだ

さい。 

〇議長（遠山健太郎） 山下健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（山下純司） それでは、上牧町立上牧幼稚園をどのようにされていくのか、

町の方針というお聞きなんですけども、この部分につきましては、認定こども園についての

ご回答でよろしいでしょうか。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） 認定こども園というふうに聞いているんですけども、その方向はどのよ

うになっているのか。また、認定保育園にまだまだ着手できる時間が長いようであれば、幼

稚園をどのような形で修理して、どのような形で使っていこうと思っておられるのか聞かせ

てください。 

〇議長（遠山健太郎） 山下健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（山下純司） それではまず、認定こども園についての回答をさせていただき

ます。現在、第一保育所におきましては定員を大幅に超え、受入れが困難な状況。一方、上

牧幼稚園の園児におきましては減少傾向となっている状況でございます。また、上牧幼稚園

の園舎の老朽化等の部分を考えますと認定こども園は必要であると考えているところでござ

います。しかしながら、認定こども園の新設につきましては、設置する場所、費用面等の課

題が多く残っておりますので、議員の皆さんにお示ししております個別施設計画におきまし

て、令和８年度までの検討課題とさせていただいておるところでございます。また、認定こ

ども園の新設に向けた検討を進める上におきましては、上牧町の子どもたちの実情に応じた

形で、その部分を総合的に判断しながら検討を進める必要があると考えているところでござ
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います。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） 今、答弁の中に幼稚園の受入れ人数が上限を達しているという形で聞い

たんですけれども、その点についてはどのようにされますか。 

〇議長（遠山健太郎） 山下健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（山下純司） 今、上限になっているところ第一保育所でございます。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） すいません、聞き間違えました。幼稚園については、定員は割れておっ

て、オーバーしているのは第一保育園というような形ですか。それでは、第一保育園は、今

後どのような形でオーバーになっている部分を解消していこうと思っているんですか。 

〇議長（遠山健太郎） 山下健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（山下純司） 第一保育所につきましては、先生の加配等を考えながらやって

いきたいというところもございますし、今、また保留状態で待っていただいている園児の方

もいるというような状況でございますので、今後、どのような形でいけるか、町内の私の保

育所等と協議しながら進めていければなと考えているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） 分かりました。上牧町に待機児童はいてないというふうに思っていたん

ですけども、今の話を聞いていますと、保育所は待機児童がいたということで解消できるよ

うに取り組んでいただきたいと思います。分かりました。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） この質問はこれで結構です。ありがとうございました。 

 それでは、次の質問に移るんですけども、上牧小学校のプールは今後修理をするのか。ま

た、民間企業に委託している事業は今後どのようにするのか聞かせていただけますか。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、ご回答させていただきます。 

 上牧小学校のプール施設につきましては、上牧町学校適正化基本計画に定めております小

学校の統合方針が最終決定するまで、修繕、改修などの整備を行わない考えでありまして、

上牧小学校を残す方針に変更が生じない場合は、プール施設の更新の必要性について検討し

てまいります。ただし、現在、自校のプール施設を利用することができないため、代替措置

といたしまして実施しております民間委託によるプール指導について、コスト面や児童の泳
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力、満足度、教員の負担軽減などの観点から、検証を実施した上で民間委託を継続する場合

につきましてはプール施設の更新は行わず、プール施設の敷地をその他必要な機能整備に活

用したいと考えているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） 民間にプール事業を委託するほうがコスト面では、新しくプールを整備

して修理するよりずっと安く上がっていいと思うんです。また、子どもたちもプロの先生方

による授業を受けるほうが指導が行き届いていいと思うんですけれども、問題は、学校間の

差が二小と三小は自分の学校で学校の先生がプール指導に当たるということになるので、そ

の点が少し心配なんですが、３校のプール授業に対する同じような教育を受けられるという

点については、教育委員会としてどのように考えておられますか。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） 上牧小学校につきましては、先ほど説明させていただきましたよ

うに、現在プール施設が利用することができないため、実証実験というんですか、実証で民

間に委託をしているところでございます。残りの上牧第二小学校、第三小学校につきまして

は、現状のプールの施設の状態がよいと、かなり整備が整っておりますので、現時点では学

校でのプール授業というふうに考えているところでございます。 

 今後、全体的な３校同時の考え方につきましては、今後、状況を注視しながら検討、研究

しながら進めていきたいというふうに考えているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） 私も別に３校が全部同じ教育を受けなくてはいけないというふうに思っ

ていません。受けている児童が自分で泳げる力をつけるぐらいの泳力を養えれば小学校での

プール教育はそれで私はいいと思っております。子どもたちに聞きますと、バスに乗って民

間のところに行くのもなかなか楽しそうに行っておりますので、ほかのところはそれを体験

できないのは残念かなというふうに思っているぐらいでございます。 

 それでは、この点について、上牧小学校については児童は授業は継続して行っていくとい

うふうな取り方でよろしいでしょうか。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） 今、検証している部分につきまして考えていきたいというふうに

思っているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 
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〇７番（服部公英） 分かりました。このプールの件についてもこれで結構です。ありがとう

ございます。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） それでは、④番の町営住宅の第１住宅から第６住宅までの入居状況と、

第１住宅の空き家、除却件数、第２住宅の耐震診断の結果についてその後の対応はどこまで

進んでいるのか。また、地区改良住宅の空き状況と今後の利用方針を聞かせてください。一

遍にたくさんの質問をしていますので、順次、答弁していってください。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） それではまず、町営住宅第１住宅から第６住宅までの入居状況

と、第１住宅の除却件数につきましてご回答させていただきます。まず、第１住宅の管理戸

数は34戸で入居28戸、空き家が６戸、除却が16戸でございます。そして、第２住宅につきま

しては管理戸数が60戸で入居が31戸、空き家が29戸。そして、第３住宅につきましては管理

戸数が20戸で入居が８戸で空き家が12戸。第４住宅ですが、管理戸数が30戸、入居16、そし

て空き家が14戸。町営第５住宅につきましては管理戸数54戸で入居が35戸、空き家が19戸。

町営住宅第６住宅につきましては管理戸数24戸、入居14戸、空き家が10戸となっております。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） 今回、問題になっているのが町営第１住宅と第２住宅の方の入居を移転

してもらって、違う町営住宅に移り住んでもらうという計画で話を進めているんですけれど

も、今、答弁いただいた第１住宅と第２住宅の入居状況が28戸と31戸、合計で59件の入居者

が入っておられるということで、全員の方にアンケートを取ってみても59件で済むので一回

取ってみてもらうことは可能でしょうか。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 今、議員ご提案のアンケートの件でございますが、今後、作業

を進めていく中で、当然アンケートは実施させていただくという方向で考えているところで

ございます。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） それでは、アンケートを取るまでもなく、今現在、当課として移住者の

意向はどの辺まで聞いていますか。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 過去に確か平成28年ぐらいやったかと思うんですが、一旦アン
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ケートをお取りしている部分がございます。その中で、いろいろなご意見を頂いておるとい

うのは当課のほうでは確認しているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） 入居されている方も以前と違って高齢化していると思うんですけれども、

高齢により入居状況に不便な状況になっておられる入居者の方はどのぐらいいるとか、そう

いうのは把握しておられるのでしょうか。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 正確には数字的には持っておりませんが、個々にそういったご

相談があって転居していただいたという経緯もございます。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） 第１住宅と第２住宅の転居を目的として、町営住宅等運営基本方針策定

委員会という形をつくって検討していきたいという話を聞いたんですが、この町営住宅等運

営基本方針策定委員会の人数と構成、メンバーを教えてもらえますか。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） それでは、まずは、学識経験者というところが２名。大学の教

授、そして顧問弁護士というところで考えております。そして一般公募の方、そして関係機

関の代表者の方が３名、自治連合会ないし自治会長さんとか、それと、民生委員の会長さん

とか、あと議会議員と町職員がというところでおおむね８名で構成する委員会になるかと思

っております。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） 今後、開催予定をしておりますというふうに聞いているんですが、今後

の開催予定は、分かっている範囲で答弁いただけますか。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 町営住宅等運営基本方針策定委員会については、決算特別委員

会の中でもいろいろご指摘を頂いておるところでございまして、これにつきましては、今年

度開催ということで、委員の皆様に町営住宅の現状と、そして、今後、長寿命化計画に基づ

く当初計画していたところから若干変更点とか、いろいろ様々な課題について今後協議して

いただこうというふうに予定しているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） できるだけ早い時点で委員会を開いていただき、この転居問題を速やか
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に解決する方向に進んでもらいたいと思います。居住者の高齢化が本当に著しく進んでおり

ますので、どういった形で転居を進めるのが住民のためになるのか検討していただきたいと

思います。 

 それでは、今、答弁いただいた中の地区改良住宅の空き家状況と今後の利用方針について

聞かせていただけますか。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） それでは、改良住宅の空き状況と今後の利用方針ということで

ございますが、改良住宅につきましては、管理戸数が199戸、そして、入居が157戸で空きが

42戸となっておりまして、今後の利用方針ということですが、この空き家について、先ほど

申しましたように、今後、住宅等運営基本方針策定委員会の中で協議していただく、整理、

検討していただく部分として、この改良住宅を町営住宅とみなして今後貸出しをしていく方

向で進めていくことをいろいろ検討していただこうかなというふうに考えているところでご

ざいます。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） 地区改良住宅を町営住宅に利用するということについての問題点という

のはここで説明してもらえますか。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 大きな問題としましては家賃の問題。これが一番問題だと思い

ます。あとは改良住宅、当時とはまた、先ほど議員も申されましたように、現在、住まわれ

ている方が高齢化になっとるところの部分があって、今現在、バリアフリー的な住宅ではな

いというのも１つの問題でもあるかと思います。ただ、準耐火というところでしっかりとし

た耐震の部分もございますので、しっかりそこは利用していきたいというのは町のほうでは

考えておるんですが、一応問題としては、家賃が一番大きな問題なのかなと考えております。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） 今、答弁聞かせていただいて、平屋建てだから高齢化が進んでいても入

居しやすいというふうな考え方で言った私が間違っていたと。地区改良事業で出る住宅につ

いては、ほとんどの地区改良事業で建てた家は階段を上がっていく形の平屋建てになってい

るということで、地区改良住宅に移れば高齢化の問題というかバリアフリーのやつは解決で

きるというような考え方は違うかったなというふうな理解をすることができました。 

 あと、料金が著しく変わるということなんですけども、これは地区改良事業に移ってもら
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っている住民の方は、一律今１万円でしょうか。それが町営住宅に住んでいる方が地区改良

住宅に移ってもらっても、町営住宅と同じ所得に応じた料金になるということで理解してよ

ろしいですか。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 議員、今言われたように、まさしくそのとおりで、応能応益家

賃になってくるので、その辺で金額は若干変わってくると思います。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） 地区改良住宅に居住を移ってもらっても、地区改良住宅が今まで住んで

いる人の１万円にはならないということで、今度、変わってくる方については応能応益の家

賃になると。移れるとしてもそういうような形で進んでいくということでよろしいでしょう

か。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） おおむねそういう方向で進んでいくと思います。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） 分かりました。なるべく住民の方が、高齢化が進んでいますので、解決

策をしっかりと練って事業を進めてもらいたいと思います。この点については以上で結構で

す。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） 次は、⑤番目に書かせてもらっている北上牧の住宅開発をしているオリ

エント住宅ですが、当初の申請時13軒の建て売り住宅をするという説明がありましたが、最

近３階建ての老人福祉施設を建てる話が出ているということで、今回質問させてもらってい

るんですが、場所を皆さん、あんまり分からないと思うんですが、元郵政大臣であった服部

安司先生が売却されたあの場所に開発している住宅13軒の部分の一部を３階建ての老人福祉

施設に変えるという話が出ているということで、町に対していつ頃申請があって、どういっ

た形で許可を出したのか説明してください。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 町には、令和７年１月に高齢者施設建設に伴う事前協議申請書

が提出されておりまして、令和７年３月に協議を終了したというところでございます。事前

協議の中で開発事業者さんに対して、隣接する住宅の住民には計画内容を説明し理解を得る

ことという指導をさせていただいているところでございます。 
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〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） 今、私、質問しているんですけれども、一般質問を通告した時点で、急

にこのオリエント住宅という民間業者から連絡を受けて、説明会をしたいのでそういう場を

設けてくれという話で、９月の先週の日曜日に急遽北上牧地区の集会を開いてオリエント住

宅の方の説明を受けたんですが、今の部長の説明で、当初に説明会をしてくださいという依

頼であったにもかかわらず、説明会がこの一般質問通告書を通告してから動き出すような形

で、もしこの通告をしなかったら説明会もないまま事業の工事が始まっていたような状況に

なっていたということで、近隣の住民の方からクレームもその集会では出とったんですが、

今後、こういった形で申請が出たら、早い時点で地元の方々にも町のほうから何らかの連絡

をしてもらえるということは可能でしょうか。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 今、どういうお話、私の話の中でちょっと誤解があったかもわ

かりませんが、事前協議があって、その業者に対して町から意見をするわけです。その中で、

意見として、「隣接する住宅の住民には計画内容を説明し」というところでございますので、

説明会をしてくださいということは指導しておりません。説明をしてしっかり理解を得てい

ただいて事業を進めてくださいという回答をしておるので、今回、そういう話の中で、今、

議員のほうから一般質問が上がりましたというところで、説明ができていないというのは聞

いてないということも聞かせていただいたので、どうなっているんだというところで、こち

らのほうから業者に対してお話しさせていただいた中で、そういう話が出ているならば、説

明会を開催させていただくという運びになったということを伺っておるところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） 分かりました。この説明会、法的には必要なものではない。法的なやつ

をクリアしているから申請が通って建てる計画が進んでいるということで理解しました。業

者のほうも、自分たちが売った宅地に入っている入居者の方には１軒１軒こういうのが建ち

ますよという説明は個々にしたようなことは言っていましたので、説明会をするという話は

今、部長の説明でよく理解できました。丁寧に資料を持ってきて集会で説明をしてくれまし

たので、この点については、今後、北上牧地区内での老人ホーム、スムーズに建っていくと

思います。また、工事の内容についても、工事業者の工事状況を事故がないようにというよ

うな説明もありましたので、町としても、また、北上牧地区内での工事になりますが、何か

の工事の連絡があれば、また自治会のほうに知らせてください。この質問はこれで結構です。
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ありがとうございます。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） では、夜間、職員を配置していない施設の防犯対策についてという

ことについてご回答させていただきます。 

 夜間、職員が配置してない公共施設の防犯対策につきましては、役場庁舎におきましては、

宿直業務を委託しております。他の主な施設では文化センター、保健福祉センター、町民体

育館、小・中学校、幼稚園などの施設等につきましては警備会社と契約をしております。併

せて、施設等におきましては防犯カメラを設置させていただき防犯対策を講じているところ

でございます。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） この文書の中に、うちは今、北上牧貴船神社がこういった形で盗難に遭

っているんですけども、智照神社とか、新町と、上牧町内に４つ神社があるんですけども、

そのほかの神社においてさい銭泥棒であったり雨どいを取られたというのは聞いておられま

すか。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 今のところ、そういったお話は直接お聞きをしておりません。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） 貴船神社ばっかりじゃないだろうとちょっと心配で。そういう悪いこと

する人は、１つの地区に行ったら同じような神社を一斉に狙うんじゃないかなというふうに

思って、こういったことが今回貴船神社で起きているのでほかの神社の方も気をつけてくだ

さいねという周知をまたしてもらいたいなと思って、ここでこういった形で質問させてもら

っているんです。 

 今回、貴船神社の場合は通学路になっているので、今回、決算委員会でもいろいろ防犯カ

メラの位置、たくさんつけているのも聞かせてもらいました。今回漏れていますが、そうい

った形で上牧町としても、防犯カメラ、通学路になっている部分について、貴船神社の場合

もつけてもらえるような配慮をしてもらえないかなというような形で、要望みたいな形にな

るんですけども、その辺はどのように考えておられますか。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 町内の防犯カメラの設置につきましては、昨日の決算特別委員会の

中でも総務課長のほうから少しご答弁をさせていただきまして、現在、７年度末で45台の設
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置を予定しておるところでございます。この分につきましては、課長の答弁にもありました

ように、古い分から今後更新をしていきたいということで少し答弁をさせていただいたとこ

ろでございます。ここにつきましては、以前から幹線道路の大きな交差点で、通学路である

というのを中心に設置をさせていただいたということで、おおむね７年度末で45台でここに

ついては終了というふうに考えているところでございます。 

 ただ、今、議員ご指摘のとおり、このほかにも少し通学路等の安全対策についてというこ

とも踏まえて、少しご意見等も頂いているところでございますので、通学路の安全対策につ

きましては、毎年行っております通学路等の安全確保のための合同点検というのを毎年実施

しておりますので、この中でも、今、議員、頂いた意見等も踏まえて関係機関等も含めて協

議をさせていただき、今後、調査研究をしていきたいと考えているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） 分かりました。よろしくお願いします。 

 それでは、次の質問に移りたいと思います。また、担当課の移動、申し訳ございません。

お願いします。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） 最後の質問になるんですけれども、最近、異常気象で線状降水帯という

んですか、先日も三重県のほうの駐車場が陥没して車が数百台駄目になったとか、雨に対す

る備えが大切になってきています。上牧町においても、ここで書かせてもらっている服部台

明星線の交差点に水がたまるという問題なんですけども、この点についてどのような対策を

されているのか聞かせてもらえますか。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 上牧町の冠水の原因というところでございまして、これにつき

ましては、近年、局地的に降る想定以上のゲリラ豪雨による雨水量の増加ということと、こ

のことにより滝川の水位上昇によって雨水を排水できないことにより発生する浸水現象が起

きるというような状況になっていると思います。その対策といたしましては、今後、まず、

その雨水を速やかに放流するために、放流先の滝川の浚渫作業を奈良県に要望しておりまし

て、今年度から順次実施していただけると奈良県から報告を受けておるところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） 今、服部台明星線の交差点については、排水口の間口が小さいために起

こっているというふうに、私、理解しておったんですが、部長の話を聞いて説明を受けたと
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きに、排水口が、滝川の川の流れより上にあれば排水ができるんですが、水位が排水口より

上に上がって排水口が水の下に沈んでしまうと、その排水口の水が逆流して流れないために

信号内にたまるというような理解でいいわけですよね。私が心配していた場合は、排水口が

小っちゃいために出ない、雨水がたまるということで、排水口を大きくすれば出るというふ

うな理解は間違っていたということで、今言うてはる浚渫、掘る作業です。滝川の川底を掘

ることによって水位を下に下げると、交差点部分の雨水は川に流れ込むからたまらないとい

う説明なんですけども、大雨が降ったら、結局、川の水も増えるから、排水口の位置がまた

水の中に入ってしまうからたまるというような考え方になるんじゃないですか。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 議員、申されとることもそのとおりかなと思います。ただ、原

因として、排水口が、水位が上がることによって間口が狭まってしまっているという中で出

口がないというような状況で逆流する。これは浸水現象というんですけども、そういう状況

になっとるというところですので、まず、１つの対策として、浚渫してできるだけ滝川の流

れをよくして排水口がたまらない、なくならないような状況に持っていくというのが、まず

１つの対策かなということ。ただ、全て100％、それで賄えるのかというのは、また、はっき

り言えないんですけども、ただ、それをしたとて結局たまるというような状況も多分出てく

るかもわかりません。ですので、そうなると、また、ほかの対策として今言うてる出口が低

いので、これを高くすることはなかなか不可能なので、開削してしまうとかいろいろな方法

があるかと思います。そういういろいろな方法を模索しながら、今後、その浸水対策につい

ては、当課のほうで研究、検討していきたいなと思っておるところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 服部議員。 

〇７番（服部公英） 分かりました。心配しているのは、交通事故とか、車が急に止まってし

まう、単車が急に止まってしまうというような状況が起きないように質問していますので、

いろいろ対策を考えて住民の方の安全を第一にまた検討してください。どうもありがとうご

ざいました。 

 たくさんの質問、丁寧に答えていただきましてありがとうございます。これで私の質問は

終わります。どうもありがとうございました。 

〇議長（遠山健太郎） 以上で、７番、服部議員の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩とし、再開は15時５分とします。 
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    休憩 午後 ２時５３分 

 

    再開 午後 ３時０５分 

 

〇議長（遠山健太郎） それでは再開します。 

 

                     ◇                    

 

          ◇康 村 昌 史 

〇議長（遠山健太郎） 次に、10番、康村議員の発言を許します。 

 康村議員。 

          （１０番 康村昌史 登壇） 

〇１０番（康村昌史） 10番、自由民主党、自民党の康村昌史でございます。議長の許可を得

ましたので、一般質問を行います。 

 一般質問に入る前に、私の一般質問のふるさと納税についての新聞記事を読み上げたいと

思います。2025年、令和７年９月６日土曜日、朝刊の読売新聞でございます。表題見出しは、

ふるさと納税最下位脱出、これは奈良県のことです。昨年度、全国46位。市町村分の拡大、

依然課題という袖見出しが出ております。 

 それでは、本文に入っていきます。奈良県は、2024年度の県と県内市町村のふるさと納税

への寄附受入額が約43億9,100万円だったと発表した。都道府県別で46位となり、最下位47

位だった23年度から順位を１つ上げた。ただ、市町村分は前年度に続いて最下位で、返礼品

の充実やＰＲの強化に力を入れる方針だ。24年度の受入額は、前年度約35億5,700万円から約

８億3,400万円増え、徳島県約43億3,100万円を上回った。奈良県分は約２億3,700万円19位と、

前年度の約8,700万円35位と比べると約2.7倍伸びた。市町村分は約41億5,400万円で、前年度

約34億6,900万円よりやや増えたものの、前年度と同じ最下位だった。寄附を集めるため、県

は今年度、奈良マラソンの出走権、橿原神宮内拝殿での特別参拝や明日香村の史跡を巡るツ

アーなど体験型の返礼品を充実させた。また、特設サイトを設け、特定の地場産品や体験を

複数の市町村で扱う共通返礼品のＰＲに力を入れることで、市町村に対する支援も強化して

いる。山下知事は、引き続き寄附受入額拡大のため積極的な取組が必要だ。市町村も共通返

礼品の制度を構築するなど行政の努力でできることをやってほしいと話した。 
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 それでは、私の一般質問通告書に従って一般質問を行います。私の質問事項は２点から成

っております。 

 １点目がふるさと納税制度と上牧町の現状について。２点目が、上牧町立小学校の統廃合

についてです。 

 まず、１番目のふるさと納税制度、上牧町の現状についての質問の要旨は、１、取組の振

り返りと現状について。 

 ２番目、令和７年度上牧町ふるさと納税勉強会が８月19日庁舎西館で開催されましたが、

その内容について質問いたします。 

 次に、２点目の上牧町立小学校の統廃合についてです。質問の要旨は、令和４年３月に上

牧町学校適正化基本計画が策定されました。また、令和７年７月28日、令和７年度の上牧町

学校適正化協議会会議（第１回）が開催されました。 

 １、上牧町学校適正化基本計画の概要について。 

 ２、令和７年度第１回上牧町学校適正化協議会の内容について。 

 ３、上牧町立小学校の統廃合について質問いたします。 

 再質問は質問者席で行います。よろしくお願いいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 康村議員。 

〇１０番（康村昌史） それでは、質問させていただきます。 

 上牧町の返礼品を伴うふるさと納税制度は令和４年度に開始されました。企画財政課が担

当です。その目的は、上牧町の魅力発信や特産品のＰＲ、販路拡大による地域経済の活性化

にあります。上牧町返礼品協力事業者数は、令和４年度末13か所が令和６年度末15か所に増

加し、その返礼品登録品目数は、令和４年度末58品目が令和６年度末に164品目に増加してい

ます。 

 そこで、企画財政課の返礼品を伴うふるさと納税制度の取組の振り返りと現状についてお

話しください。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） では、１つ目の質問についてのご回答をさせていただきます。 

 上牧町におきましては、令和４年度より町の魅力や特産品のＰＲ、販路拡大による地域経

済の活性化を目的として、令和４年度に寄附者の方への返礼品の取扱いを開始させていただ

きました。当初は、ふるさと納税サイト１つで開始し、令和４年度末時点で13の返礼品協力

事業者、返礼品数50品目でありましたが、令和６年度末時点においては、15事業者164品目と
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なっております。 

 ふるさと納税サイトにおいても、今年度で主な４サイトに拡大することができ、連動して

いるサイトと合わせて計10サイトとなっております。事業者数、返礼品数、サイト数ととも

に寄附額も年々増加しており、令和４年度では667万7,000円でしたが、令和６年度において

は1,117万8,000円まで拡大いたしました。全国の皆様から頂きました寄附については、主な

もので、これまで町立第一保育所の和太鼓整備であったり遊具の購入、保健福祉センターの

貸出し用車椅子の購入に活用させていただいたというところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 康村議員。 

〇１０番（康村昌史） やはりふるさと納税で寄附額を頂いたら、自主財源でいろいろなこと

に使えるということが今よく分かりました。 

 それでは、２点目の質問なんですけれども、令和７年８月19日、上牧ふるさと納税勉強会

が開催されましたが、まず、開催の目的についてお話しください。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） では、ご回答させていただきます。 

 ふるさと納税返礼品協力事業者の方々にも上牧町の現状や課題を共有した上で、ふるさと

納税にさらなる一層のご協力を頂きたいという思いから勉強会を実施させていただきました。 

 勉強会の内容につきましては、先ほど説明させていただきました振り返りと現状といった

内容に加え、特産品開発支援補助金のご紹介、返礼品登録時のポイントやサイトの掲載方法

について情報交換を行い、サイト運営事業者との個別相談といった形で開催をいたしました。

当日の参加者は４事業者５名、サイト運営事業者２名と人数は少なかったんですが、相談す

る時間をしっかりと取ることができ、結果として開催をさせていただいたことについては、

よかったのかと考えているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 康村議員。 

〇１０番（康村昌史） 企画財政課が非常にやる気を出してこういった勉強会を開催するとい

う、本当にすばらしいなと思っております。 

 それでは、次の質問ですが、今日現在での上牧町返礼品協力事業者数15か所、返礼品は164

品目ですか。確認です。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 令和７年８月末時点で16事業者194品目でございます。 

〇議長（遠山健太郎） 康村議員。 
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〇１０番（康村昌史） なるほど、協力事業者が１件増えていますが、その内容を教えていた

だきたい。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 令和７年６月より米粉を使いましたシフォンケーキと天然酵母米粉

パンを作られております事業者さんが新たに加わっていただきました。 

〇議長（遠山健太郎） 康村議員。 

〇１０番（康村昌史） 返礼品協力事業者数が16件について、理事者側はどのようにお考えで

すか。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 返礼品協力事業者となるためには、地場産品基準を満たす返礼品を

お持ちであることが条件となっております。町内全ての事業者さんがご参加いただけるもの

ではございません。そういったこともあり、ふるさと納税制度に参加できる事業者が限られ

ているのが現状でございます。今後も情報収集を行い、参加の可能性がある事業者さんにお

いても、こちらからアプローチを行うなど１件でも多くご参加、登録いただけるように取り

組んでまいりたいと考えているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 康村議員。 

〇１０番（康村昌史） この小さな上牧町で、返礼品協力事業者が16件とは本当に驚いていま

す。担当者が相当頑張って返礼品協力事業者を探しているのがよく分かります。上牧町ふる

さと納税について何か課題はございますか。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 全国へのふるさと納税については年々増加し、令和６年度で1.2兆円

を突破し、本町においても住民税への影響は約5,700万円、令和６年度分の課税とはなります

が、総務省指定基準の厳格化などへ対応すべきことも増加してきておると考えておるところ

でございます。 

〇議長（遠山健太郎） 康村議員。 

〇１０番（康村昌史） ふるさと納税について、令和５年と令和６年で上牧町住民が他の自治

体に寄附した金額と人数等を教えていただきたい。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 令和５年分につきましては1,425人、控除額としまして5,227万6,538

円。令和６年分といたしまして1,548人、控除額5,688万1,078円でございます。 
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〇議長（遠山健太郎） 康村議員。 

〇１０番（康村昌史） かなりの金額なんですけれども、全国へのふるさと納税への影響とし

ては、令和６年分の市町村民税の控除額約5,700万円とのことですが、その影響を考慮した令

和６年の実質収支額は幾らですか。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 町で試算させていただきました分につきまして、令和６年分の市町

村民税の控除額、おおむね流出している額といたしますと、１年間の寄附額から経費を除き、

流出額の普通交付税に係る補塡がない４分の１を引きますと約635万円のマイナスとなって

おります。 

〇議長（遠山健太郎） 康村議員。 

〇１０番（康村昌史） 約635万円のマイナスとの説明がありましたが、令和６年分の実質収支

額をプラスにするためにはあとどのぐらいの寄附額が必要ですか。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 仮に先ほど試算しました約635万円のマイナスを補塡するためには、

経費を約50％と仮定すると、およそ1,270万円の寄附を増やすことが必要であります。しかし

ながら、近年頂いた寄附額は上昇傾向にありますが、それと同じく流出額も上昇傾向にあり

ますので、なかなかこの差が埋まらないのは現状であるというふうに考えているところでご

ざいます。 

〇議長（遠山健太郎） 康村議員。 

〇１０番（康村昌史） なるほど、頂いた寄附額は上昇傾向にありますが、それと同じく流出

額も上昇傾向にあるという答弁でございます。 

 それでは、令和６年分の実質収支額がプラスになるためには、上牧町への寄附額を増やす

以外に何か方法はあるんですか。お尋ねいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 町といたしましては、ふるさと納税を活用して町内事業者さんの販

路拡大と町のＰＲを目的といたしましてスタートいたしました。そのことから、今後も返礼

品協力事業者の方々の新規開拓やさらなる返礼品の追加などを働きかけていきたいと考えて

おります。その結果、寄附額が上昇につながることでプラスに近づいていくと考えてもおり

ます。 

 また、ふるさと納税制度につきましては、町単体で推進できるものではありませんので、
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返礼品協力事業者の方々と協力関係を構築することが必要不可欠であるというふうにも考え

ておりますので、今後も継続して町の状況やふるさと納税の現状をしっかり情報共有いたし

まして、事業者の方々と共にふるさと納税を活用した町のＰＲを行っていきたいと考えてい

るところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 康村議員。 

〇１０番（康村昌史） 今の部長の答弁でよく分かりました。今後も引き続きよろしくお願い

申し上げます。 

 以上でこの質問は終わらせていただきます。 

〇議長（遠山健太郎） 康村議員。 

〇１０番（康村昌史） それでは、質問事項、上牧町立小学校の統廃合についてですが、質問

させていただきます。 

 まず１点目ですが、上牧町学校適正化基本計画の概要についてお話しいただきたいと思い

ます。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、計画の概要についてご回答させていただきます。 

 上牧町学校適正化基本計画の中でもお示ししていますとおり、小学校区における児童数の

推移につきましては、懸念されている小規模化が現在進行しております。上牧小学校、上牧

第二小学校では、既に単学級になっている学年もございます。特に、上牧第二小学校につい

ては、当該計画策定時時点では、令和13年度には全学年が単学級になる見込みであったこと

から、小学校の統合に関しましては令和13年度までに行うこととしております。 

 また、当該計画の発表が令和４年度であったことを踏まえ、その翌年度に小学校に入学し

た児童が６年間同じ学校に通うことができるよう、統合の最短目標年度については令和11年

度としています。ただし、統合のめどとしている令和13年度に新１年生となる児童の出生が

確定する令和７年度に人口動向に関する再調査を行い、現在３校ある小学校を２校とする当

該計画の方針が妥当であるかについて確認、検証を行った上で最終方針を決定することとし

ております。 

 中学校に関しましては、上牧第二中学校において全学年が単学級となると見込まれる時期

が令和８年度であったため、令和７年度または令和８年度に統合することとしておりました。

また、統合後に使用する校舎の位置については、上牧小学校と将来的な義務教育学校もしく

は小中一貫校への移行の可能性を残すという点と、本町のほぼ中央に立地しており、通学面



 －65－ 

においても一定の公平性が担保できるという点から現在の上牧中学校としているところでご

ざいます。 

 なお、統合年度につきましては、統合後に使用する校舎棟などの環境整備に要する期間な

どを勘案し、令和４年度において正式に統合年度を令和８年度であると発表したところでご

ざいます。 

〇議長（遠山健太郎） 康村議員。 

〇１０番（康村昌史） 中学校に関してよく分かりました。丸橋理事の答弁の内容の確認なん

ですけれども、上牧第二小学校の統廃合について、統合のめどとしている令和13年度に新１

年生となる児童の出生が確定する令和７年度に人口動向に関する再調査を行い、現在３校あ

る小学校を２校とする当該計画の方針が妥当であるかについて確認、検証を行った上で最終

方針を決定することとしておりますが、これに間違いないでしょうか。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） そのとおりでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 康村議員。 

〇１０番（康村昌史） それでは、この基本計画に沿って令和７年度第１回上牧町学校適正化

協議会が開催されました。そういう認識でよろしいですか。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） そのとおりでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 康村議員。 

〇１０番（康村昌史） 令和７年度第１回上牧町学校適正化協議会の内容についてお話しいた

だきたいと思います。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、ご回答させていただきます。 

 上牧町学校適正化基本計画に定めております小学校の統合に関する方針の検証につきまし

ては、当該計画に策定した上牧町学校適正化協議会で行うこととしておりますので、令和７

年７月28日に第１回の会議を開催させていただきました。協議会の内容につきましては、委

任状の交付、会長、副会長の選任、学校適正化の検討経緯や概要に関する説明、今後のスケ

ジュールについての説明を行ったところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 康村議員。 

〇１０番（康村昌史） それではまず、この協議会の参加メンバーを教えていただきたい。 
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〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、協議会の委員の方ですが、学識経験を有する方が２名、

児童及び生徒の保護者を代表する方が３名、自治会を代表する方が３名、学校を代表する方

が３名、教育委員会が必要と認める方が２名、以上13名でございます。 

〇議長（遠山健太郎） 康村議員。 

〇１０番（康村昌史） 今回、議員の参加がなかったのですが、その理由をお話しください。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、理由についてご回答させていただきます。 

 このたび、小学校の統廃合に関する方針を最終決定するに当たり、知見や意欲を有してい

る人材を確保したり、地域の声、子どもたちの願いを協議、検証の場に届けられる町民の方

を公募したりできるよう教育委員会が必要と認める者を追加する協議会規則の改正を令和７

年度に行っているところでございます。また、町議会議員を代表する者につきましては、協

議会での検証を経て、本町が最終的に示す小学校の統廃合の方針の妥当性について審査する

機関である町議会の議員の方が協議会に参加することで、審査の際の立場が難しくなるので

はないかと考え、教育委員会が必要と認める者の追加と併せて見直しをした次第でございま

す。 

〇議長（遠山健太郎） 康村議員。 

〇１０番（康村昌史） 町議会議員を選ばなかった理由、よく分かりました。本当に納得いた

しました。 

 それでは、開催されました協議会の委員からの質問、意見等はありましたか。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） 委員からの質問、意見といたしましては、上牧第二小学校の統廃

合に関して議論の余地が残されているのかどうかの確認や、学校選択制に関する意見、人口

推計について世代交代を踏まえた長期的なデータを示してほしいという意見などを頂いてお

ります。今後委員から頂いた意見を踏まえながら、調査、検証を進めていきたいと考えてい

るところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 康村議員。 

〇１０番（康村昌史） よく分かりました。それでは、先ほどの部長の答弁の確認ですけれど

も、上牧第二小学校の統廃合は決定ではありませんね。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 
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〇教育部理事（丸橋秀行） 現在の計画に定めている方針が基本となりますが、人口動向や、

施設の状況、通学方法の変化なども含めた地勢的な状況、その他学校教育としての方針など

について再度確認を行い、本計画が妥当であるかどうか検証した上で最終的に方針を決定す

ることとしておりますので、現時点において上牧第二小学校の廃校は決定しておりません。 

〇議長（遠山健太郎） 康村議員。 

〇１０番（康村昌史） よく分かりました。それでは、上牧町立小学校の統廃合についてお話

しいただきたいと思います。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、ご回答させていただきます。 

 町立小学校の統合に関する考え方につきましては、これまでの一般質問にて答弁させてい

ただいた内容から基本的な考え方については変更ございませんが、上牧町学校適正化基本計

画を基本としつつ、上牧町学校適正化協議会におきまして当該計画の妥当性について、今年

度、人口動向などの調査、検証を行い、最終的な方針を決定する予定でございます。 

 小学校の統廃合につきましては、当該計画におきまして上牧小学校と第三小学校の２校を

存続させることを基本としているものの、現時点において３校が存続する可能性を指定する

ものではなく、人口推計の結果を基に機械的に判断するということもございません。通学に

おける安全面の確保や時間、体力的な負担、熱中症など健康上のリスクなどを踏まえつつ、

老朽化が進む学校施設の状況や規模など実際に影響を受ける児童がよりよい教育環境で過ご

せるよう、思いに寄り添った検証を行った上で最終的な方針を決定してまいりたいと考えて

おります。 

〇議長（遠山健太郎） 康村議員。 

〇１０番（康村昌史） 今、丸橋理事の答弁を聞いて本当に安心しました。ちまたでは、上牧

第二小学校の統廃合は決定と受け取られているようです。しかし、私は上牧第二小学校の統

廃合には断固反対です。小学校は子どもたちの教育の場であり、地域との関わり、地域の活

性化、均衡ある上牧町の発展のためにもできる限り統廃合は避けなければならないと考えて

います。私は上牧第二小学校の統廃合には断固反対と申し上げて、この質問を終わります。 

 一般質問をこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（遠山健太郎） 以上で、10番、安村議員の一般質問を終わります。 

 ここで、皆様にお諮りをします。会議時間は、会議規則第９条第１項の規定により、17時

までと定められておりますが、一般質問の持ち時間は１人１時間となっておりますので、予
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定している次の上村議員の一般質問、場合によっては17時を超える場合がございます。ここ

で、会議規則第９条第２項の規定により、あらかじめ本日の会議時間の延長についてお諮り

したいと思います。 

 お諮りします。 

 本日の会議時間を17時30分まで30分延長することについてご異議ございませんか。 

 質問中に暫時休憩とかがもし入った場合、５時を超える場合があるかもしれないというこ

とでお諮りしています。 

 お諮りしますが、いかがですか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議時間は17時30分まで延長することに決定いたしました。 

 ここで暫時休憩とし、再開は15時50分とします。 

 

    休憩 午後 ３時３７分 

 

    再開 午後 ３時５０分 

 

〇議長（遠山健太郎） それでは再開します。 

 

                     ◇                    

 

          ◇上 村 哲 也 

〇議長（遠山健太郎） 次に、１番、上村議員の発言を許します。 

 上村議員。 

          （１番 上村哲也 登壇） 

〇１番（上村哲也） １番、上村哲也です。議長に発言の許可を得ましたので、一般質問通告

書に基づき質問させていただきます。今回、私の質問は大きく２つです。 

 １、シェアサイクルについて、２番、災害時のペット災害対策についてです。 

 質問の要旨１番、シェアサイクルについて。 

 令和６年11月から開始した北葛城郡の４つの町で民間事業者と協力してバス・タクシーな
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ど既存の公共交通では補い切れない新たな移動手段としてシェアサイクルの実証実験が開始

されていますが、この事業について幾つか質問させていただきます。 

 ①現在までの使用者の声や意見・問題等、詳しく聞かせてください。 

 ②北葛４町の稼働率は。 

 ③上牧町の関与している部分は。 

 ④自転車の確認や補充などの作業状況など。 

 ⑤設置場所の増設や自転車の増大などについて。 

 ⑥令和９年３月末までの実証期間だが、現地点でのその後の計画などあれば教えてくださ

い。 

 ２番目の災害時のペットの災害対策について。 

 災害が起こったときに、最初に行うことはもちろん飼い主自身や家族の安全確保ですが、

ペットの安全確保についてもふだんから考え、備えておく必要があります。そこで上牧町の

ペットの災害対策について、現段階でどこまで受入体制が整備されているか、質問させてい

ただきます。 

 ①番目、避難場所はどこか。 

 ②受入れのライン（ペットの種類やケージ等） 

 ③受入れの個体条件等（ワクチン有無や病気など）。 

 ④食事や運動の問題。 

 ⑤避難所での事故対策など。 

 再質問は質問者席で行います。お願いします。 

〇議長（遠山健太郎） 上村議員。 

〇１番（上村哲也） それでは、１つ目のシェアサイクル、現在までの使用者の声や意見・問

題等を教えてください。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） １つ目のご回答をさせていただく前に、町内シェアサイクル事業に

ついて説明をさせていただきたいと思います。町内シェアサイクルにつきまして、「すむ・奈

良・ほっかつ！」推進協議会において、４つの町が広域的な移動手段の確保として民間事業

者と協定を締結し、町がステーション設置場所を提供し、民間事業者がシェアサイクルの運

営を行う形で令和６年11月にスタートいたしました。現在、町内におきましては９か所のス

テーションを設置していただき、稼働しているのが現状でございます。 
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 では、１つ目の質問についての回答をさせていただきます。 

 シェアサイクルにつきましては、スマートフォンや、かつ電子決済などが必要なことから、

一部の方から利用できないとのご意見を頂いており、電子化することで人件費等をかけずに

低価格で提供されている民間でのサービス事業でございますので、ここについては一定限度

やむを得ないのかなというふうに考えているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 上村議員。 

〇１番（上村哲也） 僕も電子とかアプリとかＰａｙＰａｙとか聞くと頭がシャットダウンし

てしまうので、そういう人らも年配の方とか多数おられるのかなと思います。この辺が何と

か啓発等でしっかりと伝えられる状態を持っていってほしいんですが、それは後々として、

それでは、２番目の北葛４町の稼働率を教えてください。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 北葛４町の稼働率ということでございますが、少し遅くスタートさ

れた市町村がございますので数には少し増減がございますが、この事業につきましては、令

和６年度のスタート時期に実施をさせていただきまして、実施時期が少し異なることから比

較はし難いところがございますが、令和７年３月末の累計においては、令和６年11月スター

トの広陵町で197回、上牧町で550回、王寺町で786回、令和７年２月スタートの河合町では288

回となっております。 

〇議長（遠山健太郎） 上村議員。 

〇１番（上村哲也） そうですか。やっぱり上牧町は使用されている率が高そうで、分かりま

した。 

 それでは３番目、上牧町の関与している部分を教えてください。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 運営につきましては、民間事業者さんに行っていただいておりまし

て、町の関与といたしましては、土地の無償の貸付けとホームページにおいての事業の紹介、

並びにもし住民の方々からの使い方の説明を求められることについて、その説明をさせてい

ただいているというのが現状でございます。 

〇議長（遠山健太郎） 上村議員。 

〇１番（上村哲也） あくまでも場所の提供ということで、そこはもう一歩、業者さんに対し

て提案とか、そういうのはしていけるんですか。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 
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〇総務部長（中川恵友） そこの部分につきましては、民間事業者さんでの運営ということで

ございますので、今後、町といたしましても、今実証実験中ということでございますので、

もしそういう場所が提供して、町としてもここに置いたらどうかなというような提案はさせ

ていただくことは可能なのかなというふうに思っているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 上村議員。 

〇１番（上村哲也） ありがとうございます。 

 それでは、次の自転車の確認や補充など作業状況等お聞かせください。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） ここの自転車の補充状況、作業状況につきましても、民間事業者の

方が遠隔操作で把握をされておりまして、適宜現地にてバッテリーの交換、また、パンクの

修理など、もしくはこのステーションが今現在空であるというのがありましたらその状況を

把握されて、空のステーションに移動されたりということで、全て民間事業者のほうで確認

作業等々行っていただいているというところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 上村議員。 

〇１番（上村哲也） 私が今回この質問をしようと思ったのが、うちの近くのまきのは郵便局

のステーションが、あれ、空っぽやなというところから始まって、次の日、満タンに留まっ

ている。誰がやってるんやろうというところから不思議に思って今回、質問させてもろたん

やけど、業者の方、民間業者がデータを見ながら、これは北葛だけじゃなくて奈良県中です

よね。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 特に、奈良県において、これは全国的に展開されておるんですけど

も、担当が都道府県ごとにいらっしゃるということで、その方については奈良県を担当され

まして、現在設置されているところ、奈良市とかいろいろ、この辺、シリームとかいろいろ

あって、今後も近隣の香芝市さんであったり、近隣にもう少ししたら設置をされるというふ

うに聞いております。そういったことにつきましては、全て事業者の担当の方が状況を把握

されて、移動なり、また、修理等をされているというところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 上村議員。 

〇１番（上村哲也） 大変な労力やと思うんやけど、ここで、私はステーションを増やしてほ

しいという思いがあるんやけど、そういうのを上牧町からもしっかりアピールしていただく

として、５番目です。 
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 設置場所の増設や自転車の増大などについて、今の段階での町の考え方を教えてください。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 現状の自転車の増大等につきましても、先ほど少し述べさせていた

だきましたように、現在、実証実験中でございまして、町からここにあればいいのになと思

うところはあるんですが、あくまでも民間の事業者さんの土地の賃貸借の加減等もございま

すので、なかなか実現できてないというのは現状ではございます。今後、実証実験の結果等

も踏まえまして、運営者側からも相談が適宜あろうと思いますので、その結果を踏まえまし

て、町としてもできる限りこの事業につきましても、稼働率はかなり高いというふうにも考

えておりまして、この事業について、今後もできたら実施をしていただきたいというふうに

考えているところでございますので、今後も引き続き協議をしていきたいと思っているとこ

ろでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 上村議員。 

〇１番（上村哲也） 分かりました。 

 それでは６番目、令和９年３月末までの実証期間だが、現時点でのその後の計画など、あ

れば教えてください。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 今後の計画ということでございますが、稼働率の状況によりまして、

最終的には、今後どうしていかれるかというのは運営事業者さんが判断されることになると

は思いますが、今後、上牧町におきましては「すむ・奈良・ほっかつ！」推進協議会内にお

いてもこの分について事業を実施という中で協議をしているところでございますので、今後

も、引き続き広域的な移動手段の１つとして継続の要望についてもしっかりと要望並びに検

討していきたいと考えているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 上村議員。 

〇１番（上村哲也） 分かりました。私的に、この計画の中で意見というか提案できるのであ

れば、例えば、上牧町、今から笹ゆり回廊とか、例えば久渡古墳、片岡城とかにもステーシ

ョンを置いていただき、笹ゆり回廊をシェアサイクルで年配の方も回れる形に持っていきた

いなという思いもありまして、要望として聞いていただければ。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 要望いただきましてありがとうございます。「すむ・奈良・ほっかつ！」

推進協議会でさせていただいている１つの大きな理由といたしまして、広域的に移動できる
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ということも、一つ事業の中で考えておりますので、今現在進めております「御墳印帖」の

事業とかいろいろございますので、自転車を利用していただいて北葛４町を回っていただく

ということにも今後使っていけるのかなと思っておりますので、今、頂いた意見につきまし

ては、しっかり事業者さんのほうにおきましても、今後、引き続きこの事業を実施していた

だけるような形でのお願い、要望も併せて実施していきたいと思っているところでございま

す。 

〇議長（遠山健太郎） 上村議員。 

〇１番（上村哲也） どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、１つ目の、質問は終わらせていただきます。 

 ２つ目の災害時のペットの災害対策について、１番、避難所はどこかという部分からお答

えください。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 避難場所はどこかというご質問でございます。ここの指定避難場所

というのはペット専用というとおかしいんですけど、ペット用の避難所というところの指定

は現在ございません。ただ、指定緊急避難場所及び指定避難場所においては38か所というこ

とで、指定はさせていただいているというところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 上村議員。 

〇１番（上村哲也） 確認ですけど、各避難所のブースを作られるということで理解してよろ

しいですか。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 今後、この後でも少しご回答させていただこうと思っとったんです

が、避難所におきましては、いろいろな方が避難されてまいりますので、やっぱり人の居住

スペースとペットのスペースというのは別に設ける必要があるのではないかと考えておりま

して、各避難所にもしそういうことがございましたら、屋外等の場所で、雨風をしのげるよ

うな場所で仮設のものを設置するというふうに現状考えているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 上村議員。 

〇１番（上村哲也） 分かりました。それでは、２番目の受入れのラインです。ペットの種類

やケージ等、人と動物のスペースを分ける必要がありますが、町として避難所でのペット用

スペースの確保やルール整備は進められているかどうか。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 
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〇総務部長（中川恵友） ここの２つ目の回答の受入れのラインと、受入れの個体等の条件等

という部分につきましては、併せてご回答をさせていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 災害時には、何よりも人命が優先されますが、近年、ペットは家族の一員であるという意

識が一般的になりつつあることから、ペットの同行避難をすることは、動物愛護の観点のみ

ならず、飼い主である被災者の心のケアの観点からも重要であると言われております。ペッ

トにつきましては、一般的に犬、猫でございますが、は虫類、両生類、昆虫も多く飼ってお

られる方もおるというのが現状でございます。 

 環境省におきましても、災害時の行動といたしまして、飼い主はペットと一緒に避難する

同行避難を推奨されております。ただし、この同行避難は飼い主がペットと同室で過ごすこ

とを指すものではありません。避難所では、飼い主とペットは原則人の居住スペースと分か

れて運用し、ペットの避難スペースは屋外の場所、雨風がしのげる場所に仮設を補完する形

となるというふうに現状考えていることでございます。 

 災害時のペットの命を守ることができるのは、議員からも今望みのとおり飼い主さんでご

ざいますので、平時から防災対策、ペットのしつけと健康管理、ペットの所有者の明示、ペ

ット用の避難用品備品の確保、家族と地域住民との連携、ペットの一時預け先の確保等の対

策をお願いしているところでございます。 

 令和７年３月に発行させていただきました上牧防災冊子の54ページにも掲載をさせていた

だいておるんですが、ペットの災害対策という項目で記載をしておりますので、いま一度こ

こについても目を通していただければと思っているところでございます。少し事例を挙げま

すと、日常から他人や動物、声や音に慣らしておいていただくとか、ケージに入れることを

嫌がらないであるとか、トイレの問題であったり、予防接種、ワクチン接種、ノミ、ダニ等

の駆除等のしつけや健康管理の対策をお願いしたいというふうに考えているところでござい

ます。 

〇議長（遠山健太郎） 上村議員。 

〇１番（上村哲也） 分かりました。受入れの個体、条件等で、いいかげんなことを言うて、

例えば避難所の体育館とかにヤモリが歩き回っとったり、カブトムシが飛んでいたり、そん

なことのないようにしないとあかんので。ただ、そういったことがないように、事前にしっ

かりとしたラインというのをつくったほうがいいと思うんですが、そこで、今のこの４番目

になるのかな。フードやケージ、排せつ物処理用品などペット用品の備蓄品は、今の時点で
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上牧町ではどのような考え、買主側全負担なのか、ちょっとは用意しておくのか、そういう

ところは決まっていますか。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 先ほど少しご回答させていただきました上牧防災の冊子の中の54ペ

ージに掲載をさせていただいておりまして、ふだんからの備蓄ということで、避難所でのペ

ットの管理は飼い主の責任で行うことが原則と。ペットに必要な物品等についても、少なく

とも５日分は事前に準備をしておきましょうというような形で掲載をさせていただいており

ますので、ここにつきましては、そういう考えの下、飼い主の責任で行っていただきたいと

考えているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 上村議員。 

〇１番（上村哲也） 分かりました。最低限は自分で見ろと。それをしっかりと住民に定着せ

んとあかんと思います。 

 それでは５番目です。避難所での事故対策など。それも住民側か。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） そしたら、５つ目の避難所での事故対策という部分でございます。 

 これにつきましても、令和６年12月に示されました自治体向けの避難所に関する取組指針、

ガイドラインの改訂についてで示されておりますように、生活空間を確保することで避難者

のストレス軽減に努め、ささいなことに端を発するトラブルを防止するとともに、先ほどお

答えをさせていただきましたように、ペットの好きな方ばかりではないことも事実でござい

ますので、そういったことについても配慮していただき、ペットどの同行避難に対し、しつ

けや健康管理についての範囲を周知徹底するように今後も努めてまいりたいと考えていると

ころでございますが、あくまでも避難所におけるペット等の管理の部分についても、飼い主

の責任を持って行っていただきたいと考えているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 上村議員。 

〇１番（上村哲也） 分かりました。その辺も含めて、住民に新たなペットガイドラインみた

いなものをしっかりと作成して、各家庭に配布する等の努力をもしできるのであればお願い

したい。 

 そこで、提案としまして３点ほど言わせていただきますが、飼い主への情報提供や避難訓

練中での啓発活動、また、ペット避難に関するガイドラインを住民に周知していただきたい。 

 ２つ目。動物愛護団体や獣医師会との連携を強化し、実践的な訓練などを行ってはどうか。 
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 ３点目です。避難所におけるペットのための区画整備を今後の計画にしっかりと盛り込み、

事前に各家庭にガイドブックとして配布してはいかがか。この３点を提案したいのですが、

どうですか。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 今、上村議員から大きく３点、頂きました。その中のガイドライン

的なものにつきましては、作成させてはいただいてないんですが、防災上牧の中の54ページ

でペットの災害対策ということで掲載をさせていただきまして、これも全戸配布させていた

だいておるところでございます。今後も今頂きましたほかの獣医師会であったり、そういっ

た部分につきましても、今後、引き続き中で検討させていただきまして、しっかり取組を進

めてまいりたいと考えているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 上村議員。 

〇１番（上村哲也） どうぞよろしくお願いします、例えば冷蔵庫に張りつけるような、あっ

たらいいなと簡単に思っているので、もしできるのであればお願いします。 

 結びになりますが、災害時に人も動物も共に命を守れる体制づくりは、安心・安全なまち

づくりに欠かせません。多様な住民ニーズに応える防災体制の整備を強く要望し、私の一般

質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（遠山健太郎） 以上で、１番、上村議員の一般質問を終わります。 

 これで本日の一般質問を終わります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎散会の宣告 

〇議長（遠山健太郎） 本日はこれで散会いたします。どうも皆様、お疲れさまでした。 

 

    散会 午後 ４時１４分 
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    開議 午前１０時００分 

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（遠山健太郎） おはようございます。ただいまの出席議員数は12名です。定足数に達

しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議事日程の報告 

〇議長（遠山健太郎） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。それでは、日程表に

従い、順次議事を進めてまいります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎一般質問 

〇議長（遠山健太郎） 日程第１、一般質問について。 

 一般質問の持ち時間は、理事者側の答弁を含め１人１時間以内です。質問者はその点、十

分心得て質問し、理事者側は的確かつ簡潔に答弁をお願いいたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇氏 原 賢 一 

〇議長（遠山健太郎） それでは、２番、氏原議員の発言を許します。 

 氏原議員。 

          （２番 氏原賢一 登壇） 

〇２番（氏原賢一） 皆さん、おはようございます。議席番号２番、公明党の氏原賢一でござ

います。議長の許しを得ましたので、通告書に基づき一般質問をさせていただきます。 

 私からの質問は２点でございます。 

 １点目は、予防医療の推進による健康寿命延伸と保険料抑制についてでございます。 

 日本全体で高齢化が進む中、私たちがより長く健康に生活していくためには、予防医療の
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重要性がますます高まっています。予防医療とは、生活習慣の改善などによって病気の発症

を未然に防ぎ、また、健康診断等によって病気を早期に発見し、重症化を防ぐ取組です。こ

れにより健康寿命の延伸や生活の質の向上が期待されるだけでなく、医療費の増大を抑制し、

結果として保険料負担を軽減する効果も見込まれます。 

 公明党は国政レベルでも、胃がん予防のためのピロリ菌除菌保険適用の実現、睡眠障害へ

の支援など、数々の予防医療を推進してきました。実際、ピロリ菌除菌の保険適用後、胃が

んによる死亡者数は大幅に減少しているという報告があります。また、自治体によっては、

介護予防事業に成果報酬型の委託制度を取り入れ、要介護状態への進行を遅らせた人数など

の実績に応じて、事業者に委託費を支払う取組も見られます。 

 私からは、次の３点についてお伺いいたします。 

 １点目、町内の予防医療の現状と課題として、町民の健康寿命を延ばすため、現在どのよ

うな予防医療の取組を行っているのか。特に生活習慣病予防やがん検診受診率向上への施策

状況についてお示しください。 

 ２点目、成果報酬型や事業者との連携の可能性として、他自治体で実施されている介護予

防事業の成果報酬型委託制度など、事業者の創意工夫を引き出す仕組みの導入について、町

として検討状況はあるのか、お伺いします。 

 ３点目、周知啓発の強化として、予防医療の意義や検診、健康づくり事業の内容を町民に

より広く周知し、参加を促すための広報や啓発活動を今後どのように充実させていくお考え

か、お答えください。 

 次に、２点目は、障害のある子どもの学びを支える通級指導の充実についてでございます。 

 文部科学省が今年７月に公表した調査によれば、2023（令和５）年度に通級指導を受けた

児童、生徒は全国で20万3,376人と過去最多となりました。通級指導とは、障害のある子ども

が通常学級に在籍しながら、一部の授業を別室で受け、困難の改善や克服を目指す支援です。

例えば言語障害のある子には、口や舌の体操を通して発音を明瞭にする指導、注意欠陥・多

動性障害（ＡＤＨＤ）や自閉症の子には、それぞれの特性に応じた支援が行われています。 

 今回の調査では、小中高校に在籍する児童、生徒の1.7％が通級指導を利用しており、障害

種別では、言語障害が23.1％、ＡＤＨＤが21.7％、自閉症が20.2％と報告されています。こ

うした背景には、特別支援教育への理解の広がりや担当教員の安定配置を可能にする基礎定

数化、そして、高校段階への通級指導導入など、国や自治体による体制整備の進展がありま

す。 
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 次の４点についてお伺いいたします。 

 １点目、町内の通級指導の実施状況として、現在、町立小・中学校における通級指導の実

施校数、利用児童、生徒数、障害種別の割合について、最新のデータをお示しください。 

 ２つ目、担当教員の確保と専門性向上について、通級指導の質を保つためには、担当教員

の安定的な配置と専門研修が不可欠です。町として、教員確保やスキルアップのための取組

はどのように行っているのか、お伺いします。 

 ３つ目、保護者や地域との連携として、通級指導を必要とする子どもや保護者が安心して

相談、利用できる体制づくりについて、学校と保護者、地域との連携はどのように進められ

ているのか、また、今後の改善はあるのか、お聞かせください。 

 ４つ目、高校段階への接続支援として、中学校から高校への進学時に通級指導を必要とす

る生徒が途切れることなく支援を受けられるよう、県教育委員会や関係機関との連携はどの

ように図っているのか、お伺いします。 

 以上の再質問は質問者席で行わせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 氏原議員。 

〇２番（氏原賢一） それでは、１つ目の町内の予防医療の現状と課題について答弁をお願い

いたします。 

〇議長（遠山健太郎） 山下健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（山下純司） それでは、１つ目のほうのご回答をさせていただきます。 

 上牧町の予防医療としては、健康推進課でがん検診を実施しており、住民保険課と共に住

民の皆さんにとって受けやすい体制構築のため、集団検診を同時に実施しております。また、

仕事等で集団検診の実施日に受けにくい方に対しましては、近隣医療機関で個別検診を実施

しているところでございます。 

 直近３年のがん検診の受診率のほうを報告させていただきます。 

 まず、胃がん検診につきましては、令和４年度が2.4％、令和５年度が2.2％、令和６年度

が2.2％でございます。肺がん検診につきましては、令和４年度が４％、令和５年度が3.5％、

令和６年度が4.1％でございます。大腸がん検診につきましては、令和４年度が5.2％、令和

５年度が4.9％、令和６年度が4.8％でございます。乳がん検診につきましては、令和４年度

が13.5％、令和５年度が11.8％、令和６年度が12.4％でございます。あと、子宮がん検診に

つきましては、令和４年度が8.9％、令和５年度が８％、令和６年度が8.1％となっていると

ころでございます。 
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 また、がん検診に加えまして、歯周病検診、骨密度検診の実施、予防接種におきましては、

高齢者肺炎球菌ワクチン、令和７年度からは帯状疱疹ワクチンの定期接種を実施しており、

がんだけではなく、口腔衛生の向上、高齢者の寝たきりの要因となる骨折等の予防にも努め

ておるところでございます。 

 また、予防医療とは別に、高齢者保健事業と介護予防の一体的な実施制度におきましては、

保健師、管理栄養士、運動指導士が地区のシルバー会の集いの場に出向き、簡単な運動指導

や栄養指導、健康相談をアウトリーチで実施しておるところでございます。また、月１回の

予約制の健康相談事業でも、食事の評価や生活習慣の改善指導を働きかけております。本年

の10月には、血糖値とがんをテーマに、町医による住民健康相談を実施する予定でございま

す。 

 あと、健康上牧21のおとなグループの取組では、住民主体で年２回のささゆりウォークを

実施しており、一般参加者の住民とおとなグループの委員と共に事務局もウオーキングに参

加し、健康寿命の延伸を働きかけているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 氏原議員。 

〇２番（氏原賢一） 過去３年間の最新データ、ありがとうございます。また、住民の皆様の

健康を守っていただき、重ねて御礼申し上げます。 

 ２つ目の成果報酬型や事業者との連携の可能性について、上牧町として検討状況はあるの

か、お伺いいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 山下健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（山下純司） それでは、２つ目のご回答をさせていただきます。 

 成果連動型民間委託契約方式、いわゆるＰＦＳによる介護予防事業は、内閣府においても

推進されており、民間事業者にとっては、創意工夫を凝らした事業提案ができ、それにより

事業取組の意欲の向上につながる点や、行政側が事業の目標の達成度に応じた支払いを行う

ことにより、成果の出なかった事業に対する無駄な支出を抑制することができる等のメリッ

トはございますが、その反面、事業の成果指標の設定が難しく、導入まで行政内部や他地域

との連携も必要で、体制構築に時間と労力がかかるなど、デメリットもございます。 

 現在、当町におきましては、脳の健康教室や地域体操教室など多種多様な事業を委託し、

実施しているところであり、再開を検討している事業についても調査及び調整を進めている

ところでございます。また、認知症相談やその他多岐にわたる相談等が日々増加しており、

その都度、高齢者訪問を実施するなど、問題解決に向け、一つ一つ丁寧に事案に取り組んで
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いるところでございます。 

 以上のことから、介護予防事業につきましては、現在、成果連動型民間委託契約（ＰＦＳ）

の導入検討は予定しておりませんが、今後新たに介護予防事業を実施する際には、事業の規

模や内容を勘案しながら、ＰＦＳ導入について検討する必要があると考えているところでご

ざいます。 

〇議長（遠山健太郎） 氏原議員。 

〇２番（氏原賢一） ありがとうございます。 

 隣接する４町と共有して、その時期が来たときにはぜひとも導入のご検討をよろしくお願

い申し上げます。 

 それでは、３つ目の周知啓発の強化について、今後どのように充実させていくお考えか、

お答えをお願いいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 山下健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（山下純司） それでは、３つ目のご回答をさせていただきます。 

 がん検診や予防接種、先ほどのささゆりウォークなどの健康寿命の延伸に向けての取組の

周知といたしましては、広報や折り込みチラシ、ホームページ、ＬＩＮＥなどで受診を呼び

かけております。今年度からは、集団検診や各種イベントに対して、申込期間中24時間予約

可能なネットでの申込みを開始しており、折り込みチラシにＱＲコードを載せ、申込み方法

を分かりやすく図解するなどして工夫を凝らして、周知を行っております。７月の集団検診

では、受診の方の６割がネット予約を利用され、受診いただいたところでございます。 

 また、年度初めには、40歳から60歳までの５歳刻みの方に歯周病検診や各種がん検診の受

診勧奨チラシや問診票を郵送で個別通知しております。21歳の女性には子宮頸がん検診、41

歳の女性には乳がん検診の無料クーポンを啓発の冊子とともに郵送しているところでござい

ます。このように、個別通知した中で受診していただけていない方には、時期を変えまして、

再勧奨を実施しておるところでございます。 

 また、上牧町では、がん予防推進員を養成しており、推進員の皆様には、親しい友人や家

族に受診勧奨を行っていただいております。今年度は、事務局と共に消防施設で受診勧奨活

動も予定しているところでございます。 

 今後も、広報やホームページだけでなく、ＬＩＮＥや個別郵送通知等で呼びかけや、がん

予防推進員の活動など、住民にとって目につきやすい工夫をしながら、タイムリーに啓発活

動を行っていきたいと考えております。 
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〇議長（遠山健太郎） 氏原議員。 

〇２番（氏原賢一） ありがとうございます。 

 確かにＬＩＮＥ、私がこれまでに知り合った方でＬＩＮＥをインストールしていない方に

今まで出会ったことがないので、ＬＩＮＥ等の啓発は十分効果があるとは思っております。

引き続きの啓発活動をよろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、２点目の障害のある子どもの学びを支える通級指導の充実についてお伺いし

ます。 

 １つ目として、町内の通級指導の実施状況について、最新のデータをお示しください。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、ご回答させていただきます。 

 通級指導の拠点校につきましては、小学校は上牧第二小学校、中学校は上牧中学校でござ

います。その他、児童、生徒の状況やニーズに合わせまして、指導者が在籍校に赴いて指導

を行う訪問通級も行っているところでございます。令和７年度の通級指導教室在籍者数につ

きましては、小学生が35名、中学生は21名となっているところでございます。 

 障害の種別につきましては、ＡＤＨＤ、注意欠如・多動症が14名、内訳といたしましては、

小学生が11名、中学生が３名でございます。割合につきましては、25％となっているところ

でございます。 

 次に、ＬＤ、学習障害が16名で、内訳といたしましては、小学生が７名、中学生が９名で

ございます。割合につきましては、28.6％となっているところでございます。 

 次に、言語障害が８名、内訳といたしましては、小学生が８名でございます。割合につき

ましては、14.3％になっているところでございます。 

 次に、自閉症が16名、内訳といたしまして、小学生が８名、中学生も８名でございます。

割合につきましては、28.6％というふうになっているところでございます。 

 次に、情緒障害が２名、内訳といたしまして、小学生が１名、中学生が１名でございます。

割合につきましては、3.5％というふうになっているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 氏原議員。 

〇２番（氏原賢一） ありがとうございます。 

 このように、きちんとした診断名なりがつくと保護者にとっても安心感はあると思います。

ありがとうございます。 

 次に、２つ目として、担当教員の確保と専門性向上についてお伺いいたします。 
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〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、ご回答させていただきます。 

 通級指導の担当教員につきましては、県費、町費で確保しているところでございます。令

和７年度からは上牧町のみでの実施になっておりますが、教育体制の充実を図るため、従前

の人数を確保しているところでございます。 

 また、研修などにつきましては、通級指導に精通している人材を教員として確保しており

ます。その教員が他の教員に対し指導、助言する形で、スキルアップや指導の質の向上を図

っているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 氏原議員。 

〇２番（氏原賢一） 今年度からは上牧町のみで実施ということなんですね。本当にありがと

うございます。 

 続きまして、３つ目として、保護者や地域との連携についてお聞かせください。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、３点目の質問についてご回答させていただきます。 

 通級による指導を受けている児童、生徒やその保護者の思いは様々で、特に子育てに不安

を抱えている保護者は多数おられます。児童、生徒、保護者が安心して指導を受けられるよ

う、願いを理解し、思いに寄り添いながら、一人一人に合わせて、どのような指導や支援を

するかについて合意形成をするとともに、保護者の不安の解消、緩和を図るため、教員が教

育相談に丁寧に対応しているところでございます。 

 また、教育相談を通じて学校での様子を保護者に伝え、家庭でも様々な配慮を保護者にし

てもらうなど、連携を取ることで児童、生徒に対する包括的な支援を行うことができており、

実際にコミュニケーションや学習に課題を抱える児童、生徒の成長につながっています。 

 通級指導を受けている子どもには、発達の特性に応じた配慮が必要とされていることがあ

ります。地域との連携の部分では、それぞれの子どもの特性を理解していただき、登下校の

見守りや、校外での交流、地域行事への参加の際に必要な支援を頂き、温かく見守りながら

成長を促していただくことが肝要だと考えております。個人情報、プライバシーに配慮しな

がら、地域の方々のご支援を賜れるよう努力してまいります。 

〇議長（遠山健太郎） 氏原議員。 

〇２番（氏原賢一） おのおのの特性を理解することが大切だと私も思っております。ますま

すの信頼を得られることを期待しております。私も、朝、登校下校時、子ども、児童、生徒
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から信頼を得られるように努力してまいります。ありがとうございます。 

 ４つ目の高校段階への接続支援についてお伺いいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、４点目についてご回答させていただきます。 

 通級指導を受けている生徒が高校へ進学する際に、進学先の高等学校などへスムーズな引

継ぎを行うために、保護者の同意の下で個別の教育支援計画や指導計画を活用することがで

きます。それにより、学校が変わっても必要な情報が引き継がれ、安心して進学することが

できます。 

 また、奈良県教育委員会では、学習や学校生活に困難を抱えている生徒が進学した高等学

校で一貫した支援を受けられるよう、高等学校の教員に生徒の特性などを適切に理解しても

らうことを目的に、高等学校への引継ぎシートという様式を用意されており、個別の教育支

援計画や指導計画がない場合においても、保護者が中学校に作成を希望する旨を申し出るこ

とで、中学校で当該シートを作成し、高等学校に引き継ぐことができるようになっていると

ころでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 氏原議員。 

〇２番（氏原賢一） きめ細かいですね。保護者の方々においても安心感が得られると感じら

れる答弁、ありがとうございます。安心いたしました。 

 以上で私の一般質問は終わります。ありがとうございました。 

〇議長（遠山健太郎） 以上で、２番、氏原議員の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩とし、再開は10時35分とします。 

 

    休憩 午前１０時２５分 

 

    再開 午前１０時３５分 

 

〇議長（遠山健太郎） それでは、再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇東   初 子 
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〇議長（遠山健太郎） 次に、５番、東議員の発言を許します。 

 東議員。 

          （５番 東 初子 登壇） 

〇５番（東 初子） 改めまして、皆様、おはようございます。５番、公明党の東初子でござ

います。ただいま議長のお許しを頂きましたので、通告に基づき一般質問をさせていただき

ます。 

 その前に、少しだけお時間を頂戴いたします。 

 来週９月23日、秋分の日は、手話の日でもあります。この日は、手話を大切な言葉として

尊重するために2018年に制定されました。由来は、1973年９月23日に日本手話研究会が設立

されたことです。上牧町でも2023年に手話言語条例を制定し、手話の理解と普及、そして、

誰もが安心して暮らせる共生社会を目指しています。私自身も手話を学びたいと思いつつ、

実現できませんでしたが、最近、手話コーラスであれば楽しみながら覚えられるのではと感

じ、ユーチューブなども活用して挑戦してみたいなというふうに思っております。手話は、

耳の聞こえる方も聞こえない方も心を通わせることができる大切な言葉です。こんにちは、

ありがとうと伝えるだけでも人と人とのつながりが生まれます。 

 さらに、本年11月には、東京でデフリンピックが開催されます。デフというのは聞こえな

いという、聞こえにくいとかという言葉です。聞こえない、聞こえにくいアスリートによる

国際的な大会で、100年以上の歴史があり、今回が初めての東京開催です。ぜひ皆様、ご一緒

に応援してまいりましょう。 

 それでは、一般質問に入らせていただきます。 

 通告書の１番目です。質問事項、上牧町2000年会館の窓口案内の設置について。 

 要旨としまして、７年前にある住民の方が初めて2000年会館の窓口を訪れた際、対応に不

安を感じ、傷つかれたとの声を伺いました。いまだにそのことがトラウマになっており、初

めて来庁する住民にとって、どこへ相談すればよいかが分かる案内は重要と思われます。 

 そこで伺います。 

 ①現在の窓口案内体制はどのように整備されていますか。 

 ②初めて相談する方を安心して受け止めるサービス窓口を設置するお考えはありますか。 

 ③職員の接遇改善に向けた取組をどのように進められますか。 

 質問事項の２つ目です。視覚障害者をはじめ、あらゆる世代の移動時の安全確保について

でございます。 
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 質問の要旨といたしまして、住民から点字ブロックがすり減って分かりにくい、進行方向

が不安との声が寄せられています。劣化は、視覚障害者のみならず、あらゆる世代の安全に

影響すると思われます。 

 そこで伺います。 

 ①町内の点字ブロック設置、劣化状況をどのように把握されていますか。 

 ②補修、更新について、今後の計画はどのようにお考えでしょうか。 

 ③部分的な補修にとどまらず、歩道全体のバリアフリー化を進めるお考えはありますか。 

 質問事項の３つ目です。ごみステーション方式から戸別回収への転換と、高齢者・障害者

世帯への支援についてでございます。 

 要旨としまして、町内のごみステーションでは、不適切な出し方や盗難が課題となってお

ります。高田市や広陵町では、戸別回収を導入し、効果を上げています。本町でもふれあい

収集が行われていますが、今後は支援対象の拡大が必要と思われます。 

 そこで伺います。 

 ①ごみステーションの現状と課題認識はどう捉えておられますか。 

 ②近隣市町の戸別回収事例を踏まえ、移行を検討されていますか。 

 ③高齢者・障害者世帯への支援強化について、対象拡大や手続簡素化などのお考えはあり

ますか。 

 以上でございます。 

 再質問は質問者席にて行わせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 東議員。 

〇５番（東 初子） 先ほど通告のほうでも申し上げさせていただいたんですけれども、この

お話は、ご主人が脳梗塞を患われて、認知症の疑いもある中で、夫婦お２人で不安な生活を

されておられました。奥様は民生委員さんに相談され、役場を紹介されて、初めて窓口に行

かれました。ところが、職員の方からの言葉が冷たく感じられ、深く傷つかれたそうです。

その経験から二度と町には相談しないというふうに思われて、今も足を運べない状況だとい

うふうに伺いました。これはもう７年前の出来事だったんです。 

 私も思っております。もちろん、現在の窓口対応を否定するものではありません。親切に

していただいた、助かったと感謝のお声も多く聞いております。ただ、初めて窓口に来られ

る方は、多くの場合、不安や切実な思いを抱えておられます。そうした方が安心できるよう

な、まず、どの窓口に行けばよいのか、どんなことを相談できるのかを丁寧にお伝えできる
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体制が必要ではないかというふうに思っております。 

 そこで、まず初めに、初めて来庁された住民が迷わず相談できるよう、現在どのような体

制を整えておられるのか、お聞かせください。 

〇議長（遠山健太郎） 山下健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（山下純司） それでは、2000年会館の窓口体制ということでお答えさせてい

ただきます。 

 2000年会館では、初めて相談に来られた方や転入の手続に来られた方など、どこに相談し

たらいいかと困っておられるような住民の方がおられましたら、積極的に丁寧なお声がけを

し、担当窓口へご案内するよう職員には指導しておるところでございます。また、高齢者や

障害者の方等につきましては、申請等で課をまたぎ、対応窓口が変わる場合もございます。

そうした場合につきましては、最初に座っていただいた窓口から移動していただくことなく、

各課の職員がその窓口のほうへ出向き、順番に対応する包括的な窓口対応を心がけていると

ころでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 東議員。 

〇５番（東 初子） ありがとうございます。本当に丁寧なご対応、ありがとうございます。 

 本当に誰もが安心して、本当に窓口に行かれる方は、ふだん本当に窓口ってなかなか行か

れない方が初めて行かれるという場合、すごくどきどきしたりとか、そういうことも多いよ

うですので、そういうふうな親切な対応をしていただけるとありがたいというふうに思って

おります。 

 また、２番目です。初めて来られた方が安心して利用できるよう、総合的に話を受け止め、

必要な担当課へおつなぎするサービス窓口を設けるお考えはありますでしょうか。 

〇議長（遠山健太郎） 山下健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（山下純司） 今、サービス窓口の設置ということでございます。設置につき

ましては望ましいことではあると認識しておりますが、2000年会館には正面玄関と駐車場側

の２か所の入り口がございます。また、設置場所や職員配置等の課題もございますので、今

後、必要性を判断しながら検討してまいりたいと考えているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 東議員。 

〇５番（東 初子） ２か所ありますので、なかなか難しいかなというふうには思いますけれ

ども、ワンストップで案内していただけるように、例えばですけれども、今、役場でやって

おられる窓口なんかは、すごく住民の方々に喜ばれております。まず、入ってきて、いきな
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りどこに行ったらいいのかということもちゃんとお知らせいただいていますし、そういうよ

うなことが2000年会館のほうでもできたらなというふうに、そういう要望を頂いております。 

 それで、住民さんからの声を踏まえまして、職員の接遇や対応について、今後どのように

さらに改善していかれるのかを伺わせていただきます。 

〇議長（遠山健太郎） 山下健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（山下純司） 職員の対応の改善ということでございます。 

 接遇の基本は、相手の立場に立って誠意ある対応、親切で丁寧な対応をすることが重要で

ございます。相手の話をよく聞き、目的を的確に把握し、スムーズな対応ができるように心

がけておるところでございます。 

 先ほどもお答えさせていただきましたが、初めて相談に来られた方や、どこに相談したら

いいかと困っておられるような住民の方がおられましたら、積極的に丁寧なお声がけをし、

担当窓口へご案内するように職員には指導しており、また、職員もそれを心がけながら取り

組んでいるところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 東議員。 

〇５番（東 初子） 分かりました。ありがとうございます。 

 本当に相談してよかったと、安心できたというふうに思っていただける窓口に努めておら

れるのかなというふうに思っております。 

 次に、先ほども申し上げましたが、初めて来られた方が迷わずに窓口へ行けるよう、総合

受付や案内表示の工夫について、どのように取り組んでおられるのか、お伺いします。 

〇議長（遠山健太郎） 山下健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（山下純司） 今現在、2000年会館、総合窓口とか、そういうのは設置してお

らないんですけれども、案内板等を設置しておるので、説明させていただきます。 

 2000年会館には健康福祉部の４課の窓口が集約しておりまして、正面玄関、駐車場の階段

を上がったところ、北東側の入り口１階と２階のエレベーター横の箇所に５か所、館内の案

内板を設置しておるところでございます。また、福祉課前の柱と駐車場の階段の上がったと

ころ、また、各課窓口の上部に１から８番の番号と相談内容別に分かりやすいように色分け

をしております。また、その色分けに応じまして、ローカウンターのところには同じ番号の

色をつけている等の掲示をさせていただいておるところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 東議員。 

〇５番（東 初子） 分かりました。丁寧に案内板も設置していただいているということで理
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解できました。なかなかご高齢の方とか、いろんな福祉関係で窓口に来られる方はちょっと

難しいかなという面もございますので、またその辺はよろしくお願いいたします。 

 住民さんが相談に訪れた際に、その内容が担当課で適切に引き継がれる体制は整っている

のでしょうか。 

〇議長（遠山健太郎） 山下健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（山下純司） 相談記録の引継ぎ等と言われております。その回答をさせてい

ただきます。 

 相談に来られた際の相談記録等につきましては、個人情報等も含まれておるというところ

でございますので、担当課内、また、係内におきまして適切に管理しておるところでござい

ます。また、その内容につきましては、職員間でのケース会議などを行いまして、課内での

情報共有を図っておるところでございます。その後、支援につなげていくことができるよう

な相談体制の充実にも努めているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 東議員。 

〇５番（東 初子） 分かりました。ありがとうございます。 

 前にも同じことを説明したというご負担を住民さんに与えないように工夫されているのか

なというふうに思っております。 

 そうしたら、次に、窓口対応の質をさらに高めるために、接遇研修とか、ロールプレー研

修などを計画されているのかを伺わせていただきます。 

〇議長（遠山健太郎） 山下健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（山下純司） 職員の接遇改善に向けた研修ということでございます。 

 令和６年度におきましては、令和２年度以降に採用となった職員26名でございますが、接

遇研修を昨年度実施させていただいたところでございます。また、奈良県市町村職員研修セ

ンター主催の新規採用職員向けの研修が年２回開催されております。その中で、接遇や電話

対応などの研修がございますので、今年度におきましては、新規採用職員18名を参加させて

いただいたところでございます。 

 今後も、職員の窓口対応の質を高めるため、接遇に関する研修につきましては、積極的に

参加または実施していきたいと考えているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 東議員。 

〇５番（東 初子） ありがとうございます。前向きに取り組んでいただいて、感謝いたしま

す。継続的な研修、事例共有の仕組みを整えていっていただけるということで安心いたしま
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した。 

 それでは、この質問の最後、相談後も安心して暮らせるよう、町としてアフターフォロー

の体制などはどのように考えておられるのか、伺わせていただきます。 

〇議長（遠山健太郎） 山下健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（山下純司） 2000年会館の行政窓口に来られる方の中には、子どもさん、障

害者の方、高齢関係の方、また、生活困窮、健康関係など多種多様な生活課題や困難な状況

を抱えていらっしゃる方がいらっしゃいます。全ての職員が合理的配慮の提供を念頭に、相

談に来てよかったと思っていただけるような相談支援を常に心がけ、横断的な対応が必要な

場合は、各課の連携を密に図りながら、柔軟な対応ができるよう体制づくりを行い、住民の

皆さんに寄り添いながら、よりよい窓口対応の構築を目指していきたいと考えているところ

でございます。 

〇議長（遠山健太郎） 東議員。 

〇５番（東 初子） ありがとうございます。今後も、そのように丁寧な伴走型の支援をお願

いしたいというふうに思っております。 

 最後に、高齢者をはじめ、支援を必要とされている方々が安心して暮らせるまちであるた

めに、窓口の在り方はとても大切だというふうに思っております。今おっしゃってくださっ

たように、そのような体制をこれからも整えていってくださるようにお願い申し上げまして、

この質問を終わらせていただきます。 

 以上でございます。 

〇議長（遠山健太郎） 東議員。 

〇５番（東 初子） それでは、２つ目の質問でございます。 

 町民の皆様から、点字ブロックがすり減って、凸凹がすり減っていて分からないとか、ど

こへ進めばいいのか分からないといった声、また、障害をお持ちの方からは、ブロックの線

がはっきり分からないので不安を感じるという切実なお話も伺いました。高齢者の方からは、

つまずきそうになったことがあるとか、自転車の利用の方は、劣化して表面が剝がれた部分

でハンドルを取られそうになったとかというお声も聞かれております。 

 点字ブロックの劣化は、本当に誰もが影響を受ける課題だというふうに思っておりますの

で、そこのところ、町内における点字ブロックの設置状況や劣化の進み具合をどのように把

握されているのか、お聞かせください。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 
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〇都市環境部長（吉川昭仁） 町内の車道及び歩道の舗装修繕におきましては、過年度より修

繕の要望も多数お聞きしている状況で、車道の舗装修繕においては一定の進捗が見られてお

るのかなというところでございます。ようやく歩道の維持修繕に着手することができている

というのが現状でございます。 

 令和５年度におきましては、歩道維持修繕計画を策定させていただきまして、令和６年度

より歩道の維持修繕に着手しております。年間約2,000万円の予算を計上させていただきまし

て、修繕計画にのっとって修繕を進めておるという状況でございます。 

 また、点字ブロックの設置及び劣化状況につきましては、この歩道維持修繕計画において

把握しておりまして、特に桜ケ丘地区における点字ブロックについて、貼り付けタイプであ

るということで劣化が進行していることは認識しているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 東議員。 

〇５番（東 初子） ありがとうございます。 

 ようやく歩道の維持修繕に着手されておられるということで、少し安心いたしました。で

すけれども、先ほどおっしゃいましたように、点字ブロックが貼り付けタイプで、剝がれて

その辺に散らばっているような状況も見受けられるということのお声もありまして、本当に

頑張っていただけたらなというふうに思っております。やっぱり定期的な点検を行っていた

だいて、劣化の状況を正確に把握していただくことが必要かなというふうに思っております。

段差が危険とか、いろんな声を拾い上げられて、そういう現場の確認とか、迅速に結びつけ

る仕組みを強化していただけたらなというふうに要望いたします。 

 次に、点字ブロックの補修や更新について、今後どのような計画をお持ちでしょうか、伺

わせていただきます。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 点字ブロックの補修、更新につきましては、歩道維持修繕計画

にのっとりまして、舗装修繕のタイミングで順次進めてまいりたいというふうに考えておる

ところでございます。そして、令和６年度につきましては約350メーターの修繕を完了してお

ります。令和７年度においては約630メーターの修繕を予定しておるということです。町全体

といたしましては、歩道延長としては約28キロあるため、長期的な修繕が必要であると考え

ておるところでございます。 

 それと、先ほどもご指摘がありましたけれども、緊急的な部分について、職員が貼り替え

等を実施し、安全対策に努めておるというのが現状でございます。 
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〇議長（遠山健太郎） 東議員。 

〇５番（東 初子） 分かりました。舗装修繕のタイミングで順次行ってくださっているとい

うことでございますが、お伺いしました片側歩道延長として約28キロという距離がある中で、

令和７年度におきましては約630メートルということで、単純計算しても何年かかるのかなと

いうふうに思ってしまう次第でございますが、何とか早急にいろんな手を打っていただけた

らなというふうに思っております。 

 それでは、先ほどもおっしゃってくださいましたけれども、部分的な対応にとどまらず、

歩道全体のバリアフリー化を進めることについて、町としてどのように考えておられるのか、

伺わせていただきます。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 歩道のバリアフリー整備につきましては、バリアフリー基本構

想で策定しております重点整備地区内である下牧高田線及び桜ケ丘新町線において、現道の

歩道幅員においてバリアフリー化を目指しておるということでございます。そして、整備内

容といたしましては、側溝の蓋改修、そして、段差、勾配の解消、そして、点字ブロックの

設置による整備を予定しておるところでございます。全体的な歩道のバリアフリー化につき

ましては、順序立てて実施していきたいと考えておるところでございます。 

 先ほども申しましたが、バリアフリー重点整備地区内の路線については、現道幅での歩道

のバリアフリー化を推進しつつ、それ以外の地区におきましては、傷みの激しい歩道につい

て、歩道維持修繕計画に基づきまして、舗装修繕とともに、既に設置されておる点字ブロッ

クの修繕を実施していきたいと考えておるところです。 

 上牧町の歩道といたしまして、先ほども申しましたが、延長約28キロというところである

ことから、全体的な計画とか予算規模もございます。そして、維持管理費用等の勘案をしな

がら、今後着実に進めていきたいというふうに考えておるところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 東議員。 

〇５番（東 初子） 分かりました。計画的に行っていただいているということで、本当に点

字ブロックだけでなくて、段差解消とか、滑りにくい舗装などを含めた歩道全体の見直しも

求められているというふうに思います。全ての人に優しいユニバーサルデザインのまちづく

りを町として積極的に進めていっていただけたらなというふうに思っております。 

 最後に、点字ブロックの整備は、視覚障害者の方だけではなくて、子どもから高齢者まで、

町民全ての安全につながります。町民が安心して歩けるまちづくりに向けて、具体的なお取
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組を強く要望させていただきます。 

 この質問は以上でございます。ありがとうございました。 

〇議長（遠山健太郎） 東議員。 

〇５番（東 初子） 続けて、ごみステーション方式から戸別回収への転換ということで、現

在、町内のごみステーションでは、ペットボトルや空き缶が大きな袋のまま放置されるなど、

そんなにあちこちではないと思いますけれども、そういうお声がございまして、不適切な出

し方というのがちょっと目立っているのかなというふうに思います。さらに、スチール缶を

狙った盗難も報告されております。地域の美観や治安の面からも課題が深刻化をしているの

ではというふうにも思っております。町として、こうした現状をどのように把握されて、対

応されているのかをお伺いさせていただきます。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） まず、ごみステーションの現状といたしまして、大半がごみ分

別・排出を正しく行っていただいておるというところで、ごみステーションの環境も保って

いただいているところではありますが、一部において、やっぱり分別が間違っているとか、

排出日が異なる等の理由で、そうでもないステーションがあるということも承知しておると

ころでございます。そして、それらの多くをごみ当番の方や自治会役員の方、そして、善意

のある方のおかげで正しい分別が行われ、ステーションの環境を保っていただいていること

も承知しており、ご負担をおかけしている方々には感謝しているところでございます。 

 そこで、課題といたしましては、正しい分別や集積場の環境美化のために、まずは「ごみ

の分け方＆出し方」の冊子やホームページ、そして、ごみカレンダーを全ての町民の皆さん

にご覧いただくこと、そして、これらの内容を理解していただくということが重要であると

考えております。担当課といたしましても、町が配布しております冊子やホームページでの

配信を多くの方にご覧いただくことで、この問題については解決していくものと考えており

まして、さきの６月議会の一般質問の中で回答させていただいたんですが、上牧町のＬＩＮ

Ｅのごみの内容や登録についての紹介をさせていただいたかと思います。この６月議会前の

登録者は648人、議会の終了後は654人というところと、そして、議会だよりのほうでもＱＲ

コードで登録の啓発をしていただいているところでありますが、令和７年８月末時点では670

人となっておりまして、まだまだ関心を持っていただけないのが現状であるというところで

ございます。 

 当課といたしましては、少しでも多くの方に関心を持っていただけるようにすることがご
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み問題の解決の一歩であると考えておるところでございますので、今後より一層思案を重ね

ることが重要であると考えております。 

 そして、次に、議員が今ご質問されました資源ごみの部分でございます。この部分につい

て、ペットボトル、空き缶、空き瓶の回収は２週間に１度でございますが、実情は、季節に

よって業務員の計らいで、夏場は１週間に２回回収しているとかというところの状況もござ

います。その際には、特に空き缶の収集ネットの中に間違ってスプレー缶が混入していたり

とか、そういう正しい分別ができていないというところもございますので、しっかりその部

分を促す目的で、きちんと分別ができていないネットについては持ち帰らないという対策も

取って、周知をしているところでございます。 

 また、盗難についてでございます。今年度につきましては、現在報告も受けていなく、我々

は認識はしていないというのが現状でございます。 

〇議長（遠山健太郎） 東議員。 

〇５番（東 初子） 分かりました。本当に夏はすごく、ペットボトルの空きの分が大量にあ

りますので、そうやって２週間に１度のところ、回数を増やして、いろんな計らいをしてい

ただいていること、本当にありがたいなというふうに思っております。 

 そこから、上牧町としまして今後の方向性なんですけれども、近隣市町の戸別収集事例を

踏まえて、取組を調査、検討されているのでしょうか。その辺をお聞かせください。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 現在、ごみ収集業務を従事している職員は、正職員が15名と会

計年度職員が４名在籍しておりまして、収集運搬、そして、積込み作業、施設の維持管理、

そして、ごみの受付業務等の日常業務を行っており、現在の人数では戸別収集に対応するこ

とは極めて困難であるというのが現状でございます。 

 今後、業務員の定年退職等によりまして、収集運搬業務の民間委託等も視野に入れていく

必要があり、その中で、戸別収集についても協議、検討していかなければならない課題の１

つとして認識しております。なので、直ちに回収することは難しく、今後慎重に検討を重ね

ていく必要があると考えているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 東議員。 

〇５番（東 初子） 本当に戸別収集を望まれている皆さんが多いなというふうに思っており

ます。町民サービスの向上の観点からも、近隣の先進事例を積極的に参考にしていただけた

らなというふうに思っております。そして、上牧町に合った方式を模索しながら、将来的な
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戸別回収への移行を視野に入れた検討をしていただきたいというふうに思っております。 

 そして、現在、町では、思いやり収集として、ごみ出し困難な高齢者・障害者世帯への支

援を実施されております。しかし、少子高齢化や単身高齢者の増加によりまして、今後はさ

らに多くの町民がごみ出しに困難を抱える状況が想定されます。そのため、さらなる改善を

検討するお考えはございますでしょうか、お伺いいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 高齢者・障害者世帯への支援強化につきましては、現在実施し

ておりますふれあい収集の申込み要件は、おおむね65歳以上で、独居かつ要介護２以上の方

となっておりますが、状況を鑑みて、要件を満たす方以外の方におきましても、ご相談を受

けているというのが現状でございます。当課へご相談していただければと考えておるところ

でございます。本人の状況を確認して、関係部局と協議を行って、実施の有無を決定したい

というふうに考えておるところですので、現時点におきましては、要件を変更する予定はな

いということでお答えさせていただきたいと思います。 

 それと、手続の簡素化につきましては、申込みは、ご本人様以外にも、ご家族、そして、

担当ケアマネジャー、自治会、近隣住民の方でも可能でございますので、手続は現行どおり

とさせていただきたいと考えておるところです。できるだけ速やかに実施できるよう、迅速

に対応できるように心がけたいと考えているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 東議員。 

〇５番（東 初子） 分かりました。支援を必要とする方が取り残されることのないように、

制度の間口を広げることが重要かなというふうに思っております。地域と行政が連携して、

誰一人困らない仕組みづくりを進めていっていただきたいというふうに思っております。 

 そこで、戸別回収の導入には、収集車両や人員の増強といったコストがかかりますけれど

も、町としては費用試算をどのように行っておられるのか。また、国や県の補助制度の活用

とか、財源確保の可能性とか、どのようにお考えでおられるのかをお伺いいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 戸別収集を行うためには、現在の業務員数、先ほども申しまし

たが、19名では到底賄い切れないということでございます。業務員の高齢化に伴いまして、

この先、人数は減少する一途をたどっていくということでございますので、町の方向性とい

たしましては、業務員の増員は行わず、徐々に部分的な民間委託を行って、そのタイミング

で戸別収集を検討したいというふうに考えているところでございます。 
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 それと、また、山辺・県北西部広域環境衛生組合が今年度より稼働したことで、同組合施

設建設費等、多くの支出がございまして、かつ戸別収集は多額の費用を要しまして、それら

に充てる補助金もないことから、費用の試算は現時点ではしておりませんが、あくまでも参

考といたしまして、先進地の近隣の町でお伺いさせていただきますと、戸別収集にかかる費

用は約２億円というところで示されておりますので、これらのことも踏まえて、総合的に検

討していかなければならないのかなというふうに考えているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 東議員。 

〇５番（東 初子） 分かりました。いろいろと考えていただいてということでございます。

ほかのところの市町でも行っていただいているという事例がございますし、そういうところ

をまたさらにお考えいただいてというふうに思います。そして、費用が２億円かかるという

ことで大変だなというふうに思いますが、ますます高齢化も進んでまいりますので、その辺

のことをまたお取り組みいただいたらというふうには思っております。 

 そして、近年は、アプリやＩＣＴを活用して、ごみ出しカレンダーの通知とか、収集状況

の見える化を進める自治体も増えています。上牧町としましても、町民がルールを守りやす

く、収集側の効率化にもつながるデジタル活用を検討しておられるのかをお聞かせください。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 町のＬＩＮＥに登録していただきまして、簡単な設定をしてい

ただくということで、ごみ出しの検索とか、ごみ出しの日の通知、そして、ごみについての

お知らせを受信することができるということで、費用負担なしで民間アプリと同等の機能が

使用できるものと考えております。また、令和７年３月発行の「ごみの分け方＆出し方」の

中で、改訂版前と比較しましても、ＱＲコードを取り入れることで、簡単に詳しく検索でき

るように工夫はさせていただいておるところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 東議員。 

〇５番（東 初子） 分かりました。本当に町民に分かりやすく便利な仕組みを整えることは、

ごみ問題の改善に直結するのではないかなというふうに思っております。一方で、やっぱり

高齢者の方がなかなか取り組むことが難しいというところが１つの課題ではないかというふ

うにも思っております。ＩＣＴを活用した効率的な収集と町民サービスの充実をお願いいた

します。 

 それでは、最後に、町全体で戸別回収に移行するのは大きな挑戦なんですけれども、例え

ば高齢化率の高い地域や、ごみ出し困難者の多いエリアをモデル地区としまして先行導入し
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て、課題や成果を検証する取組を行ってはというふうに思っておりますが、お考えを伺いま

す。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 戸別収集につきましては、現段階では未定ではあるんですけれ

ども、先ほど議員からもご指摘いただきましたように、先進地の近隣市町の情報収集や、廃

棄物処理運搬業者の動向を注視しながら、戸別収集実施のタイミングを検討するということ

と、実施する際には、今議員ご提案のモデル地区先行導入というところも踏まえて、しっか

り検討していきたいなというふうには考えているところです。 

〇議長（遠山健太郎） 東議員。 

〇５番（東 初子） 分かりました。よろしくお願いいたします。 

 １つ、前に一般質問で行わせていただいて実現しております子育て世帯と高齢者世帯のお

むつを使用されているご家庭の、おむつを透明の袋に入れて、費用がかからない形でおむつ

は出させていただくということを取り組んでいただいておりますこと、感謝いたしておりま

す。そのことがまだまだ皆さん、ご存じない方もおられたり、周知できていなくて、何だ、

この出し方はと感じられた方もちょっと見受けられましたので、その辺の周知のほう、再度

お願いしたいなというふうに思っております。 

 ごみ問題は、町民の日常に直結し、安全安心で快適な生活環境を守る上で極めて重要だと

思っております。上牧町にふさわしい次の一手をぜひお示しいただけることをご期待いたし

ます。 

 以上をもちまして、私、東初子の一般質問を終わらせていただきます。理事者の皆様の丁

寧なご答弁に感謝申し上げます。ありがとうございました。 

〇議長（遠山健太郎） 以上で、５番、東議員の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩とし、再開は11時30分とします。 

 

    休憩 午前１１時１７分 

 

    再開 午前１１時３０分 

 

〇議長（遠山健太郎） それでは、再開します。 
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                     ◇                    

 

          ◇石 丸 典 子 

〇議長（遠山健太郎） 次に、９番、石丸議員の発言を許します。 

 石丸議員。 

          （９番 石丸典子 登壇） 

〇９番（石丸典子） 皆さん、こんにちは。９番、日本共産党の石丸典子です。議長の許可を

頂きましたので、ただいまより一般質問を行います。 

 今回の私の一般質問は、物価高対策についての１点であります。町としての対策、対応を

お伺いするものです。 

 まず、その１つ目ですけれども、学校給食費負担金の支援について伺います。 

 物価高騰は、とりわけ子育て世帯の食費負担を重くしています。多くの方から、子育て世

帯だけではなく、住民の皆さんは、日々の買物が怖い、このような状況になっております。

物価高はとどまるところを知りません。上牧町においての学校給食費無償化についての見解

をお伺いします。 

 ２つ目は、下水道使用料についてです。 

 令和６年（2024年）３月策定の上牧町下水道事業経営戦略、これは令和５年度事業として

行われました。決算額1,465万円ということで、委託料でこの戦略が策定されております。今

回、議案の中で議第４号で下水道使用料の値上げについての条例改正が提出されました。令

和８年度から下水道使用料の引上げが予定されています。 

 議会への説明は、この８月20日に議員懇談会が行われました。これに対する資料の提出は

８月14日でした。このように議会への説明が遅く、住民の意見聴取が行われていません。物

価高騰で生活が大変な時期の値上げは見送るべきではありませんか。 

 以上の項目です。 

 再質問は質問者席から行わせていただきます。 

〇議長（遠山健太郎） 石丸議員。 

〇９番（石丸典子） では、１つ目から回答をお願いいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、学校給食費無償化についての見解について回答させて

いただきます。 
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 近年の物価高騰によりまして、特に子育て世代の家計には大きな負担が生じており、食費

の高騰は学校給食にも直結しております。学校給食は、子どもたちにとって健やかな成長を

支える大切な食育の場であり、栄養の確保や食習慣の形成に欠かせないものです。その負担

軽減を図ることは、子育て世代の支援の観点から重要であると認識しております。一方、学

校給食費の無償化につきましては、全国的にも実施している自治体が増加傾向にあり、学校

給食無償化に向けた動きが加速・活発化していると認識しております。 

 そのような中、このたび、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用いたしまして、

学校給食費２か月分に相当する支援を計画し、今定例会にて補正予算計上しているところで

ございます。これは、長く続く物価高騰により子育て世帯の家計が圧迫されている状況に鑑

み、取り組むものでございます。 

 また、学校給食にまつわる取組といたしましては、給食賄い材料費の高騰の影響によりま

して、現行の１食単価では必要な栄養価が確保できないことから、単価を上げて献立を立て

ております。本来であれば、単価上昇分については保護者の方に負担していただくものでは

ありますが、本町では同様に、物価高騰の影響を受けている各家庭の状況を勘案し、保護者

の方に負担を求めることなく、賄い材料費の10％分を令和５年、令和６年度で、15％分を令

和７年度から歳出予算で計上させていただき、間接的に保護者の方の負担軽減を図っている

状況でございます。 

 学校給食無償化に関しては、各自治体において、学校給食費の無償化をはじめ、様々な取

組が進められておりますが、学校給食無償化を実現するに当たっては、全ての児童、生徒な

どを対象とした場合、安定的な財源の確保が課題となります。現時点では国において議論が

進められているところであり、他の自治体の取組も注視しながら、どのような形で負担軽減

を進めることが可能か検討してまいります。 

 本町といたしましても、子育て支援の重要性を踏まえ、学校給食費の無償化について研究

を進め、財源の在り方も含めて実現可能な方法を模索してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

〇議長（遠山健太郎） 石丸議員。 

〇９番（石丸典子） 物価高騰の材料費については、単価の上昇分を町が負担されているとい

うことで、当初、これまで10％とお聞きしていたんですけれども、令和７年度は15％、かな

り、これまでの材料費では賄え切れていないということで、保護者の負担が増えることなく、

町のほうで努力していただいているということはよく分かりました。本当に様々なものが値
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上がりしていますから、献立作成も大変だと思います。 

 それと、物価高騰の対応交付金を使って、２か月間無償、負担金を徴収しないということ

については、これまでにない取組ということで大変効果があると思います。私も、交付金の

使われ方について、全体に公平にというのではなくて、本当に必要とされているところ、効

果が出るところにということで提案してまいりましたので、その点は大変喜んでいるところ

です。 

 一通り担当理事のほうからお答えいただいたんですけれども、町長、この件に対してはい

かがでしょうか。 

〇議長（遠山健太郎） 阪本町長。 

〇町長（阪本正人） 今、担当理事のほうからお答えをさせていただきました。 

 結論的に先に申し上げますと、今、国のほうでそういうふうな少子化対策の方向性をこど

も未来戦略の中で閣議決定がされていまして、言えば令和８年度から小学校の部分につきま

しては、給食費の無償化をするというふうな形で前向きに今進められているような状況でご

ざいます。 

 本町といたしましても、国の動向を見ながら進めていかなければいけないのかなというふ

うには思っているところでございますが、もともとの学校給食法というのがございます。そ

この部分につきましては、学校給食法の実施については、必要な施設及び設備に要する経費

並びに学校給食の運営に要する経費は設置者の負担というふうな形になっております。言え

ば、設備とか、人件費とか、光熱水費等につきましては設置者が負担すると。それ以外につ

きましては保護者の方に負担していただくというのが学校給食法で定められた規定になって

おりまして、各自治体でもいろんな形で、七百幾つかの自治体も給食費無償化について取り

組んでおられますが、やはり前回、２年ぐらい前でしたかね、竹中議員のほうから、給食費

無償化について一般質問がありましたが、その中で、前回のときに答弁とさせていただいた

のが、費用的にいきましたら、7,500万から、それぐらいの費用がかかるというふうな答弁の

ほうもさせていただいたという記憶があります。 

 今、石丸議員のほうから、物価高騰をしておりますので、言えば約１億円ぐらいはかかる

のかなというふうな試算ができるのかなと、大まかに試算させていただいたらそれぐらいか

かるのかなと思っております。言えば、この１億円といえば、上牧町の道路整備事業、毎年

１億円の予算を計上させていただいております。その部分が丸々、極端な話なんですけど、

なくなるというふうな形にもなりますので、そういうふうなところにつきましても、慎重に
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この部分につきましては進めていかなければいけないのかなというふうな考えも持っており

ます。 

 いろんな問題がございまして、ほかの先にやられている市町の取組におきましても、やは

り無償化にした場合、財源が削減される、また、そういうふうな部分がいろいろとこういう

ふうな形で発生してきているというふうな報告もございますので、この無償化につきまして

は、上牧町といたしましても、国の動向を注視しながら今後進めていきたいというふうには

考えているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 石丸議員。 

〇９番（石丸典子） 分かりました。多額の費用がかかると。給食費にするか、道路整備かと

いう、そういう問題ではありませんけれども、町全体の様々な必要な施策を進めるに当たっ

ては、やはり財源確保が重要だということでお聞きをしておきます。ありがとうございます。

いろいろ努力いただいていることはよく理解できました。ありがとうございます。 

 では、続いて、次の項目をお願いいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） それでは、本町の下水道使用料につきましては、平成26年４月

から据え置いておるというところでございます。この間、費用の抑制や多額の一般会計から

の繰入金などによりまして収支の均衡を図っておりましたが、このまま使用料で事業運営を

続けると、人口減少に伴う使用料収入の減少等、将来の経営に支障を来し、安定した汚水処

理が危ぶまれる状況となるということでございます。 

 今後の下水道事業につきましては、本来の公営企業として独立採算制の原則から、一般会

計からの繰入金に頼らず、下水道使用料による安定した経営が求められるということでござ

いますので、一般会計からの繰入金で賄う金額を減らし、下水道使用料で賄うために料金改

正が必要であると考え、今回、条例改正を行ったものでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 石丸議員。 

〇９番（石丸典子） 地方公営企業法にのっとった下水道事業ということになりまして、経営

の基本原則というところは、やはり企業の経済性を発揮するということで、収支のバランス

というのは重視されると思います。しかし、下水道事業というのは、公共性のある地方公営

企業ということで普通の企業ではありません。公共の福祉を増進するよう運営されなければ

ならないと規定されていまして、特に値上げをどう抑えるかなどが最も真剣に考えられなけ

ればなりません。このままでは一般会計の繰入れが多くなるので財政的にということだけが
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先行しがちですけれども、その辺で十分検討するということと、物価高騰の時期ですので、

この時期の見直しというのは本当に理解されにくいと思います。いかがでしょうか。 

 それと、議会への提案が大変ぎりぎりになっているということで、これ、９月議会に条例

改正で議第４号のほうで下水道の使用料の改正が行われますね。それの提案があるためにと

いうことで、慌てて議員懇談会の中で説明がありました。私も、上牧町下水道事業経営戦略

というのを見せていただきますと、令和８年度から料金改定が必要であるという項目は確か

に出てきます。町としては、このように議会が承認した経営戦略の決算、予算額は、令和５

年度決算で1,465万円策定されましたけれども、なかなかこの計画自体を公表するやり方が分

かりづらくなっています。 

 確かにホームページを検索しますと、普通の下水道の項目からは出てこないんですけれど

も、こういう経営戦略ができているということで、説明はいろいろされますけれども、議会

への説明が大変遅れたことについては不満を感じております。 

 それと、この時期の値上げということが引っかかってきますけれども、この辺はいかがで

しょうか。条例は制定で既に議案として出てきておりますけれども、実施は令和８年４月と

いうのは確定なんですか。 

〇議長（遠山健太郎） 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） まず、今、議員ご指摘のとおりで、我々も反省するところは多々

あろうと思います。ただ、今、最初、この条例、来年の４月からというところなのかという

ところのお答えとしましては、４月からスタートさせていただきたいなと考えているところ

でございます。 

 それと、まず、経営戦略につきましては、令和元年から計画、10年間というところで当初

策定させていただいておるところでございました。ただ、令和５年度に公営企業会計の適用

というところで計画の見直しを行わせていただいておったというところで、その中で、経費

の回収率が80％以上になるためには22％の使用料の料金改定が必要であるというところで、

新たな経営戦略の中でお示しさせていただいている部分がございます。それに基づいて、今

回、令和８年度からスタートとなりますと、このタイミングで条例改正をしなければならな

いというところの、後づけみたいな形にはなるんですが、なかなか、そういうところで進め

ていかせていただいたというのが現状でございます。 

〇議長（遠山健太郎） 石丸議員。 

〇９番（石丸典子） 令和８年度、令和８年４月といいますと、既に決算委員会の中でもお聞
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きをしましたけれども、医療保険、国民健康保険税であるとか、後期高齢者医療保険も引上

げが予定されています。子ども・子育て支援ということで子どものほうに支援がいろいろ要

るので、その財源を医療保険のほうから払ってもらうということで、ここも住民負担になっ

てくるわけなんですね。上牧町が料金設定する下水道使用料、これと、国民健康保険、後期

高齢者医療保険など値上がります。 

 将来的には引き上がるような、そういう設定は分かりますけれども、この時期にいろんな

ものが上がる中で、上牧町がわざわざ下水道使用料もこの時期に引き上げてしまうという時

期、それについては大変納得ができないところです。町としての物価高騰に対応した施策と

いうことではありませんけれども、負担軽減ということでは、これ、１つの施策として、下

水道使用料の引上げを凍結すると、引上げをしないということも考えられなかったんでしょ

うか。 

 これは町長にお聞きします。全体の計画の中でやっておられますけれども、住民の生活か

らすると大変負担増であります。この点をお聞きします。 

〇議長（遠山健太郎） 阪本町長。 

〇町長（阪本正人） 今回、今議会で条例改正のほうをさせていただいて、可決していただい

たわけでございますが、この議案を出させていただく前には担当課のほうから説明がありま

して、どうしようかというふうな話の中で相談もさせていただいて、延ばす方向か、それと

も、８年度４月からやらせていただく方向かというような形で検討もさせていただきました。

先ほど石丸議員のほうから、一般からの繰入れの部分等のお話もございました。やはり一般

の繰入れの部分も相当な金額に今後なってくるというふうなこともございましたので、今回、

そういうふうな形もございますので、条例のほうを改正させていただいて、議案として上げ

させていただいたというふうな経緯でございます。 

 言えば、料金改正をさせていただくに当たりましても、今、物価高騰にもなっております

が、やはり将来的に考えますと、資機材の部分につきましても高騰してきていると。言えば、

今後、人件費も高騰してくると。また、第二浄化センターですか、そういうふうな部分の修

繕も発生してくる。言えば、そこにまた町の負担が発生してくるというような形になれば、

だんだんだんだん今のままでは駄目だというふうな形で、今回決断をさせていただいて、議

員の皆様には、説明部分につきましては遅くなりましたが、そういうふうな形で決断をさせ

ていただいたという経緯でございます。 

〇議長（遠山健太郎） 石丸議員。 
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〇９番（石丸典子） 町長のお考えと、これまで検討されたことはお聞きをしておきます。あ

とは、条例改正についての審議でどういう態度を取るかというところが私の課題なんですけ

れども、お聞きをしておきます。町独自の物価高騰の対応の施策等は今後何かお考えですか。 

〇議長（遠山健太郎） 阪本町長。 

〇町長（阪本正人） 今ご質問の今後の対応というところではございますが、やはり今、議員

の皆様もご存じだとは思うんですが、決算の状況も見ていただきました。やはり基金が８億

6,000万ぐらいですかね、今回の決算の中で出ておりました。やはり上牧町の場合、当初と決

算と見ていただいたらいつもよく分かっていただけるとは思います。当初予算のときに幾ら

か取崩しをさせていただいて、その部分を当初予算に計上させていただきながら、いろんな

ご意見、ご提案を頂きながら、予算編成をしていっているというのが現状であるというのは

認識をしていただいております。当初の部分で決算が出てくる。決算のときに幾らか積立て

をさせていただいたというのが今の上牧町の状況になっておるわけでございますが、やはり

言えば、総務建設委員会の中でも少し総務部長のほうからもお話がありましたように、また

中長期財政計画の見直しをしていかなければいけないというふうなところもございますので、

その部分につきましては、昨年度も11月ぐらいに中長期財政計画のご説明のほうもさせてい

ただきましたので、今回もそういうふうな時期になってくるのかなというふうには考えてお

りまして、やはりそういうふうな将来的な、中長期的な部分も視野に入れながら考えていか

なければ、また上牧町の財政が悪化したということになれば、さらに住民さんにご迷惑をか

けるわけになってきますので、そこはやはり慎重に財政状況を見極めながら、物価高騰には

今なっておりますが、そういうふうな状況も視野に入れて、常に慎重に、長期的、短期的と

いったら変なんですが、長期的にそういうふうな部分も視野に入れながら進めていかなけれ

ばいけないのかなというふうには思っております。 

 言えば、行政運営だけじゃなしに、今は経営戦略、経営的な部分が求められておりますの

で、そういうふうな町行政の経営としての進め方を視野に入れて進めていかなければいけな

いというふうには考えているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 石丸議員。 

〇９番（石丸典子） 町長のお考え、方針をお聞きしました。少し私と違うところもあります

けれども、経営が優先になってはいけないと。住民の暮らしや福祉を守っていくためには赤

字になる場合もありますので、そこのところはやはりしっかり考えていただきたいというの

を申し上げておきます。 
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 物価高騰の緊急の対策というのは、やはり消費税の減税が一番効果があるということで、

多くの方がこれには賛同しています。ちなみに、５％の減税をした場合、平均的な勤労者１

世帯、年間平均12万円減税となるというふうな試算も出されていまして、やはり今、本当に

買物が怖いという状況がここで解決されることにもなりますので、消費税５％の減税を日本

共産党としてもこの政策に上げているんですけれども、税の専門家は、大企業や富裕層を優

遇する不公正な税制を正せば、消費税を廃止できるまでの財源が生まれるということが試算

されています。このように財源も提案をしているところですけれども、町としても何らかの

形で物価高騰に対応した施策をしていただきますよう強く求めて、私の一般質問を終わりま

す。ありがとうございました。 

 以上で、９番、石丸議員の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩とし、再開は午後１時とします。 

 

    休憩 午前１１時５７分 

 

    再開 午後 １時００分 

 

〇議長（遠山健太郎） それでは、再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇竹之内   剛 

〇議長（遠山健太郎） 次に、８番、竹之内議員の発言を許します。 

 竹之内議員。 

          （８番 竹之内剛 登壇） 

〇８番（竹之内剛） 皆様、こんにちは。議席番号８番、竹之内剛です。議長の許可を得まし

たので、一般質問通告書に従い、質問させていただきます。 

 私の質問は大きく１つになります。先日の康村議員の質問と少し重なりますが、違った観

点と思いから質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 質問事項に関しまして、町立小学校の適正化に関する取組について。 

 質問の要旨、全国的な少子化に伴い、本町においても児童、生徒数が減少していることを
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受け、望ましい学校教育環境を整備するという観点から、令和２年に上牧町学校適正化協議

会を設置し、令和４年３月に上牧町学校適正化基本計画が策定されました。中学校について

は、令和８年度に統合予定の運びとなりましたが、小学校については、今年度７月に第１回

上牧町学校適正化協議会が開催され、適正化に向けて改めて議論をされ、これまでの方針の

妥当性を検証される予定となっています。 

 そこで、小学校の適正化に関する方針や協議の進め方などについて質問します。 

 １、小学校の適正化に対するこれまでの経緯について。 

 ２、今後の協議から実行までの計画について。 

 ３、小学校の統合に関する判断基準について。 

 ４、妥当な判断を行うための方策について。 

 以上です。 

 再質問は質問者席から行わせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 竹之内議員。 

〇８番（竹之内剛） それでは、１番から順次答弁をよろしくお願いします。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、質問１つ目の経緯についてご回答させていただきます。 

 町立小学校の統合に関する方針を決定するに当たりましては、令和２年度に設置いたしま

した上牧町学校適正化協議会において、令和４年３月の上牧町学校適正化基本計画の策定が

行われるまでの間、計12回の会議を経て、最終的には、立地的な観点、地勢的な観点に基づ

きまして、存続する校舎として上牧小学校及び上牧第三小学校が決定されました。 

 なお、統合年度につきましては、当該計画策定時点では、令和13年度には上牧第二小学校

において全学年が単学級になる見込みであったことから、令和13年度までに行うこととして

おります。また、当該計画の発表が令和４年度であったことを踏まえ、その翌年度に小学校

に入学した児童が６年間同じ学校に通うことができるよう、統合の最短目標年度につきまし

ては令和11年度としているところでございます。ただし、統合のめどとしている令和13年度

に新１年生となる児童の出生が確定する令和７年度に人口動向に関する再調査を行い、現在

３校ある小学校を２校とする当該計画の方針が妥当であるかについて、確認、検証を行った

上で最終方針を決定することとしております。 

〇議長（遠山健太郎） 竹之内議員。 

〇８番（竹之内剛） 今答弁いただきました。私の１番の質問の中で、ここの中には、上牧第
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二小学校が統廃合されるのではないかということで、今答弁の中で、令和４年の３月に策定

された上牧町学校適正化基本計画の中では、上牧小学校及び上牧第三小学校が決定されたと。

この文言がどこかしら発信されたのか、我々が住みます、私、片岡台３丁目団地に住むんで

すけれども、第二小学校校区でありまして、保護者の方とか、この間に来られた新しい先生

も、えっ、そうなんですかという質問を受けまして、僕、不安になってきまして、いや、そ

うは聞いていませんよというお答えしかできなかったんですが、３丁目の役員会、月１回、

約20人の方が来られて、この話をお聞きして、二小がなくなるらしいな、どうなんねやろう

という話をされているわけで、いや、そうじゃないですよという話を発信して、僕は質問し

てみることにしたのですが、今のお話からは、地域の方々からいろんな質問があったんです

が、上牧第二小学校が統廃合になるのではないかという意見を踏まえて、理事の回答の中で

は、現時点では上牧第二小学校の統廃合が決まったわけではないという理解をしました。そ

れでよろしいでしょうか。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） そのとおりでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 竹之内議員。 

〇８番（竹之内剛） ありがとうございます。 

 では、２番目の質問、よろしくお願いいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、２つ目の質問についてご回答させていただきます。 

 小学校の統合に関する方針につきましては、上牧町学校適正化協議会におきまして、最大

８回の会議を行い、令和７年度中に検証を終え、最終方針を決定する予定でございます。検

証後の対応といたしましては、統合時期の見直しや、校舎の再整備、校区の再編成の検討、

保護者説明会などの開催などが想定されますが、これらはあくまでも検証結果を踏まえて進

めていくものでございますので、現時点では具体的な計画はございません。 

〇議長（遠山健太郎） 竹之内議員。 

〇８番（竹之内剛） 今答弁いただきました中で、今年度、令和７年度、７月28日に第１回目

の適正化協議会が開かれました。私、傍聴はできませんということで、議事録をホームペー

ジで確認させていただきました。そうしましたら、昨日の議員の質問でもありましたが、学

識経験者２名、自治会から３名、学校代表３名、児童、生徒保護者代表３名、そして、教育

委員会が必要と認めた者が２名の13名で構成されておりました。 
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 その中で、割愛するというか、ちょっと抜粋させてもらった意見の中で、一番最初に、名

前はあれですけれども、本会議において質問ですけれども、統合についての議論の余地が残

されているのかどうかの確認をしたいですというのがひゅっと出てきて、あっ、やっぱりこ

の会議に出ておられた方も不安で、一番最初に言うておかなあかんから、これ、質問しはっ

てんなというのは議事録から伝わりました。 

 そして、それぞれの中で、学校の選択制に関する意見もありました。これは多分、３つ残

して、いろいろ特性を持たせたらどうなのかなというふうな捉え方もできたんですけれども、

そして、人口的な推移って変わっていると聞くけど、もう一回ちゃんと出してもらえへんか

なというふうな内容もありましたので、その辺を踏まえて、これから適正化会議が約８回で

すか、開催されると思うんです。検証をしっかりしていただいて、方針を決めていただきた

いんですが、１つ意見ですけれども、この適正化会議の中で、13名おられまして、多分、学

識経験者の方が大体司会されて進めていかれて、意見を求める中で、なかなか保護者の代表

の方というのは、思いがあるんだけれども、なかなかその場で挙手して言えないというとこ

ろも出てくると思うんです。ですので、これから２回目から始まる会議の中で、皆さんがき

ちっと意見を言えるような会議の意見の吸い上げ方をしていただけたらなと思いますので、

よろしくお願いします。 

 それでは、３番目、よろしくお願いします。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、３つ目の質問についてご回答させていただきます。 

 小学校の統廃合につきましては、当該計画におきまして、小学校と第三小学校の２校を存

続させることを基本としているものの、現時点では、３校が存続する可能性を否定するもの

ではなく、人口推計の結果を基に機械的に判断するというものではございません。通学にお

ける安全面の確保や時間、体力的な負担、熱中症など健康上のリスクなども踏まえつつ、老

朽化が進む学校施設の状況や規模など、実際に影響を受ける児童がよりよい教育環境で過ご

せるよう、思いに寄り添った検証を行った上で最終的な方針を決定していきたいというふう

に考えているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 竹之内議員。 

〇８番（竹之内剛） 回答を聞かせていただきまして、答弁の中に、小学校、第三小学校、上

牧小学校２校を存続させる基本としているものの、現時点において３校が存続する可能性を

否定するものではないというところに、僕も自分の考えを入れさせてもらいたいなと思うん
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ですけれども、もし３校から２校になった場合、３校存続する場合、いろいろ考えられると

思う。これから会議で決めていかれると思うんですけれども、これは上牧町、我々上牧町民

ですが、これから上牧町に住もうとする、呼び込もうとする我々と住もうとする人たちがい

たとします。近隣に王寺町、河合町、広陵がありますが、どこに住もうかというときに、ま

ず、多分、保護者の方は、教育、医療、いろいろ基本的なことをまず考えられると思います。

学校をまず見て、中学校は統合されたか、新しい学校やな。学校は２つか。ぽんぽんと地図

を見たら、２つある、１個ある、どうなるか分かりませんが、３つある。この小さいコンパ

クトな町に３つの学校があるじゃないかと。いろいろ見たら、個性的な、これは理想ですけ

れども、意見ですけれども、３校に個性がある校風で存続できていれば、選んでくれるキー

ポイントになるのではないかなという思いもあるので、私としては、これから住まれる親の

方々の思いを込めて、その辺を３校存続でもし話の中で行ってもらえたらなと思います。し

っかりとその辺を研究、検証していただいて、進めていただきたいなと思うんです。 

 私、さっきも言いましたが、３丁目の団地なんですけれども、公園で朝集まって、４つか

５つ集まって行くわけです。３丁目の会長が毎朝校門に立って、団地の方がボランティアで

学校に行く、生きがいやねんと言っておられたりします。団地では、子どもたちを中心にし

た団地祭りというのが49回、今年度で49回目を迎えました。小学校に太鼓を借りてきて、盆

踊りをやったり、先生に来てもらって、ちょっと見回りしてもらったり、そんなところが、

これは全然３丁目のアピールではないので、そういう思いもありながら、それぞれ上小にも

あるし、三小にもあると思うんです。その辺の意見を吸い上げていただいて、しっかり検証、

研究していっていただきたいなと思うので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、次をお願いします。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、４つ目の質問についてご回答させていただきます。 

 妥当な判断を行うに当たりましては、子どもたちによりよい学習環境などを提供すること

を基本に据えつつ、児童、生徒、保護者、地域住民の皆様に寄り添った検証を行ってまいり

たいというふうに考えております。また、最終方針の決定までの過程におきまして、上牧町

まちづくり基本条例に基づき、パブリックコメントなどの実施を通じて、住民参画の機会を

確保することで、より多くの方に満足いただける適正化事業にしたいというふうに考えてい

るところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 竹之内議員。 
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〇８番（竹之内剛） 今の答弁の中で大切なことを頂きました。児童、生徒、保護者、そして、

地域住民の方々に寄り添った検証と聞かせていただきました。その計画が独り歩きしないよ

うにしっかりと検証していっていただきたいなと思います。そこで、パブリックコメントは

欠かせないものだと思います。それを聞いていただいて、一番いい姿でやっぱり進めていた

だくことが理想であるので、しっかりと進めていただきますようによろしくお願いします。 

 続けて、今いろいろ答弁を頂きまして、一番要の質問のところでありましたが、これから

第二小学校、第三小学校、上牧小学校については研究、検証していくということを伺いまし

た。 

 そこで、最後になりますが、ご足労ですが、理事の回答を踏まえまして、教育長に上牧町

の小学校の在り方、教育長の思いを聞かせていただければと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

〇議長（遠山健太郎） 永井教育長。 

〇教育長（永井工仁） 議員、質問ありがとうございます。 

 小学校の適正化に関して、私の考えをということでございます。現段階では、私自身はも

うフラットな状態でおります。学校適正化協議会からの提言を待っておるというような状況

でございます。ただ、日本社会における少子化の進展によって、様々な地域で、特に地方の

自治体では、公立小学校、中学校の統廃合が進んでおります。本上牧町もこれは例外ではな

いだろうというふうに考えております。 

 我が上牧町で令和４年３月に学校適正化に関する基本方針を定めていただいて、今、理事

のほうからるる説明があったとおりなんですけれども、肝腎なのは、児童の安全が最優先さ

れること、それから、児童の学習環境に支障がないこと、また、児童、保護者の負担が過度

に重くならないこと、そういったことだと考えております。 

 また、一方で、少子高齢化が進んでいるような自治体の中には、学校と地域のつながり、

それから、子どもを中心とした取組を進めて、住みよいエリアをつくり出していくという、

そういう地域活性化につなげていこうという、いわゆる校区コミュニティーというようなつ

くりを進めている自治体もあるようには聞いております。 

 いずれにしても、教育委員会としては、多くの大人の方たちに子どもたちに関わっていた

だいて、上牧の子どもたちは地域で育てるというふうに考えておりますので、そういう皆さ

んと子どもたちの関わりが、また、そういった事業が展開しやすい環境づくりを進めていく

必要があろうと、そんなふうに考えております。 



 －37－ 

 現在、学校適正化協議会で協議をしていただいております。最初にも言いましたけれども、

ここからの提言を頂いた上で、住民の皆さんのお考えも十分に反映しながら、よりよい在り

方を、町長部局、また、議会の皆さんと共に検討していけたらなというふうに考えておりま

す。どうぞ今後とも引き続いてのご理解、ご支援、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

〇議長（遠山健太郎） 竹之内議員。 

〇８番（竹之内剛） 教育長、ありがとうございました。 

 最後になりますが、教育長のお話も頂きまして、本日午前中に氏原議員のほうからも質問

があったと思いますけれども、取りこぼしてはならない生徒たちもおります。今現在、上牧

町の中では、ペガサス教室、通級指導教室に通う生徒が56人、これからも増えるかもしれな

い。それぞれの障害というか、ＡＤＨＤ、ＬＤ、そして、言語障害、自閉症、情緒障害、そ

れを持たれている保護者の方に対しても、すごい不安を持たれているということで、今、き

っちりできているところもあると思いますけれども、これからこの子たちも取り残すことな

く、もしかしたら、会議のテーブルに上げていただいて、どうしていくのかということも１

つ付け加えて、検討していただきますようよろしくお願いいたします。 

 以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（遠山健太郎） 以上で、８番、竹之内議員の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩とし、再開は１時40分とします。 

 

    休憩 午後 １時２２分 

 

    再開 午後 １時４０分 

 

〇議長（遠山健太郎） それでは、再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇木 内 利 雄 

〇議長（遠山健太郎） 次に、11番、木内議員の発言を許します。 

 木内議員。 
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          （１１番 木内利雄 登壇） 

〇１１番（木内利雄） 11番、木内利雄でございます。指名、許可を頂きましたので、通告書

に従い、順次質問をさせていただきます。 

 質問事項は、随意契約について、２点目が学校における落雷事故の防止対策について、３

点目が上牧町役場職員のラスパイレス指数について、以上の３項目でございます。 

 それでは、早速ですが、１点目の随意契約についてお伺いをいたします。 

 特命随意契約にはメリットもありますが、ここではデメリットについてのみ触れさせてい

ただきます。一般的には、次のようなことが懸念され、指摘されております。競争入札に比

べて契約手続が公開されていないために、透明性、公平性に欠ける面や、特定の業者と随意

に契約を締結するため、癒着や不正の温床となる可能性がある。また、競争入札ではないた

め、入札価格が高くなることがある等々と言われています。 

 そこで、ただいま申し上げた特定の業者と随意に契約を締結するため、癒着や不正の温床

となる可能性がある。また、競争入札ではないため、入札価格が高くなるとの懸念は全国の

自治体で発生し、汚職事件へとつながっているところでございます。上牧町も例外ではあり

ませんでした。 

 一部、ここで紹介をさせていただきます。30年前の1995年、平成７年７月に発覚したこと

ですが、当時報道された新聞各紙から一部抜粋をして紹介させていただきます。 

 収賄容疑で上牧町課長補佐を逮捕、ごみ運搬業者選定で便宜、謝礼に現金、業者も逮捕、

町役場を家宅捜査、予算書などを押収などの大きな見出しで次のように連日報道されたとこ

ろでございます。奈良県警捜査二課と西和署は、７月３日深夜、上牧町のごみ運搬業者の委

託業者選定をめぐり、特定の業者に便宜を図った謝礼に現金10万円を受け取ったとして、収

賄の疑いで生活環境課課長補佐Ａ容疑者、40歳を逮捕した。また、贈賄の容疑で委託業者の

経営者Ｂ容疑者、51歳を逮捕。両容疑者の自宅や上牧町役場など５か所を捜索し、関係書類

など753点を押収した。ただいまＡ容疑者、Ｂ容疑者とアルファベットで申し上げましたが、

当然実際の新聞報道では、顔写真とともに住所と実名が掲載されていました。 

 続いて、経営者のＢ容疑者は、平成３年度から同業務の委託を受けている。委託方式は随

意契約で、Ｂ容疑者からの働きかけで、本年度、平成７年度は年間委託料が3,600万円から

4,000万円に増額されたという。また、７月25日の報道では、県警捜査二課のこれまでの調べ

で、現金授受の総額は数百万円に上ることが分かっているが、同課はこうした余罪について

も追送検する方針。また、報道の続きには、現金の授受について生々しく記されております。 
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 次のとおりでございます。捜査二課のこれまでの調べによると、経営者のＢ容疑者の働き

かけで、年間委託料が今年度3,600万円から4,000万円に増額されている。また、廃棄物処理

法の政令で定めた委託基準で認められていないにもかかわらず、運搬業務を別の業者に下請

に出していたことがあった。一方、課長補佐のＡ容疑者は、平成４年頃からほぼ毎月、経営

者のＢ容疑者から10万円から20万円を受け取っていたことが分かっているが、奈良地検によ

ると、現金授受の日が毎月上牧町からの委託料の支払い日であったことが新たに分かった。

調べでは、上牧町は委託料を12か月に等分して、毎月25日に小切手で支払っていた。経営者

のＢ容疑者は、小切手を受け取ると、課長補佐のＡ容疑者を車に同乗させて銀行で現金化、

帰りの車の中で現金を渡していたという。現金の授受は28回にわたり、総額390万円に上る。

課長補佐のＡ容疑者は、賄賂は飲み代やパチンコに使ったと話しているという。30年前の廃

棄物業者贈収賄事件の新聞報道概要は以上であります。 

 我々議員、そして、町三役、町長をはじめとした三役、そして、全職員、また、業者の皆

さんにおいては、この事件を教訓として自分を戒め、二度と不正事件を起こさないように心

しておきたいと思っているところでございます。 

 それでは、質問の内容に入らせていただきます。 

 最初に、少額随意契約、２点目に特命随意契約、３点目に不落随意契約について、令和４

年度、５年度、６年度、７年度、それぞれの件数について、まず、答弁を求めます。 

 次に、総務課が担当している庁舎管理業務についてお伺いをいたします。 

 最初に、この物件に対して特命随意契約とした理由をお伺いいたすところでございます。 

 次に、令和４年度の業者との契約金額は1,102万9,007円、次に、令和５年度が1,160万6,000

円、令和６年度が1,606万7,700円、令和７年度が2,038万2,120円であります。令和４年度と

令和７年度を比較すると1.84倍の増、金額換算では935万3,113円の増となっています。つま

り、４年度から７年度ではおおむね２倍となっていますが、その根拠、理由についてお伺い

をするところでございます。 

 もう少し説明を付け加えておきますと、文化振興課が担当している文化センター総合管理

委託業務については、令和４年度が1,149万8,520円、５年度が1,149万8,520円、これは４年

度と５年度と同額です。６年度が1,231万3,224円、７年度が1,383万6,900円で、令和４年度

と７年度を比較すると1.2倍の増、金額換算では233万8,380円の増となっています。つまり、

文化センター総合管理委託業務は1.2倍の増であるのに対して、庁舎管理業務は1.84倍の増で

す。よって、増額についての説明、答弁をまず求めるものでございます。 
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 次に、教育総務課が担当の外国語指導助手委託業務についてお伺いをいたします。 

 まずは、特命随意契約とした理由をお伺いします。 

 次に、契約金額が、１つのケースが468万6,000円、もう１つのケースが184万8,000円で、

これらについては、令和４年度から７年度までの業者との契約金額は全く増額をされていま

せん。ここ数年の人件費の高騰傾向を考えると首をかしげざるを得ないところでございます。

よって、答弁を求めるものでございます。 

 次に、これも教育総務課の担当でありますが、その１点目は、新上牧中学校校舎新築実施

設計委託業務、契約金額が１億7,298万8,180円、２点目が新上牧中学校校舎新築工事監理委

託業務、契約金額が6,752万8,000円、それぞれについて、なぜ高額な金額の物件を特命随意

契約としたのか、まず、その理由について答弁を求めたいと思います。 

 次に、２点目の質問でございますが、落雷事故防止対策についてお伺いをいたします。 

 本年４月10日、午後６時前、奈良市学園中１丁目にある学校法人帝塚山学園のグラウンド

に落雷があり、男子中学生５人と女子高校生１人の合わせて６人が病院へ搬送された。この

うち、サッカー部に所属する男子中学生２人が意識不明の状態との報道がありました。そし

て、その事故を受けて、翌４月11日、文部科学省から事務連絡として、各都道府県・指定都

市教育委員会学校安全主管課等へ落雷事故の防止についてとの依頼がありました。 

 以下、その一部を紹介させていただきます。 

 落雷事故の防止については、これまでも適切な対応を依頼してきたところですが、昨年度

に続き、令和７年４月10日にも、部活における活動中の落雷事故が発生しています。ついて

は、下記のとおり、落雷事故の防止に係る留意点を改めて示しますので、部活動を含む各学

校の備えを改めて確認するとともに、事故の防止について適切な対応をお願いします。また、

児童、生徒等が参加する地域クラブ活動においても適切な対応が図られるよう、貴庁内にお

いて必要な連携を図っていただくよう、併せてよろしくお願いしますとあります。 

 具体的には、次のとおりでございます。 

 １点目が、屋外での体育活動等において、指導者は落雷の危険性を認識し、事前に気象情

報を確認するとともに、天候の急変などの場合にはためらうことなく計画の変更、中止等の

適切な措置を講ずること。特に、指導体制が変わった場合等にも対応に遺漏のないよう十分

留意すること。 

 ２点目が、児童、生徒等においても、落雷の危険を感知した際には、ためらうことなく指

導者に申し出るよう、子どもの発達段階等を踏まえつつ指導すること。また、登下校中の対
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応についても留意すること。 

 文科省の事務連絡等は以上でございます。よって、上牧町立学校の登下校中及び部活にお

ける活動中の各学校の対策について、それぞれ答弁を求めるものであります。 

 次に、３点目の質問でございますが、上牧町役場職員のラスパイレス指数についてお伺い

をいたします。 

 これに関しては、まずは直近のラスパイレス指数について答弁をお願いいたします。 

 質問事項、内容は以上であります。 

 再質問に関しましては質問者席で行わせていただきます。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） まず、随意契約の実績の件数ということでご回答させていただきま

す。 

 少額随意契約の件数でございます。令和４年度につきましては766件、令和５年度が777件、

令和６年度が845件、令和７年度、途中ではございますが、675件でございます。 

 次に、特命随意契約件数でございます。令和４年度は241件、令和５年度が223件、令和６

年度が246件、令和７年度が123件。 

 次に、不落随意契約件数でございます。令和４年度が２件、令和５年度が３件、令和６年

度が１件、令和７年度が１件でございます。 

〇議長（遠山健太郎） 木内議員。 

〇１１番（木内利雄） このことについて、部長、また、担当職員さんに大変多くの資料を提

出していただいて、今、部長から答弁のあったように、各年度700件とか800件あったわけで

すけれども、また、特命随意契約に関しましては240件とか、そういうのが各年度ありまして、

その４年分を提出していただきまして、各部長、また、課長等々には大変なご苦労というか、

お手数をおかけしましたこと、この場を借りて改めて御礼申し上げます。また、資料は全て

チェックをさせていただきました。ただ、この中で200件も500件も質問できませんので、先

ほど壇上で発言させていただいたように、３点に絞って、今回はこの場で質問をさせていた

だくことになります。また後日、今回頂いた資料をまた精査しながら質問させていただくか

もわかりませんので、よろしくお願いします。 

 まずもって、資料の提出にご協力いただきました職員の皆さん方に感謝と御礼をこの場を

借りて、改めて御礼を申し上げます。 

 それじゃ、次をお願いします。 
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〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 特命随意契約をした理由ということについてご回答させていただき

ます。 

 この分につきましては、庁舎施設について、旧型で特殊な設備や配管があることから、設

備管理のノウハウ、業務の習得度等、庁舎施設に関する知識を持った技術者を配置等しても

らう必要があり、業務実績といたしましても、相手方には本庁舎と同規模の官公庁における

業務実績があることを要件としておりまして、また、円滑な業務履行のため、技術者が複数

所属し、本町に派遣可能であることも仕様要件としており、契約の業者は以上の要件を満た

しておることから、この業者と特命随意契約をさせていただいているというところでござい

ます。 

〇議長（遠山健太郎） 木内議員。 

〇１１番（木内利雄） そこで、お聞きしていきます。 

 それで、先ほど壇上で申し上げたように、1.84倍やったかな。その経緯について、なぜそ

のように上がったのか。片や、庁舎の管理については約900万円ほど上がっているけれども、

片や文化センターについては1.2倍ほどしかなっていない。同様な業務内容にもかかわらず、

上がり方が庁舎の管理のほうは多いかなと思うので、答弁をお願いします。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 文化センターとの契約の大きな違いといたしましては、本庁舎にお

きましては宿直業務を委託しているということでございまして、文化センターにおきまして

は警備保障等に委託をしているということで、少し契約が分かれているというのも１つござ

います。 

 本庁舎のほうの金額が上がっている理由といたしましては、１つは、物価高騰によるもの

と、人件費の高騰によるものが大きく、例年、少しずつ影響はしてきているのかなと思って

おるところでございまして、大きく影響しております、まずは１点目といたしまして、令和

５年度から６年度につきましては約470万ぐらい増額となっておりまして、ここは先ほど少し

説明をさせていただきましたように、物価高騰並びに人件費の影響等があるというところで

ございますが、ただ、ここに大きな理由といたしましては、宿直管理業務をお願いしておる

ところでございますが、ここの仮眠時間を休憩時間というような形でさせていただいておっ

たんですが、この休憩業務等におきましても、労働者の行為が使用者の指揮監督命令下に置

かれたことをもって評価できるか否かによって客観的に判断をしなければならないというこ
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とから、少し業者さん等からも、ここの部分について、あくまでも休息時間としておるが、

監督命令下にあるということから、そこの部分についても費用をということがございまして、

町といたしましても、災害時並びに夜間における業務等々もございますということから、本

町といたしましても、そこの部分については発生するという認識から金額が上がったという

ところでございます。 

 次に、令和６年度から７年度についてのご回答をさせていただきます。 

 令和６年度から７年度につきましても、少し業務の委託内容を変更させていただきました。

大きなものといたしましては、トイレの清掃業務というのがございます。これを令和６年度

まででしたら、利用頻度の高い庁舎１階、２階、多目的トイレ、西館の１階であったりとい

うのは、週４回程度、清掃をお願いしておったんですが、少ないときにおきましては、庁舎

３階の男子トイレであったり、地下１階のトイレにおきましては利用頻度が少ないというこ

とで、週１回から２回というお願いをしておったんですが、少しトイレの状況等も見ますと、

もう少しきれいにというとおかしいですが、清掃してもらう必要があるということから、毎

日、週５回、庁舎が空いているときに清掃してもらうということから、少しここの部分につ

いて費用が発生したということでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 木内議員。 

〇１１番（木内利雄） それじゃ、この７年度以降、つまり、８年度、来年度に関しましては、

見通しとしては、業務内容は変わると、今、部長答えていただいたように、トイレの清掃回

数を増やすとか、そんな改善点は、翌年度、令和８年度はどういう見通しなんでしょうか。

要は、令和７年度は2,038万円なんですが、これは業務内容が変わって上がるのか、もしくは

変わらなくておおむねこの数字でいくのか、いかがお考えでしょうか。 

〇議長（遠山健太郎） 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） ただ、常時、年間を通してしていただいている業務的なものにつき

ましては、大きく変えるということはございませんが、ただ、場所によっては随時、適宜お

願いしている分、廊下の清掃のワックスとか、お願いをしている部分もあるんですが、少し

汚れがひどいところにおきましては、随時そういった部分の清掃をきれいにしてもらうとい

うような、また随時お願いしているような部分はあろうかと思いますが、現状におきまして

は、今のところ例年どおりの契約の中でお願いをしたいと思っているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 木内議員。 

〇１１番（木内利雄） それじゃ、お聞きしておきます。ありがとうございます。 
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 それじゃ、次に、教育総務課外国語指導助手委託業務について答弁をお願いします。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、外国語指導助手委託業務についての特命随意契約とし

た理由でございます。 

 委託先でございます有限会社スキルネットワーク様を含む数社に見積書の提出を依頼した

ところでございます。１社からは、教育委員会が提示した条件に対して、対応できない旨の

回答がございました。また、他の業者に比べても、有限会社スキルネットワーク様が最も廉

価でありました。有限会社スキルネットワーク様は、教育委員会が提示した勤務日や勤務時

間などに関する条件に対して柔軟に対応でき、講師の指導力が高く、ＡＬＴに関するノウハ

ウも持っているところでございます。各校の職員と共に良好な関係も築いております。 

 また、児童、生徒、園児も意欲的に授業や活動に取り組んでいるため、現場の先生方から

は、有限会社スキルネットワーク様と継続していきたいという強い要望もございました。教

職員は恒常的に多忙でありまして、年度初めは、学級運営、授業準備、その他公務などで特

に多忙を極めております。その中で、委託業者が変われば、さらなる困難や負担過重が予想

されます。それは近年叫ばれています教職員の働き方に逆行していると考えます。 

 以前から業務を委託している有限会社スキルネットワーク様であれば、業務の流れも把握

しており、先生方の信頼関係も既に構築されているため、円滑な事業運営を期待できるとい

うふうに考えております。 

 また、金銭的にも有限会社スキルネットワーク様が最も廉価であったため、同社と業務委

託を提携したというところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 木内議員。 

〇１１番（木内利雄） 先ほどの総務部長が答弁いただいたのと全く逆なんですが、ここは壇

上で申し上げたように、私どもにとっては大変ありがたい業者やなというふうに見させてい

ただきました。壇上で申し上げたように、全く金額がこの４年間変わっていないんですよね。

私は首をかしげたんですよ。これだけ人件費が高騰しているにもかかわらず、値上げの見積

りを出してこない。優秀な業者やなと。私、その業者、顔も見たことはないし、どこにある

かもしれませんが、こういう業者はしっかりと使ったほうがいいかなと思っているところで

ございまして、なぜ、この４年、５年、６年、７年と上がっていないのかな。これ、ほとん

ど人件費なんですよね。物品の購入じゃないわけですから、そこが不思議でならないんです

けど、あなたはどのようなお考えですか。 
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〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） この業務は委託業務でございまして、外国語指導助手につきまし

ては、委託契約先であります有限会社スキルネットワーク様が雇用されております。雇用し

た方への報酬の増額については、社内で多少の昇給はあるかもわかりませんが、委託費用の

増額につきましては、企業努力で現状維持をされているのかなというふうに思っているとこ

ろでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 木内議員。 

〇１１番（木内利雄） 私どもというか、役場にとってもありがたい業者かなというふうにこ

の分だけを見ると思っているわけです。それは結構でございます。 

〇議長（遠山健太郎） 木内議員。 

〇１１番（木内利雄） それじゃ、次に、中学校の実施設計並びに監理委託業務、これについ

て答弁ください。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、まず、実施設計業務についての特命随意契約とした理

由についてご回答させていただきます。 

 この実施設計業務につきましては、基本設計に基づいて構造、設備などの詳細を決定し、

円滑に新校舎建築工事に接続するための設計図書などを作成するものでございまして、実施

設計業務と基本設計業務との一体性、連続性に鑑み、基本設計業務を受託しました業者が実

施設計業務を受注した場合、業者は、対象物件の建築目的、建築コンセプトなどを熟知して

いることから、基本設計業務の各種詳細、協議などにおける各所からの細かな要望を十分に

反映した実施設計図書などの作成が期待できます。 

 また、各種の許認可、事前協議における外部団体などとの連絡、調整も引き続き円滑に進

むものと考えております。令和８年４月統合、開校を目指すに当たってのスケジュール上の

リスクも最小限に抑えることができると考えます。実施設計業務は基本設計業務を受託した

業者が引き続き行うことが合理的であり、競争入札に適さないというふうに考えておりまし

て、基本設計業務を受託した業者と、今回、特命随意契約を締結したところでございます。

その際、本町の随意契約ガイドラインの適用基準も照らし合わせながら進めたところでござ

います。 

〇議長（遠山健太郎） 木内議員。 

〇１１番（木内利雄） ありがとうございます。 
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 今の時代は、町長、聞いとっていただいて結構ですよ。部長も、要は、今は公開性と透明

性をどう担保するかなんですよ。町民から求められるのは、透明性と公開性。それで、今理

由を述べていただいた中に、一体性とか、要は基本設計をしたところが実施設計もやったほ

うが一体性があって、連続性があっていいんだとおっしゃるけど、それは違う。１億7,000

万みたいなものを設計するのに、随契なんてやっぱりもってのほかです。 

 一例を申し上げますよ。2000年12月11日に、当時の柿本善也知事をお迎えして、記念植樹

と落成式と竣工式をやった2000年会館、2000年12月11日なんです。そこで記念植樹等をやっ

て、竣工式をやったんです。これは、この設計は基本設計とは全く別ですよ。町長、覚えて

はると思いますけど、コンペをやったんです、設計コンペ。このときは、当時ですよ、300

人か400人抱えている設計事務所、昭和設計さんも参加していただいたんです。この当時は、

弁天町の高層ビルの中にありました昭和設計さん、今は変わっていますけどね。300人とか400

人おる設計事務所が参加していただいた。ほんで、今は村本のグループの配下になっていま

すけれども、福本設計さん、2000年会館のときは村本グループじゃないですよ、そういう大

きいところ。奈良県では桝谷設計さんが参加していただいて、あと２社がちょっと思い出せ

ないんですけど、５社ぐらいだったと思うんです。これを上牧町のここの役場ロビーで、設

計のパース、外観パースを貼り出して、住民投票。多分、広報にも設計図、外観パースを載

せたはずなんです。ほんで、住民の皆さん方に人気投票していただいて、結果、ご案内のと

おり、奈良県の桝谷設計さんが人気投票ナンバーワンやったから、そこに約１億円、九千何

百万やったと思いますけど、設計をされた。 

 そういうことで、これが全く連携がないとか、そんなものではないですよ。設計コンペで

すから。住民が投票したわけですわ。これほど公開性、また、透明性のあるものはないと思

っています。そうやから、基本設計をやったところに１億も２億もするよう実施設計を随契

で渡すというのは、全くもって私はおかしいと思うが、理事はどう思いますか。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） 今、木内議員からのご提示の部分でございますが、今回、この部

分につきましては、基本設計イコール実施設計というふうに考えておりまして、本町の随意

契約ガイドラインに定められた指針を参考にさせていただいて、した部分でございます。 

〇議長（遠山健太郎） 木内議員。 

〇１１番（木内利雄） それも終わってもうたからもういいんですけれども、以後、こんな大

きい物件が出てくるかどうかは分かりませんけれども、やはりちょっと聞いてもろうておっ
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たら結構ですけど、このぐらいの物件になるとやっぱり随契というのは駄目ですよ。公開性

を持って、透明性を持って、やはり競争入札なのか、もしくは、今申し上げたように、2000

年会館でやったような設計コンペをやるとかやらんと、私は住民は納得しないなというふう

に思っておるということでございます。また、ちょこちょこ後でお聞きしますけど、それじ

ゃ、次、監理委託。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、監理実施設計業務についてのご回答でございます。 

 当該業務につきましては、実施設計図書などに基づく建築工事を正確かつ円滑に遂行する

目的で工事を監理するものでございます。当該業務と実施設計業務の一体性、連続性に鑑み、

実施設計業務を受託した業者が当該業務を受託した場合、業者は、対象物件の建築目的、建

築コンセプトなどを熟知していることに加え、実施設計図書の詳細及び現場状況などにも精

通していることから、内外各所の協議、調整も円滑に進むものと考えております。 

 正確な現場監理により、令和８年４月の統合、開校に向けたスケジュールの上、リスク低

減が期待できますので、当該業務は、実施設計業務を受託した業者が引き続き行うことが合

理的であると考えたところで、特命随意契約を締結したところでございます。 

 今回のこの部分につきましても、本町の随意契約ガイドラインの適用基準にも照らし合わ

せながらさせていただいたというところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 木内議員。 

〇１１番（木内利雄） 理事、私は実施設計と監理業務は、これは一体やと思っています。そ

うやから、私はそれは大賛成です。反対する人もいてるかもわかりませんけどね。そうやか

ら、実施設計と監理業務は、これは一体で入札とか契約をされるほうがいいかと思います。

これは分離したら、私はぎくしゃくすると思いますよ、現場が、建築現場が。そうやから、

それは一体でやられるのも、私はそれは全く反対しませんし、賛成でございます。そこのと

ころは分けて、だから、整理しておきますよ。基本設計と実施設計は、これは一緒の業者で

なかったらあかんというのはもうやめてください。そうやから、入札の庁舎内のルールがあ

ることは、そんなものは百も承知です。監査委員もそのことは寛容に捉えて、こんな高額や

のにと書いてあるけれども、監査委員はそれを了としています。私は了とはしませんけどね、

そのことは。ただ、今の監理業務に関しましては、実施設計と監理業務に関しては一体でや

られるほうが私はいいんじゃないかと思います。現場がスムーズにいくと思いますよ。そう

やから、そこら辺は庁舎内で細かいところは整理させていただければ結構かなと思います。 
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 そこで、町長に答弁をお願いするんですが、壇上で述べました、随意契約を全て否定する

ものではございません。先ほど壇上で申し上げたように、贈収賄事件なんかのお話をさせて

いただきました。人間は弱い者で、心のちょっとした隙間に魔が入ってくる、悪魔が入って

くる。よって、このような悲劇、先ほど壇上で申し上げたような悲劇が二度と起こらないよ

うに、阪本町長のさらなる監理、監督、また、リーダーシップを求めておきますが、よろし

いでしょうか。 

〇議長（遠山健太郎） 阪本町長。 

〇町長（阪本正人） 今、木内議員のご質問でございます。 

 やはりそういうふうなところにつきましては、リーダーシップを発揮しながら進めていか

なければならないというふうな形で思っております。今、新中学校の基本設計と実施設計と

監理設計の部分でるるご意見を頂きました。先ほど理事のほうから答弁させていただきまし

たように、庁内には随意契約のガイドラインというのがありますので、その部分に基づきま

して、今回、そういうふうな形で特命の随意契約をさせていただいたという経緯がございま

す。 

 これを進めるに当たりましても、私、その当時、まだ副町長をさせていただいていたとき

だったんですけど、いろいろと全国的にどういうふうな形で取扱いをしているのかなという

ふうな部分で調べさせていただきました。その中で、九州だったとは思うんですが、あるい

ろんな団体の中で、そういうふうな形で取扱いをされている自治体も、多数と言ったらおか

しくはなるわけなんですが、あったようには記憶しておりまして、そういうふうな形でガイ

ドラインも改正をしながら、スムーズに事業が進むような形で取り扱ったらどうなのかなと

いうふうな部分でも検討させていただきまして、今回、そういうふうな形のガイドラインに

なったのかなというふうな記憶は持っておるところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 木内議員。 

〇１１番（木内利雄） 随契で申し上げておるんですけど、やっぱり職員と業者の間が随契で

ずーっと長いことやると、先ほど壇上で申し上げたような、お互い業者も職員も緊張感がな

くなる。そこで心の隙間へひゅっと業者が入ってくる。先ほどのような不祥事が発生する。

だから、そういった間で一定の緊張感を持って業務に当たれるように、また、随契でも一定

の緊張感を持ちながら業者と接するようにしなければ、また同様なことが起こりかねません

ので、町長、しっかりとお取り組みいただきますように求めておきます。よろしいでしょう

か。 
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〇議長（遠山健太郎） 阪本町長。 

〇町長（阪本正人） 今、木内議員のご意見等につきましては、重々認識はしているところで

ございますので、今後そのような形で前向きに進めていけたらいいのかなというふうには考

えているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 木内議員。 

〇１１番（木内利雄） それじゃ、次、全く話は替わりますが、落雷防止について。 

 町長、ありがとうございます。 

〇議長（遠山健太郎） 丸橋教育部理事。 

〇教育部理事（丸橋秀行） それでは、落雷事故の防止対策について、上牧町立学校の登下校

中及びクラブ活動における対策についてのご回答をさせていただきます。 

 落雷対策につきましては、令和７年４月11日付文部科学省発出、落雷事故の防止について

による依頼を受けまして、各学校におきまして、文書内容を踏まえ、子どもたちの安全に十

分留意しながら指導に当たっております。また、５月の校園長会でも、改めて安全対応につ

いて周知をしているところでございます。 

 昨今、突発的な気象変化も多く見られることから、天気や気象情報、上空の雲の様子など

について、危険要素や不安要素を感じたりしたときには、職員間で伝え合い、共有している

ほか、雨雲の分布や移動の様子、天気の変化などを確認できる気象アプリを用いて、リアル

タイムの適切な情報をキャッチしております。事業者や部活担当者だけでなく、誰もが指示

を提案できるようにと伝えているところでございます。また、管理職へはできるだけ早くそ

の情報を伝えるよう周知しているところでございます。 

 特に部活動におきましては、奈良市の事故以来、雷の危険、兆候が確認された時点でちゅ

うちょなく練習、試合などの活動を中止することを徹底されております。また、下校時間に

雷の危険、兆候が確認された場合には、安全が確認されるまで児童、生徒を学校にとどめお

く対応が行われております。その他、登下校中に雷に遭遇した場合につきましては、近くの

建物などに避難し、雷鳴がやんだ後も10分以上屋内待機した後、屋外に出ることができるか

どうかを判断するよう指導するなどし、子どもたちの安全対応について慎重に対応している

ところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 木内議員。 

〇１１番（木内利雄） ありがとうございます。 

 今日の読売新聞ですけれども、帝塚山の事故ですよ、この事故では、現在も中学生の男子
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生徒１人が意識不明の重体となっているという記事が今日の読売新聞に載っておりました。

ということは、５か月、もう意識不明のままなんですよね。だから、お父さん、お母さん、

保護者にとったら、どういう思いでこの５か月間を過ごしたのかなと思うと、やるせない気

持ちであります。こういった事故が起こらないようにしっかりとお取り組みいただくことを

強く求めておくのと同時に、地域クラブ活動等に関しましても、文科省のほうからしっかり

と目をみはるようにということでございますので、そこもしっかりとお取り組みいただくよ

うに申し上げておきます。 

 それでは、この質問は結構です。 

 それじゃ、次、ラスパイレス指数についてお伺いをいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 髙木総務部理事。 

〇総務部理事（髙木真之） それでは、本町の直近のラスパイレス指数についてのご質問でご

ざいます。お答えさせていただきます。 

 直近のラスパイレス指数につきましては、94.3でございます。 

〇議長（遠山健太郎） 木内議員。 

〇１１番（木内利雄） 私のほうでちょっと調べさせていただいたんですが、全国の平均が、

町村の平均が令和６年４月１日で96.4ポイント、こういうことですけれども、これは間違い

ございませんでしょうか。 

〇議長（遠山健太郎） 髙木総務部理事。 

〇総務部理事（髙木真之） そのとおりでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 木内議員。 

〇１１番（木内利雄） そこで、本町上牧町において、ラスパイレス指数を１ポイント上げれ

ば、必要な財源、これはどの程度になるのか。また、職員１人当たりの給与増額はどの程度、

年間で結構ですから、年間どの程度。要は、ラスパイレス指数を１ポイント上げたら、全職

員の必要財源はどのくらいか、職員１人当たりの給与は年間どの程度増額になるのか、答弁

を頂きたいと思います。 

〇議長（遠山健太郎） 髙木総務部理事。 

〇総務部理事（髙木真之） ラスパイレス指数を１ポイント上げることにつきまして、試算い

たしましたところ、年間約900万円の予算が必要でございます。職員１人当たりに換算いたし

ますと、これも約３万9,000円程度ということでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 木内議員。 
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〇１１番（木内利雄） 次に、先ほど申し上げた全国の町村の平均が96.4ポイント、上牧町と

の差は2.1ポイントなんですが、全国平均まで、つまり、ラスパイレス指数を今の上牧町の94.3

から2.1ポイント上げると、年間どの程度の財源が必要なのか、職員１人当たりの給与増額は

どの程度なのか、お答えを頂きたいと思います。 

〇議長（遠山健太郎） 髙木総務部理事。 

〇総務部理事（髙木真之） 全国平均まで上げるという形になりますと、その差2.1ポイントと

いうことでございますので、1,900万円程度の予算が必要でございます。そして、職員１人当

たり８万2,000円程度の予算でございます。 

〇議長（遠山健太郎） 木内議員。 

〇１１番（木内利雄） そこで、町長、理事とかではこれ以降は答えられないと思うので、町

長にお伺いするんですが、職員も労働者なんですよ。よって、今申し上げたように、全国の

町村の平均のラスパイレス指数は96.4。本来ならば、96.4にせんと、上牧町の職員は2.1ポイ

ント低くなっておるんですよね。これはやっぱりモチベーションにも関わりますので、でき

るだけ96.4ポイントに近づけるという方向で私は訴えたいし、町長のお考えをまずお伺いし

たいと思います。 

〇議長（遠山健太郎） 阪本町長。 

〇町長（阪本正人） 今、木内議員がおっしゃっていただきました町村の平均が96.4というこ

とで、上牧町が94.3で、ちょっと過去に遡らせていただきましたが、令和３年が93.0なんで

す。令和４年が93.7、令和５年が93.8というような形になっておりまして、今、94.3なので

0.5ポイント上がっているというふうなことになっております。言えば、この部分につきまし

ては、経験年数や学歴の問題でラスパイレス指数が変わってくるというふうな形になってき

ますので、上牧町の職員につきましても、年数が上がってくれれば給料の階層も上がってき

ますので、町村の平均には追いつかないかもわかりませんが、またラスパイレス指数につき

ましては今以上になってくるのかなというふうには今考えているところでございます。 

〇議長（遠山健太郎） 木内議員。 

〇１１番（木内利雄） そのとこら辺は、詳しいところは私は不明なんですけれども、要は来

年度、今申し上げているのは令和６年４月１日現在の話ですけれども、いつの日か令和７年

４月１日のラスパイレス指数が、上牧町も含めて全国の市町村のが出てくると。令和７年度

４月１日はどのようなラスパイレス指数になっている見込みなんでしょうか。 

〇議長（遠山健太郎） 髙木総務部理事。 
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〇総務部理事（髙木真之） 今現在のところ、まだ試算はできておりません。 

〇議長（遠山健太郎） 木内議員。 

〇１１番（木内利雄） 町長、要は、0.5でも１でもラスパイレス指数を上げて、できるだけ全

国平均まで持っていくと。同じ仕事をしながらですよ、年間に直して、５万円も６万円も他

の町村よりも少ない給料ですと、モチベーションが上がらない。人は石垣、人は城ですから、

人が全てですから、上牧町でラジオを作っているわけでもないし、テレビを作っているわけ

でもないし、サービス業なんですから、人が全てですから。よって、次の令和７年４月１日

のラスパイレス指数のポイントを楽しみにしておりますけど、できるだけ、町長、ご努力い

ただいて、１ポイントで約900万円です。 

 私、これをするに当たって、あなたのまちの財政状況というのを精読してきました。これ、

精読したら、やっぱり言いにくいところはあるんですよ。言いにくいところはあるんですが、

ここにおる職員も全部労働者なんです。ですから、他の町村と同レベルまでできるだけ早い

うちに持っていく。あかんかったら１ポイントでも上げると、引き上げるというご努力を頂

きたいと思いますが、いかがですか。 

〇議長（遠山健太郎） 阪本町長。 

〇町長（阪本正人） この話をしたら、木内議員には考え方が違うんじゃないかなというふう

な話をちょっと言われるかもわかりませんけど、今、給料につきましては、国の基準に応じ

た形でやらせていただいているというところも、基準じゃないですけど、町村独自の部分で

やらせていただいている部分があるんですけど、今、国におきましては、人事院勧告、また

秋以降ぐらいですかね、には金額がはっきりしてくるわけなんですが、今のところ１万1,000

円ぐらいの金額が示されておりますので、その部分についてはラスパイレス指数とは関係な

いだろうと言われたらそうかもわかりませんが、そうやって国の基準に準じて人事院勧告に

応じた形で町もやらせていただいておりますので、昨年度と違った人事院勧告が今回お示し

を多分していただけると思いますので、その部分についても、やはり若年層から高齢の方ま

で、同じような金額に今回はなるというようなことも聞いております。 

 去年でしたら、高齢の部分につきましては、なかなか金額幅が少なかったというふうには

思っておりまして、やはり一律の、ある程度同様の金額になってくると思いますので、やは

り今言っていただいたモチベーションにつきましても、その辺については少しは考え方も変

わってくるのかなというふうに思っておりますので、その辺はご理解のほうをよろしくお願

いしたいと思います。 
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〇議長（遠山健太郎） 木内議員。 

〇１１番（木内利雄） 町長、分かりながら答弁してはるんやけれども、その人事院勧告なん

かは全国がやられるんです。上牧町だけがやるわけじゃないわけですから、ラスパイレス指

数が上牧町が上がることには全く関係ございません。私の申し上げているのは、ラスパイレ

ス指数をできるだけ全国平均の96.4に上げてくださいと、上げたらいかがですかということ

を申し上げているので、町長も、山辺のこと、また、ここの中学校のこと等々あるから、そ

れがあるから難儀やなと思って、いい回答はできないんだと思いますが、しかし、そのこと

と、ラスパイレス指数、職員の給与を抑えておく、労働組合がないわけですから、労働組合

がない中で一生懸命頑張っていただいているので、やっぱり町長、そこら辺は職員も一労働

者だということをしっかり捉まえて、職員にも家庭があるわけですから、しっかりとお取組

を、努力をされるように強く申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。ありがとう

ございました。 

〇議長（遠山健太郎） 以上で、11番、木内議員の一般質問を終わります。 

 これで本日の一般質問を終わります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎散会の宣告 

〇議長（遠山健太郎） 本日はこれで散会いたします。皆様、お疲れさまでした。 

 

    散会 午後 ２時３７分 
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令和７年第３回（９月）上牧町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第４号） 

 

令和７年９月２２日（月）午前１０時開議 

 

第 １       決算特別委員長報告について 

第 ２ 認第 １号 令和６年度上牧町一般会計歳入歳出決算認定について 

第 ３ 認第 ２号 令和６年度上牧町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ４ 認第 ３号 令和６年度上牧町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ５ 認第 ４号 令和６年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

第 ６ 認第 ５号 令和６年度上牧町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ７ 認第 ６号 令和６年度上牧町水道事業会計決算認定について 

第 ８ 認第 ７号 令和６年度上牧町下水道事業会計決算認定について 

第 ９       総務建設委員長報告について 

第１０ 議第 １号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

第１１ 議第 ２号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 

第１２ 議第 ３号 上牧町税条例の一部を改正する条例について 

第１３ 議第 ６号 令和７年度上牧町一般会計補正予算（第４回）について 

第１４ 議第１０号 令和７年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１回）

について 

第１５ 議第１２号 避難所運営資機材購入契約の締結について 

第１６ 議第１３号 塵芥車両（３トン並びに２トンパッカー車）購入契約の締結について 

第１７ 議第１４号 上牧中学校新校舎厨房機器購入契約の締結について 

第１８ 議第１５号 上牧中学校新校舎家具・什器等購入契約の締結について 

第１９       文教厚生委員長報告について 

第２０ 議第 ４号 上牧町下水道条例の一部を改正する条例について 

第２１ 議第 ５号 奈良県葛城地区清掃事務組合規約の一部を変更する規約について 

第２２ 議第 ７号 令和７年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）について 
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第２３ 議第 ８号 令和７年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）について 

第２４ 議第 ９号 令和７年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第１回）について 

第２５ 議第１１号 令和７年度上牧町下水道事業会計補正予算（第１回）について 

 

本日の会議に付した事件 

第１から第２５まで議事日程に同じ 
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                     ◇                    

 

出席議員（１２名） 

      １番  上 村 哲 也        ２番  氏 原 賢 一 

      ３番  竹 中 亮 造        ４番  安 中   和 

      ５番  東   初 子        ６番  牧 浦 秀 俊 

      ７番  服 部 公 英        ８番  竹之内   剛 

      ９番  石 丸 典 子       １０番  康 村 昌 史 

     １１番  木 内 利 雄       １２番  遠 山 健太郎 

 

欠席議員（なし） 

 

                     ◇                    

 

地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

  町    長 阪 本 正 人 教 育 長 永 井 工 仁 

  総 務 部 長 中 川 恵 友 都市環境部長 吉 川 昭 仁 

  健康福祉部長 山 下 純 司 総 務 部 理 事 髙 木 真 之 

  住民生活部理事 山 本 敏 光 教 育 部 理 事 丸 橋 秀 行 

  総 務 課 長 野 村 浩 之 

 

                     ◇                    

 

職務のため議場に出席した事務局員 

  議会事務局長  金 﨑 恭 彦    書    記  森 本 香寿美 

  書    記  林   大 貴    書    記  大 関 誉 文 
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    開議 午前１０時００分 

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（遠山健太郎） おはようございます。そして、傍聴席並びにユーチューブで傍聴の皆

様もおはようございます。本日は、河合町議会より厚生建設委員会、長谷川伸一委員長が傍

聴に来られています。ありがとうございます。 

 ただいまの出席議員数は12名です。定足数に達しておりますので、これから本日の会議を

開きます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議事日程の報告 

〇議長（遠山健太郎） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。それでは、日程表に

従い、順次議事を進めてまいります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎決算特別委員長報告について 

〇議長（遠山健太郎） 日程第１、決算特別委員長報告について。 

 康村委員長、報告願います。 

 康村委員長。 

          （決算特別委員長 康村昌史 登壇） 

〇決算特別委員長（康村昌史） 皆さん、おはようございます。令和６年度決算特別委員長の

康村昌史でございます。決算特別委員会の報告を行います。 

 当委員会に付託されましたのは、認第１号 令和６年度上牧町一般会計歳入歳出決算認定

について、認第２号 令和６年度上牧町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、

認第３号 令和６年度上牧町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、認第４号 

令和６年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について、認第５号 

令和６年度上牧町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、認第６号 令和６年度上牧

町水道事業会計決算認定について、認第７号 令和６年度上牧町下水道事業会計決算認定に
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ついて、以上７議案については、令和７年９月12日、16日の２日間開催し、全委員出席の下、

全議案を慎重審議し、採決の結果、全議案について異議なく認定すべきものと決定いたしま

した。 

 次に、各委員からの議案の主たる質疑内容を報告いたします。 

 認第１号 令和６年度上牧町一般会計歳入歳出決算認定について。 

 本議案における審議は、総括、歳入、歳出の３つに分けて行いました。 

 最初に、総括について、以下の質疑応答がありました。 

 問い。町税の徴収率が過去10年間90％前後で推移し、県内や全国の自治体の徴収率に比べ

低い状態が続いてきたが、主たる原因として、旧レインボー法人の固定資産税の大型滞納に

よるものと説明を受けてきた。大手スーパーの進出が決まり、工事も進むが、今後の町税の

徴収率はどうなるか。答え。個人や法人からの税の収納は特に悪くないので、今後、大型滞

納の問題が解決すると、令和10年度ぐらいから町税の徴収率の数値は向上していくものと考

えている。 

 また、問い。過去10年間順調に地方債残高が減少したが、新クリーンセンターの分担金や

上牧中学校新築工事により、令和６年度は17億8,000万円増加し、残高総額は約122億円とな

った。財政の悪化を懸念するが、この傾向は続くのか。答え。増加傾向は大型事業が完了す

るまで今後数年は続くものと考えている。中長期財政計画の詳細は、今週改めて示させてい

ただく。 

 また、問い。令和６年度上牧町一般会計等歳入歳出決算審査意見の入札及び契約関係につ

いて、入札実施件数は83件でありましたが、入札の種別ごとの件数をお伺いします。答え。

工事請負契約が42件、備品等の購入契約業務が９件、委託業務が26件、賃貸借業務が５件、

売却に関して１件の計83件です。 

 また、問い。町制50周年を記念して、令和４年12月１日から上牧町のご当地ナンバープレ

ートを作成して、無料で交換していますが、令和７年７月30日時点で、50ｃｃ以下は800枚作

成して、残り60枚、90ｃｃ以下は20枚作成して終了、125ｃｃ以下は180枚作成して、残り42

枚です。残り少なくなったご当地ナンバープレートは今後も作成するのかお伺いします。答

え。ナンバープレートの残数を注視しながら、新排気量を考慮した上で、引き続き需要があ

る場合は追加作成について検討します。 

 続きまして、認第１号 令和６年度上牧町一般会計歳入歳出決算認定、歳入について、以

下の質疑応答がありました。 
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 款１町税、町民税個人分について。問い。町民税個人分の所得割額は前年に比べ約6,400

万円減額となった要因は。答え。主な要因は定額減税である。また、町民税法人税割につい

て。問い。法人税割が前年に比べ26.6％の伸びとなった要因は。答え。製造業における販売

が伸びたためである。 

 次に、問い。決算書、歳入16ページから25ページ、不納欠損額について、それぞれ項別に

主な理由をお伺いします。答え。町民税については国外退去、固定資産税については課税土

地名義人死亡に伴う相続人不明、軽自動車税についてはナンバープレートの紛失、盗難、使

用料については生活困窮者です。 

 また、問い。住民税を滞納していた方から話を伺う機会がありました。納める気持ちがあ

ったのに上牧町から連絡もなく、銀行口座から引き落とされたとのことです。銀行から連絡

があり、その事実を知ったようです。滞納していた方の肩を持つわけではありませんが、住

民税に限らず、滞納、収入未済者に対して督促の方法をお伺いします。答え。納期限までに

完納していない場合、納期限後20日以内に督促状を発送、滞納者が督促を受け、督促状を発

した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえ

なければならないとありますが、現状は、滞納者の個別事情を鑑み、催告文書を送付してお

ります。催告文書を送付することで、滞納者から電話や窓口来庁などの応答があり、分割で

の納付相談を受け付けている状況です。それでも応答がない場合や、連絡もなく、分納約束

が守られない場合、財産があるにもかかわらず現実的な支払いが計画されない場合は、差押

えを行っている状況です。 

 続きまして、款11交通安全対策特別交付金実績報告書について。問い。内容について伺い

ます。この反則金はどのように使われていますか。答え。道路の破損、修理等に使用してい

る。 

 また、款14国庫支出金、保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金

について。問い。この事業内容は人間の尊厳を守る大切な意味を持っています。早速取り入

れられたのですね。答え。保育所を対象として先駆けて行いました。 

 また、款15県支出金、地域自殺対策強化交付金について。問い。第２期自殺対策計画を作

成されましたが、第１期との違いは。答え。第１期と第２期の計画の内容に大きな違いはご

ざいません。上牧町では自殺ゼロの町を目指して取り組んできましたが、目標としていた自

殺ゼロについては達成できていない状況です。それを踏まえて、第２期では自殺者数が下回

っていくように、引き続き取組を行っていきます。 
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 次に、問い。昨年９月から始めた天ぷら油の回収は、決算書の何ページに掲載されている

のかお教えください。答え。リサイクル収益金236万7,133円の中に入っており、廃油の内訳

は2,664リッター出していただき、７万1,928円の歳入です。 

 続きまして、歳出について以下の質疑応答がありました。 

 款２総務費、防災行政無線管理費、防災行政無線関係消耗品交換委託料について。問い。

聞こえづらいという苦情を以前より聞きますが、どうしたらよいのでしょうか。答え。その

方が直接役場に連絡してくだされば、その地域に行き、方向や音などを調整させていただき

ます。 

 また、地域の安全安心推進事業費、防犯カメラ設置工事について。問い。今後、何台まで

予定していますか。答え。令和７年度が最後で、あと４台です。今後は最初につけたものか

ら更新していきます。 

 また、協働のまちづくり公募型補助金事業費について。問い。毎年応募数が少なくなって

いますが、今後の方針は。答え。４月から５月の一次募集で予算が余れば、第２次募集の応

募をかけます。また、令和７年度から要綱を緩和しております。 

 次に、コミュニティーバス運行費について。問い。運行はバス３台だが、乗車できないと

きに対応する待機者の出動状況はどうか。答え。令和７年９月１日から15日の間はささゆり

号が４回、ペガサス号が４回、ほほえみ号が17回である。 

 また、大阪・関西万博奈良県実行委員会事業費について。問い。上牧町からは何か販売等

はされましたか。答え。商工会の協力により黒カレーを販売しました。問い。万博に参加し

た結果、成果は。答え。令和６年度においては、関西パビリオン多目的エリアでの出展準備

や、シグネチャーパビリオンと連携した動画制作を行いました。そして、令和７年度におい

て出展し、しっかりとアピールできたと思います。 

 続きまして、文化センター及び庁舎西館照明器具ＬＥＤ化更新工事実施設計業務委託料に

ついて。問い。脱炭素の取組として必要な事業だと考えるが、ＬＥＤの耐用年数は何年間ぐ

らいを想定しているのか。また、今回の工事以外にセンター内のＬＥＤ化を図る場所はある

のか。答え。耐用年数は４万時間、約10年を想定している。ホール及び舞台天井のＬＥＤ化

は今回の事業計画には含まれていない。 

 続きまして、款３民生費、社会福祉総務費について、難聴児補聴器購入費助成について。

問い。対象者は身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の18歳未満となっている。

18歳を超えると成人とされるが、学生や、働いていても所得はまだ多くない年代である。対
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象年齢の拡大など、聞こえるための支援についての見解はどうか。答え。奈良県の助成事業

であるので、奈良県へも要望し、支援策について調査研究する。 

 次に、款４衛生費、地域猫不妊手術費助成事業費について。問い。一般的に雄猫が１万円

から１万5,000円、雌猫が２万円から３万円の手術費用がかかると聞いておりますが、上牧町

は雄雌ともに4,000円に疑問を持っているので、お考えをお聞きします。答え。奈良県の地域

猫対策支援事業に上牧町も登録をしておりますので、県の予算の範囲内で補助を活用しなが

ら進めてまいります。 

 続きまして、款５農林商工業費、有害鳥獣被害防除事業費について。問い。有害鳥獣処分

委託料の内訳と最近の出没状況と対策について。答え。決算額は６万9,300円。処分の内訳と

して、40キロ以上のイノシシ２万9,700円を１頭分、10キロから40キロ未満１万9,800円を２

頭分、処分料である。イノシシ出没については、９月の平日午前中に上牧二中から連絡があ

り、その日に担当課が学校側と現場確認を行い、忌避剤を散布した。また、商工会補助金に

ついて。問い。補助金は令和５年度決算額に比べ50万円増加の250万円であるが、説明を。答

え。さくら祭りの開催など、町の活性化のため様々な事業をされているので、増額した。 

 次に、笹ゆり回廊整備事業費について。問い。笹ゆり回廊に案内看板が設置され、町内の

歴史文化遺産を有する回廊の存在が明確になり、迷うことなく周遊できるようになった。笹

ゆり回廊をさらにアピールする方策はこれからも継続してほしいが、具体的な取組はあるの

か。答え。昨年度、案内看板の設置とともに、上牧町ウォーキングマップを新たに作成し、

近隣の道の駅や町内の公共施設において多くの人に手に取ってもらえるようにした。引き続

き、笹ゆり回廊の周知を図る取組は前向きに進めていきたいと考えています。 

 続きまして、款６土木費、道路冠水防止対策事業費委託料、道路冠水防止対策設計業務委

託料について。問い。水路工事の進捗計画について、上牧第二小学校の冠水区域の防御柵の

耐久性はどうか。答え。令和６年度に測量発注業務を発注していたが、ゲリラ豪雨により冠

水したことで、仮設対策として追加測量を行い、令和７年度に繰越し業務を実施している。

緊急対策としては、板で一時的に対策をしているが、今年度の台風シーズンについては随時

注意し、確認しながら対策を取っている。 

 また、町営住宅等運営基本方針策定委員会について。問い。委員会が開催されなかったが、

説明を。答え。廃止する第１住宅、第２住宅の入居者の移転先が確定できなかったためであ

る。 

 続きまして、款７消防費、防災井戸設置工事について。問い。防災井戸設置工事費は約1,625
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万円で、予算に対し57％の決算額であるが、説明を。また、今後、防災訓練などでの使用の

予定は。答え。工事には３社の入札があったが、１社が辞退し、２社の競争で決定した。防

災井戸は今後の防災訓練等での使用を予定している。 

 続きまして、小学校振興費、上牧小学校水泳事業委託料について。問い。令和６年、７年

度の検証結果は、見学された中での内容を踏まえて、上牧第二、第三小学校にも導入する予

定はないのか。答え。令和７年度終了していないが、学校側からは来年度以降も継続希望が

ある。指導内容について、見学時には１年生だったのでみんなで指導を受けていたが、２年

から６年生については泳力別に班編成で行われている。他の２校については学校にプールが

あり、上牧小学校は自校のプールを使用できないため、代替措置で行っている状況であるが、

専門的な指導を受けることができて、天候に左右されないなどのメリットもあるので、これ

から検証を検討していきたい。 

 また、問い。令和６年、令和７年の２か年の委託事業であるが、委託先と実施内容の説明

を。答え。委託先は株式会社イトマンスイミングスクール王寺校、実施回数は１学年４回、

送迎バスによる移動水泳指導は、日本水泳連盟基礎水泳指導員の資格を持った指導員、期間

は６月から11月である。 

 また、体育施設費、町民プール管理委託料について。問い。令和６年、７年の利用状況、

プール温度の管理、暑さ対策についてはどのようにされているのか。答え。利用者は、令和

６年度3,299人、令和７年度3,585人である。水温等の管理は委託業者が定期的に水温と塩素

の管理をしている。暑さ対策としては、１時間に１度10分の休憩を取り、老朽化していたプ

ールサイドのテントを新しく張り替えて日陰を確保している。 

 また、工事請負費、第２体育館西側駐車場整地工事、アスファルト舗装工事について。問

い。工事についての進捗状況、駐車場のフェンスは設置されるのか。答え。令和６年度につ

いて整地は完成しており、フェンスについては設置はせずに、三角コーンを置いて対応して

いく。駐車場内の白線は空調工事が終わり次第、今年度中に整備する予定である。 

 また、町民体育館空調整備事業費について。問い。第１、第２体育館の使用予定と完成予

定はどうなっているのか。答え。第２体育館については空調機が使用できないが、10月より

アリーナのみの使用可能の周知をしている。空調機は11月末完成の見込みである。 

 また、フリースクール事業費について。問い。フリースクール事業は安定的に継続してほ

しいと考えるが、現在、不登校児童、生徒は何人いるのか。また、フリースクールに登録し

た児童、生徒数は令和６年度11名と聞いたが、今年度の登録児童、生徒数、実際に通ってい
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る人数、卒業後も顔を出してくれている生徒数はそれぞれ何人か。答え。今年度の30日以上

の不登校児童、生徒数は、１学期終了時点で小学校と中学校合わせて計８名である。フリー

スクールに登録している児童、生徒は計10名、継続的に通っている児童、生徒は３名で、そ

のうち卒業後も顔を出してくれている利用者は１名である。 

 また、学校支援向上事業費、上牧町放課後塾まきっ子塾について。問い。基礎学力の向上

や学習習慣の定着を目的とした放課後塾まきっ子塾は、上牧町独自の意欲的な取組と考える

が、学習アドバイザーの人数、資格要件、指導単価はどうなっているか。答え。学習アドバ

イザーは令和６年度65名である。資格要件は、従来、小・中学校の教職経験者、免許を持つ

方、小・中学校の教員志望の学生としてきたが、昨年度から人員確保の理由から、幼稚園教

諭、保育士の免許を持つ方もやっていただけるよう要件を緩和した。指導単価は１時間1,500

円である。 

 また、体育施設費、バスケットゴール設置工事について。問い。住民の声から提案したバ

スケットゴールだが、非常にハイレベルなものを東公園に設置されたことは喜ばしい。同時

に、使用上の注意書きを立てることも提起したが、町の取った対応策を教えてほしい。答え。

バスケットゴールの支柱ポールに保護パッドを巻き、その上に注意喚起の表示プレートを貼

りつける対応を取った。 

 続きまして、認第２号 令和６年度上牧町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て。 

 問い。歳入、款１国民健康保険税の不納欠損額、執行停止理由、その他10件の欠損理由を

お伺いします。答え。10件全てが外国人の国外退去によるものです。また、歳出、款１総務

費、システム改修委託料について、問い。委託料は約686万円で、予算に対する執行率は71％

であるが、説明を。答え。実績での金額であり、財源は全額が国庫補助金及び特別調整交付

金であるが、翌年度精算になる。問い。保険証の新規発行終了に伴い資格確認書が発行され

たが、発行数は。また、保険税滞納世帯の対応はどうか。答え。令和７年７月現在で1,431

件交付している。保険税滞納がある世帯には特別療養費のお知らせ文書を同封して、資格確

認書を交付。 

 次に、款４保健事業費の人間ドック等助成事業について。問い。国保の助成金を受けて人

間ドックを受診している人は対象年齢の何％くらいか。また、人間ドックに係る実際の費用

は幾らぐらいか。答え。令和６年度人間ドックを受けた人は430人、脳ドック57人を含む対象

年齢の約14.4％である。人間ドックの受診費用は検査項目により幅があるが、平均すると１
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人当たり約３万8,000円を助成している。 

 続きまして、認第３号 令和６年度上牧町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いて。 

 問い。歳入、款１後期高齢者医療保険料の不納欠損額の執行停止理由、その他19件の欠損

理由をお伺いします。答え。19件全てが相続人の不存在です。 

 次に、後期高齢者医療保険料について。問い。令和８年度は２年ごとの保険料の改定があ

るが、子ども・子育て支援制度による新たな負担金があるのか。答え。後期高齢者医療広域

連合で検討されている。 

 続きまして、認第５号 令和６年度上牧町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について。 

 問い。歳入、款１保険料の不納欠損額の執行停止理由、その他55件の欠損理由をお伺いし

ます。答え。生活保護受給世帯になられたことで、少しずつ納入していただく方もいらっし

ゃいますが、生活のほうを重要視したのと、お亡くなりになった方の相続人が相続放棄され

たというのが主な理由です。 

 また、款３地域支援事業費、配食見守り支援事業費について。問い。配食見守り支援事業

の利用者数は。答え。令和６年度において、19件の方が配食見守り支援事業を利用していま

す。問い。金額は発生していますか。答え。課税世帯の方が300円、非課税世帯の方が200円

です。配達については２社の会社が配食しています。 

 また、緊急通報見守り支援事業費について。問い。町内では何件利用していますか。答え。

町内では65歳以上の独り暮らしの方で207件が利用している。 

 さらに、生活支援体制整備事業費委託料について。問い。助け合いの利用人数は。答え。

令和６年度は延べ208件です。問い。助け合いサポーターのメンバーの数は。答え。20人です。

問い。マッチングを行う人は。答え。社会福祉協議会に委託し、生活支援コーディネーター

の資格を持つ者が行います。問い。この事業内容は。助け合いのマッチングや気になる会議

のコーディネートを行います。 

 続きまして、認第６号 令和６年度上牧町水道事業会計決算認定について。 

 問い。令和７年度から広域水道一体化により、奈良県広域水道企業団へ引き継がれ、管路

更新事業が実施される。引き継がれる利益剰余金の総額と令和７年度の事業説明を。答え。

利益剰余金の総額は約12億1,638万円。令和７年度の事業は、管路更新工事が緑ケ丘地区420

メートル、更新設計が服部台地区1,800メートルである。また、施設更新費について。問い。

排水ポンプ、インバーター・コンバーター更新工事費500万円が執行されていないが、説明を。
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答え。部品が入ってこなかった。今後、広域企業団で実施されることになる。 

 最後に、認第７号 令和６年度上牧町下水道事業会計決算認定について。 

 問い。水洗便所改造資金融資利子補給金の交付状況は。答え。工事費用に対して融資が受

けられるよう、指定金融機関と協議し、融資のあっせんを行っている。返済終了後、町が利

子補給する事業で、令和６年度の交付は１件であった。 

 以上で令和６年度決算特別委員会の報告を終わります。 

〇議長（遠山健太郎） 委員長の報告が終わりましたので、ただいまより議案の審議に入りま

す。 

 

                     ◇                    

 

    ◎認第１号の質疑、討論、採決 

〇議長（遠山健太郎） 日程第２、認第１号 令和６年度上牧町一般会計歳入歳出決算認定に

ついて、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 この決算を委員長の報告どおり認定することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、この決算は認定することに決定されました。 

 

                     ◇                    
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    ◎認第２号の質疑、討論、採決 

〇議長（遠山健太郎） 日程第３、認第２号 令和６年度上牧町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算認定について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 この決算を委員長の報告どおり認定することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、この決算は認定することに決定されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎認第３号の質疑、討論、採決 

〇議長（遠山健太郎） 日程第４、認第３号 令和６年度上牧町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算認定について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 討論なしと認めます。 



 －14－ 

 これから採決いたします。 

 この決算を委員長の報告どおり認定することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、この決算は認定することに決定されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎認第４号の質疑、討論、採決 

〇議長（遠山健太郎） 日程第５、認第４号 令和６年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別

会計歳入歳出決算認定について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 この決算を委員長の報告どおり認定することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、この決算は認定することに決定されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎認第５号の質疑、討論、採決 

〇議長（遠山健太郎） 日程第６、認第５号 令和６年度上牧町介護保険特別会計歳入歳出決

算認定について、これを議題といたします。 
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 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 この決算を委員長の報告どおり認定することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、この決算は認定することに決定されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎認第６号の質疑、討論、採決 

〇議長（遠山健太郎） 日程第７、認第６号 令和６年度上牧町水道事業会計決算認定につい

て、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 この決算を委員長の報告どおり認定することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 
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〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、この決算は認定することに決定されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎認第７号の質疑、討論、採決 

〇議長（遠山健太郎） 日程第８、認第７号 令和６年度上牧町下水道事業会計決算認定につ

いて、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 この決算を委員長の報告どおり認定することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、この決算は認定することに決定されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎総務建設委員長報告について 

〇議長（遠山健太郎） 日程第９、総務建設委員長報告について。 

 服部委員長、報告願います。 

 服部委員長。 

          （総務建設委員長 服部公英 登壇） 

〇総務建設委員長（服部公英） 改めまして、おはようございます。７番、総務建設委員長の
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服部公英です。総務建設委員会の報告を行います。 

 総務建設委員会の審議日程は９月10日で、全委員出席の下、慎重審議いたしました。 

 次に、総務建設委員会に付託された議案は、以下のとおりです。 

 議第１号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、議第２号 職

員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、議第３号 上牧町税条

例の一部を改正する条例について、議第６号 令和７年度上牧町一般会計補正予算（第４回）

について、議第10号 令和７年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１回）

について、議第12号 避難所運営資機材購入契約の締結について、議第13号 塵芥車両（３

トン並びに２トンパッカー車）購入契約の締結について、議第14号 上牧中学校新校舎厨房

機器購入契約の締結について、議第15号 上牧中学校新校舎家具・什器等購入契約の締結に

ついて。 

 次に、主な質疑内容について。 

 議第２号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について。 

 問い。この条例改正の理由や目的は。答え。育児を行う職員の仕事と家庭の両立支援及び、

子の年齢に応じた柔軟な働き方の実現のため、第１号部分、休業に関する取得時間帯の制限

をなしとする。第２号部分、休業に関しては、１時間単位で１年につき10日を超えない範囲

で取得が可能となる。問い。改正によって具体的にどのような点が改善されるのか。答え。

これまで１日２時間以内の部分休業に限定されていたところ、改正法により全部または一部

の取得が可能となった。問い。現状の職員の育児休業の取得率はどの程度か。答え。令和７

年度になってから、新たに育児休業を取得した者及び前年度から引き続いて育児休業取得中

の職員を含めまして、10名取得している。育児休業取得可能者と実際に取得した者を率にす

ると90.9％となる。問い。男性職員の育児休業取得率はどうか。答え。令和７年になってか

ら、新たに育児休業を取得した者及び前年度から引き続いて育児休業取得中の職員を含めま

して、４名取得している。育児休業取得可能者と実際に取得した者を率にすると80％となる。

問い。休業取得が組織運営に支障を来さないよう、代替要員の確保や業務負担の工夫をどの

ように行うか。答え。代替要員確保の仕組み（臨時職員や再任用）、業務のチーム化、マニュ

アル化、早期の取得計画の共有を進めることで育児休業が組織運営に支障を来さないように

しています。 

 議第６号 令和７年度上牧町一般会計補正予算（第４回）について。 

 物価高騰対応交付金について。問い。物価高騰対応交付金約980万円の使途は。答え。食料
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品など、物価高騰で影響を受ける子育て世帯の家計を支援する。私立保育所・幼稚園、町立

幼稚園、小・中学校の給食費を２か月無料にする。 

 文化資源活用補助金について。問い。この補助金の活用目的は。答え。上牧銅鐸復元及び

鋳造体験シリコン型製作事業を実施し、復元銅鐸を作成して住民に触れてもらう。さらに、

ミニ銅鐸を作るための型を製作し、それを活用して家族でミニ銅鐸づくりを体験できる機会

を設け、上牧町の歴史文化に親しみ、学んでもらう。 

 問い。上牧銅鐸復元及び鋳造体験シリコン型製作委託料の財源振替について。１点目、県

の補助金、交付金について、103万4,000円で申請したにもかかわらず、交付決定が70万円と

なった理由について、県の同補助金予算1,550万円に対し、大幅に上回る８団体、2,700万円

の申請があり、うち不採択が500万円。2,200万円の申請を採択した結果、予算の比率で30％

カットし、申請の70％相当額を支給することになったためとのことで間違いないか。答え。

間違いない。問い。このような予算措置に対して憤りを覚えている。ただ、上牧町としては7

0％の補助金支給となったが、この事業は予定どおり実施するのか。答え。実施する。 

 問い。２点目、当初、予算時の本事業については、復元銅鐸の作成に工期６か月、レプリ

カについては工期３か月かかり、スケジュールとしては、本年５月から11月に実施と説明を

受けているが、スケジュール感について伺う。答え。業者とは５月中に契約済みで、復元銅

鐸については６月から作業に着手しており、12月には完成予定である。鋳造体験レプリカ製

作については、11月から着手し、12月末には完成予定である。鋳造体験については、年明け、

年度内のうちに親子講座を実施する予定である。 

 問い。３点目、せっかくの機会なので、同じく上牧町より出土したレプリカを作成した画

文帯神獣鏡と併せて、上牧町から出土したこの２つのレプリカを使い、まちおこしをされて

はどうか。答え。画文帯神獣鏡のレプリカについては、ペガサスフェスタやさくら祭り、現

在開催されている大阪・関西万博で展示をしているが、上牧銅鐸も同じように触れていただ

くような活用をしていきたい。 

 産後ケア事業委託料について。問い。利用者数増加の理由と今後について伺う。答え。双

子や多子家庭の利用が多く、支援が必要な母子に対して今後も利用が見込まれるため、補正

予算計上を行う。 

 塵芥焼却場跡地汚染土撤去工事事業費5,904万8,000円、塵芥焼却場跡地汚染土撤去工事施

工管理業務委託料360万8,000円、塵芥焼却場跡地汚染土撤去工事5,440万円について。問い。

土壌搬出の概要として、深度調査で基準値を超過した汚染土のあった箇所８区画において、
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土壌汚染対策法に基づき、汚染のあった深さ、１深度25センチ下から地表までの土壌を搬出

処分を行うと記載されているが、どのような汚染物が検出されたのか。答え。鉛、フッ素、

そしてヒ素です。問い。搬出処分される土壌容積は。答え。1,700立方メートルです。これは

10トンダンプカーで約200台分になります。 

 地方公共交通ニーズ調査業務委託料について。問い。予算600万円の根拠立て、積算根拠は。

答え。計画の状況整理で60万円、アンケート調査の検討130万円、集計、分析等で100万円、

報告書の取りまとめで60万円、打合せ会議等で50万円、アンケート発送、ウェブホームの構

築で130万円、成果品の納入で20万円で積算している。問い。対象を小学校区で1,000人掛け

る３で3,000人、全年齢平均で調査するという説明を受けたが、対象者をどう絞るのか。答え。

今のところはそこまで考えていない。年代別にできたらと考えている。問い。対象者3,000

人の抽出方法がとても難しい。総合計画等の無作為のアンケートとは意味が違うと思うが、

その辺りはどう考えているのか。答え。事業所とは協議したいと考えている。交通を考える

協議会で使用する資料として使用するためには、全ての交通に関わってくるので、デマンド

交通に限るのではなく、奈良交通のバスをどうするのか、タクシー業界がデマンド交通がで

きることによってどうなるのかや、全ての年代がどんな動きをしているのか分からないとい

けないので、全ての年代ごとの把握をして、上牧町にふさわしい交通がどれであるかを考え

るためのアンケートを実施したい。問い。この調査をどのように生かすのかを伺う。答え。

全ての住民の移動手段を調査し、その結果を基に、今後の公共交通の在り方を検討する。調

査結果は、コミュニティーバスやデマンド交通などの交通施策につなげるための基礎資料と

する。 

 部活動地域移行検討事業費について。問い。課題解決に取り組むとあるが、今課題はどの

くらいあるのか。答え。課題はかなりあるので、その検証をしていく。問い。財政負担、場

所代、指導者謝金、用具購入などの費用はどこが負担するのか。答え。この実証事業を実施

する間は教育委員会で負担する。それ以降は、検証結果次第により決定する。問い。実施期

間は。答え。令和７年11月から令和８年２月を予定している。 

 問い。１点目、今回の休日部活動の実証事業について、当初は本年のゴールデンウイーク

を予定していたが、今回、補正予算説明では本年11月から２月となっている。この時期に実

施することにしたのか。答え。中学校３年生の子どもたちのことを思い、部活動を引退して

から実証実験をするべきという意見もあり、地域の方との調整もできたので、11月から実施

することにした。 
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 問い。２点目、春から活動する７つの部活動のうち、今回実証実験をしない残る４つの部

活動、バレーボール女子、テニス部男子・女子、バスケットボール男子、吹奏楽部について、

現在、地域移行の進捗状況について説明を伺う。答え。バレーボール女子については、現在、

指導者を探している状況。バスケットボール男子については、スポーツ少年団からお声かけ

をいただいたが、令和８年度からバスケットボールの試合のルールが変わるということで、

子どもたちに戸惑いを生じさせるおそれもあり、今見送っている状態。テニスについては、

指導者は見つかっていないが、地域のスポーツクラブの方から、困っていたら力を貸します

よという言葉を頂いている。吹奏楽部については、現在、副顧問の先生に意思を確認したと

ころ、地域移行の指導者になってもいいという言葉を頂き、めどが立っている状況である。 

 問い。３点目、３月の一般質問において、総合型地域スポーツクラブに移行の受皿として

事務局をお願いするには、同スポーツクラブの理解と協力が不可欠で、今後、十分な協議、

調整を行いながら、その方向性を的確に見定めていきたいとの説明を頂いた。この質疑から

約半年、いよいよ半年後に中学校が統合し、部活動の地域移行が始まる中、上牧町の総合型

地域スポーツクラブとの協議、調整の進捗について伺う。答え。現状、総合型地域スポーツ

クラブ調整は、欠けていない状態である。 

 問い。部活動の地域移行がうまくいっている先進地に視察に行くと、地域移行が進んでい

る自治体のほとんどは、その地域にある総合型地域スポーツクラブとの連携がうまくいって

いる。やはり総合型地域スポーツクラブとの連帯は欠かせないと思うので、しっかりとした

対応をしていただきたいと思うがどうか。答え。その辺りはしっかりと調整していきたいと

考えている。 

 財政調整基金について。問い。財政調整基金約８億6,000万円の使途は。答え。中学校建設

と、やまとｅｃｏクリーンセンター建設事業における町債の償還が令和10年度以降増えるの

で、財政調整基金の活用は慎重に行う。 

 以上、慎重審議の結果、９議案全て異議なく可決することに決しました。 

 これで委員長報告とさせていただきます。 

〇議長（遠山健太郎） 委員長の報告が終わりましたので、ただいまより議案の審議に入りま

すが、ここで暫時休憩とし、再開は11時５分とします。 

 

    休憩 午前１０時５８分 
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    再開 午前１１時０５分 

 

〇議長（遠山健太郎） 再開します。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１号及び議第２号の質疑、討論、採決 

〇議長（遠山健太郎） 日程第10、議第１号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例について、議第２号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて、以上の２件の議案については、関連事項となりますので一括議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 議第１号、議第２号を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 異議なしと認めます。 

 したがって、議第１号、議第２号は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第３号の質疑、討論、採決 

〇議長（遠山健太郎） 日程第12、議第３号 上牧町税条例の一部を改正する条例について、

これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 
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 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第６号の質疑、討論、採決 

〇議長（遠山健太郎） 日程第13、議第６号 令和７年度上牧町一般会計補正予算（第４回）

について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 
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 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１０号の質疑、討論、採決 

〇議長（遠山健太郎） 日程第14、議第10号 令和７年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別

会計補正予算（第１回）について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１２号の質疑、討論、採決 

〇議長（遠山健太郎） 日程第15、議第12号 避難所運営資機材購入契約の締結について、こ

れを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 質疑なしと認めます。 
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 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１３号の質疑、討論、採決 

〇議長（遠山健太郎） 日程第16、議第13号 塵芥車両（３トン並びに２トンパッカー車）購

入契約の締結について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    
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    ◎議第１４号の質疑、討論、採決 

〇議長（遠山健太郎） 日程第17、議第14号 上牧中学校新校舎厨房機器購入契約の締結につ

いて、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１５号の質疑、討論、採決 

〇議長（遠山健太郎） 日程第18、議第15号 上牧中学校新校舎家具・什器等購入契約の締結

について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 
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〇議長（遠山健太郎） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎文教厚生委員長報告について 

〇議長（遠山健太郎） 日程第19、文教厚生委員長報告について。 

 氏原委員長、報告願います。 

 氏原委員長。 

          （文教厚生委員長 氏原賢一 登壇） 

〇文教厚生委員長（氏原賢一） 改めまして、こんにちは。ただいま議長から指名を頂きまし

た文教厚生委員長の氏原賢一でございます。文教厚生委員会の報告をいたします。 

 文教厚生委員会の審議日程は９月９日で、全委員出席の下、慎重審議いたしました。 

 文教厚生委員会に付託された議案は、次のとおりです。 

 議第４号 上牧町下水道条例の一部を改正する条例について、議第５号 奈良県葛城地区

清掃事務組合規約の一部を変更する規約について、議第７号 令和７年度上牧町国民健康保

険特別会計補正予算（第１回）について、議第８号 令和７年度上牧町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第１回）について、議第９号 令和７年度上牧町介護保険特別会計補正予算

（第１回）について、議第11号 令和７年度上牧町下水道事業会計補正予算（第１回）につ

いて、以上６議案について審議いたしました。 

 次に、各審議内容について報告いたします。 

 議第４号 上牧町下水道条例の一部を改正する条例について。 

 問い。令和８年４月１日から下水道使用料を１立方メートル当たり20円値上げして、１立

方メートル140円になります。この値上げに至った理由を説明してください。答え。平成26

年４月から今日まで下水道使用料を据え置いてきました。この間、経費の抑制に努め、多額

の一般会計からの繰入金で下水道事業を運営してきました。しかし、人口減少による下水道
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使用料収入が減少し、将来の安定した事業運営が行えなくなります。また、独立採算制を基

本とする下水道事業のため、今回、下水道使用料を見直しました。問い。今回の値上げで経

費回収率は幾らになりますか。答え。84.4％です。総務省の指示により、下水道使用料は段

階的に150円を目指していますが、それでも経費回収率は90.4％です。問い。下水道使用料を

幾らにすれば下水道事業会計は黒字になりますか。答え。１立方メートル当たり170円です。

問い。次の料金改定はいつ頃ですか。答え。総務省の指示により、５年ごとに料金を見直し

ます。問い。料金の改正案により120円から140円に変更になった場合の一般家庭においての

負担額はどのように変更になりますか。答え。現行の料金では１人当たり年間約１万2,000

円程度の負担額であるが、今回の改正により年間約１万4,800円程度になり、約2,800円程度

の値上がりになります。 

 議第５号 奈良県葛城地区清掃事務組合規約の一部を変更する規約について。 

 問い。香芝市がし尿を共同処理する運搬業務を今後単独で行うことを決定しました。１つ

の市が組合から抜けることは残念な面もあるが、４市４町の組合議会では管理者側からも議

員からも異論は出ず、全会一致でこの決定を承認しました。組合議会は香芝市の決定を尊重

する判断をしたことになります。上牧町も他市が独自に判断したことは尊重すべきであると

考えます。18年後の2043年、同組合は解散することが既に決まっているので、今後、香芝市

に続く市町が出てきても不思議ではない状況になったと言えます。上牧町は組合によるし尿

処理がもともと少なく、全体の1.75％、公共下水の普及率も約95％と非常に高いので、香芝

市同様、今後、運搬業務を単独で行うことや、下水道普及の100％完了を急ぐ等、考慮しては

どうでしょうか。答え。上牧町は処理量も非常に少なく、今後、公共下水を完了させ、組合

に所属する必要がなくなる環境が一番の理想ではあると考えます。しかし、現状では、少な

いながらもし尿運搬業務はやらなければならず、安定したし尿処理方法の確保として、今ま

でどおり組合による処理を継続してまいります。また、香芝市が離脱した理由は、単独で運

搬業務をするほうが組合でするより安くでき、結果として料金も安く設定できると判断した

からだと考えられます。上牧町も今後、料金体系がどうなるかを視野に置きながら、将来の

し尿処理の方策を考えてまいります。 

 議第７号 令和７年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）について。 

 問い。出産育児一時金について、まだ年度途中の９月ですが、200万円の補正計上を行う理

由を説明してください。答え。７月11日現在、支給決定及び母子手帳情報等により、出産育

児一時金対象者が12名となり、100万円が不足となり、また、社保離脱や転入等に伴う潜在的
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対象者２名分の100万円を加えて、200万円の補正計上となりました。問い。上牧町の子ども

の出生数は増えていると思いますが、どうなっていますか。答え。住民基本台帳によります

と、令和５年度100人、令和６年度79人です。 

 議第８号 令和７年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）について、質疑

はございませんでした。 

 議第９号 令和７年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第１回）について。 

 問い。認知症地域支援ケア向上事業費の補正について、『オレンジ・ランプ』というこの映

画を選んだ理由をお伺いします。答え。近隣の市町村でも評判がよい映画でしたので、認知

症を理解していただくのによい映画だと思い、選びました。問い。認知症地域支援ケア向上

事業費８万5,000円について、『オレンジ・ランプ』の映画を上映するとのことですが、上映

場所、募集方法等を教えてください。答え。2000年会館多目的室で上映する予定です。広報

に案内チラシを入れて先着100名を募集します。問い。認知症については多くの方が興味を持

っています。応募が多数のとき、再上映を考えていますか。答え。反響により、次年度も上

映を考えております。 

 議第11号 令和７年度上牧町下水道事業会計補正予算（第１回）について、質疑はござい

ませんでした。 

 以上、文教厚生委員会に付託された６議案について、全委員が異議なく可決するべきもの

と決定いたしました。 

 以上で文教厚生委員会の報告を終わります。 

〇議長（遠山健太郎） 委員長の報告が終わりましたので、ただいまより議案の審議に入りま

す。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第４号の質疑、討論、採決 

〇議長（遠山健太郎） 日程第20、議第４号 上牧町下水道条例の一部を改正する条例につい

て、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 
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〇議長（遠山健太郎） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 石丸議員。 

〇９番（石丸典子） ９番、石丸典子です。 

 議第４号 上牧町下水道条例の一部を改正する条例について反対の討論を行います。 

 令和５年度から下水道会計が公営企業会計に移行しました。同じく令和５年度には上牧町

下水道事業経営戦略が10年計画で策定をされました。この中で計画的な料金改定の必要性が

示されています。私はこの計画を否定するものではありません。 

 下水道整備は公共性が高い事業です。独立採算制が基本ではありますが、公共の福祉を増

進するよう運営することが地方公営企業法に規定されています。今回の下水道使用料の値上

げ幅は16.7％です。ここ数年の物価高、特に令和５年、６年、７年の物価高、特に食料品は

顕著な値上げです。右肩上がりで上がってきています。この中での下水道使用料の値上げは、

町民の暮らし応援のための物価高騰支援策に逆行するものです。このような時期の値上げに

反対します。 

 以上をもって、下水道条例の一部を改正する条例に対して反対の討論といたします。 

〇議長（遠山健太郎） ほかにございませんか。 

 牧浦議員。 

〇６番（牧浦秀俊） ６番、牧浦秀俊です。 

 上牧町下水道条例の一部を改正する条例について、賛成の立場で討論いたします。 

 先ほど文教厚生委員長の報告があったように、平成26年４月から11年間、下水道使用料を

据え置いてきたこと。この間、経費の抑制に努め、一般会計から多額の繰入金で下水道事業

を運営してきました。しかしながら、人口減少による下水道使用料収入が減少し、将来の安

定した事業運営が行えなくなること、また、独立採算制を基本とする下水道事業のためには、

下水道使用料の見直しは、総合的に判断してやむを得ないことだと一定の理解をしておりま

す。まだまだ物価の高騰のあおりを受け、住民からは生活が苦しいという声を聞きますが、

生活インフラである下水道事業が破綻しては元も子もありません。 

 今年度、税制改正で103万円の壁が実質的に160万円の壁に引き上げられました。これは基

礎控除と給与所得控除の見直しによるもので、これにより年収160万円まで所得税が発生しな

い、扶養控除の範囲内での就労が可能になりました。また、学生の特定扶養控除の対象も150
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万円に拡大され、働き方の柔軟性が増している、この時期の値上げを逃すことは将来的に住

民にとって不利益を被ることになると予想できます。 

 以上のことを踏まえて、賛成を表明するとともに、経済の安定化を図るために、国は今後

も物価高騰対応、重点支援地方創生臨時交付金で財政的な支援を行うことが予想されます。

そのときには真っ先に下水道使用料に充てていただきたい。要望を込めて賛成の討論を終わ

ります。 

〇議長（遠山健太郎） ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） これで討論を終わります。 

 これから採決いたします。 

 採決は起立により行います。本案に対する委員長の報告は可決です。 

 委員長の報告どおり可決することに賛成の方、起立願います。 

          （起立多数） 

〇議長（遠山健太郎） 起立多数です。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

                     ◇                    

 

    ◎議第５号の質疑、討論、採決 

〇議長（遠山健太郎） 日程第21、議第５号 奈良県葛城地区清掃事務組合規約の一部を変更

する規約について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 
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          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第７号の質疑、討論、採決 

〇議長（遠山健太郎） 日程第22、議第７号 令和７年度上牧町国民健康保険特別会計補正予

算（第１回）について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第８号の質疑、討論、採決 

〇議長（遠山健太郎） 日程第23、議第８号 令和７年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１回）について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 
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          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第９号の質疑、討論、採決 

〇議長（遠山健太郎） 日程第24、議第９号 令和７年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第

１回）について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 
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                     ◇                    

 

    ◎議第１１号の質疑、討論、採決 

〇議長（遠山健太郎） 日程第25、議第11号 令和７年度上牧町下水道事業会計補正予算（第

１回）について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎閉会の宣告 

〇議長（遠山健太郎） お諮りします。 

 本定例会の会議に付された事件は全て終了いたしました。 

 したがって、会議規則第７条の規定により閉会したいと思います。ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会は閉会することに決定いたしました。 

 



 －34－ 

                     ◇                    

 

    ◎町長の挨拶 

〇議長（遠山健太郎） 閉会に当たり、招集者の挨拶をお願いいたします。 

 阪本町長。 

          （町長 阪本正人 登壇） 

〇町長（阪本正人） 全議案、認定、議決を頂きましてありがとうございます。 

 また、今議会中に皆様方からご提案、ご要望、ご意見等をたくさん頂きました。これらに

つきましては、財政状況を見極めながら、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに考

えております。 

 普通でしたら、これから本格的に台風の季節になってくるわけでございますが、先般、静

岡県では、台風15号の接近に伴う影響で発生しました国内最大級の竜巻による甚大な被害も

発生しており、また、全国各地では線状降水帯による被害も発生をしております。地球温暖

化の影響で様子が大きく変わってきておりますので、我々も十分注意を払いながら、住民の

方々の安全と安心を守っていきたいと考えております。 

 それと、まだまだ厳しい暑さが続いておりますが、議員の皆様方におかれましては、十分

健康にご留意いただきまして、これからも元気にご活躍いただきますようお願いを申し上げ

まして、お礼のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（遠山健太郎） これをもちまして令和７年第３回上牧町議会定例会を閉会いたします。

どうも皆様、お疲れさまでした。 

 

    閉会 午前１１時３２分 
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